
Title フランスにおける　Le droit a la preuve　の観念

Author(s) 町村, 泰貴; MACHIMURA, Yasutaka

Citation 北大法学論集, 38(1), 93-191

Issue Date 1987-08-31

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16541

Type departmental bulletin paper

File Information 38(1)_p93-191.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



;;研;:
:究;:
::ノ

:j ト;:フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

F
O
島
円
。

=p-担唱
円
。
Z
4
0

目

次

序第
一
章
証
明
権
の
法
的
性
質

第
一
節
概
観

第
二
節
旧
民
訴
法
典
の
下
で
の
見
解

第
三
節
新
民
訴
法
典
の
下
で
の
見
解
(
手
続
権
説
)

第
二
章
証
拠
提
出
権

第
一
節
は
じ
め
に

第
二
節
有
用
性

第
三
節
認
容
性

第
四
節
ま
と
め

の
観
念

回I

キナ

泰

J主L

貝

北法38(1・93)93



研究ノート

第
三
章
証
拠
獲
得
権

第

一

節

総

説

第
二
節
旧
民
訴
法
典
の
下
で
の
証
拠
獲
得
権

第
三
節
新
民
訴
法
典
の
下
で
の
証
拠
獲
得
権

第
四
節
ま
と
め

結
び

〈
引
用
文
献
略
語
》

(
論
説
)

刷
副
武
司
・
・
斗
副
捌
倒
到
の
再
構
成
」
自
由
と
正
義
二
九
巻
四
号
二
八
頁

-
J町
・
・
「
当
事
者
権
の
要
と
し
て
の
副
明
樹
ベ
』
パ
引
刀
叫
l
法
学
セ
ミ
ナ

-
一
九
七
八
年
一
二
月
号
八
六
頁
、
七
九
年
一
月
号
六
四
頁
、
二
月
号

六
九
頁

ヨ
刑
哲
夫
・
・
「
フ
ラ
ン
ス
に
が
け
る
民
事
訴
訟
の
基
本
構
造
と
そ
の
実
態

(
I
・

川
川
叫
こ
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
五
号
一

O
三
頁
、
一
二
六
号
二
五
五
頁
、

一
二
七
号
三
八
三
頁

出
利
一
円
克
己
・
・
「
訴
訟
に
お
け
る
剖
劃
劃
樹
」
同
『
民
事
訴
訟
理
論
の
基
礎
的
研

究
」
五
九
頁

剖
州
安
雄
・
・
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
立
証
責
任
(
序
説
)
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三

四
号
一
九
頁

(
条
文
翻
訳
)

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
(
谷
口
安
平
他
訳
)
『
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
訴

訟
法
典
』

フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
翻
訳
委
員
会
「
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
の
翻
訳

H

ー
国
」
(
法
協
訳
)

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
(
稲
本
洋
之
助
訳
)
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
|
家

族
-
相
続
関
係
」

同

(

稲

本

訳

)

『

フ

ラ

ン

ス

民

法

典

i
物

権
・
債
権
関
係
」

同
(
劇
判
忠
剖
)
↓
汁
引
刈
刈
刑
制
側
同
法
務
資
料

三
九
四
号

(
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
)

W
5
4
3・
同
一
(
〉
ロ

σ『
可
巾
門
知
白
ロ
)
(
リ
ロ
ミ
叫
【
凶
巾
仏
同
1
o
x
n
一
三
-
同
『
白
ロ
A
u
h
t
p
、
H，
M
戸

(
]
{
由

N
N
)

~
w
E
苫
円
・
開
・
・
戸
白
昌
。
足
せ
h
~
h
町
、
w
d
h
h
h
同
宮
、
h
n
-
〈
己
叩
回
申
叶
一
F

N
W
N
E
昌
子
一
戸
白
百
、
ミ
ミ
z
e
n
F
白
q
p
(
H
泊
三
)

限
隠
H
』
・
1
』

E

ぼ
除
問
内
ぽ
品
問
問
宮
z

n

g

E

E

一

3

3

n

m

印

円
日
〈
-
-
m
-
(
]
{
由
吋
申
)

b
s司
口
語
芯
ア
何
日

F.白
門
広
O
ロ
E
白
色
巾
H
y
g
巾
ロ
己
Z
5
3
巾
ロ
仏
円
。
一
昨
g
o
a
巾
『
ロ
タ
何
印
印
白
一

出
口
司
~
町
民
、
包
民
H
b
t
h
v
S
R
-
n
、
吋
宮
町
田
巾
司
白
『
一
m
-
(
忌
N
N
)

同
拍
車
問
H
F
司
・
(
虫
白
ロ
5
-
a
E
U
巾
ユ
)

M

3

誌凡
h
h
も
『
白
色
A
C
巾
仏
巾
母
。
芹
口
一
三
-

同
司
白
ロ
A
U
B
F
N
。m
門
戸
吋
〈
ロ

(
5
2
)

の
き
テ
司
'
己
目
的
門
町
三
仲
間
的
ロ
ユ
g
h
m
H
H
S

ミ
設
さ
a
w
(
H
U
戸
)

c
q
R
~
v
S
N
R
u
p
の
-
一
h
町
民
培
、
q
H
H
h
e
h
v
S
R
目
、
同
-
E
(
匂
巾
吋
巾

-E白
口
市
門
司
。
コ
巾
『
白
血
色
)
円
、
白

同
】
見
山
口
〈
町
巾
ロ
門
凶
叶
o
-
-
T
(
]
{
窓
口
)
目
y
N
吋
叶
・

m

E

Z

E

H

瓜

陶

同

2
・

2
f
a
a間
同
陪
同
ョ
開
ロ
ミ
n
-
S
庄
一
冊
。
田
口
O
N
-
m
m
s

円
}
巾
ユ
一
己
目
見
山
色
白
色
『
。
一
昨
ロ
コ
斗
ア
N
o
m
巳
・
(
]
戸
由
吋
品
)

h
魚
川

h
n
k
N
札
ゲ
同
N•• 

F
巾
印
ヨ
肘
創
立
h
M
円
凶
巾
U
Z
W
C
ぐ
命
。
口
弘
『
D
宗
門
戸
〈
戸
(
回
申
印
印
}

北法38(1・94)94



ミ

ミ

ミ

ミ

喝

の

一

『

守

口

H

H

h

州

~
b
y
S
F一
一
回

U
S
E
n
z
o口
町
O
R
m巾
色
町
田

-mnmwmw
巾
ロ
}
己
的
Z
n
p
]
円
い
・
司
]
{
申
吋

ω・円
N
q
N
山・

K
R
q・
。
・
同
山
同

3
5
E
U
同ν
・
一
い
問
問
山
民
民
・
、
H
，
-
F
2
8由
)

、
宮
、
、
ch・

-N-一
(
∞
巾
戸
同
門
凶
州
百
円
巾
門
戸
巾
円
巾
σ
O
E門
的
自
問
〉
{
問
問
。
ロ
ロ
目
白
吋
巾

)
n
o
R
W吋
【
同
町
己
「
C
X

円
一
三
]
同
円
白
口
明
白
】
凹
司
吋
-
H
U
F
(
呂
町

ω)

階
ぽ
伊
国
-
一
陣
附
皆
吉
岡
巾
皆
ロ
∞
で
白
色
ヨ

E
m
g
z
oロ
号

E
U『
2
5
5

同
イ
白
〈
白
己
同
会
凶
て
〉
凹
凹

ongzc口
出
(
い
担
問
)
芹
白
ロ
ゲ
同
市
V
K品
川

y
、
H
4
・
〈
a

(]-申印{))匂・

H
N

∞固

で
凡
苫
町
内
苫
?
』
・

h
uさ
門
町
民
刷
、
高
町
民
せ
凡
h
h
・
N
c
o
m
p
(
巴
∞
同
)

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

序

本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
会
巾
今
2
件

前

-

国

有

E
〈
巾
》
の
観
-

念
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
の
合
巾
門
町
O
X
卸
]
由
℃
吋
巾
己
〈
巾
》
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
我
が

(
1
)
 

国
に
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
証
拠
法
に
お

い
て
こ
の
観
念
は
、
「
証
明
責
任
」
《

g
n
y目
指
巾
骨

E
胃

2
〈
巾
》
と

な
ら
ぶ
証
拠
法
総
論
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
証
拠
法
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
合
巾
骨
三
円
山
}
白
胃

2
4巾
》
の
観
念
を
理
解
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
我
が
国
に
お
い
て
も
小
島
教
授
に
よ
り
「
当
事
者
権
の
要
と

1. 

(2) 

し
て
の
証
明
権
」
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
小
島
教
授
の
い
う
「
証
明
権
」

と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
《

r
a『
。
斥
卸

g
u
z
z〈
巾
》
と
は
も
と
よ
り
別

個
の
概
念
だ
が
、
そ
の
内
容
は
か
な
り
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
我

が
国
に
お
け
る
「
証
明
権
」
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の

議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際

ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
検
討
す
る
の
か
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
た
め
に
は
、
我
が
国
で
「
証
明
権
」
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
問

題
状
況
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

Z

小
島
教
授
が
「
証
明
権
」
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
小

島
教
授
自
身
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
時
の
い
わ
ゆ
る
現
代

型
訴
訟
を
契
機
と
し
た
証
拠
法
に
関
す
る
活
発
な
議
論
状
況
が
あ
る
。
こ

の
現
代
型
訴
訟
と
い
う
概
念
は
、
用
い
ら
れ
る
文
脈
に
よ
り
そ
の
意
味
も

(4) 

異
な
る
暖
昧
な
概
念
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
公
害
・
環
境
訴
訟
、
薬
害
・

医
療
過
誤
訴
訟
、
あ
る
い
は
消
費
者
訴
訟
な
ど
を
指
し
、
証
拠
法
と
の
関

係
で
は
、
高
度
に
発
達
し
専
門
化
し
た
科
学
技
術
上
の
争
点
を
含
む
た
め

事
実
認
定
に
困
難
を
き
た
す
と
と
も
に
、
当
事
者
間
の
経
済
的
な
格
差
ま

た
は
立
場
の
違
い
か
ら
事
案
解
明
に
必
要
な
証
拠
・
資
料
が
当
事
者
間
に

偏
つ
て
存
在
し
て
い
る
点
が
大
き
な
特
徴
と
さ
れ
て
い
(
位
。

も
と
も
と
当
事
者
聞
に
力
の
格
差
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
刑

事
訴
訟
と
異
な
り
、
対
等
な
二
当
事
者
間
の
争
い
を
予
定
す
る
民
事
訴
訟

~ti去38 (1・95)95
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は
形
式
的
な
武
器
平
等
の
原
則
を
保
障
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
、
こ
の
よ

う
な
「
構
造
的
証
拠
偏
在
」
と
い
う
状
況
の
下
で
は
著
し
い
実
質
的
不
平

等
が
顕
在
化
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
実
質
的
不
平
等
を
是
正
す
る
た
め
の
試

み
が
学
説
・
判
例
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
、
公
害
紛
争
を
契
機
と
し
て
、
事
実
認
定
に
必
要
な
証
明
度
を
引

き
下
げ
、
蓋
然
性
の
程
度
な
い
し
証
拠
の
優
越
で
足
り
る
と
す
る
説
が
主

張
さ
礼
的
。
証
明
度
を
め
ぐ
る
議
論
は
古
く
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ

こ
で
は
公
害
訴
訟
に
お
け
る
因
果
関
係
の
立
証
を
め
ぐ
っ
て
、
「
加
害
企
業

と
被
害
者
の
聞
に
は
社
会
的
経
済
的
地
位
に
大
き
な
格
差
が
あ
る
か
ら
、

因
果
関
係
の
立
証
に
つ
い
て
被
害
者
側
の
負
担
を
軽
く
し
、
因
果
関
係
の

存
否
不
明
の
不
利
を
企
業
側
に
負
わ
し
め
る
の
が
公
平
に
合
す
る
」
と
の

実
質
的
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
石
田
穣
助
教
授
の
問
題
提
起
に

端
を
発
し
た
証
明
責
任
論
争
に
お
い
て
も
、
議
論
の
焦
点
は
証
明
責
任
分

配
の
理
論
的
側
面
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
従
来
の
通

説
で
あ
っ
た
法
律
要
件
分
類
説
の
下
で
は
証
拠
の
偏
在
に
対
処
し
え
な
い

と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
(
問
。

も
っ
と
も
証
明
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
の
激
し
さ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

個
々
の
証
明
責
任
分
配
の
結
論
で
は
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
く
、
議
論
の
焦

点
は
真
偽
不
明
の
場
合
の
処
理
よ
り
も
む
し
ろ
「
証
明
責
任
以
(
脚
」
、
す
な

わ
ち
真
偽
不
明
に
至
る
以
前
の
訴
訟
追
行
過
程
の
規
律
へ
と
移
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
具
体
的
に
は
文
書
提
出
義
務
、
証
拠
保
全

な
ど
の
拡
張
的
適
用
に
よ
る
相
手
方
当
事
者
な
い
し
訴
外
第
三
者
か
ら
の

証
拠
資
料
の
獲
得
が
判
例
を
通
じ
て
開
丸
出
、
学
説
上
も
こ
れ
を
支
持
す

る
方
向
で
論
じ
ら
れ
て
い
(
出
。
あ
る
い
は
裁
判
官
の
心
証
形
成
過
程
の
問

題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
一
応
の
推
定
」
な
い
し
「
表
見
証
明
」
が

事
実
上
の
証
明
の
必
要
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
規
範
的
な
意
味
で

(M) 

の
反
証
提
出
責
任
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
は
鑑
定
を

『

日

)

(

時

)

め
ぐ
る
諸
問
題
、
証
言
拒
否
特
権
の
問
題
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
各
論
的
な
諸
論
点
と
関
連
す
る
が
、
い
わ
ば
横
断
的
な
論
点

{

口

)

{

刊

)

と
し
て
、
模
索
的
証
明
の
許
容
性
、
証
明
妨
害
な
ど
も
、
主
と
し
て
ド
イ

ツ
の
学
説
・
判
例
の
展
開
に
依
拠
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
最
近
ド
イ
ツ
に
お
い
て
シ
ュ
ト
ュ
ル
ナ
l
が
、
以
上
の
諸
議
論

を
総
合
す
る
形
で
、
当
事
者
の
事
案
解
明
義
務
〉
丘
E
同
『
ロ
ロ
岡
田

U
E
n
Z
を

提
唱
す
る
に
至
り
、
我
が
固
に
お
い
て
も
春
日
助
教
授
を
中
心
と
し
て
そ

の
紹
介
お
よ
び
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
(
却
。
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
を
検
討

す
る
余
裕
は
な
い
が
、
要
す
る
に
、
従
来
証
明
責
任
が
弁
論
主
義
の
プ
リ

ズ
ム
を
通
じ
て
発
現
す
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
主
張
責
任
・
証
拠
提
出
責

任
に
よ
る
事
実
上
の
訴
訟
追
行
の
規
律
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
真
実
発
見

の
要
請
と
信
義
則
を
基
礎
と
し
た
訴
訟
追
行
の
規
範
を
定
立
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
妥
当
領
域
も
、
証
拠
法
の
中
に
は
と
ど
ま
ら
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ず
、
「
①
具
体
的
な
事
実
の
主
張
責
任
の
レ
ベ
ル
と
、
②
証
明
あ
る
い
は
証

拠
提
出
責
任
の
レ
ベ
ル
の
双
方
で
発
現
す
る
ほ
か
、
更
に
、
③
訴
訟
前
の

証
拠
蒐
集
の
過
程
に
お
い
て
も
発
現
し
、
作
用
仁
間
」
と
さ
れ
て
い
(
出
。

他
方
我
が
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
第
三
の
波
」
説
の
立
場
か
ら
、
事
案

解
明
義
務
説
と
は
異
な
る
当
事
者
の
行
為
責
任
の
定
立
が
唱
え
ら
れ
て
い

(
認
。
そ
こ
で
は
訴
訟
内
外
を
通
じ
て
妥
当
す
べ
き
「
交
渉
ル

l
ル
」
を
基

礎
と
し
て
主
張
立
証
の
行
為
責
任
分
配
(
役
割
分
配
)
が
な
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
、
証
拠
保
全
や
文
書
提
出
義
務
の
要
件
効
果
に
つ
い
て
も
同

様
の
役
割
分
配
か
ら
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の

立
場
に
お
い
て
は
、
真
偽
不
明
と
な
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
裁
判
を
な

す
べ
き
か
は
各
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
責
任
の
不
履
行
を
根
拠
に
し
て

決
す
る
の
で
、
両
当
事
者
と
も
そ
の
行
為
責
任
を
尽
く
し
た
な
ら
ば
帰
責

の
根
拠
を
失
ぃ
、
一
種
の
ノ
ン
・
リ
ケ
ッ
ト
判
決
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
と

(
判
的
)

さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
状
況
の
下
で
小
島
教
授
は
、
山
木
戸
教
授
の
提
唱

に
か
か
る
「
当
事
在
齢
」
に
基
づ
い
て
、
「
当
事
者
権
の
中
枢
的
内
容
の
一

つ
に
、
証
明
権
が
あ
る
。
民
事
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
に
主
体
的
地
位
を

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
訴
訟
の
帰
趨
を
決
定
す

る
証
明
の
場
面
に
お
い
て
当
事
者
の
権
利
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
廷
に
お
い
て
、
当
事
者
は
、
自
己
の
権
利
を
証
明
す
る
合
理
的
な
チ
ヤ

ン
ス
を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
明
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
こ

と
な
く
し
て
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
も
、
そ
の
権
利
は
、
空

虚
な
形
骸
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
憲
法
第
三
七
条
二
項
は
、
『
刑
事

被
告
人
は
、
す
べ
て
の
証
人
に
対
し
て
審
問
す
る
機
会
を
充
分
に
与
え
ら

れ
、
又
、
公
費
で
自
己
の
た
め
に
強
制
的
手
続
に
よ
り
証
人
を
求
め
る
権

利
を
有
す
る
』
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
直
接
に
は
刑
事
手
続
を

対
象
と
す
る
も
の
の
、
裁
判
手
続
に
お
け
る
基
本
原
則
の
表
現
で
あ
り
、

民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
証
明
の
手
段
が
合
理
的
な
範
囲
で
保
障
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

ι砂
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
要
す
る
に
小
島
教

授
に
あ
っ
て
は
、
現
代
型
訴
訟
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
証
拠
偏
在
と
い
う

問
題
状
況
の
中
で
、
最
終
的
な
真
偽
不
明
を
証
明
責
任
分
配
に
よ
っ
て
解

決
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
訴
訟
手
続
が
そ
の
正
当
性
を
維
持
す
る
た
め

に
は
、
真
偽
不
明
に
至
る
以
前
の
証
明
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
当
事
者
が
主

体
的
に
関
与
す
る
手
段
を
「
合
理
的
範
囲
で
」
「
実
質
的
に
」
保
障
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
問
題
関
心
が
、
そ
の
出
発
点
に
あ
り
、
そ

う
し
た
価
値
理
念
か
ら
証
明
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
人
列
。
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も
っ
と
も
こ
う
し
た
問
題
関
心
は
現
代
型
訴
訟
に
お
け
る
特
殊
性

に
の
み
関
わ
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
伝
統
的
な
事
件
類
型
に
つ
い

3. 
て
も
妥
当
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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構
造
的
証
拠
偏
在
と
い
う
問
題
状
況
そ
れ
自
体
は
、
確
か
に
近
時
の
現

代
型
訴
訟
の
登
場
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
個
々

的
に
は
伝
統
的
な
事
件
類
型
に
も
存
在
し
た
し
、
証
明
責
任
分
配
に
関
す

る
通
説
に
お
い
て
も
、
一
定
の
場
合
に
は
こ
れ
を
考
慮
し
て
い
(
問
。
ま
た

小
島
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
立
証
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ず
し

て
証
明
失
敗
の
責
任
を
問
う
の
は
不
公
正
で
あ
る
と
の
的
確
な
乱
齢
」
に

基
づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
唯
一
の
証
拠
」
法
理
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
さ

ら
に
、
当
事
者
の
証
明
す
る
権
利
と
い
う
発
想
自
体
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
と

同
様
に
証
拠
法
の
一
部
を
民
法
典
に
規
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
ボ
ア
ソ

ナ
1
ド
の
乱
開
お
よ
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
当
時
の
概
乱
艶
に
す
で
に
見

ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
証
明
権
」
が
時
代
を
越
え
て
妥
当
し
得
る
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
げ
る
合
巾
母
。
芹
帥
目
白
胃

2
〈
巾
》
の
紹
介

に
お
い
て
も
、
我
が
国
の
現
代
型
訴
訟
に
相
当
す
る
事
件
類
型
(
例
え
ば

医
事
紛
争
、
公
害
事
件
な
ど
)
に
限
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
全
体
を

ふ
ま
え
て
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。
《
戸
市
内
同
円
。
円
円
帥
]
白
匂
『
巾
ロ
〈
巾
》
の
意

義
を
特
殊
な
事
件
類
型
の
中
で
の
み
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
通
常
の
事

件
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
実
践
的
意
義
を
十
分

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
ο

ま
た
小
島
教
授
に
あ
っ
て
は
、
「
証
明
権
」
と
い
う
権
利
が
「
当
事
者
権

の
中
枢
的
内
容
の
一
つ
」
と
さ
れ
、
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
に
由
来
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
実
定
私
法
秩
序
の
中
で
ど
の
よ
う
な
地

位
を
占
め
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し

ろ
解
釈
に
際
し
て
の
指
導
理
念
と
し
て
、
い
わ
ば
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
提

唱
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
う
る
。
し
か
し
、
「
証
明
権
」
の
実
定
法
上
の

性
格
を
考
え
て
お
く
こ
と
、
と
く
に
そ
れ
が
実
体
法
上
の
権
利
と
し
て
見

ら
れ
る
の
か
手
続
法
に
帰
属
す
る
の
か
は
、
国
際
民
事
訴
訟
に
お
げ
る
準

拠
法
と
の
関
連
で
重
要
と
な
り
う
る
(
印
、
「
証
明
権
」
と
い
う
概
念
の
在
り

方
を
考
え
る
上
で
も
、
「
証
明
権
」
の
権
利
と
し
て
の
性
格
を
検
討
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

4

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
の
紹
介
を
な
す
に
当
た
り
、
、

ま
ず
会
巾
待
。
一
円
帥
】
白
胃

2
〈
巾
》
が
い
か
な
る
性
質
の
概
念
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
(
第
一
章
)
。
次
い
で
合
開
門
田

gF昨日
嗣

宮
司
2
〈
巾
》
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
内
容
を
証
拠
提
出
の
局
面
と
証

拠
獲
得
の
局
面
と
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
こ
れ
に

従
い
、
ま
ず
証
拠
提
出
権
を
検
討
し
(
第
二
章
)
、
次
い
で
証
拠
獲
得
権
を

検
討
す
る
(
第
三
章
)
。

こ
こ
で
《
町
内
町
包
仲
間
二
回
官

2
4巾
》
の
訳
語
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

従
来
v

」
の
言
葉
は
「
護
嫁
申
乱
酔
」
、
「
証
拠
提
出
艇
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
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き
た
が
、
も
と
も
と
は
「
証
拠
(
証
明
)
に
対
す
る
権
利
」
の
意
味
で
あ

り
、
そ
の
下
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
も
、
証
拠
提
出
の
権
利
に
は
限
ら

れ
な
い
。
上
で
挙
げ
た
証
拠
獲
得
権
の
他
に
、
証
拠
保
全
や
職
権
証
拠
調

べ
に
つ
い
て
も
、
合
巾
門
町
。
一
片
山
】
白
℃
吋

2
2
V
の
具
体
的
保
障
と
し
て

論
じ
ら
れ
る
ほ
ど
広
い
概
念
で
あ
る
の
で
、
小
島
教
授
の
提
唱
さ
れ
た
「
証

明
権
」
を
会
内
門
凶

g
x
卸
]
白
℃
円

2
〈
巾
》
の
訳
語
と
し
て
充
て
る
の
が
適

当
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
単
に
証
明
権
と
訳
す
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
使
用
し
た
文
献
の
う
ち
、
特
に
頻
繁
に
使
用
し
た
も
の
は
、
前

掲
の
文
献
目
録
に
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
み
を
記
し
て
引
用
す
る
。
そ
の

他
の
略
号
は
一
般
の
慣
用
に
従
う
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
条
文
に
つ
い

て
は
同
じ
く
目
録
に
掲
げ
た
翻
訳
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
あ
え

て
私
訳
を
た
て
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
記
す
。

(
1
)

わ
ず
か
に
現
代
外
国
法
典
叢
書
『
例
蘭
西
民
法
皿
』
二
五
七
頁

(
小
野
木
)
、
若
林
安
雄
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
立
証
責
任
(
序

説
)
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
四
号
二
二
頁
、
二
五
頁
、
谷
口
他
訳
『
注

釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
訴
訟
法
典
』
二
七
頁
に
短
い
説
明
が
あ
る
。

(2)

小
島
武
弓
「
当
事
者
権
の
要
と
し
て
の
↓
証
明
権
(
上
・
中
・
下
こ

法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
七
八
年
二
一
月
号
八
六
頁
、
七
九
年
一
月
号

六
四
頁
、
二
月
号
六
九
頁
、
同
「
証
拠
保
全
の
再
構
成
」
自
由
と

正
義
二
九
巻
四
号
二
八
頁
。

(3)

小
島
・
前
掲
各
論
文
。

(
4
)
例
え
ば
田
中
成
明
教
授
は
「
裁
判
に
よ
る
法
形
成
に
対
す
る
訴
訟

関
係
者
の
期
待
・
関
心
が
大
き
く
、
し
か
も
、
裁
判
に
よ
る
法
形

成
が
こ
れ
ら
の
問
題
領
域
に
お
け
る
紛
争
解
決
・
政
策
形
成
過
程

全
体
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
現
に
果
た
し
て
き
で
い
る
こ
と
」

を
現
代
型
訴
訟
の
中
心
的
特
徴
と
さ
れ
る
。
田
中
成
明
「
裁
判
に

よ
る
法
形
成
」
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
一
巻
四
九
頁
。
同
様
に
こ

の
法
政
策
形
成
機
能
を
中
心
に
考
え
る
も
の
と
し
て
、
小
島
武
司

「
『
公
共
訴
訟
』
の
理
論
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
三
号
一
頁
、
平
井
宣

雄
『
現
代
不
法
行
為
理
論
の
一
展
望
』
六
六
頁
以
下
。

こ
れ
に
対
し
て
納
谷
教
授
は
、
「
現
代
型
訴
訟
と
い
う
言
葉
は
、

法
律
用
語
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
マ
ス
コ
ミ
用
語
に
近
い
も
の
で

あ
(
る
が
)
、
・
・
・
公
害
訴
訟
、
環
境
訴
訟
、
消
費
者
訴
訟
お
よ

び
医
療
過
誤
訴
訟
な
ど
の
訴
訟
を
総
称
的
に
把
握
し
た
観
念
で
あ

る
と
い
い
う
る
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
現
代
社
会
が
新
た
に
生
み
だ

し
た
法
的
紛
争
の
訴
訟
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
は
伝
統
的

な
民
事
訴
訟
理
論
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
問
題
認
識
を
惹

起
さ
せ
た
点
で
は
、
共
通
性
を
有
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
伝
統
的

訴
訟
形
態
と
対
比
し
て
「
現
代
型
訴
訟
は
、
主
と
し
て
不
法
行
為

ま
た
は
こ
れ
と
契
約
の
交
錯
す
る
分
野
で
の
紛
争
を
対
象
と
す
る

訴
訟
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
紛
争
は
多
く
の
場
合
、
複
雑
化
・
専

門
化
・
巨
大
化
の
現
象
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
紛
争
の
当

事
者
聞
に
は
強
者
と
弱
者
と
い
う
実
質
的
に
不
平
等
な
関
係
に
加
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え
て
、
証
拠
の
偏
在
化
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
る
」
と
述
べ

ら
れ
る
。
中
野
貞
一
郎
編
『
現
代
民
事
訴
訟
法
入
門
』
第
四
章
(
納

分
)
一
二
七
頁
以
下
。
ほ
ぽ
同
旨
、
小
島
武
司
編
著
『
民
事
訴
訟

法
一

O
O講
」
第
六
講
(
上
原
)
二
七
頁
以
下
。

(
5
)

中
野
・
前
掲
書
(
注
4
)

(6)

主
に
民
法
学
者
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
主
な
も

の
の
み
を
挙
げ
る
。
加
藤
一
郎
編
『
公
害
法
の
生
成
と
展
開
』
二

九
頁
、
徳
本
鎮
「
鉱
害
賠
償
に
お
け
る
因
果
関
係
」
法
政
二
七
巻

一一

1
四
号
五
九
頁
、
同
「
公
害
の
民
事
的
救
済
と
因
果
関
係
」
法

政
三
六
巻
二

1
六
号
二

O
四
頁
、
東
孝
行
『
公
害
訴
訟
の
理
論
と

実
務
』
一
七
六
頁
以
下
。

(
7
)

森
島
昭
夫
「
公
害
責
任
:
:
:
そ
の
こ
『
演
習
民
法
(
債
権
)
』

(
青
林
)
四
六
一
頁
。

(
8
)

石
田
穣
『
民
法
と
民
事
訴
訟
法
の
交
錯
』
三
頁
以
下
。

(9)

ド
イ
ツ
に
お
い
て
規
範
説
に
対
す
る
批
判
が
生
じ
た
の
は
ま
さ

に
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
で
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
パ

1
プ
(
石
川

明
訳
)
「
最
近
の
立
証
責
任
論
が
規
範
説
か
ら
乗
離
し
た
点
に
つ
い

て
」
同
訳
『
ド
イ
ツ
手
続
法
の
諸
問
題
』
四
三
頁
。
ま
た
石
田
助

教
授
も
こ
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
石
田
・
前
掲
書
(
注
8
)

三
頁
。

(m)
石
田
説
と
通
説
が
結
論
を
具
に
す
る
点
は
医
療
過
誤
訴
訟
に
お

け
る
過
失
(
不
相
当
行
為
)
と
因
果
関
係
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
。

石
田
穣
『
証
拠
法
の
再
構
成
』
二

O
O頁
以
下
。
す
な
わ
ち
通
説

は
一
般
の
不
法
行
為
と
同
様
ど
ち
ら
も
患
者
側
が
証
明
責
任
を
負

う
と
す
る
の
に
対
し
、
石
田
助
教
授
は
ど
ち
ら
も
医
師
側
に
証
明

責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
。
通
説
側
で
は
村
上
判
事
が
表
見
証
明
ま

た
は
証
拠
提
出
責
任
の
操
作
で
救
済
さ
れ
る
と
し
て
、
一
般
原
則

を
変
更
す
る
理
由
は
な
い
と
説
く
。
『
証
明
責
任
の
研
究
』
二

O
四

頁。

(
日
)
小
島
・
前
掲
論
文
(
注
2
)
(
証
明
権
・
上
)
八
八
真
。
な
お
、

倉
田
判
事
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
「
実
務
に
お
け
る

証
明
責
任
の
意
義
は
、
そ
の
訴
訟
追
行
局
面
に
お
け
る
機
能
に
あ

る
。
証
明
責
任
の
本
質
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
証
明
責
任

す
な
わ
ち
確
定
責
任
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
裁
判
官
が
審
理

を
終
結
し
た
と
き
、
あ
る
主
要
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
真
偽
不
明

の
心
証
を
持
つ
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
実

際
は
稀
で
あ
っ
て
、
百
件
に
一
つ
、
い
な
千
件
に
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
客
観
的
証
明
責
任
が
両
当
事
者
に
分
配
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
主
観
的
証
明
責
任
(
そ
れ
が
兼
子
説
の
よ
う
に
客
観
的

証
明
責
任
の
反
射
に
過
ぎ
ぬ
も
の
か
、
そ
れ
と
も
三
ヶ
月
説
の
よ

う
に
弁
論
主
義
の
下
で
独
自
の
存
在
意
義
を
持
つ
の
か
は
こ
こ
で

は
措
く
と
し
て
)
を
生
じ
、
更
に
主
張
責
任
の
分
配
を
も
支
え
る

か
ら
こ
そ
、
実
務
は
(
客
観
的
)
証
明
責
任
を
重
視
す
る
の
で
あ

る
。
証
明
責
任
の
分
配
が
訴
訟
の
脊
椎
に
警
え
ら
れ
る
所
以
だ
。

そ
し
て
、
あ
る
要
件
事
実
が
訴
状
に
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
ど
う
か
、
抗
弁
に
何
と
何
を
書
く
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
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間
当
事
者
及
び
裁
判
官
の
聞
に
共
通
の
理
解
が
存
在
し
な
か
っ
た

ら
、
お
よ
そ
民
事
訴
訟
の
土
俵
は
成
立
し
な
い
。
」
倉
田
卓
次
「
書

評
」
民
商
法
雑
誌
八
三
巻
六
号
一

O
六
二
頁
。

(
ロ
)
文
書
提
出
命
令
の
判
例
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
竹
下
守
夫

ー
野
村
秀
敏
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
文
書
提
出
命
令
付
。
」
判
例

時
報
七
九
八
号
一
二
ハ
頁
、
八

O
四
号
一
一
六
頁
参
照
。
証
拠
保

全
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
大
竹
た
か
し
「
提
訴
前
の
証
拠
保

全
実
施
上
の
諸
問
題
・
・
・
改
ざ
ん
の
お
そ
れ
を
保
全
事
由
と
す
る
カ

ル
テ
等
の
証
拠
保
全
を
中
心
と
し
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六
一
号

七
四
頁
参
照
。

(
日
)
前
注
掲
記
各
文
献
の
外
、
本
間
義
信
「
文
書
提
出
義
務
」
吉
川

追
悼
論
集
『
手
続
法
の
理
論
と
実
践
・
下
』
一
九
一
頁
、
高
見
進

「
証
拠
保
全
の
機
能
」
講
座
民
事
訴
訟
五
巻
三
二
一
頁
、
お
よ
び
そ

れ
ら
に
引
用
さ
れ
た
諸
文
献
参
照
。

(M)

太
田
勝
造
『
裁
判
に
お
け
る
証
明
論
の
基
礎
』
第
七
章
一
九
一

頁
以
下
参
照
。

(
日
)
栂
善
夫
「
科
学
裁
判
と
鑑
定
」
講
座
民
事
訴
訟
五
巻
二
四
七
頁

お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
諸
文
献
参
照
。

(
時
)
伊
藤
真
「
違
法
収
集
証
拠
・
証
言
拒
絶
権
」
井
上
治
典
他
『
こ

れ
か
ら
の
民
事
訴
訟
法
』
一
七
一
頁
以
下
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ

れ
た
諸
文
献
参
照
。

(
口
)
佐
上
善
和
「
民
事
訴
訟
に
お
げ
る
模
索
的
証
明
に
つ
い
て
」
民

商
七
八
巻
臨
増
「
法
と
権
利
3
』
二

O
一
頁
参
照
。

(
問
)
渡
辺
武
文
「
証
拠
に
関
す
る
当
事
者
行
為
の
規
律
」
講
座
民
事

訴
訟
五
巻
一
五
九
頁
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
諸
文
献
参
照
。

(四

)
ω
昌
司
ロ
巾
吋

-m-
一
U
W
〉
口
出
向
】
位
コ
回
口
ぬ
印
円
以
ロ

n
Z
己
巾
司
司
釦
江
巳
巾
ロ

円
山
巾
由
一

N
Z
-
e
g
N
2
8凹
(
邑
叶
∞
)
、
そ
の
紹
介
と
し
て
佐
上
善
和
「
紹

介
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
四
号
二
三
八
頁
。
な
お
、
ぺ

l
タ
!
・
ア

1
レ
ン
ス
、
三
上
訳
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
を
負
わ
な

い
当
事
者
の
解
明
義
務
に
つ
い
て
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
九
号
五
七

頁
参
照
。

(
却
)
春
日
偉
知
郎
「
証
拠
の
蒐
集
お
よ
び
提
出
過
程
に
お
け
る
当
事

者
行
為
の
規
律
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
八
号
八
三
頁
。

(
幻
)
な
お
、
こ
の
外
に
石
田
助
教
授
は
同
じ
く
シ
ュ
ト
ュ
ル
ナ
1
に

依
拠
し
つ
つ
独
自
の
訴
訟
追
行
過
程
に
お
け
る
真
実
解
明
義
務
を

提
唱
さ
れ
て
い
る
。
石
田
穣
・
前
掲
書
(
注
目
)
二
二
五
頁
。

(n)
佐
上
善
和
「
立
証
責
任
の
意
義
と
機
能
」
井
上
・
前
掲
書
(
注

日
)
一
三
九
頁
。
な
お
こ
う
し
た
立
場
か
ら
積
極
的
に
議
論
す
る

も
の
と
し
て
、
竜
寄
喜
助
「
証
明
責
任
の
分
配
」
講
座
民
事
訴
訟

五
巻
八
九
頁
、
佐
藤
彰
一
「
立
証
責
任
論
に
お
け
る
行
為
責
任
の

台
頭
と
客
観
的
立
証
責
任
概
念
の
意
義
」
立
命
館
法
学
一
六
五

1

一
六
六
号
五
九
二
頁
。

(
お
)
特
に
佐
藤
彰
一
「
文
書
提
出
命
令
」
講
座
民
事
訴
訟
五
巻
二
七

一頁。

(
担
)
前
掲
文
献
(
注
幻
)
参
照
。
た
だ
し
竜
寄
教
授
は
「
少
な
く

と
も
裁
判
を
拒
否
で
き
な
い
と
い
う
現
行
の
訴
訟
制
度
は
是
認
せ
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ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
て
、
移
送
、
回
避
、
和
解
、
価
値
判
断
に

よ
る
裁
判
等
を
提
案
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
山
木
戸
克
己
「
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
権
」
同
『
民
事
訴
訟
理

論
の
基
礎
的
研
究
』
五
九
頁
以
下
。

(
却
)
小
島
・
前
掲
論
文
(
注
2
)
(
証
明
権
・
上
)
八
八
頁
。

(
幻
)
な
お
、
当
事
者
の
主
体
性
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
別
の
角
度
か

ら
山
戸
戸
教
授
も
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
に

訴
訟
上
当
事
者
の
権
利
義
務
を
認
め
る
こ
と
の
意
義
は
重
要
で
あ

る
。
け
だ
し
、
訴
訟
現
象
を
権
利
義
務
の
関
係
す
な
わ
ち
「
法
律

関
係
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
制
度
に
対
す
る
一
つ
の

価
値
評
価
を
も
っ
て
臨
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
(
中
略
)
。

そ
し
て
そ
の
価
値
評
価
は
、
訴
訟
を
そ
の
公
正
を
保
障
し
合
目
的

性
な
い
し
合
理
性
を
確
保
す
る
た
め
法
的
に
規
律
さ
れ
て
い
る
私

人
の
利
益
追
求
の
場
も
し
く
は
訴
訟
主
体
間
の
角
逐
の
関
係
と
し

て
み
る
も
の
、
と
い
う
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
」
山
木
戸
・
前
掲
書

(
注
目
)
六
一
頁
。

(
泊
)
例
え
ば
準
消
費
貸
借
に
お
け
る
旧
債
務
の
存
在
に
つ
い
て
、
村

上
・
前
掲
書
(
注
目
)
一
八
二
頁
以
下
参
照
。
そ
の
他
「
一
応
の

推
定
」
の
理
論
や
間
接
反
証
の
理
論
が
問
題
と
な
る
局
面
で
は
証

拠
偏
在
ま
た
は
そ
れ
と
類
似
の
状
況
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

(
却
)
小
島
・
前
掲
論
文
(
注
2
)
(証
明
権
・
下
)
六
九
頁
。

(
却
)
旧
民
法
に
証
拠
編
を
置
く
こ
と
の
理
由
を
問
わ
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

「
民
法
ニ
ハ
権
利
ノ
有
無
ヲ
定
メ
、
民
事
訴
訟
法
ニ
ハ
其
権
利

ヲ
行
用
ス
ル
ノ
手
続
ヲ
定
ム
ヘ
キ
ハ
、
固
ヨ
リ
当
然
ノ
コ
ト
ナ
リ

ト
雄
モ
、
証
拠
ノ
有
無
ハ
一
概
一
一
手
続
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
云
ブ
可

カ
ラ
ス
。
又
権
利
ノ
有
無
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
民
法
ニ
ハ
其
権

利
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
掲
ケ
、
民
事
訴
訟
法
ニ
ハ
証
拠
ヲ
挙
ク
ル
ノ

手
続
一
一
関
ス
ル
規
定
ヲ
掲
ク
へ
ク
、
一
概
一
一
之
ヲ
民
事
訴
訟
法
ニ

譲
ラ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
抑
モ
誤
レ
リ
。
証
拠
ニ
関
シ
テ
云
フ
所
ノ
権

利
ハ
、
証
拠
提
出
ノ
方
式
ニ
対
ス
ル
語
ニ
シ
テ
彼
ノ
財
産
ヲ
組
成

ス
ル
権
利
ト
同
シ
カ
ラ
ス
。
証
拠
ニ
関
シ
テ
云
フ
所
ノ
権
利
ハ
即

チ
証
拠
ニ
関
ス
ル
権
利
ナ
リ
。
例
へ
ハ
人
証
一
一
拠
リ
書
証
ニ
拠
リ
、

又
ハ
推
定
ニ
拠
リ
証
拠
ヲ
挙
ク
ル
ノ
権
ハ
、
財
産
ニ
非
ス
ト
雄
モ

亦
財
産
権
ト
同
シ
ク
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
故
ニ
之
ヲ
規
定
ス
ル

ハ
民
法
ニ
診
テ
ス
へ
ク
、
只
此
権
利
ヲ
運
用
ス
ル
ノ
手
続
ヲ
訴
訟

法
ニ
規
定
ス
へ
シ
。
(
以
下
略
)
」
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
先
生
断
案
・
森

順
正
纂
訳
『
民
法
排
疑
』
四
五
二
頁
(
宗
文
館
書
庖
に
よ
る
復
刻

版
に
よ
る
。
)

(
幻
)
挙
証
責
任
に
つ
い
て
の
説
明
で
、
形
式
的
証
拠
制
度
に
お
い
て

は
証
明
を
一
方
当
事
者
に
の
み
許
し
て
他
方
に
許
さ
な
い
た
め
、

「
証
明
ハ
当
事
者
ノ
一
方
ニ
禁
シ
一
方
ニ
与
へ
ラ
レ
タ
ル
特
権
」
で

あ
る
が
、
実
質
的
証
拠
制
度
に
お
い
て
は
「
当
事
者
双
方
ハ
等
シ

ク
其
主
張
ヲ
為
シ
又
等
シ
ク
之
ヲ
証
明
ス
ル
ノ
権
ヲ
有
シ
又
等
シ

ク
此
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
。
然
レ
ト
モ
当
事
者
カ
此
権
ヲ
行
ウ
ト
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否
ト
ハ
各
々
有
ス
ル
所
ノ
利
益
如
何
ニ
関
係
シ
攻
撃
者
カ
裁
判
官

ヲ
シ
テ
其
主
張
ノ
真
実
ヲ
認
定
セ
シ
メ
ン
ト
欲
セ
ハ
此
権
ヲ
行
使

シ
テ
其
主
張
ノ
真
実
ヲ
証
明
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
被
攻
撃
者
ハ
攻
撃

者
ニ
診
テ
之
ヲ
証
明
セ
サ
ル
以
上
ハ
単
ニ
攻
撃
者
ノ
主
張
ヲ
否
定

ス
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
レ
ト
モ
攻
撃
者
ニ
シ
テ
之
ヲ
証
明

ス
ル
ノ
恐
レ
ア
ル
ト
キ
ニ
珍
テ
始
メ
テ
其
証
明
権
ヲ
使
用
ス
ル
ノ

便
宜
ヲ
感
ス
へ
シ
。
而
シ
テ
斯
ノ
如
ク
自
己
ノ
利
益
ヲ
保
護
ス
ル

為
メ
証
明
権
ヲ
行
使
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
其
責
任
ヲ
称

シ
テ
挙
証
ノ
責
任
ト
謂
フ
」
と
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
江
木

衷
『
民
事
訴
訟
原
論
』
(
明
治
二
六
年
)
三
四
五
頁
以
下
。

(
詑
)
佐
上
教
授
は
、
当
事
者
権
と
い
う
概
念
が
民
事
訴
訟
の
領
域
で

有
す
る
実
践
的
意
義
に
つ
い
て
「
当
事
者
が
手
続
主
体
と
し
て
手

続
の
各
段
階
で
い
か
な
る
地
位
と
権
限
を
有
し
、
現
実
に
ど
こ
ま

で
こ
れ
を
行
使
し
え
た
か
と
い
う
要
素
を
、
手
続
の
結
果
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
を
、
当
事
者
権
を
中
心
と
し
て
再
構
成
し
て
い
く
」

点
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
佐
上
善
和
「
当
事
者
権
と
い
う
概
念
の
効

用
」
法
学
教
室
(
第
二
期
)
五
号
一
四
八
頁
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま

「
証
明
権
」
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
を
土
台
と
し
た
今
後
の
研
究
課
題
で

あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、

Z
白
mmY

国
-
u
U
H
巾
の

E
ロ己
N
C
m
m
a
g

∞25-向
巾
円
宮
田
町

B
2
S
U
M
-
R
Zロ
N
Zロ
u
g
N巾
h
p
(
呂
町
叶
)
・
特

に
8
・主
H
R・
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い

る
も
の
と
し
て
、
国
ロ
2
・
〉
-
一
円

2
8口
百
円
白
色
巾
日
0
2
巾
ロ
ヨ
三
Z
E

内凶巾℃「巾ロ〈巾唱(]石品目)

(
担
)
な
お
、
手
続
法
と
実
体
法
と
の
法
領
域
の
違
い
が
違
法
収
集
証

拠
排
除
に
関
す
る
法
律
構
成
に
影
響
す
る
点
に
つ
い
て
、
森
勇
「
民

事
訴
訟
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
の
取
扱
い
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五

O
七
号
(
季
刊
民
事
法
研
究
4
)

一
八
頁
参
照
。

(
拓
)
外
国
法
典
叢
書
・
前
掲
(
注
1
)

(
お
)
谷
口
他
訳
・
前
掲
(
注
1
)

第
一
章

証
明
権
の
法
的
性
質

第
一
節

概
観

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
証
明
権
合
巾
骨
色
丹
帥
-
白
胃

2
2
V
は
、
法
文

上
の
概
念
で
は
な
く
、
学
説
の
用
い
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
を

用
い
て
ま
と
ま
っ
た
論
述
を
行
っ
て
い
る
最
初
の
文
献
は
、
筆
者
の
知
る

限
り
、
科
学
学
派
同

W
S
E
R
-
g
R
5
5
の
代
表
論
者
と
し
て
有
名
な
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
ジ
エ
ニ
イ
明
日
口
町
0
2
の
巾
ロ
可
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
仁
川
で
あ
る
。
詳

細
は
後
に
見
る
が
、
そ
こ
で
は
手
紙
を
書
証
と
し
て
利
用
で
き
る
か
と
い

う
問
題
に
関
連
し
て
証
明
権
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
人
格
権
に
属
す
る
実
体

法
上
の
権
利
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
ら
所
持
す
る
手
紙
の
み

北法38(I・103)103 
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な
ら
ず
他
人
の
所
持
す
る
手
紙
に
つ
い
て
も
証
明
権
を
根
拠
と
し
て
利
用

で
き
る
と
考
え
て
い
る
点
で
、
以
後
論
じ
ら
れ
る
証
明
権
の
法
的
性
質
や

内
容
の
原
型
が
概
ね
出
来
上
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(2) 

そ
の
後
、
レ
ネ
・
ド
ゥ
モ

l
グ
百
川
口
m
U巾
ヨ
o
m
Sが
証
明
妨
害
を
証
明

権
の
侵
害
で
あ
る
と
論
じ
た
が
、
そ
の
ド
ゥ
モ

l
グ
の
弟
子
で
あ
っ
た
エ

ミ

1
ル
・
ド
ゥ
モ
ン
テ
何
百
口
市

U
2
6
1れ
が
ジ
ェ
ニ
イ
の
見
解
に
依
拠

し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
内
容
を
こ
れ
に
与
え
、
と
く
に
他
人

の
所
持
す
る
証
拠
の
提
出
強
制
を
中
心
に
論
じ
る
テ

l
ズ
を
発
表
し
た
。

(4) 

ま
た
、
概
説
書
等
で
は
少
な
く
と
も
講
学
上
の
概
念
と
し
て
定
着
し
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
証
明
権
の
実
定
的
性
質
を
否
定
す
る
見
解
も
存
在
し
た
。
主
に
ジ

戸

5
)

ヤ
ン
・
カ
ル
ボ
ニ
エ
】
何
回
ロ
ロ
同
叶
σ。
ロ
ロ
お
吋
や
エ
ル
ヴ
ア
ン
・
ル
・
ガ
ル
開
コ
弔
問
ロ

戸

6
}

円
、
巾
一
の
白
己
ら
が
論
じ
て
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
後
に
見
る
よ
う
に
証
明
権
を

否
定
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
証
拠
獲
得
の
法
律
構

成
に
つ
い
て
よ
り
直
裁
な
方
向
で
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七

0
年
代
前
半
に
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
訴
訟
法
典
が
全
面
的
に
改
正

さ
れ
た
際
、
旧
法
典
で
争
い
の
あ
っ
た
証
拠
提
出
強
制
に
つ
い
て
明
文
規

定
が
設
け
ら
れ
、
証
明
権
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
も
一
変
し
た
。
そ
う
し
た

背
景
の
下
で
、
グ
ボ

l
。
。
ロ

-ugロ
凶
は
証
明
権
を
新
民
訴
法
典
に
根
拠
を

(7) 

有
す
る
権
利
と
し
て
新
た
に
構
成
し
直
し
た
。
そ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
訴
権
〉
2
Eロ
巾
ロ
』
ロ
師
同
庁
巾
に
つ
い
て
の
モ
ト
ュ
ル
ス
キ

l
の
見
解
と

の
関
連
や
新
民
訴
法
典
の
性
格
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

北法38(I・104)104

そ
こ
で
次
節
以
下
で
は
こ
う
し
た
学
説
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
証
明
権
概

念
の
法
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。

(
1
)

の
mロM
H
H

円
。
件
可
2
5
2白山
4
巾
凹
・
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ボ
ア

ソ
ナ

l
ド
は
証
拠
を
提
出
す
る
権
利
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
想
像
す
れ
ば
ジ
ェ
ニ
イ
以
前
か
ら
証
明
権
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ジ
ェ
ニ
イ
も
ジ
ェ
ニ
イ
の
他
の
論

者
も
そ
れ
以
前
の
文
献
を
引
用
し
て
い
な
い
。

(
2
)

ロ巾
5
0担
昂
二
ぶ

σ印
命
ヨ
白
巳
。
ロ
ョ
H
N
巾〈・門司
-5・内町
-nz-ENY
匂・

吋
品

0
・

(
3
)

ロ
巾
ヨ
。
ロ
門
巾
由
一
戸
角
川
母
。
一
円
卸
-
白
℃
円
巾
ロ
〈
巾
・

(
4
)

明白
g
aロ
ハ
吋
「
色
丹
m
-
Z
E
-
E
H
H
O門的
-w
可
mw
円「。門

u
n
oロ叶的

wzs・

ロ
ミ
巾
門
印
・
一
宮
・

2
m
-
一
U
S
R
円山〈日
Y
Z
2
・N
H
吋巾丹凹・

(
5
)

の副司
σ。ロ
E
m
F
』・一

ε
Z
O丹
巾
ョ
的
。
己
凹
わ
白
印
印
・
門
戸
〈
」
N

印
吉
ロ
F
H
u
s
-

U
-
E邑
・
]
印
∞
日
・

(6)

円
、
巾
の
白
}
ア
同
一
戸
内
仏
雪
、
。
町
内
同
巾
円
。
-Zσ
。
吋
釦
巴
。
コ
仏
巾
由
匂
白
同
-Z
巾凹

帥
-
白
自
白
円
戸
山
内
巾
印
円
白
色
。
ロ
島
町
]
白
〈
今
一
昨
巾
色
山
口
∞

-
2
5
-
m
g
匂『

Z
m夕

、H
，y
巾凶
m
山口白内
H

q

戸司白同・一回・同甲町、吋・

。
。
ロ
σ巾
白
口
同
一
戸
市
島
.
。
一
円
前
]
釦
宮
，
m
C
4
〈巾・

7 



第

節

旧
民
訴
法
典
の
下
で
の
見
解

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

て
ジ
ェ
ニ
イ
の
見
解

L

ジ
ェ
ニ
イ
が
証
明
権
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、

先
に
も
述
べ
た
が
、
手
紙
に
関
し
て
生
じ
る
法
律
関
係
を
論
じ
る
も
の
で

b
u。
手
紙
を
裁
判
上
書
証
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
当
時
の
学
説

は
、
「
手
紙
に
つ
い
て
の
諸
権
利
、
特
に
所
有
権
と
秘
置
権
と
を
組
み
合
わ

せ
、
両
立
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
各
々
を
尊
重
す
る
た
め
に
当
該
の
手
紙
の
性

質
、
す
な
わ
ち
親
展
の
手
紙
で
あ
る
か
否
か
を
十
分
に
考
慮
す
る
」
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
一
般
に
極
め
て
限
定
的
に
し
か
証
拠
と
し
て

利
用
す
る
途
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
エ
ニ
イ
は
、
従
来
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
手
紙
が
裁
判
上
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
を
す
べ
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
証
明
権
に

特
有
の
個
性
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
、
手
紙
に
関
す
る
一
般
的

な
権
能
と
は
別
に
、
そ
れ
と
切
り
離
し
て
証
明
権
そ
れ
自
体
を
定
立
し
て

検
討
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。

(Zo
ミ
ヨ
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
証
明
権

は
手
紙
に
特
有
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
書
類
に
関
し
て
同
様
に
認

め
ら
れ
、
た
だ
手
紙
に
つ
い
て
は
そ
の
利
用
を
妨
げ
る
こ
と
の
で
き
る
権

利
(
例
え
ば
秘
匿
権
)
と
の
衝
突
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
。

(
Z。・

5
3

こ
う
し
た
前
提
の
下
で
、
ジ
ェ
ニ
イ
は
証
明
権
を
人
格
権
骨
三
円
骨

胃『

g
ロロ白

-xm
の
一
つ
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。

ジ
ェ
ニ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
格
権
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ド
イ
ツ
の

生
部
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
「
人
間
自
身
が
社
会
に
お
い
て
存
在
し

発
展
す
る
条
件
を
確
保
す
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
権
利
」
と
定
義
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
保
護
が
行
政
や
刑
事
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
ま
た
特

殊
な
財
産
権
(
例
え
ば
無
体
財
産
権
)
と
し
て
独
立
さ
せ
ら
れ
た
も
の
も

多
く
、
通
常
は
強
調
さ
れ
な
い
が
、
な
お
個
別
化
さ
れ
ず
人
格
権
一
般
に

基
礎
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
権
利
が
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
生
命
身
体

の
不
可
侵
権
や
職
業
活
動
の
自
由
権
、
そ
の
他
一
切
の
公
的
な
い
し
個
人

的
権
利
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
般
的
人
格
権
の
保
障
は
、
特
定

の
保
護
立
法
が
存
在
し
な
い
場
合
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

権
(
民
法
典
第
二
二
八
二
条
、
第
一
三
八
三
条
)
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。

(
Z
Y
∞∞) 

2. 以
上
の
人
格
権
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
直
接
に
は
手
紙
の
秘
匿
権
を
人

格
権
に
基
礎
付
け
る
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
証
明
権
の
法
的
性
質

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
証
明
権
は
訴
訟
上
主
張

さ
れ
た
権
利
・
利
益
を
保
護
・
実
現
さ
せ
る
た
め
の
一
手
段
た
る
機
能
を

有
す
る
が
、
主
張
さ
れ
た
権
利
の
一
要
素
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ

と
は
区
別
さ
れ
た
利
益
を
有
す
る
権
利
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
「
こ
の
観
点

北法38(1・105)105
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か
ら
、
証
明
権
は
、
人
格
権
の
内
に
そ
の
自
然
な
地
位
を
見
い
だ
せ
る
。

(
中
略
)
よ
り
正
確
に
い
う
と
、
我
々
は
証
明
権
の
内
に
、
一
種
の
公
的
な

自
由
す
な
わ
ち
性
質
上
通
信
の
自
由
お
よ
び
(
そ
の
秘
密
性
の
)
不
可
侵

に
類
似
す
る
公
的
自
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
権
能
を
見
い
だ
せ
る
。
そ

れ
は
各
人
が
社
会
生
活
(
特
に
手
紙
)
か
ら
提
供
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
権

利
立
証
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
手
段
を
任
意
を
集
め
、
使
用
し
う
る
と
い

う
権
能
で
あ
る
。
」

(Zo--∞
印
)

ー
こ
の
よ
う
に
証
明
権
を
人
格
権
の
一
つ
と
位
置
付
け
る
こ
と
の
利

点
は
、
証
拠
と
し
て
の
手
紙
の
利
用
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
考
察
視
点
を

与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
手
紙
の
性
質
の
み
に
よ
っ
て
利
用
可
能
性
を
決
す

る
の
で
は
な
く
、
通
信
に
関
与
し
て
い
な
い
第
三
者
の
利
益
お
よ
び
実
務

上
の
効
率
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
も
加
味
し
て
決
す
る
立
場
が
可
能
と
な

る
わ
け
で
あ
る
。

(
Z
0
・
EE)

し
か
し
こ
の
構
成
は
自
己
の
所
持
し
て
い
な
い
手
紙
の
利
用
を
直
ち
に

可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
証
明
権
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
ジ
エ

ニ
イ
は
、
手
紙
の
所
持
人
で
あ
る
か
否
か
を
区
別
し
て
い
な
い
が
、
証
明

権
に
基
づ
く
に
せ
よ
実
際
に
そ
の
手
紙
を
利
用
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、

所
持
人
か
否
か
を
区
別
し
な
け
れ
ば
論
じ
え
な
い
と
し
て
い
る
。
挙
証
者

が
自
己
の
所
持
す
る
手
紙
を
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
一
般
の
書
証

提
出
の
手
続
(
次
章
参
照
)
に
よ
っ
て
行
い
、
そ
の
中
で
利
用
を
妨
げ
る

権
利
と
の
調
整
が
行
わ
れ
る
が
、
所
持
し
て
い
な
い
手
紙
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
そ
の
提
出
を
強
制
す
る
手
続
が
欠
け
て
い
る
の
で
実
体
法
上
証
明

権
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
直
ち
に
所
持
人
に
対
し
て
訴
訟
上
提
出
を

強
制
で
き
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
訴
訟
法
上
提
出
強
制
を
可
能

に
す
る
手
続
が
必
要
と
な
る
。

ジ
ェ
ニ
イ
は
こ
の
手
続
に
つ
い
て
、
証
明
権
と
は
別
に
解
釈
論
の
試
み

(3) 

を
い
く
つ
か
提
示
し
て
い
る
。

(
Z
0
・
E
M
L∞ω)0
こ
の
こ
と
は
ジ
ェ
ニ
イ

の
証
明
権
の
観
念
が
あ
く
ま
で
実
体
法
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

北法38(1・106)106

(
1
)

本
款
は
の

E
T
戸市寄
g
呂
町
包
〈

g
に
依
拠
し
て
い
る
。
同
書

か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
同
書
の
頭
柱
番
号
で
示
す
。

(
2
)

ジ
エ
ニ
イ
は
回
当
宮
島
田
門
町
巾
芹
河
・
〈

S
F
q
E
m
-

。-c
q
z

ら
の
著
書
を
挙
げ
て
い
る
。

(
Z
0
・
窓
口
。
R
N
)

な
お
、
我
が
国
に
お
け
る
人
格
権
の
議
論
に
つ
い
て
は
柳
沢
弘

士
「
一
船
的
人
格
権
侵
害
の
法
的
構
成
付
同
」
日
法
二
八
巻
三
号

三
六
一
頁
、
四
号
五
三
二
頁
、
お
よ
び
斎
藤
博
『
人
格
権
法
の
研

究
』
(
昭
和
五
四
年
)
、
ま
た
「
人
格
権
の
比
較
法
的
研
究
」
比
較

二
四
巻
一
頁
以
下
、
特
に
、
五
十
嵐
清
「
ド
イ
ツ
」
二
五
頁
以
下
、

高
橋
康
之
「
フ
ラ
ン
ス
」
五

O
頁
以
下
も
参
照
。

(3)
提
出
強
制
に
つ
い
て
の
具
体
的
解
釈
論
は
第
三
章
で
検
討
す
る
。
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二
、
ジ
ェ
ニ
イ
を
支
持
す
る
見
解

L

証
明
権
を
人
格
権
の
一
つ
に
位
置
付
け
る
見
解
は
、
そ
の
後
、
い

く
つ
か
の
文
献
で
支
持
さ
れ
た
。

ま
ず
ド
ゥ
モ
ン
テ
は
、
自
己
の
所
持
し
て
い
な
い
証
明
資
料
、
特
に
書

証
の
提
出
を
所
持
人
に
強
制
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
、
従
来
支

配
的
で
あ
っ
た
個
人
主
義
的
法
観
念
と
、
第
三
共
和
制
の
下
で
の
「
公
許

(
5
)
 

の
哲
撃
」
た
る
連
帯
主
義
回
。
ロ
門
同
丘
町
日
巾
と
の
調
和
を
図
る
と
い
う
基
本
的

立
場
か
ら
論
じ
て
(
そ
の
詳
細
は
第
三
章
参
照
)
、
結
論
と
し
て
は
、
各
個

人
は
証
明
権
に
よ
り
他
人
に
対
し
て
証
明
資
料
の
提
出
を
強
制
で
き
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
証
明
権
が
従
来
の
法
体
系
の
中
で
ど
の
よ
う
な

位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
国
家
な
い
し
社
会
は
そ
の
構
成
員
た
る
個
人
の
外
に
基
礎
を
有
し
な

い
。
諸
々
の
個
人
と
(
社
会
と
が
)
常
に
敵
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
宣
言

す
る
こ
と
は
、
極
め
て
特
殊
な
角
度
か
ら
の
見
方
で
あ
る
。
法
の
通
常
の

目
的
は
、
各
人
に
自
己
の
発
展
を
他
人
の
そ
れ
と
両
立
す
る
限
り
最
大
限

に
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
社
会
の
目
的
で
あ
る
。
か
く

し
て
人
格
権
の
法
理
に
達
す
る
。
ジ
エ
ニ
イ
に
従
え
ば
、
人
格
権
は
、
一

般
的
権
利
、
す
な
わ
ち
人
聞
に
内
在
し
、
意
思
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
様
々

な
権
利
を
潜
在
的
に
含
む
よ
う
な
一
種
の
全
体
的
権
利
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
に
証
明
権
は
最
も
'
自
然
な
位
置
を
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
自
己
に
帰(6)
 

属
す
る
様
々
な
権
利
の
承
認
を
各
人
に
得
さ
せ
る
一
般
的
保
障
を
形
成
す

る。」こ
の
よ
う
に
ド
ゥ
モ
ン
テ
は
ジ
ェ
ニ
イ
に
依
拠
し
つ
つ
証
明
権
が
人
格

権
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

は
ジ
ェ
ニ
イ
の
考
え
て
い
た
そ
れ
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
ニ
イ
に
お
い
て
は
、
証
明
権
の
意
義
が

実
体
法
的
に
証
明
資
料
の
利
用
権
を
基
礎
付
け
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
そ

の
利
用
手
続
は
も
っ
ぱ
ら
訴
訟
法
に
基
づ
く
の
で
、
他
人
の
所
持
す
る
証

拠
の
提
出
強
制
は
、
証
明
権
の
議
論
と
別
に
民
訴
法
の
解
釈
論
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
ゥ
モ
ン
テ
に
お
い
て
は
、
証
明
権
と
い
う

観
念
の
重
心
が
む
し
ろ
そ
の
手
続
を
認
め
る
点
に
お
か
れ
て
い
る
。
証
明

権
を
実
体
法
上
の
人
格
権
に
基
礎
付
け
る
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
ま
ま
民
訴

法
上
の
解
釈
論
の
根
拠
と
し
て
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ジ
ェ
ニ

イ
に
お
い
て
見
ら
れ
た
実
体
法
と
訴
訟
法
と
の
峻
別
が
捨
象
さ
れ
て
お
り
、

証
明
権
は
実
体
法
上
の
権
利
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
訴
訟
法
上
の
権
利
と

し
て
の
性
格
を
有
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

7

)

(

8

)

 

Z

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
イ
エ
ン
ヌ
は
民
法
典
第
三
二
ニ
条
に
基
づ
く

嫡
出
否
認
の
立
証
と
し
て
原
告
(
夫
)
、
被
告
(
子
)
お
よ
び
子
の
母
の
三

北法38(I・107)107 

者
の
血
液
鑑
定
を
命
じ
た
リ

l
ル
民
事
裁
判
所
一
九
四
七
年
三
月
一
八
日
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判
決
(
中
間
札
拠
)
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
判
決
の
命
じ
た
血
液
鑑
定
の
よ

う
に
身
体
上
の
侵
害
を
も
た
ら
す
証
拠
調
べ
が
許
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、

人
格
権
に
基
づ
く
証
明
権
を
援
用
す
る
。
そ
し
て
同
じ
く
人
格
権
に
位
置

付
け
ら
れ
る
身
体
不
可
侵
の
原
理
や
住
居
不
可
侵
の
原
理
と
の
利
益
衝
量

を
行
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
が
前
提
と
し
て
い
る
問
題
と
ジ
ェ
ニ
イ
の
そ
れ

と
は
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ジ
ェ
ニ

イ
は
文
書
、
特
に
手
紙
に
つ
い
て
、
そ
の
証
拠
と
し
て
の
利
用
権
を
想
定

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
は
相
手
方
当
事
者
お
よ
び
訴
外
第

三
者
の
身
体
検
査
、
特
に
血
液
鑑
定
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
同

列
に
は
論
じ
え
な
い
。
ジ
エ
ニ
イ
の
場
合
に
は
、
文
書
、
手
紙
と
い
う
物

体
に
対
し
て
そ
の
利
用
を
基
礎
付
け
、
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
た
め
所
持

物
の
提
出
を
他
人
に
強
制
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
訴
訟
法
に
委
ね
て
い
る

が
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
の
取
り
上
げ
る
問
題
の
場
合
に
は
、
他
人
の
身
体
自
体

に
対
す
る
利
用
権
と
い
う
も
の
が
そ
の
他
人
に
対
す
る
強
制
と
切
り
離
し

て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
証
明
権
の
本
体
は
他
人
に
対
す

る
強
制
の
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ー
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
に
お
い
て
も
ド
ウ
モ
ン
テ
と

同
様
に
ジ
ェ
ニ
イ
の
構
成
を
引
用
し
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
は
、
ジ
ェ
ニ
イ

に
よ
る
実
体
権
と
し
て
の
証
明
権
概
念
を
は
み
出
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
ド
ゥ
モ
ン
テ
も
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
も
証
明
権
の
実
定
的
性
格
に
つ
い

て
は
ジ
ェ
ニ
イ
の
構
成
以
上
に
説
明
し
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
に
証

明
権
を
否
定
す
る
見
解
が
生
じ
て
く
る
。
次
に
こ
の
証
明
権
否
定
説
を
見

て
み
よ
う
。
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(
4
)

口
市
ョ
。
ロ
門
町
田
一

F
巾

岳

-C昨
帥
-
白
℃
吋
巾
己
〈
巾
-
一
河
・
〈
-
一
司

Z
C〈
巾
巾
同

同
門
丹
色
ロ
丹
ぬ
印
帥
-
曲
匂
mw
吋∞
C
ロ
ロ
タ
』
・
(
リ
・
目

U
E
A戸市
町

-
H

吋
印
∞
'
(
問
・
〈
・
の
イ

ニ
シ
ャ
ル
は
岡
山
・
〈

-
2
5
を
指
す
。
)

(
5
)

フ
ラ
ン
ス
学
会
編
『
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
科
学
』
(
昭
和
五
年
)
三

九
七
頁
(
牧
野
)

(
6
)
口
市
ヨ
。
三
巾
田
一
戸
市
島
・
0
X
助
一
白
℃
吋
巾
己
〈
巾
w
u
-
N
∞
N
・

(
7
)

河
・
〈
・
.
。
匂
・
円
一
昨
(
注

4
)

(
8
)

当
時
の
規
定
は
一
九
三
三
年
二
月
一
九
日
法
律
に
よ
る
も
の
で
、

現
行
法
(
一
九
七
二
年
一
月
三
日
法
律
三
号
)
と
は
異
な
る
。
外

国
法
典
叢
書
の
訳
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
夫
ハ
、
自
然
的

不
能
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
、
子
ヲ
否
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
又
、

出
生
ガ
自
己
ニ
秘
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
非
ザ
ル
限
リ
、
姦
通
ヲ
理
由
ト

シ
テ
モ
、
否
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
秘
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
其

ノ
子
ノ
父
タ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
立
証
ス
ル
ニ
適
ス
ル
総
テ
ノ
事
実
ヲ

提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ル
。
(
二
項
以
下
略
ご

(
9
)
0・
5
ミ
・
}
印
弓
・
な
お
、
「
中
間
判
決
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
次

章
参
照
。



三
、
証
明
権
否
定
説
(
公
序
重
視
説
)

L

カ
ル
ボ
ニ
エ
は
先
に
掲
げ
た
り

l
ル
民
事
裁
判
所
の
判
決
に
ノ

l

(
凶
)ト
を
付
し
、
同
意
さ
れ
て
い
な
い
血
液
検
査
に
よ
る
鑑
定
を
証
明
方
法
と

し
て
命
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
血
液
検
査
が
軽
い
措
置
で

あ
っ
て
、
苦
痛
も
危
険
も
な
い
こ
と
、
第
二
に
人
の
身
分
の
決
定
に
は
公

序

R
骨
巾
円
程
豆
貯
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ

る
と
い
う
。
そ
し
て
公
序
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

「
公
序
の
観
念
に
よ
り
、
真
実
発
見
が
訴
訟
の
至
高
の
目
的
と
さ
れ
る

べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
訴
訟
上
証
拠
提
出
を
目
的
と
す
る

す
べ
て
の
こ
と
は
公
序
に
関
わ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

考
え
方
を
も
っ
と
正
確
に
定
式
化
し
て
い
う
と
、
訴
訟
当
事
者
は
、
た
と

え
身
体
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
真
実
発
見
に
協
力
す
る
義
務
を
有
す

る
、
ま
た
は
、
彼
ら
は
訴
訟
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
一
方
の
他
方
に
対
す

る
(
真
実
発
見
の
)
約
束
を
、
契
約
の
承
諾
形
成
の
場
合
の
よ
う
に
、
暗

に
引
き
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
も
っ
と
真
実
に
近
い

の
は
、
そ
の
義
務
が
彼
ら
に
公
権
カ
に
よ
ら
ず
に
課
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

(口)

が
で
き
る
。
」

も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
自
由
主
義
・
個
人
主
義
に
基
礎
を
お
き
、
か

っ
科
学
的
証
明
を
求
め
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス
民
訴
法
に
お
い
て
は
、
一
般

的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
一
般
的
に
文
書
提
出
を
一
方
当

事
者
が
他
方
に
強
割
で
き
る
と
す
る
に
は
た
め
ら
い
が
残
る
と
し
、
本
件

リ
l
ル
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
血
液
検
査
に
つ
い
て
も
、
人
の
身
分
に
つ

い
て
決
す
る
も
の
で
あ
っ
て
強
く
公
序
に
関
わ
る
の
で
鑑
定
を
命
じ
る
こ

と
に
違
法
は
な
い
が
、
そ
れ
を
直
接
強
制
す
る
こ
と
は
許
き
れ
ず
、
間
接

的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
、
す
な
わ
ち
「
医
師
鑑
定
人
に
呼
び
出
さ
れ
た
当
事
者

が
そ
の
呼
出
に
応
じ
る
の
を
拒
ん
だ
場
合
、
公
的
強
制
力
に
よ
っ
て
連
れ

出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
血
液
検
査
が
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
主

張
を
暗
に
自
白
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
が
故
に
、
敗
訴
の
危
険
に
さ
さ

(ロ)

ら
さ
れ
る
」
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

内
ノ
臼

こ
の
問
題
に
つ
い
て
証
明
権
を
認
め
る
立
場
に
た
っ
た
ヴ
ィ
エ
ン

ヌ
の
論
文
が
出
た
後
、
一
九
四
九
年
七
月
二
五
日
破
鍛
院
民
事
部
判
決
の

(
日
)

ノ
1
ト
に
お
い
て
、
カ
ル
ボ
ニ
エ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
証
明
権
を
持
ち

出
す
こ
と
に
批
判
を
加
え
た
。

「
(
証
明
権
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
の
)
示
唆
は
魅
力
あ
ふ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
《
実
体
》
権
を
言
わ
ば
二
重
に
す
る
よ
う
な

証
明
権
を
仮
定
す
る
こ
と
は
論
点
先
取
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
証
明
権

を
主
張
す
る
た
め
に
は
ま
ず
実
体
権
が
立
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
実
体
権
を
有
し
な
い
者
に
で
あ
っ
て
も
仮
に
証
明
権
が

帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
鉄
砲
な
者
に
危
険
な
奨
励
を
与
え
る
こ
と

で
あ
り
、
ベ
ン
タ
ム
∞

g岳
自
国
の
有
名
な
読
弁
、
『
訴
訟
の
先
入
観
は
被

北法38(1・109)109 



研究ノート

告
よ
り
む
し
ろ
原
告
に
有
利
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
、
統
計

的
に
見
て
、
請
求
の
う
ち
多
数
が
理
由
あ
り
と
さ
れ
て
い
る
の
で
』
と
い

う
説
弁
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
確
か
に
証
明
権
は
効
用
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
効
用
を
追
求
す
れ
ば
、
訴
訟
の
分
野
に
お
い
て
、
我
々
は
行
き
過
ぎ

と
な
ろ
う
。
」

q
J
 

ル
・
ガ
ル
は
カ
ル
ボ
ニ
エ
の
見
解
を
支
持
し
、
証
明
権
と
い
う
概

念
は
訴
求
し
う
る
よ
う
な
主
観
的
権
利
で
は
有
り
得
ず
、
ま
た
「
近
時
学

説
が
理
論
化
し
、
立
法
に
も
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
格
権
の
一
つ

で
あ
る
と
も
い
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

彼
の
論
旨
は
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
る
証
拠
資
料
の
提
出
強
制
に
つ
い

て
、
従
来
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
て
き
た
、

Z
8
5

8
5
E吋
包
巾
2
2
E
E
R
(何
人
も
自
己
の
意
に
反
し
て
証
拠
を
提
出

さ
せ
ら
れ
る
義
務
な
し
)
と
い
う
法
諺
が
今
日
で
は
も
は
や
妥
当
せ
ず
、

訴
訟
関
係
に
お
い
て
は
公
序
に
よ
り
真
実
発
見
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
む
し
ろ
一
般
に
各
訴
訟
当
事
者
に
真
実
発
見
の
た
め
の
協
力
義

務
芯
号
〈
。
町
母

g
=白
σ。
E
円
宮
口
帥

E
B自
民
巾
己
主
党
}
ロ
母

Z
J
H
mユ
広

が
課
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
証
拠
資
料
の
提
出
強
制
が
一
般
的
に
許
さ
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
に
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
提
出
強
制
の
肯
定
を
指
向
す

る
証
明
権
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
単
に
政
策
的
な
考
慮
の
表
明
と
い
う
意
味

が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
主
観
的
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら
カ
ル
ボ
ニ
エ
に
依
拠
し
て
、

実
体
権
を
証
明
す
る
た
め
の
権
利
を
想
定
す
る
こ
と
が
論
理
的
に
成
り
立

た
な
い
と
し
て
い
る
。

北法38(I・110)110 

こ
れ
ら
の
証
明
権
の
実
定
的
性
格
を
否
定
す
る
見
解
は
、
ジ
ェ
ニ

イ
の
見
解
に
対
し
て
は
適
切
な
批
判
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
ジ
ェ
ニ
イ
に
お
け
る
証
明
権
は
実
体
法
上
の
人
格
権
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
訴
訟
法
上
の
提
出
強
制
を
直
接
導
く
も
の
で

は
な
く
、
手
続
に
つ
い
て
は
別
に
解
釈
論
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
主
張
さ
れ
て
い
る
実
体
権
の
存
否
に
は
影

響
を
受
け
な
い
別
個
の
実
体
法
上
の
利
用
権
と
し
て
証
明
権
が
提
唱
さ
れ

て
い
た
の
で
、
「
証
明
権
を
主
張
す
る
た
め
に
は
ま
ず
実
体
権
が
立
証
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
批
判
は
当
た
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
お
よ
び
ド
ゥ
モ
ン
テ
の
見
解
に
つ
い
て
は

カ
ル
ボ
ニ
エ
お
よ
び
ル
・
ガ
ル
の
批
判
が
当
て
は
ま
る
余
地
が
あ
る
。
ヴ

ィ
エ
ン
ヌ
お
よ
び
ド
ゥ
モ
ン
テ
は
、
ジ
エ
ニ
イ
に
依
拠
し
つ
つ
も
そ
の
枠

組
み
か
ら
は
み
出
し
て
お
り
、
そ
の
は
み
出
し
た
部
分
、
訴
訟
法
上
他
人

に
対
し
て
一
定
の
行
為
を
強
制
す
る
点
に
つ
い
て
の
根
拠
付
げ
が
欠
け
て

お
り
、
そ
の
根
拠
付
け
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
否
定
説
の
い
う
よ
う
に
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
に
陥
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

4. も
っ
と
も
ヴ
イ
エ
ン
ヌ
お
よ
び
ド
ゥ
モ
ン
テ
が
こ
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に



陥
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
彼
ら
自
身
の
根
拠
付
け
が
唆
昧
な
ま
ま
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
証
明
権
を
実
定
法
上

の
権
利
と
し
て
提
唱
す
る
場
合
に
は
、
カ
ル
ボ
ニ
エ
の
批
判
に
答
え
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
批
判
に
答
え
る
方
向
は
新
民
訴
法
典
の
下
で
の
学
説
に

一
不
さ
れ
て
い
る
。

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

(
問
)
ハ
リ
白
叶
σ。
ロ
ロ
ぽ
吋
¥
ゴ
。
芯
J

由
。
ロ
由
、
円
ユ
σ・円一〈

-HL-z・
5
5
R∞

同
申
品
叶
・
円
}
司
巾
巳
広
注

(
9
)

(日

)
g
E
-

(口
)
g
E
-

(

日

)

円

URσ
。ロ
E
2・
0
刀
・
円
芹
第
一
節
注

(
5
)

(
H
)

戸
巾
の
白
-
f
o℃
・
門
戸
第
一
節
注

(6)

第
三
節

新
民
訴
法
典
の
下
で
の
見
解
(
手
続
権
説
)

L

一
九
七

0
年
代
の
初
頭
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
訴
法
を
改
正
す
る
デ

(
1
}
 

ク
レ
が
相
次
い
で
出
さ
れ
、
一
九
七
五
年
の
デ
九
ぱ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
ま

と
め
て
、
新
民
事
訴
訟
法
典
が
成
立
し
た
。

こ
の
改
正
に
お
い
て
、
証
明
権
の
議
論
に
関
係
す
る
大
き
な
特
色
と
し

て
は
、
旧
民
訴
法
典
の
極
端
な
弾
劾
主
義
(
当
事
者
主
義
)
的
悦
郎
を
改

め
て
裁
判
官
の
役
割
を
強
化
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
従

来
明
文
の
な
か
っ
た
証
明
資
料
提
出
強
制
を
広
く
認
め
る
な
ど
で
あ
る
。

詳
細
は
次
章
以
下
に
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
基
本
原
則
と
し
て
民
法

典
第
一

O
条
に
挿
入
さ
れ
た
規
定
を
挙
げ
て
お
く
。

「
①
各
人
は
、
真
実
の
顕
現
ヨ
自
民
巾
己
注
目
。
ロ
号
]
白
芯
号
m
の
た

め
に
、
裁
判
所
に
協
力
す
る
義
務
を
負
う
。

②
法
律
上
要
求
さ
れ
た
と
き
に
正
当
の
理
由
な
し
に
こ
の
義
務
を
免

税
す
る
者
に
対
し
て
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
又
は
民

事
上
の
罰
金
曲
目

g仏
巾
丘
三
芯
の
下
に
、
〔
か
っ
、
〕
損
害
賠
償
色
。
5
5担
問

2

2
吉伸
m吋
m
g
を
妨
げ
ず
に
、
こ
の
義
務
を
満
す
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
」
(
一
部
私
訳
)

ま
た
新
民
訴
法
典
に
お
い
て
も
、
「
訴
訟
の
指
導
原
則
」
と
題
す
る
章
の

中
に
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
た
。

「
第
一
一
条
|
裁
判
官
が
〔
当
事
者
の
〕
悌
怠
又
は
拒
絶
か
ら
す
べ
て

の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
別
と
し
て
、
当
事
者
は
証
拠
調
べ
に
協
力
す

る
義
務
が
あ
る
。

②
当
事
者
が
証
拠
の
資
料

(m-mg巾
ロ
ニ
巾
胃

2
〈
巾
)
を
所
持
す
る
場

合
に
は
、
裁
判
官
は
、
他
の
当
事
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
必
要
な
ら
ば
間

接
強
制
(
白
2
5
Z
Z
)
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
を
そ
の
者
に

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官
は
、
当
事
者
一
方
の
申
請
に
基
づ
き
、

必
要
な
ら
ば
間
接
強
制
を
も
っ
て
、
正
当
な
障
害
事
由
(
巾
B
u
m
n
z
g
g同

-
S
E
E巾
)
が
な
い
限
り
、
第
三
者
に
よ
り
所
持
さ
れ
る
す
べ
て
の
証
拠
書

北法38(1・111)111
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類
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
れ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
原
則
規
定
の
具
体
化
は
、
新
法
典
第
一
三
八
条
以
下

で
な
さ
れ
て
い
る
o

nr
“
 
こ
の
よ
う
な
立
法
を
前
提
と
し
て
グ
ボ

1
は
、
証
明
権
の
観
念
に

つ
い
て
従
来
の
見
解
と
異
な
る
見
解
を
、
王
張
し
て
い
(
幻
。

グ
ボ
ー
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
に
と
っ
て
極
め
て
重
い
負
担
で
あ
る
証
明

責
任
の
克
服
の
た
め
に
、
「
自
己
の
収
集
す
べ
き
証
拠
を
得
る
た
め
に
、
い

く
つ
か
の
手
段
が
当
事
者
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
集
め

た
証
明
資
料
が
実
際
に
裁
判
官
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
保
障
を
原

則
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
証
明
権
が
存
在
す
る
。
」

(
Z
Y
H
)
そ
し
て
こ
の
証
明
権
概
念
は
新
民
訴
法
典
制
定
に
よ
り
、
単
な
る

講
学
上
の
用
語
か
ら
、
実
体
を
伴
っ
た
観
念
と
な
っ
た
と
述
べ
て
、
そ
の

権
利
概
念
の
理
論
構
成
に
際
し
て
、
新
民
訴
法
典
第
二
一

O
条
の
訴
権

て釦円昨日
0
ロ
巾
ロ
吉
田
Z
n
m
の
定
義
を
援
用
し
て
い
る
。

「
第
三

O
条
|
訴
権
と
は
、
申
立
者
が
、
裁
判
官
に
よ
る
そ
の
当
否
の

判
断
を
求
め
て
、
申
立
の
理
由
に
つ
き
審
聞
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
。

②
相
手
方
に
と
っ
て
、
訴
権
と
は
、
こ
の
申
立
の
理
由
付
け
(
玄

ga

F
口
忠
一
)
を
争
う
権
利
で
あ
る
。
」

「
こ
の
よ
う
に
法
文
は
、
訴
訟
上
の
権
利
の
観
念
、
す
な
わ
ち
当
事
者

と
裁
判
所
と
を
結
び
付
け
る
訴
訟
関
係
に
由
来
し
、
申
立
の
理
由
を
検
討

す
る
よ
う
に
裁
判
官
を
強
制
す
る
力
を
当
事
者
に
与
え
る
主
観
的
権
利

今
O
R
E
Z巾
円
円
以
を
受
け
入
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
カ
は
、
刑
事
上
(
裁
判
拒

(

5

)

(

6

)

 

否
)
お
よ
び
民
事
上
(
国
家
責
任
お
よ
び
裁
判
官
の
個
人
責
任
)
の
サ
ン

ク
シ
ヨ
ン
を
伴
っ
て
い
る
。
個
人
が
自
己
の
た
め
に
法
規
範
の
強
制
力
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
得
る
こ
の
権
能
は
、
主
観
的
権
利
の
技
法
に
対
応
し
て
い

北法38(1・112)112 

る。」

(
Z
Y
ω
)

新
法
典
第
三

O
条
の
忠
一
昨
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
思
仰
の
上
に
た
っ

て
グ
ボ

l
は
証
明
権
に
つ
い
て
も
同
様
の
構
成
に
よ
っ
て
主
観
的
権
利
の

性
格
を
あ
た
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
訴
権
が
当
事
者
の
裁
判
官
に
対
す
る
権
利
(
申
立
の
取
調
べ
を
要
求

す
る
権
利
)
で
あ
る
よ
う
に
、
証
明
権
は
裁
判
官
に
、
当
事
者
の
提
出
し

た
証
明
資
料
を
取
調
べ
る
こ
と
を
強
い
る
権
利
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
の
よ

う
に
理
解
す
る
と
、
証
明
権
は
、
法
律
が
万
人
に
認
め
た
、
よ
り
一
般
的

な
特
権
、
自
然
権
の
現
れ
と
も
見
う
る
ほ
ど
必
要
に
思
わ
れ
る
特
権
、
す

な
わ
ち
裁
判
官
に
聴
取
さ
せ
る
権
利
に
属
す
る
。
」
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

当
事
者
は
裁
判
官
の
手
を
借
り
て
第
三
者
に
対
し
て
、
そ
れ
か
ら
相
手
方

当
事
者
に
対
し
て
さ
え
も
、
証
拠
収
集
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
特

に
彼
ら
の
所
持
文
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
証
明
責
任
は
困
難

な
仕
事
を
課
し
た
が
、
い
く
つ
か
の
手
段
が
そ
の
遂
行
の
た
め
に
与
え
ら

れ
て
い
る
。
証
拠
獲
得
の
権
利
は
他
人
が
負
担
を
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う



な
形
で
現
れ
る
。
」
(
同
)

ー
こ
の
グ
ボ

1
の
見
解
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
新
民
訴
法
第
三

O

条
の
起
草
に
携
わ
っ
た
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
の
、
訴
権
に
関
す
る
見
解
を
み
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
訴
権
論
は
、
か
つ
て
訴
権
を
実
体
法
上
の
権
利
と

(
刊
)

同
視
ま
た
は
そ
の
変
形
と
解
す
る
見
解
(
ド
ゥ
モ
ロ
ン
プ
)
が
支
配
的
だ

っ
た
が
、
現
在
の
通
説
は
、
「
白
2
Zロ
と
は
、
《
自
己
の
権
利
の
サ
ク
シ
ヨ

ン
を
得
る
た
め
に
裁
判
を
把
捉
(
由
回
目
由
主
す
る
法
律
上
の
権
限

e
g
g
-吋

-mm色
)
ま
た
は
特
権
(
℃
吋
m
g
m
R
Z巾
)
》
で
あ
る

(ω
。
-
5
2
司
刊
号
O
F

(H) 

〈

Z
n巾淳司

moc庄
内
司
)
」
と
解
し
て
い
る
。

(ロ)

こ
れ
に
対
し
て
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
は
、
主
観
的
権
利
の
概
念
を
定
義
し
て

法
準
則

5
m
Z
色

m
u
g
-円
が
定
め
る
強
制
力

Z
6
m
g去
を
個
人
が
自
己

の
た
め
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
権
能

p
n己
広
を
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
者
は

(
臼
)

主
観
的
権
利
を
有
す
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
訴
権
に
つ
い
て
は
、
訴
訟

(M) 

同
】

S
n
a
g凹
に
関
係
す
る
法
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
法
準
則
が
見
い
だ
さ
れ

る
と
す
る
。
《
あ
る
人
が
裁
判
上
の
申
立
を
主
張
し
て
そ
の
請
求
が
適
法

で
か
つ
い
く
つ
か
の
条
件
(
訴
権
の
存
在
要
件
)
が
満
た
さ
れ
て
い
る
な

ら
ば
、
彼
は
係
属
す
る
裁
判
官
に
そ
の
申
立
の
実
体
に
つ
い
て
判
決
す
る

(
H
M
)
 

ょ
う
強
制
で
き
る
o

V

こ
の
法
準
則
の
下
で
、
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
は
訴
権
を

次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

「
(
訴
権
と
は
)
裁
判
官
に
委
ね
た
申
立
ヨ

9
2
z
g
の
実
体
内
。
口
。
に

つ
い
て
の
判
断
を
、
裁
判
官
か
ら
獲
得
す
る
権
能

P
2
1
m
で
あ
る
与
そ

し
て
、
「
当
事
者
は
、
自
己
の
た
め
に
、
法
準
則
の
強
制
を
開
始
さ
せ
る
権

能
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
権
は
、
裁
判
官
を
そ
の
受
け
手
と
す
る
主

観
的
権
利
で
あ
る
占
)

am官

こ
の
よ
う
な
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
の
見
解
に
沿
っ
て
グ
ボ

l
の
証
明
権

の
定
義
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
訴
訟
関
係
を
規
定
す
る
(
間
に
お
い
て
、

ω

当
事
者
は
一
定
の
条
件
の
下
で
、
裁
判
官
に
対
し
、
自
己
の
提
出
し
た
証

拠
の
取
調
べ
を
強
制
で
き
る
、

ωま
た
当
事
者
は
一
定
の
条
件
の
下
で
、

相
手
方
当
事
者
ま
た
は
訴
外
第
三
者
に
対
し
、
自
己
の
証
明
へ
の
協
力
を

強
制
で
き
る
、
と
い
う
二
つ
の
法
準
則
が
あ
り
、
か
っ
こ
れ
ら
の
法
準
則

の
強
制
力
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
権
能
が
当
事
者
に

与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
二
つ
の
法
準
則
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
次
章
以
下
で
検
討
す
る

こ
と
と
す
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
ま
ず
グ

ボ
!
に
対
し
て
、
前
節
で
み
た
カ
ル
ボ
ニ
エ
ら
の
証
明
権
否
定
説
の
指
摘

は
も
は
や
妥
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
法
文
自
身
が
訴
権
と

同
様
に
証
拠
提
出
お
よ
び
獲
得
の
権
能
を
当
事
者
に
与
え
て
い
る
の
で
、

そ
の
限
り
で
証
明
権
に
は
実
定
法
上
の
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
件

に
、
ま
ず
主
張
さ
れ
て
い
る
実
体
権
の
存
在
が
必
要
と
解
す
る
余
地
は
な
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く
、
「
証
明
権
を
主
張
す
る
た
め
に
は
ま
ず
実
体
権
が
立
証
さ
れ
て
い
な
げ

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
、
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
が
訴
権
を
主
観
的
権
利
と
構
成
す
る

際
、
そ
の
論
拠
と
し
て
裁
判
拒
否
の
民
事
上
の
制
裁
が
当
事
者
の
利
益
の

た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
(
前
注
目
)
の
に
対
し

て
、
グ
ボ
ー
は
そ
の
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
む
し
ろ
グ
ボ
ー
は
こ
の
強
制
力
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
発
動
さ

せ
得
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
証
明
権
に
関
す
る
法
規
定
の
解
釈
の
中
で
、
こ

の
よ
う
な
前
提
が
妥
当
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
注
意
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
内

容
の
検
討
に
入
る
。

(
1
)

烏
円
吋
巾
Z
Z
0・
己
記
。
色
己
申
印
巾
宮
・

5
吋
H
L
Z
。・叶
N
i
m
宮
門
E

N

C

]ロロ

--E
ロ-
Z。・叶
M
l
吋∞∞円山口
N

∞由。
R

E叶N
・
2
Z。・叶
ω
H
H
N
N

己ロ

H

叶色
mn・]{埠吋
ω.

(2)
仏

mQazo-alz自
己
ロ
日
常
n
・

5a-

(3)

こ
の
弾
劾
主
義
的
手
続
胃

R
在
日
巾
出

R
5え
包
括
お
よ
び
、
札

問
主
義
的
手
続
可
『

R
E
R
Z
E
Z
E
E一
月
と
い
う
概
念
に
つ
い
て

は
第
三
章
参
照
。

(4)

。。

=σgz同
wrw骨
三
件
川
町
}
回
目
)
『

2
〈
巾
・
以
下
本
款
に
お
け
る
同

論
文
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
頭
柱
番
号
を
記
す
。

(5)

民
法
典
第
四
条
に
も
規
定
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
刑
法
典
第
一

八
五
条
の
規
定
を
挙
げ
て
お
く
。

「
裁
判
官
、
裁
判
所
、
行
政
官
ま
た
は
行
政
官
庁
が
、
理
由
の

い
か
ん
を
問
わ
ず
、
た
と
え
法
律
に
明
文
が
な
く
又
は
法
文
が
あ

い
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
も
、
当
事
者
か
ら
裁
判
の
請

求
を
受
け
た
後
、
こ
れ
に
対
し
て
相
当
の
裁
判
を
す
る
こ
と
を
拒

ん
だ
と
き
、
及
び
上
司
又
は
上
級
官
庁
の
戒
告
白
〈
巾
邑
回
路

g
g同
又

は
命
令
-
三
。
ロ
円
巴
。
ロ
を
受
け
た
後
も
な
お
裁
判
を
拒
ん
だ
と
き
は
、

こ
れ
を
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
(
一
九
五
六
年

一
一
一
月
二
九
日
法
律
七
条
、
一
九
七
七
年
一
二
月
三

O
日
法
律
一

四
六
八
号
工
ハ
条
)
《
七
五

0
フ
ラ
ン
以
上
八

0
0
0
フ
ラ
ン
以

下
》
の
罰
金
及
び
五
年
以
上
二

O
年
以
下
の
公
職
禁
止
に
処
す

る
。
」
(
改
正
部
分
を
修
正
し
た
)

(6)

旧
民
訴
法
典
第
五

O
五
条
以
下
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

「
第
五

O
五
条
ご
九
三
三
年
二
月
七
日
の
法
律
)
裁
判
官

は
、
次
の
場
合
に
責
任
追
及
訴
訟
の
当
事
者
に
さ
れ
る
こ
と
が
で

員
三
令
。(
一
号

1
三
号
略
)

四
号
裁
判
拒
否
が
あ
る
場
合
。

国
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
理
由
と
し
て
裁
判
官
に
対
し
て
言
い

渡
さ
れ
た
損
害
賠
償
を
命
ず
る
判
決
に
つ
い
て
、
民
事
上
責
任
を

負
う
。
た
だ
し
、
裁
判
官
に
対
す
る
国
の
求
償
を
妨
げ
な
い
。
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第
五

O
六
条
裁
判
官
が
申
請
に
応
答
す
る
こ
と
を
拒
み
、
ま

た
は
判
決
さ
れ
う
る
状
態
に
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
順
番
に
あ
る
事

件
に
つ
い
て
判
決
す
る
こ
と
を
怠
る
と
き
は
、
裁
判
拒
否
と
な
る
。
」

ご
部
私
訳
)

な
お
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
一
九
八
四
年
版
司
a
x
u巳
zn

z。
己
〈
巾
田
口
凶
円
。
仏
巾
仏
角
川
匂
『
。
円
m
仏己同・巾円山
i
r・U
-
A
F
O
H

に
よ
る
と
、

一
九
七
二
年
七
月
五
日
法
律
六
二
六
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
が
、

「
個
人
的
過
失
に
よ
る
裁
判
官
の
責
任
に
関
す
る
法
条
(
裁
判
所
組

織
法
典
ゎ
。
骨
号

R
m田
口
町
丘
一
。
三
邑
一
円
E
Z
L
・
七
八
一
|
一

条
)
が
有
効
と
な
る
ま
で
、
適
用
さ
れ
続
け
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
同
書
六
五

O
頁
に
お
け
る
上
の
条
項
は

Z
E三
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
現
在
も
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(7)

こ
う
し
た
位
置
付
け
に
は
異
論
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
谷
口
他

訳
『
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴
法
典
』
七
二
頁
注
付
参
照
。
も
っ
と

も
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
の
う
ち
、
∞

E
R
-
z
o
c〈巾]]巾

胃

2
E
Rタ℃・
5
H
は
、
「
こ
の
法
文
は
定
義
に
す
ぎ
な
い
」
と
し

て
い
る
。

(8)

こ
の
理
解
は
、
同
条
の
作
成
に
関
わ
っ
た
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
富
。

E
2・

}
Q
の
見
解
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
次
注
参
照
。

(9)

同
・
冨
三
三
田
町
》
J
T
L
g
x
g
Z
R
E
2
-
w
R
Z
oロ
巾
ロ
吉
田
片
付
夕

〉
民
主
〈
巾
問
内
凶
巾
匂
宮
口
O
印。喜一巾門回口門四円。

F
5
2・℃匂
-
N
H
印
巾
門
的
・
本

書
の
素
描
は
谷
口
他
訳
「
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴
法
典
』
六
七
頁

以
下
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
北
村
一
郎
「
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
イ
教

授
の
フ
ラ
ン
ス
《
訴
訟
法
》
講
義
」
法
協
百
年
論
集
一
巻
五
六
三

頁
(
昭
和
五
八
年
)
も
参
照
。

(
叩
)
「
訴
権
と
は
、
紛
争
状
態
に
お
け
る
権
利
で
あ
る
。
円
出
円
昨
日
門
戸

nw
巾師三巾門凶

g
x
mニ
バ
川
丹
忠
弘
巾
恒
国
巾
『
『
巾
・
」
こ
の
見
解
は
サ
ヴ
ィ

l
ニ

の
定
式
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
冨
。

E
Z
K可
w
F
E
-
U・N
H
吋・

従
っ
て
我
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
私
法
的
訴
権
説
」
に
相
当
す

ヲ匂。

(
日
)
北
村
・
前
掲
論
文
(
注
9
)
五
八
七
頁
。
な
お
、

zoggrUN--σ
広・

3
・
M
M
M
a
∞
・
に
よ
れ
ば
、
河

o
z
E
R
は
《
自
己
の
申
立
の
是
認
を

裁
判
所
の
前
で
追
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
権
》
と
解
し
、
ド
イ

ツ
の
権
利
保
護
請
求
権
説
に
近
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(臼

)
E
E・
℃
・
自
由
・
な
お
こ
の
部
分
の
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
の
見
解
は
、
彼

の
テ

1
ズ
で
あ
る
司
江
口
巳
匂

g
qロ
ロ
巾
芯
色
町
田
忠
一
。
ロ
ヨ
伯
仲
町
。
色
門
宮
市

門
宮
門
】
『
。
芹
胃

Z
m
-
-
M
R
F
同
志
向
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
紹
介
は
北
村
・
前
掲
論
文
(
注
9
)
五
七

O
頁
以
下
、
ま
た
、

谷
口
他
訳
『
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴
法
典
』
二
五
頁
以
下
。

(
日
)
例
え
ば
「
あ
る
法
準
則
が
《
売
買
契
約
締
結
の
要
件
が
満
た
さ

れ
た
場
合
、
売
主
は
買
主
に
代
金
支
払
を
要
求
で
き
る
》
と
宣
言

し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
法
準
則
は
、
規
範
の
強
制
力
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
る
権
能
を
売
主
に
与
え
て
い
る
。
」

な
お
、
彼
は
、
こ
の
法
準
則
の
源
と
し
て
、
実
定
成
文
法
の
み

な
ら
ず
、
法
の
一
般
諸
原
理
官
吉
巳
吉
田

mmロ巾『白己同

E
o
s
-丹
や

自
然
法

u
g
x
円
高
昨
日
巳
も
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
自
ら
の
見
解
が
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法
実
証
主
義
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
昌
三
三
井
ω
コ

ロ】一色・匂
-
M
H
申・

(
M
)

し
た
が
っ
て
実
体
法
で
は
な
く
訴
訟
法
に
属
す
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
訴
権
を
実
体
権
と
同
視
な
い
し
そ
の
変
形
物
と
み
る
見
解

は
妥
当
で
な
い
と
す
る
。

(
日
)
号
広
-
u
-
N
N
∞
・
こ
の
法
準
則
に
示
さ
れ
て
い
る
法
律
効
果
巾
R
2

〕ロユ円四

5
5
は
、
訴
権
が
当
事
者
の
主
観
的
権
利
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
事
者
が
裁
判
官
に
対
す
る
強
制
力
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
得
る
と
構
成
す
る
根
拠
と
し
て
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
は
、

法
律
に
よ
り
定
ま
る
当
事
者
と
裁
判
官
と
の
訴
訟
関
係
に
お
い
て
、

裁
判
拒
否
が
刑
事
上
民
事
上
の
制
裁
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
(
前
注

(
5
)
(
6
)
参
照
)
、
そ
し
て
民
事
上
の
制
裁
は
不
法
行
為
の
性
質
を

有
し
、
主
観
的
争
訟
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「
確
か
に
裁
判
官
の
義
務
は
一
般
利
益
宮
広
品
同

mEmE-
に
お
い

て
課
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
当
事
者
の
た
め
に
も
存
在

す
る
も
の
で
、
当
事
者
は
自
己
の
た
め
に
、
裁
判
官
個
人
に
課
さ

れ
る
損
害
賠
償
責
任
の
制
裁
の
下
で
、
そ
の
義
務
の
順
守
。

σ
8
3白
e

巴
O
ロ
を
強
制
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
M
)
5
5・
℃
-
N
N
ω
・

(
口
)
寄
広
-
H
)
・
M
M由・

(
問
)
厳
密
に
い
え
ば
証
拠
に
関
す
る
法
で
あ
る
。
従
っ
て
民
事
訴
訟

法
典
に
は
限
ら
れ
ず
、
民
法
典
の
証
拠
に
関
す
る
諸
規
定
(
と
く

に
一
コ
二
五
条
以
下
)
も
含
ま
れ
る
。

第
二
章

証
拠
提
出
権

北法38(I・116)116 

第
一
節

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
当
事
者
が
裁
判
官
に
証
拠
を
提
出
し
て
、
そ
の
取
調
べ
を

求
め
る
権
利
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
論
に
入
る
前
に
ま
ず
、
そ
の
前
提

と
し
て
、
証
明
の
対
象
に
つ
い
て
の
議
論
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
訴
訟
法
全
体

の
構
造
の
中
で
証
拠
調
べ
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
証
明
の
対
象

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
証
明
の
対
象
の
議
論
は
、
既
に
若
林
教
授
に
よ
り

紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
大
き
く
分
け
て
、
次
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

事
実
で
あ
る
こ
と
。

争
い
が
あ
る
こ
と
。

適
切
で
あ
る
こ
と
。

1 2 3 こ
の
う
ち

(
1
)
と
(
2
)
と
は
我
が
国
に
お
い
て
、
要
証
事
実
の
概
念
に

(2) 

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
概
ね
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て

(
3
)
は
、
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
証
明
が
紛
争
解
決
に
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適
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

証
拠
と
そ
れ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
事
実
が
紛
争
解
決
を
導
き
う
る
も
の

で
あ
っ
て
、
か
つ
替
市
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

我
が
国
の
概
念
に
当
て
は
め
れ
ば
、
日
本
民
訴
法
第
二
五
九
条
【
証
拠
申

出
の
採
否
】
に
お
け
る
「
不
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
」
の
逆
に
概
ね
相
当
す

る
が
、
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
要
素
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
こ
の
局
面
を
、
広
義
の
適
切
性
胃
ユ

E
2
2
ま
た
は
受
理
可
能
性

5
2〈
血
豆
宮
市
と
呼
ぴ
、
本
章
で
問
題
と
す
る
証
明
権
の
条
件
と
し
て
は
通

常
こ
の
局
面
が
あ
げ
ら
札
犯
o

こ
の
条
件
に
つ
い
て
学
説
は
、
狭
義
の
適
切
的
宮

E
E
E、
決
定
的

2
5
-
g丘
、
認
容
的
包
ヨ
一

m
g
g
の
三
つ
に
分
け
、
あ
る
い
は
前
二
者
を

一
つ
に
し
て
、
適
切
的
(
な
い
し
は
有
用
三
口
町
)
と
認
容
的
と
に
分
け
て

論
じ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
内
容
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
よ
り
単
純
な
二
分
類
に
従
う
。

(
1
)

若
林
「
序
説
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
四
号
一
九
頁
以
下
。

(2)

も
っ
と
も
い
く
つ
か
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。

例
え
ば
、

(
1
)
に
つ
い
て
は
、
外
国
法
お
よ
び
慣
習
(
法
)
が
問
題

と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
外
国
法
を
調
査
探
求
す
る
義
務
を
裁
判

官
に
で
は
な
く
当
事
者
に
課
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
わ
白
回
目
-

n
守
・
・
ロ
ロ
。
4
・
呂
田
U
J

∞ロロ
-n-4・同・

2
0・N
H
N

一
わ
白
田
印
・
巳
〈
・
・
ロ

ロ。〈

-zs・
F
E
-
-
z。・
2

N

・

ま
た
、
慣
習
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
。
・
巾
仲
間
・
司

551巾・
Z
E

E
l
s
-
い
ず
れ
に
せ
よ
、
証
明
の
対
象
に
な
ら
な
い
も
の
で
は
な

い

o
p巧
巾
日

2
同
吋
句
芯

w
a
g
-
:玄
こ
ロ

S
E
a
s
-
品。

ma・
(
H
S
S
Z。・品
M

M

2
凶

な
お
、

(
2
)
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
白
白
と
性
質
を
異
に
す

る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
若
林
「
序
説
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三

三
四
号
二
一
一
員
以
下
参
照
。

(3)

例
え
ば
、

pw『『
2
・(
U
O
C
3
・
℃
℃
・
巴

C
R
m
-
一
。
・
巾
仲
間
・

3
1
2〈タ

2
。・怠
N
-

一
冨
・

2
閉

山

よ

り

g
R
n
{
i
f
z。-
N
N
0
・
一
何
回
自
巾
{
P

、H
，

z-丹市一
-
Z
。
-
E
5・
な
ど
の
教
科
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
ほ
か
、

の
巾
ロ
山
コ
円
巾
日
「
巾
的
思
片
山
田
弘
司
巾
my

吋・口・円】円】
-
H

巾
門
的
・
一
の
oz-u巾白ロ
up

F
巾
弘
司
。
一
同
町
二
白
胃

2
5・
で
も
同
様
で
あ
る
。

(
4
)

若
林
「
序
説
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
四
号
二
二
頁
参
照
。

1 二

フ
ブ

ン
ス
民
訴
手
続
の
構(
造主

証
拠
が
提
出
で
き
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
受
理
さ
れ
る
た
め
に
は

民
事
訴
訟
法
典
に
定
め
ら
れ
た
方
式
を
順
守
し
て
提
出
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
章
で
考
察
す
る
受
理
可
能
性
の
考
慮
要
素
に
つ

い
て
も
、
証
拠
提
出
手
続
の
特
殊
性
か
ら
そ
の
内
容
が
影
響
を
受
け
る
こ

と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
訴
法
手
続
の
概
要
を
見
て

北法38(1・117)117 

お
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
訴
訟
法
典
は
一
九
七

0
年
代
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の
大
改
正
に
よ
り
大
幅
に
変
わ
っ
た
の
で
、
ま
ず
旧
法
典
の
手
続
を
見
た

上
で
、
新
法
典
の
手
続
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

Z

旧
民
事
訴
訟
法
典
の
下
で
は
、
訴
訟
は
、
手
続
段
階
胃
o
n在
日
巾
と

弁
論
段
階
立
包
仏

OEm
と
に
基
本
的
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
段

階
は
、
代
訴
士
白

gzmと
弁
護
士
即

g
n包
と
の
職
務
分
担
と
結
び
付
い
て

し
た
。ま
ず
手
続
段
階
に
お
い
て
は
、
原
告
側
代
訴
士
が
被
告
と
な
る
者
に
百

喚
状
と
。

R
5
5
8同
を
自
ら
執
達
吏
に
送
達
さ
せ
、
か
つ
申
立
書
と
と
も

に
裁
判
所
書
記
課
に
提
出
し
、
送
達
を
受
け
た
被
告
側
も
代
訴
土
を
選
任

し
て
、
こ
の
代
訴
士
選
任
届
と
申
立
書
を
裁
判
所
書
記
課
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
訴
え
が
係
属
す
る
。
そ
し
て
原
告
被
告
双
方
の
代
訴
士
間
で
申

立
書
(
準
備
書
面
)
が
交
換
さ
れ
、
さ
ら
に
自
己
の
使
用
す
る
書
証
の
伝

達

8
5
5己ロ
-gtoロ
が
な
さ
れ
る
(
後
述
)
。

一
九
三
五
年
の
デ
ク
レ

1
ロ
ワ
は
、
こ
の
手
続
段
階
に
全
く
裁
判
所
の

関
与
が
な
か
っ
た
点
を
改
め
て
、
訴
訟
進
行
係
裁
判
官
吉
唱
n
F
包括
m
母

E
Z
E
E
胃

R
包
己
円
巾
を
創
設
し
た
が
、
実
際
に
は
書
記
官
が
そ
の
職
務

(7) 

を
代
行
し
て
い
た
ら
し
い
。

こ
う
し
て
申
立
書
が
交
換
さ
れ
、
裁
判
所
書
記
課
に
提
出
さ
れ
る
と
、

事
件
は
弁
論
段
階
に
移
行
し
、
当
事
者
の
代
理
人
も
代
訴
士
に
弁
護
士
が

加
わ
る
。
弁
論
期
日
に
両
当
事
者
の
弁
護
士
が
「
既
に
準
備
書
面
に
記
載

し
で
あ
る
当
事
者
の
主
張
を
要
約
整
理
し
て
事
実
点
及
び
法
律
点
に
わ
た

っ
て
そ
の
正
当
性
を
裁
判
所
に
納
得
さ
せ
る
た
め
(
同
」
弁
論
を
な
し
、
そ

れ
が
終
わ
る
と
各
弁
護
士
は
自
己
の
一
件
記
録
を
裁
判
官
に
提
出
す
る
。

こ
の
提
出
記
録
の
中
に
は
伝
達
済
の
書
証
も
含
ま
れ
、
そ
こ
で
伝
達
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
書
証
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
書
証
を
提
出
し
た
当
事

者
の
相
手
方
は
、
書
証
伝
達
の
抗
弁
(
旧
民
事
訴
訟
法
典
第
一
八
八
条
以

下
)
を
提
出
し
、
裁
判
所
が
伝
達
を
命
じ
て
も
な
お
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
、

そ
の
書
証
は
弁
論
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

以
上
の
弁
論
終
了
後
、
一
件
記
録
が
提
出
さ
れ
る
と
、
裁
判
所
は
合
議

の
上
判
決
を
下
す
。
こ
こ
で
言
い
渡
さ
れ
る
判
決
は
次
の
三
種
類
で
あ
る
。

「
(
二
終
局
判
決
(
』
ロ
官
自
巾
口
同
母
出
口
庄
内
)

終
局
判
決
と
は
、
主
た
る
請
求
又
は
附
随
的
請
求
に
関
し
て
当
該
裁
判

所
に
就
て
は
終
局
的
に
判
決
を
な
し
そ
の
審
級
又
は
附
随
手
続
を
終
了
せ

し
め
る
判
決
で
あ
る
。

若
し
此
の
段
階
で
終
局
判
決
が
行
わ
れ
れ
ば
事
件
は
全
然
証
人
尋
問
を

行
う
事
な
し
に
終
了
す
る
(
原
則
)

北法38(1・118)118 

中
間
判
決
(
』
ロ
唱

5
2士
E
S
E
E
2
2
門
出
足
内
町
三
円
)

中
間
判
決
と
は
訴
訟
中
に
珍
て
証
拠
調
又
は
仮
の
処
分
を
な
す
た
め
に

下
さ
れ
る
判
決
で
あ
る
。

こ
の
段
階
で
は
普
通
証
人
尋
問
を
命
じ
る
判
決
が
な
さ
れ
る
。
(
例
外
)

( 

) 
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(
三
)
混
合
判
決
(
』
ロ
官
B
巾
E
E
H
R
)

混
合
判
決
と
は
右
の
両
者
が
合
体
し
た
も
の
を
云
う
。

例
え
ば
或
る
交
通
事
故
に
つ
い
て
被
告
に
不
法
行
為
責
任
の
あ
る
事
を

認
め
る
と
同
時
に
、
損
害
賠
償
の
額
を
算
定
す
る
た
め
鑑
定
人
を
任
命
す

る
様
な
場
合
で
あ
る
。
」

右
の
判
決
で
証
拠
調
べ

B
g
c
Z
門
コ
ロ
田
守
口
三
一
。
ロ
が
命
じ
ら
れ
る
と
、

口
頭
弁
論
が
中
断
さ
れ
、
付
帯
事
件
と
し
て
の
証
拠
調
べ
が
な
さ
れ
、
そ

の
終
了
後
、
再
度
申
立
書

g
R
E
m
-。
5
8品目
2
2
c
m
g
の
提
出
・
弁
論
・

合
議
・
終
局
判
決
と
続
く
。

qa 

こ
の
よ
う
な
旧
民
訴
法
の
構
造
に
お
い
て
は
、
手
続
胃

c
n
g
R巾
段

階
に
裁
判
所
の
関
与
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
先
に
述
べ
た
一
九
三
五
年
の
デ

ク
レ

1
ロ
ワ
に
よ
っ
て
、
訴
訟
進
行
係
裁
判
官
も
、
書
証
伝
達
の
抗
弁
に

つ
い
て
裁
判
を
な
し
得
る
こ
と
(
旧
民
訴
法
第
八
一
条
三
項
)
や
証
拠
調

べ
、
特
に
証
人
尋
問
を
命
じ
て
自
ら
行
い
得
る
こ
と
(
同
条
一
項
二
項
)

と
な
っ
た
が
、
こ
の
改
正
は
「
し
ば
し
ば
実
務
家
の
旧
套
墨
守
の
精
神
に

よ
っ
て
、
し
か
し
大
抵
は
裁
判
官
が
新
し
く
付
与
さ
れ
た
職
務
を
行
う
た

め
の
場
所
も
人
員
も
な
い
と
い
う
物
質
的
な
理
由
で
、
大
部
分
の
裁
判
所

で
は
死
文
と
化
し
て
い
る
と
い
う
の
が
き
ま
り
文
句
に
な
っ
て
い
る
。
」

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
は
、
著
し
い
非
能
率
に
さ
ら
さ
れ
、

(
日
)

訴
訟
遅
延
が
深
刻
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
九
六
五
年
一

O
月

一
三
日
デ
ク
レ
八
七
二
号
は
、
準
備
手
続
裁
判
官
吉
宮
内
凶

2
5
2
2
3

伴
え
を
創
設
し
、
弁
論
に
達
す
る
前
の
段
階
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
を

強
化
さ
せ
た
。
こ
の
改
正
の
う
ち
事
実
認
定
と
の
関
係
で
は
、
新
八
一
条

一
項
で
必
要
な
書
証
の
提
出
官
。
仏

c
a
gロ

r
z三
自
立
巾

n
g
z
E
g
を

命
じ
る
こ
と
が
で
き
、
か
っ
そ
の
不
提
出
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
帰
結
を
引

き
出
す
こ
と
卸
門
町
常
吉
見
巾

m
gロ∞
m
a
c
g
n
g
を
裁
判
所
に
認
め
る
と
し

た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
書
証
の
伝
達
と
提
出
は
、
準
備
手
続
の
終
結

命
令
。
丘
。
ロ
白
ロ
ロ
巾
仏
E
H
5
E
Z
が
な
さ
れ
た
後
は
一
切
認
め
ら
れ
ず
(
新

八
一
条
の
四
・
四
項
)
、
伝
達
の
抗
弁
も
な
し
え
な
く
な
る
。
も
っ
と
も
こ

の
改
正
は
手
続
全
体
の
構
造
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
施
行
地

(M) 

域
を
一
部
に
限
定
し
た
、
い
わ
ば
実
験
的
改
正
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ

た。

一
九
七

0
年
代
に
制
定
さ
れ
た
新
民
事
訴
訟
法
典
は
一
九
六
五
年

改
正
の
方
向
を
さ
ら
に
押
し
進
め
、
代
訴
士
と
弁
護
士
と
の
役
割
分
担
を

原
則
と
し
て
廃
止
し
た
。

大
審
裁
判
所
に
お
け
る
通
常
の
事
件
は
、
訴
訟
が
係
属
し
た
後
に
、
事

件
を
配
分
さ
れ
た
部
の
部
長
匂
広
田
正
巾
乏
が
弁
護
士
の
説
明
と
交
換
さ
れ
た

申
立
書
お
よ
び
伝
達
済
の
書
証
に
基
づ
い
て
、
本
案
判
決
に
適
す
る
と
思

わ
れ
る
事
件
を
弁
論
に
送
付
し
、
そ
れ
以
外
の
事
件
を
事
前
準
備
に
付
す
る

と
い
う
処
理
を
受
け
る
(
新
民
訴
法
典
第
七
六

O
条
以
下
)
。
直
ち
に
弁
論

4. 

北法38(1・119)119 
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へ
送
付
さ
れ
る
事
件
は
「
当
事
者
双
方
と
も
申
立
を
な
し
ま
た
書
類
も
交

換
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
原
告
に
よ
る
召
喚
状

(
l申
立
書
)
に
お
い

て
原
告
の
申
立
及
び
そ
の
理
由
が
十
分
正
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
被

告
も
答
弁
書
を
提
出
し
て
そ
の
主
張
を
明
白
に
し
て
い
る
、
更
に
必
要
書

類
も
当
事
者
間
で
伝
達
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
は
や
準
備
手
続

裁
判
官
に
よ
る
事
前
手
続
を
必
要
と
し
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
」
で
あ

り
、
「
短
期
回
路

n-RZ芹
円

O
Rこ
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
長

期
回
路

n
-
R
E
Z
g
m」
な
い
し
は
「
通
常
回
路

a
R
E
t
5コ
足
己
」
と
呼

ば
れ
る
手
続
は
、
準
備
手
続
裁
判
官
の
下
で
な
さ
れ
、
証
拠
調
べ

B
E
E
z

q
Z鬼
E
n昨
日
。
ロ
が
必
要
な
事
件
は
原
則
と
し
て
こ
の
長
期
回
路
を
通
る
こ

と
と
な
っ
た
。

広
旧
民
訴
法
に
お
い
て
は
中
間
判
決
ま
た
は
混
合
判
決
に
よ
っ
て
、

新
民
訴
法
の
下
で
は
準
備
手
続
裁
判
官
の
命
令
ま
た
は
例
外
的
に
受
訴
裁

判
所
の
命
令
な
い
し
は
中
間
判
決
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
証
拠
調
べ
に
開

始
さ
れ
る
。
本
章
で
は
そ
の
際
考
慮
さ
れ
る
証
拠
調
べ
に
必
要
な
要
素
と

し
て
受
理
可
能
性
の
要
件
を
以
下
で
検
討
す
る
。

(
5
)

フ
ラ
ン
ス
の
民
訴
手
続
の
概
要
は
い
く
つ
か
紹
介
が
あ
る
。
さ

し
あ
た
り
、
三
井
「
基
本
構
造
」
、
木
川
統
一
郎
『
民
事
訴
訟
政
策

序
説
』
(
昭
和
四
三
)
九
七
頁
以
下
、
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
民
事

訴
訟
法
に
お
け
る
準
備
手
続
の
一
研
究
」
菊
井
献
呈
論
集
『
裁
判

と
法
・
下
』
八
二
五
頁
(
昭
和
四
一
一
)
を
参
照
。

(6)

も
っ
と
も
実
際
に
は
(
少
な
く
と
も
パ
リ
の
実
務
で
は
)
弁
護

士
が
全
段
階
を
通
じ
て
当
事
者
の
代
理
人
と
し
て
行
動
し
、
代
訴

士
は
そ
の
使
者
と
し
て
の
性
格
し
か
有
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

木
川
・
前
掲
書
(
注
5
)

一
O
一
頁
以
下
。

(
7
)

一
一
一
井
「
基
本
構
造
H
」
二
五
九
頁
。
な
お
こ
の
訴
訟
進
行
係
裁

判
官
の
概
要
に
つ
い
て
は
野
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)
八
三
二
頁

以
下
参
照
。

(
8
)

一
一
一
井
「
基
本
構
造
H
」
二
六

O
頁。

(
9
)

三
井
「
基
本
構
造

m」
三
八
三
頁
。

(
叩
)
三
井
「
基
本
構
造

m」
三
九

O
頁
以
下
に
よ
れ
ば
証
人
尋
問
は

ほ
と
ん
ど
受
命
裁
判
官
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
ま
た
木
川
・
前
掲
室
田

(注
5
)
一
O
八
頁
に
よ
れ
ば
大
部
分
の
事
件
で
鑑
定
が
実
施
さ
れ

て
い
た
。

(
日
)
三
井
「
基
本
構
造

m」
三
九
一
頁
。

(
ロ
)
野
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)
八
三
八
頁
注
(
一
二
)
。
原
典
は
ペ
・

円
、
。

σ-P。
己
巾

-oc巾
田
三
川
出
巾
同
一
。
ロ
印
印
戸
国
司
}
巾
仏

m
n『
巾
同
色
ロ

]{ω
。
円
件
。

σ円角川

S
S
R
-白
昨
日
間
卸

Z
B一括

g
m
g丹
色

B
E
g
s
-
0・
呂
志
-
n
F『・

]{印・

(
日
)
木
川
・
前
掲
書
(
注
5
)

一
一
六
頁
は
こ
の
間
の
事
情
を
次
の

よ
う
に
伝
え
て
お
り
、
興
味
深
い
。

「
実
情
は
、
準
備
裁
判
官
(
引
用
者
注
:
・
木
川
教
授
は
ぽ
吉
唱

北法38(1・120)120



フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

円

V
R
m
m
号

2
2
5
E
℃吋。
n
E
Z
Z
を
「
手
続
担
当
判
事
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
準
備
裁
判
官
も
、
時
期
的
に
見
て
「
手

続
担
当
判
事
」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
)
は
無
用
の
長
物
で
あ

り
、
事
件
の
実
質
に
全
く
タ
ッ
チ
せ
ず
、
徒
ら
に
何
度
で
も
期
日

を
く
り
か
え
し
、
要
す
る
に
書
面
が
出
る
の
を
ま
つ
の
が
仕
事
で

あ
る
。
準
備
期
日
で
も
、
裁
判
所
の
弁
論
期
日
で
も
、
空
転
が
原

則
と
い
い
た
い
程
で
あ
る
。
二
一
回

1
五
回
位
の
期
日
の
空
ま
わ
り

は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
弁
護
士
側
の
準
備
が
ま
に

あ
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
く
ら
延
期
し
て
も
裁
判
所
が

寛
大
な
の
で
あ
る
。
否
、
寛
大
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
基
盤
が
強

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
所
長
代
理
の
通
達
な
ど
を
み
て
も
、
三
回

目
に
弁
護
士
が
こ
な
い
と
き
は
、
今
度
は
休
止
に
す
る
ぞ
と
警
告

し
ろ
な
ど
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
・
・
・
訴
訟
の
や
り
方
も

徹
底
し
た
当
事
者
主
義
で
す
。
否
、
裁
判
所
不
干
渉
主
義
で
す
。
」

(U)

野
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)
八
四
九
頁
に
よ
れ
ば
、
「
(
一
九
六

五
年
一

O
月
二
二
日
)
デ
ク
レ
第
一
一
一
条
は
、
《
デ
ク
レ
で
定
め

る
期
日
ま
で
、
前
掲
の
諸
規
定
は
、
司
法
大
臣
・
国
璽
尚
書
の
布

命
で
指
定
す
る
控
訴
院
及
び
大
審
裁
判
所
に
お
い
て
の
み
施
行
さ

れ
る
》
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
一
九
六
五
年
一

O
月

一
三
白
の
布
命
は
そ
の
付
表
で
、
エ
ク
ス
、
カ
ア
ン
、
リ
ヨ
ン
、

モ
ン
ペ
リ
ェ
、
ポ
ワ
テ
ィ
エ
の
五
控
訴
院
と
こ
れ
ら
の
控
訴
院
管

轄
区
内
の
大
審
裁
判
所
及
び
パ
リ
控
訴
院
管
轄
区
内
の
ポ
ン
ト
ア

ズ
大
審
裁
判
所
と
あ
わ
せ
て
二
九
の
大
審
裁
判
所
を
掲
げ
て
い
る
よ

(
日
)
谷
口
他
訳
「
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴
法
典
』
三
九

O
頁
。
な
お

第
七
六

O
条
二
項
お
よ
び
第
七
六
一
条
に
注
意
。

(
同
)
従
っ
て
、
準
備
手
続
裁
判
官
は
書
証
の
伝
達
、
提
出
、
証
拠
調

べ
の
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
権
限
を
行
使
で
き
る
(
新
民
訴
法

典
第
七
七

O
条
第
七
七
一
条
)
。
た
だ
し
、
証
拠
調
べ
は
事
前
手
続

終
結
後
で
も
受
訴
裁
判
所
が
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
七
八
七

条
)
。
第
一
四
四
条
も
参
照
。

な
お
中
間
判
決
の
制
度
も
残
さ
れ
て
い
る
。
第
四
八
二
条
参
照
n

第
二
節

有
用
性

て
判
断
基
準

有
用
性
三
日
広
ま
た
は
適
切
性
官
三
宮
巾
白
日
の
要
件
は
、
要
す
る
に
訴

訟
の
解
決
に
役
立
つ
証
拠
申
出
の
み
が
受
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

グ
ボ
!
の
分
類
に
従
っ
て
こ
れ
を
四
点
の
考
慮
要
素
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

主
張
事
実
が
請
求
の
基
礎
付
け
に
十
分
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
は
主
張
責
任
を
定
め
た
新
民
訴
法
第
六
条
に
由
来
す
る
。

「
そ
の
申
立
(
買
m
g
E
-。
ロ
凹
)
の
根
拠
と
し
て
、
当
事
者
は
、
そ
の
基

礎
と
な
る
事
実
を
主
張
す
る
責
任
が
あ
る
。
」

こ
の
法
文
は
主
張
責
任
岳
出
荷
巾
弘
正
-
m
m
z
R
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
責
任
の
観
念
を
フ
ラ
ン
ス
法
に
導

1 
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研究ノート

入
し
た
の
は
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
で
み
針
。
彼
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
の
事
実
面
で

の
組
立
て
を
構
築
す
る
こ
と
は
当
事
者
に
属
す
る
(
デ
ク
レ
第
六
条
第
七

条
)
が
、
裁
判
官
は
紛
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
法
律
問
題
の
検
討
を
職

(3) 

務
上
行
い
得
る
し
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
原
則
に
新
民
訴
法
典

は
支
配
さ
れ
、
事
実
の
範
囲
を
限
定
す
る
権
限
を
当
事
者
が
有
す
る
が
、

こ
の
権
限
は
「
必
然
的
対
応
物
と
し
て
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
の
責
任

2
・

(
4
)
 

印℃。ロ印白
σ山
口
広
を
伴
う
。
」
こ
れ
が
第
六
条
に
規
定
さ
れ
た
主
張
責
任
で
あ

る
。
「
こ
の
、
裁
判
官
に
提
出
さ
れ
た
申
立
の
《
基
礎
と
な
る
事
実

E
5

胃
右
足
凹
帥
向
。
ロ
門
-
R
V
は
、
正
に
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
方
法
的
実
現
の
基
底

宮
内
『
午
印
可
R
E
B
号
Z
Z
R
芯
丘
町
三
芯
ロ

B
m
s
c住
吉
巾
【
宮
内
町
O
F
同
を
見

い
だ
せ
る
《
権
利
の
成
立
要
件
要
素

m
-
m
g
g
g

門
町
。
山
片
的
》
で
あ
る
。
そ
し
て
当
事
者
が
事
実
に
つ
き
《
主
張
す
る
責
任
》
を

有
す
る
と
明
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

証
拠
収
集
に
着
手
す
る
前
に
、
裁
判
官
は
、
自
己
の
前
に
提
出
さ
れ
た
事

実
の
《
マ
グ
マ
》
の
中
で
、
証
明
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
申
立
を
理
由

づ
け
る
に
足
り
る
す
べ
て
の
こ
と
が
正
し
く
見
い
だ
せ
る
か
ど
う
か
を
検

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
(
提

出
さ
れ
た
)
事
実
群
が
《
決
定
的
》
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
分
析
の
や
り
方
を
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

肝
心
な
点
は
適
用
の
可
能
性
の
あ
る
法
準
則
の
諸
要
求
を
事
実
の
面
で
定

mmEm『白
C
W己
吋
印

円目巾印

義
す
る
に

b
u。
」
も
し
申
立
を
理
由
付
け
る
の
に
必
要
な
事
実
が
欠
け
て

い
れ
ば
、
証
明
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
は
争
い
を
待
た
ず
に
敗

訴
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
以
前
に
お
い
て
も
実
際
に
は

考
慮
さ
れ
て
い
た
。
旧
民
訴
法
典
の
手
続
の
中
で
見
れ
ば
、
弁
論
が
終
了

し
た
後
、
証
拠
調
べ
を
命
じ
る
中
間
割
決
を
出
す
か
終
局
判
決
を
出
す
か

の
判
断
に
際
し
て
、
証
拠
調
べ
を
命
じ
る
(
証
拠
申
出
を
受
理
す
る
)
に

足
る
事
実
が
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
、
そ
れ
に
不
足
が
あ
れ

ば
、
証
拠
調
べ
に
入
ら
ず
に
棄
却
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
新
民
訴
法
の
下

で
は
、
部
長
に
よ
る
弁
論
に
送
付
す
る
か
事
前
手
続
に
付
す
る
か
の
判
断

(
第
七
六

O
条
第
七
六
二
条
)
、
お
よ
び
準
備
手
続
裁
判
官
の
下
で
説
明
要

求
(
第
七
六
五
条
)
を
経
た
上
で
証
拠
調
べ
を
命
じ
る
か
事
前
手
続
終
結

(6) 

を
命
じ
る
か
の
判
断
に
際
し
て
、
主
張
責
任
が
考
慮
さ
れ
る
。

(2)

立
証
す
る
事
実
が
請
求
の
基
礎
と
な
る
事
実
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
こ
と
。

北法38(I・122)122

「
こ
こ
で
は
ま
ず
有
用
な
事
実
の
主
張
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
上
で
相
手
方
の
否
認

g口
広
忠
巳
芯
ロ
に
対
し
て
原
告
が
そ
の

事
実
を
直
接
立
証
で
き
な
い
と
認
め
た
な
ら
ば
、
原
告
は
証
明
す
べ
き
事

実
の
存
在
を
推
認
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
別
の
事
実
を
使
っ
て
論
証
し
よ

う
と
申
し
出
る
。
言
い
換
え
る
と
か
れ
は
推
定
に
よ
る
証
明
を
申
し
出
る
。
」



(Z0・N
H
)
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こ
の
場
合
、
原
告
の
立
証
す
る
徴
浦
町
二
ロ
庄
日
(
間
接
事
実
)
が
本
来
証

明
す
べ
き
事
実
(
主
要
事
実
)
を
十
分
推
認
さ
せ
う
る
事
実
で
あ
る
こ
と

が
当
然
要
求
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
い
て
「
推
定
胃

r
c
g宮
古
口
」
が

(7) 

証
明
方
法

g
o
a巾
号
買

2
〈
巾
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
(
民
法
典

第
一
三
四
九
条
以
下
)
、
我
が
国
の
概
念
枠
組
と
異
な
る
点
に
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
推
定
と
い
う
証
明
方
法
の
採
否
と
考
え
て
も
、
そ

の
判
断
は
直
接
証
明
さ
れ
る
事
実
(
徴
惣
・
間
接
事
実
)
が
主
要
事
実
を

十
分
推
認
さ
せ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
我
が
国

の
採
否
の
判
断
と
異
な
ら
な
い
と
思
わ
札
目
。

3 

立
証
す
る
事
実
の
存
在
を
裁
判
官
が
ま
だ
確
信
し
て
い
な
い
こ

と
申
出
の
あ
っ
た
証
拠
が
、
「
既
に
集
め
ら
れ
た
情
報
か
ら
形
成
さ
れ
た
裁

判
官
の
見
解
を
、
も
は
や
修
正
す
る
に
適
さ
な
い
場
合
、
そ
の
証
拠
の
提

出
は
適
切
性
に
欠
け
る
も
の
と
し
て
却
げ
ら
れ
る
。
」

(
Z
Y
N
N
)

こ
の
よ
う
に
立
証
済
み
の
事
実
の
重
ね
て
の
証
明
が
受
理
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

典
型
例
と
し
て
、
法
律
上
完
全
な
証
明
カ
が
あ
る
と
さ
れ
る
証
書
に
よ
っ

て
主
張
事
実
を
基
礎
付
け
た
当
事
者
が
、
重
ね
て
同
じ
事
実
を
立
証
す
る

(
日
)

た
め
の
証
人
を
申
請
し
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)

証
明
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

こ
れ
は
「
あ
ら
か
じ
め
失
敗
の
運
命
に
あ
る
証
拠
の
提
出
」

(
Z。
自
)

と
呼
ば
れ
、
例
と
し
て
「
意
義
あ
る
確
認
を
な
し
う
る
た
め
に
は
あ
ま
り

に
遅
く
要
求
さ
れ
た
鑑
定
」
や
、
裁
判
官
が
既
に
不
存
在
の
心
証
を
固
め

て
い
る
事
実
に
つ
い
て
の
立
証
や
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
職
業
上
の
秘
密

(H) 

を
犯
す
こ
と
に
な
る
証
言
の
申
立
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
裁
判
官
の
既
に
得
た
心
証
に
反
対
す
る
証
明
が
許
さ

れ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
我
が
固
に
お
い
て
は
予
断
に
あ
た
る
か

ど
う
か
議
論
が
あ
犯
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
書
証
の
提
出
が
な
さ
れ
た
後
に
中
間
判
決
を
も
っ
て
命
じ
ら
れ
る

の
で
、
書
証
に
強
い
証
明
カ
を
与
え
て
い
る
証
拠
法
の
下
で
は
、
こ
の
書

証
の
証
明
カ
を
覆
す
こ
と
の
で
き
な
い
証
拠
調
べ
が
有
用
で
な
い
と
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
予
断
の
問
題
は
必
ず
し
も
生
じ
な
い
し
、
ま
た
証
人
尋

聞
の
結
果
に
よ
り
生
じ
た
心
証
に
対
す
る
反
対
証
明
は
当
然
に
許
さ
れ
る

の
で
(
旧
民
訴
法
典
第
二
五
二
条
、
新
民
訴
法
典
第
二

O
四
条
)
、
こ
の
点

で
も
予
断
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
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(
1
)

の。
c
σ
2
5
F
T
M
己
『

C
X
帥
]
回
目
】
叶

2
4
P
Z
2・
E
帥

Nω
・
以
下
本

章
で
は
同
論
文
か
ら
の
引
用
を
本
文
中
に
頭
柱
数
字
を
示
す
。
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(
2
)

富
。

z-∞W
M
〉
。
℃
・
門
戸
第
一
章
第
三
節
注
(
ロ
)
Z
S
・
呂
町
仲
田
・

(
3
)

富
。

z-許可・
MMg-mmog巾
ロ
巾
明
言
ロ
「

g
p
E司
わ
。
島
市
島
巾

同】円。

nm円
凶
ロ
吋
角
川
円
一
〈
己
巾
一
-
巾
円
。
ロ
凹

mn吋白昨日
0
ロ
色
巾
凹
匂
目
1

山口円山間】巾印色ナ

z
a
g
a
E
H
v
g
n
g
n
-
1
-
宮
こ
巾
最
門
司
忠
弘
己
申
凹
巾
匂
丹
市
ヨ
可
巾

邑
叶
H

・
0

5叶
Nny司・ロ・
2
。
-
b・

(
4
)

志向仏

-
Z
0・ぉ・

(
5
)
5
5・

(
6
)

例
え
ば
グ
ボ
ー
に
よ
る
と
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
原

告
(
父
)
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
妻
の
姦
通
と
い
う
事
実
の
み
を
主

張
し
た
場
合
、
委
の
不
品
行
は
父
の
正
統
性
を
排
除
す
る
の
に
十

分
な
事
実
で
な
い
が
故
に
、
証
拠
申
出
を
受
理
さ
れ
な
い
と
い
う

例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
Z。-
M
O
)

ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
三

一
二
条
二
項
は
「
た
だ
し
、
夫
は
、
そ
の
者
が
父
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
を
示
す
に
適
し
た
事
柄
を
証
明
す
る
場
合
に
、
子
を
裁
判

上
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
7
)

ま
た
は
ヨ
。
苫
ロ
門
町
古
吋

2
〈巾とも一一一一口う
0
5
0
a
m
号
℃

Z
ロ〈巾

と
目
。
克
己
骨
一
言

24-巾
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。

(
8
)

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
書
面
証
拠
宮
司

2
2
5広
E
F、
証
言
証

拠]曲目}『

2
5
件。

E
B
C
E色
町
、
自
白
正
〈

2
、
宣
誓

-
2
q
g
g件

と
並
ん
で
推
定

Z
胃
骨
。
ョ
宮
町
。
ロ
を
証
明
方
法
と
し
て
掲
げ
て
い

る
。
な
お
、
民
法
典
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
が
訴
訟
法
典
で
認
め

ら
れ
て
い
る
証
明
方
法
と
し
て
鑑
定

rM℃
向
己
認
が
あ
る
。
〉
・

ベ
ロ
ロ

nw(uozg
島
町
胃
。
広
島
己
吋
巾
門
町
三
-m-
〉
ロ
ロ

moN・
(
E
E
l
s
)
℃U
-

M
印∞巾片田・

(
9
)

な
お
グ
ボ

i
は
「
有
責
離
婚
の
場
合
に
、
原
告
た
る
配
偶
者
が

他
方
の
配
偶
者
の
姦
通
、
す
な
わ
ち
適
切
な
事
実
を
主
張
し
、
婚

姻
前
の
被
告
の
不
品
行
か
ら
の
推
論
を
証
拠
と
し
て
申
し
立
て
た

な
ら
ば
、
そ
れ
は
適
切
に
欠
け
る
」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
。

(
叩
)
寸
ロ
ロ
n
・
0
匂・巳
F

注

(8)U-N4N・

(
日
)
の
・

2

∞-LM吋巾己〈タ
Z
o・
s・

(
ロ
)
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
四
巻
一
八
三
頁
参
照
。
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二
、
有
用
性
に
関
す
る
破
設
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

-
前
款
で
挙
げ
た
場
合
は
、
当
事
者
の
証
明
権
は
制
約
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
判
断
に
つ
い
て
上
級
審
、
特
に
破
毅
院
が
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
を
な
し
う
る
か
と
い
う
点
に
議
論
が
あ
る
。
グ
ボ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ

の
点
に
つ
い
て
判
例
は
一
貫
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
い
う

(
Z。-

N
品
)
。
「
事
実
審
裁
判
官
が
原
則
と
し
て
証
拠
申
出
の
適
切
性
に
つ
い
て
専
権

的
評
価
権
限
宮
口
〈
。
可
凹

2
2
3
E
q白
℃
胃

mnE忌
)
ロ
を
有
す
る
と
し
て

も
、
援
用
さ
れ
た
事
実
の
存
在
が
立
証
さ
れ
た
な
ら
ば
そ
れ
を
陳
述
し
た

当
事
者
の
申
立
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
場
合
は
別
で
あ
る
。
」

要
す
る
に
前
款
で
挙
げ
た

(
1
)
か
ら

(
4
)
ま
で
の
う
ち

(
1
)
の
主
張
事

実
に
つ
い
て
の
判
断
だ
け
は
法
律
の
要
件
に
関
す
る
解
釈
が
問
題
に
な
っ



フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

て
い
る
た
め
、
破
毅
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ

い
て
は
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
に
属
す
る
と
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
通
説
も
同
様
に
解
し
て
い
却
。

。
ム
し
か
し
、
こ
の
点
に
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
証
拠
提
出
の

制
約
は
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
有
用
性
、
認
容
性
の
他
に
訴
訟
法
の
規
則

(
M
)
 

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
、
却
下
す
る
に
は
理
由
が
必
要
だ
と

(
日
)

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
付
け
義
務
が
あ
る
と
い
う
点
を
と
ら
え
て
、
「
《
専

権
的
権
限
宮

5
0町
g
g
m
E
E》
は
《
自
由
裁
量
権
限
匂
O
C〈
O
町
己
2
・

2
m片
山
内
】
ロ
ロ
田
町
与
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
宮
は
、
自
己
の
内
的

確
信
宮
己
ヨ
巾

g
ロ
i
n
z。
ロ
に
従
い
'
自
由
に
決
定
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の

理
由
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
破
鍛
院
は
理
由
付
け
の
コ
ン

(
凶
}

ト
ロ
ー
ル
を
留
保
す
る
」
と
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
理
由
付
け
義
務
の
観
点
か
ら
証
拠
申
出
を
却
下
す
る
仕
方
を
次
の

三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
理
由
を
付
け
ず
に
却
下
し
た

場
合
、
第
二
に
理
由
を
付
け
た
が
、
そ
れ
が
法
的
見
解
(
例
え
ば
要
件
該

当
事
実
の
解
釈
、
証
拠
申
出
の
適
式
性
、
お
よ
び
認
容
性
な
ど
)
に
関
わ

る
場
合
、
そ
し
て
第
三
に
理
由
を
付
け
た
が
、
そ
れ
が
事
実
問
題
に
基
づ

く
場
合
で
あ
る
。
第
一
第
二
の
場
合
に
破
殿
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
お
よ

ぶ
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
第
三
の
場
合
で
あ
っ
て
も
破
鍛
院
が
コ
ン
ト
ロ

(
刀
)

l
ル
を
お
よ
ぼ
し
た
例
が
あ
り
、
こ
の
判
例
の
態
度
を
解
釈
し
て
、
「
破
毅

院
の
判
例
は
証
明
に
関
す
る
裁
判
官
の
判
断
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
一
般

(
問
)

化
傾
向
を
示
し
て
い
る
」
と
評
す
る
見
解
が
あ
り
、
ま
た
あ
る
論
者
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
証
明
権
は
裁
判
官
の
評
価
権
限
に
よ
る
制
約
は
あ
っ
て

も
、
証
拠
申
出
の
法
的
理
由
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
場
合
の
破
毅
院
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
事
実
上
の
理
由
か
ら
却
下
さ
れ
た
場

合
の
却
下
理
由
付
け
義
務
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
証
拠
出
申
出
を
曲
解
し
て
応
答

(
川
口
)

す
る
こ
と
の
禁
止
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

ー
こ
う
し
た
評
価
が
妥
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
本
稿

で
は
で
き
な
い
が
、
と
も
か
く
、
グ
ボ

l
が
主
張
事
実
に
つ
い
て
の
問
題

以
外
は
事
実
審
の
専
権
に
属
し
破
殿
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
一
切
お
よ
ば

な
い
と
断
定
し
た
の
は
、
か
な
り
割
り
切
り
す
ぎ
た
見
解
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
実
審
裁
判
官
は
証
拠
申
出
却
下
の
理
由
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
そ
の
理
由
か
ら
追
証
可
能
な
限
り

で
は
破
鍛
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
お
よ
ぼ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
事
実
問
題
に
つ
い
て
の
破
鍛
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
認
め
る

立
場
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
例
外
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
る
。
一
般
的

に
は
事
実
審
裁
判
官
は
「
証
明
問
題
に
つ
い
て
下
す
解
決
が
ど
う
あ
れ
適

当
に
理
由
付
け
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
そ
の
判
断
を
攻
撃
さ
れ
得
な
い

(
加
)

も
の
に
で
き
る
。
」
こ
の
こ
と
は
同
じ
解
決
が
理
由
の
付
け
か
た
に
よ
り
破

北法38cl・125)125
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郎
叙
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
極
め
て
遺
憾
な
こ

と
で
あ
る
が
、
各
事
件
に
個
別
妥
当
す
る
公
平
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

以
上
、
事
実
審
裁
判
官
に
よ
る
事
案
の
個
別
考
慮
が
有
効
な
方
途
で
あ
り
、

や
む
を
得
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
司
角
川
q
o
y
n
o
E
Z
L
L
Y
H
H吋
N-
一
開
明
白
色

p
、H，E
E
Y
H
4
0・
E
百
二

(
U
Y
巾
〈
白
-
-
山
巾
同

J
F巾
円
。
口
同
H
・0
-巾
仏
巾
]
白
円
い
。
ロ
『
門
凶
巾
円
白
由
回
白
色
。
ロ
∞
ロ
吋
-
白

円
】
巾
ユ
宮
巾
ロ
門
角
川
島
ニ

.0R叶
巾
仏
m
w
U『
巾
己
〈
タ
。
・

5
印
白
・
門
町
『
・

ω叶・

(M)

例
え
ば
書
証
に
つ
い
て
の
伝
達
の
必
要
な
ど
。
旧
民
訴
法
典
第

一
八
八
条
、
新
民
訴
法
典
第
二
二
二
条
参
照
。

(
日
)
理
由
付
け
な
し
に
鑑
定
の
申
出
を
却
下
し
た
原
審
を
違
法
と
し

た
例
と
し
て
、
わ
出
回
印
-nz-w
吋
曲
三
-
s
z・
0
5
5・
H
H
吋
戸
鑑
定

が
「
純
粋
に
任
意
の
調
査
方
法
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に

も
拘
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
我
が
国
の
議
論
は
法

律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
四
巻
一
八

O
頁
参
照
。

(
日
山
)
円
、
巾
肉
巾
白

2
・】

1mm-2・
℃

-Nω
∞・

(
口
)
わ
白
回
目
・
巳
〈

N0・

N∞
ヨ

白

-
5
2・
の

白

NHMm凶
]
-
E
E
-
N・
∞

ω二

(リ白目印
-
n
z
-
-
o
J
-
2
E
Z
S
E
-
5
-
a
い
ず
れ
も

T
v
m
g
p

芯
m-2・
2
y
N
ω
T
U門
的
・
に
よ
っ
た
が
、
そ
の
意
義
に
は
疑
問
が
あ
る
。

(日

)
g
E
-

(

凹

)

同

Y

冨
{
g
-
P
E
Z
o
s
-
-
u。
日
正
『
叶
問
件
一

(
U印
加
担

-
n
z
-
N吋
〕
巳
ロ

呂
ω坦・

0
・
Q
X
-
S台
・
』
-HHH

な
お
本
判
決
は
「
適
法
に
審
理
に
提

出
さ
れ
た
す
べ
て
の
文
書
に
つ
い
て
、
当
事
者
は
対
審
的
に
論
じ

る
権
利
を
有
す
る
」
と
述
べ
、
ミ
マ
ン
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
文
書
を

提
出
し
た
当
事
者
の
取
調
べ
を
求
め
る
権
利
、
す
な
わ
ち
証
明
権

を
表
明
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

(
加
)
円
巾
肉
巾
同
町
唱
】

1mmg的
・
℃

-Nω
由・

(幻

)
5
5・
何
者
-
M
8
1
N
品同・

北法38(1・126)126

第
三
節

認
容
性

一
、
概
観

l

原
則
と
し
て
有
用
な
証
拠
で
も
、
種
々
の
理
由
か
ら
禁
止
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
概
要
を
グ
ボ

l
の
ま
と
め
に
従
っ
て
み
て
お
こ
う
。

付
証
明
の
禁
止

(
Z
2・
自

2

N
∞・)

ま
ず
法
律
が
あ
る
事
実
の
証
明
を
端
的
に
禁
止
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ

る
が
、
通
常
こ
の
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
方
法
は
と
ら
れ
ず
、
一
般
に
は

法
律
上
の
推
定
、
特
に
争
い
得
な
い
推
定
と
い
う
形
に
よ
り
証
明
が
禁
止

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
二
年
一
月
三
日
法
律
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る

以
前
の
民
法
典
第
三
二
二
条
は
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
の
父
子
関
係
の
推

定
を
、
一
定
の
場
合
に
争
い
得
な
い
も
の
し
は
、
ま
た
「
職
業
的
売
主
が

売
却
物
の
隠
れ
た
蝦
庇
を
知
っ
て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
、
彼
が
商
品

の
欠
陥
を
知
り
得
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
場
合



に
、
証
明
の
整
理
(
立
証
対
象
の
単
な
る
転
換
)
で
な
く
な
記
。
」

こ
れ
ら
法
律
上
の
推
定
の
根
拠
は
、
推
定
が
存
在
す
る
場
合
に
証
明
権

が
制
約
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
が
、
上
述
の
例
に
関
し
て
い
え
ば
、
家
庭
の

平
和
や
民
法
典
の
尊
重
す
る
道
徳
秩
序
へ
の
配
慮
、
ま
た
経
済
的
正
義
や

消
費
者
保
護
へ
の
配
慮
な
ど
が
証
明
権
を
犠
牲
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で

お
C
ヲ
匂
。
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違
法
な
証
拠
の
排
除

(
Z。
-
S・)

こ
こ
で
は
手
紙
を
盗
取
し
て
利
用
す
る
こ
と
、
秘
密
裡
に
な
さ
れ
た
電

話
盗
聴
、
住
居
侵
入
、
お
よ
び
職
業
上
の
秘
密
を
侵
害
し
て
な
さ
れ
る
証

明
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
み
る
と
、
我
が
国
で
い
わ
ゆ

る
違
法
収
集
証
拠
の
問
題
と
証
言
拒
絶
権
の
問
題
と
の
双
方
が
含
ま
れ
た

概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
違
法
な
証
拠
に
つ
い
て
は
先
の
付
と
は
異
な
り
、
証
明
権
と
の
尊

ね
合
い
で
柔
軟
な
評
価
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

的
証
拠
方
法
の
制
限

(
Z。・

2
・)

フ
ラ
ン
ス
の
証
拠
法
は
法
定
証
拠
主
義
と
自
由
心
証
主
義
と
の
中
聞
に

位
置
し
、
い
わ
ば
「
混
合
制
度
目
百
円

m
g巾
B
W
Z」
を
採
用
し
、
二
疋
の

場
合
に
証
拠
方
法
の
制
限
や
証
拠
力
の
法
定
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
代

表
的
な
例
が
民
法
典
第
一
三
四
一
(
記
に
よ
る
書
証
優
越
性
の
原
理
℃
ユ
ロ
白

色
℃
巾
母
℃
ユ
ヨ
山
口
門
m
己
巾
}
白
℃
吋

2
〈巾

m
nユ
g
で
あ
る
。

(二)

し
か
し
こ
こ
で
も
判
例
な
ど
で
例
外
が
拡
張
さ
れ
て
お
り
、
証
明
権
保

障
の
観
点
が
働
い
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

Z

以
上
の
証
明
権
に
対
立
す
る
障
害
の
う
ち
、
付
の
立
法
者
の
政
策

判
断
か
ら
一
定
の
事
実
の
立
証
を
禁
止
し
た
り
覆
し
得
な
い
推
定
を
規
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
上
の
要
件
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
本

稿
の
対
象
を
越
え
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
口
の

違
法
な
証
拠
と
同
の
証
拠
方
法
の
制
限
は
日
本
法
の
問
題
を
考
え
る
上
で

も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
こ
の
二
つ
を
若
干
詳
し
く

紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

グ
ボ
1

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
場
合
に
、
立
法
者
の
政
治
的
選
択
が
明
る
み
に
出
さ
れ

る
。
例
え
ば
姦
通
な
い
し
は
近
親
相
姦
に
基
づ
い
た
親
子
関
係
の

存
在
の
立
証
の
か
つ
て
の
禁
止
が
挙
げ
ら
れ
る
。
」
こ
れ
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
法
典
制
定
時
の
民
法
典
第
三
四
二
条
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ

る。
「
第
三
四
二
条
子
は
、
第
三
三
五
条
に
よ
っ
て
認
知
を
認
め

ら
れ
な
い
場
合
、
父
子
関
係
ま
た
は
母
子
関
係
の
捜
索
を
決
し
て

認
め
ら
れ
な
い
。
」
(
私
訳
)

な
お
第
三
三
五
条
は
近
親
子
と
姦
通
子
を
認
知
し
え
な
い
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。

(
2
)

一
九
七
二
年
法
以
前
の
民
法
典
第
三
二
一
条
は
次
の
よ
う
に
規

1 
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定
し
て
い
た
。

「
①
婚
姻
期
間
中
懐
胎
し
た
子
は
、
夫
を
父
と
す
る
。

②
も
し
夫
が
、
子
の
誕
生
に
先
立
つ
三

O
O日
か
ら
一
八

O

日
ま
で
の
期
間
中
に
、
不
在
の
た
め
、
ま
た
は
何
ら
か
の
事
故
の

結
果
、
委
と
同
居
す
る
こ
と
が
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と

を
立
証
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
夫
は
子
を
否
認
で
き
る
。
」
(
私
訳
)

ま
た
現
行
の
第
三
二
二
条
は
「
①
い
か
な
る
者
も
、
そ
の
出

生
の
証
書
及
び
そ
の
証
書
に
合
致
す
る
〔
身
分
〕
占
有
が
そ
の
者

に
付
与
す
る
身
分
と
異
な
る
身
分
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
反
対
に
、
い
か
な
る
者
も
、
そ
の
出
生
の
証
書
に
合
致
す

る
〔
身
分
〕
占
有
を
有
す
る
者
の
身
分
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
規
定
す
る
。

(
3
)

回
収
庇
担
保
の
例
に
つ
い
て
は
法
文
上
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、

破
段
院
の
判
例
で
職
業
上
殺
庇
を
知
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
者
、

ま
た
は
知
る
べ
き
者
は
物
の
暇
庇
を
知
っ
て
い
た
者
と
同
視
虫
色
'

ヨロ
m
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
趣
旨
の
も
の
が
あ
る
。
ゎ
白

m-nR-

E

Vロ
〈
・
呂
田
幡
ロ
-
H
U
B
-
}
ω
∞
P
一
わ
出
回
目

-n-FM∞
・
ロ
。
〈
・
冨

g・

u・
5
2・』

S-
一の血師団
-nog--ω
宮山口

E
g・
u・
-
叶
。
・
』
・
巴
・

(
4
)

グ
ボ

l
の
挙
げ
る
例
の
外
に
、
絶
対
的
推
定
の
例
と
し
て
は
、

既
判
事
項
の
権
威
(
民
法
典
第
二
二
五

O
条
三
号
)
、
介
在
者

宮
3
0ロ
E
E
Z弓
。
田
市
に
つ
い
て
の
第
九
一
一
条
二
項
、
第
一
一

O
O条
が
あ
る
。

な
お
推
定
の
種
類
に
つ
い
て
は
若
林
「
序
説
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

三
三
四
号
二
一
頁
参
照
。
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二
、
違
法
な
証
拠

I

違
法
な
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
な
か
で
最
も
議
論
が
多
い
も
の

は
、
い
わ
ゆ
る
職
業
上
の
秘
密

8
Q
2
買
え
2
一
色
。
ロ
ロ
己
で
あ
る
。

こ
の
職
業
上
の
秘
密
を
規
定
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
第
三
七
八
条

は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

「
①
(
一
九
四
四
年
二
月
二
一
日
法
律
・
:
一
九
四
五
年
六
月
一
八
日

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
施
行
)
医
師
、
外
科
医
そ
の
他
の
免
許
医
、
薬
剤

師
、
助
産
婦
及
び
そ
の
他
身
分
も
し
く
は
職
業
に
よ
り
又
は
一
時
的
も
し

く
は
永
久
的
職
務
に
よ
り
自
己
に
秘
密
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
者
が
、
法
律

上
告
発
の
義
務
を
負
い
又
は
権
利
を
有
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
秘

密
を
漏
池
し
た
と
き
は
、
一
ヶ
月
以
上
六
ヶ
月
以
下
の
拘
禁
及
び
こ
九

五
六
年
一
二
月
二
九
日
法
律
第
七
条
、
一
九
七
七
年
二
一
月
三

O
日
法
律

一
四
六
八
号
第
一
六
条
)
《
五

0
0フ
ラ
ン
以
上
八

0
0
0フ
ラ
ン
以
下
》

の
罰
金
に
処
す
。

②
(
一
九
三
九
年
七
月
二
九
日
デ
ク
レ

l
ロ
ワ
第
九

O
条
、
一
九
七

五
年
一
月
一
七
日
法
律
一
七
号
第
一
一
一
条
)
し
か
し
な
が
ら
、
前
項
に
列

挙
さ
れ
た
者
が
法
律
の
予
定
す
る
条
件
以
外
の
条
件
の
下
で
な
さ
れ
た
中

絶
に
つ
い
て
、
職
務
遂
行
の
際
知
っ
て
、
告
発
す
べ
き
義
務
を
負
わ
な
い



の
に
告
発
し
た
と
し
て
も
前
項
の
刑
を
科
さ
れ
な
い
。
中
絶
事
件
に
関
し

て
公
判
廷
に
百
喚
さ
れ
た
と
き
は
、
い
か
な
る
刑
を
受
け
る
危
険
に
も
さ

ら
さ
れ
な
い
で
公
判
廷
で
そ
の
証
言
を
す
る
自
由
を
保
有
す
る
。

③
(
一
九
七
一
年
六
月
一
五
日
法
律
四
四
六
号
)
同
じ
く
列
挙
さ
れ

た
者
が
、
一
五
歳
未
満
の
者
の
虐
待
な
い
し
自
由
札
離
に
つ
い
て
、
職
務

遂
行
の
際
に
知
り
、
衛
生
な
い
し
社
会
活
動
を
任
務
と
す
る
医
療
当
局
な

い
し
行
政
当
局
に
伝
え
た
時
に
は
、
一
項
所
定
の
刑
に
科
さ
れ
な
い
。
未

成
年
者
の
虐
待
な
い
し
自
由
剥
奪
事
件
に
関
し
て
・
・
・
(
以
下
二
項
二
文

に
同
じ
。
)

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

④
(
一
九
八

O
年
二
一
月
二
三
日
法
律
一

O
四
一
号
)
あ
ら
ゆ
る
医

師
は
、
強
姦
な
い
し
強
制
わ
い
せ
つ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
虐

待
に
つ
い
て
、
職
務
遂
行
上
確
認
し
、
被
害
者
の
同
意
の
上
で
共
和
国
検

事
に
通
報
し
た
場
合
、
一
項
所
定
の
刑
を
科
さ
れ
な
い
。
」
(
一
部
私
訳
)

こ
の
条
文
は
、
制
定
当
初
、
医
師
、
弁
護
士
、
司
祭
の
み
を
対
象
と
し

て
い
た
が
、
次
第
に
抵
張
さ
れ
、
現
在
は
「
そ
の
他
身
分
も
し
く
は
職
業

に
よ
り
又
は
一
時
的
も
し
く
は
永
久
的
職
務
に
よ
り
自
己
に
秘
密
を
打
ち

明
け
ら
れ
た
者
」
と
、
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
守
秘
義
務
を
課
す
に

至
つ
(
位
。
そ
し
て
学
説
・
判
例
が
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
右
の
者
は

「
必
要
的
相
談
者

gロ
虫
色

g
g忌
2
8包
括
叩
」
、
す
な
わ
ち
「
そ
の
地
位
職

業
か
ら
第
三
者
が
秘
密
を
打
ち
明
け
ざ
る
を
得
な
い
す
べ
て
の
者
で
あ
り
、

人
々
が
露
顕
を
恐
れ
て
秘
密
を
黙
秘
し
た
な
ら
、
そ
の
職
務
を
正
常
に
行

う
こ
と
の
で
き
な
く
な
る
者
で
あ
る
。
」

そ
の
例
と
し
て
は
、
法
律
の
列
挙
す
る
者
以
外
に
、
医
療
研
究
室
長
、

歯
科
医
、
病
院
長
、
看
護
婦
、
代
訴
士
、
公
証
人
、
執
行
吏
、
裁
判
官
、
検

察
官
、
陪
審
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
に
は
「
絶
対
的
な
秘
密
」

が
謀
せ
ら
れ
て
い
る
結
果
、
秘
匿
権
と
し
て
裁
判
上
の
証
言
拒
絶
が
で
き

(
8
)
 

る
し
、
ま
た
秘
匿
義
務
と
し
て
拒
絶
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

Z

こ
の
よ
う
な
刑
法
典
の
規
定
が
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
証
拠
の

制
限
に
結
び
付
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
が
、
さ
ら
に
進
め
て
、

医
師
が
患
者
の
病
状
を
何
等
か
の
目
的
で
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
あ
る
者

に
交
付
し
た
医
療
証
明
書
自
主
向
付
託
ヨ
注
庁
包
を
裁
判
上
証
拠
と
し
て
利

用
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
争
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
証
明
書
の
発
行
自
体
が
違
法
と
解
さ

れ
て
き
た
が
、
現
在
は
そ
の
悪
用
の
恐
れ
か
ら
証
明
書
の
交
付
に
医
師
が

慎
重
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
あ
る
も
の
の
、
患
者
自
身
に
対
す
る
秘
匿
は

(
9
)
 

法
的
に
は
問
題
と
な
ら
ず
、
従
っ
て
ま
た
、
患
者
自
身
が
そ
の
証
明
書
を

(
日
)

裁
判
上
の
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
余
地
も
な
い
。
判

(
日
)

例
上
も
こ
の
理
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
患
者
以
外
の
者
が
こ
れ
を

証
拠
と
し
て
利
用
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

ま
ず
患
者
が
生
存
し
て
い
る
ケ

l
ス
に
つ
い
て
み
る
と
、

一
般
論
と
し
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て
は
、
患
者
が
秘
密
の
暴
露
に
同
意
し
た
か
、
同
意
し
た
と
見
な
し
う
る

こ
と
が
必
要
だ
と
さ
札
却
。
明
示
的
同
意
が
あ
る
場
合
は
争
い
が
生
じ
る

こ
と
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
伺
を
も
っ
て
同
意
し
た
と
見
な
し
う
る

か
が
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
提
出
者
の
受
領
資
格
の
有
無
、
患
者
な
い

し
そ
の
承
継
人
の
要
求
に
基
づ
く
交
付
で
あ
る
か
否
か
を
考
慮
し
て
、
厳

格
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い

(ω。
こ
の
厳
格
な
解
釈
傾
向
を
如
実
に

表
し
て
い
る
例
が
破
毅
院
民
事
一
部
一
九
五
八
年
六
月
一
二
日
札
仰
で
あ

る。
事
案
は
贈
与
の
行
為
能
力
欠
帥
献
を
理
由
と
す
る
無
効
を
め
ぐ
り
、
贈
与

者
の
行
為
当
時
の
精
神
的
正
常
を
明
ら
か
に
す
る
二
人
の
医
師
の
証
明
書

を
受
贈
者
が
提
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
贈
与
者
側
の
提
出
し
た
書

証
を
受
理
し
な
が
ら
受
贈
者
側
の
証
拠
申
出
を
却
下
し
て
請
求
を
認
容
し

た
原
判
決
を
、
破
段
院
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
支
持
し
た
。

「
事
実
審
裁
判
官
が
職
業
上
の
秘
密
を
無
視
せ
ず
に
患
者
の
精
神
的
健

全
さ
を
証
明
す
る
に
と
ど
ま
る
医
療
証
明
書
を
受
理
で
き
る
と
し
て
も

そ
れ
は
そ
の
証
明
書
が
患
者
な
い
し
そ
の
相
続
人
の
要
求
に
基
づ
い
て
交

付
さ
れ
た
と
い
う
条
件
の
下
で
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
患
者
自
身
が
そ

の
精
神
的
不
健
全
に
基
づ
い
て
提
起
し
た
訴
え
を
失
敗
さ
せ
る
だ
け
の
た

め
に
相
手
方
が
入
手
し
て
援
用
し
た
場
合
は
(
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
)
。
」

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
受
贈
者
の
入
手
方
法
に
つ
い
て
詳
し
い
事
実
関

係
が
一
切
不
明
で
あ
る
た
め
、
証
拠
利
用
の
限
度
が
ど
こ
ま
で
か
、
明
確

に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
患
者
お
よ
び
そ
の
相
続
人
の
要
求

に
よ
ら
な
い
で
交
付
さ
れ
た
も
の
は
原
則
と
し
て
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
。

な
お
同
意
な
い
し
同
意
と
同
視
し
う
る
状
況
は
、
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、

(
日
)

全
く
客
観
的
な
面
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
同
意
な
い
し
同
意
と
同
視
し
う
る
状
況
と
い
う
基
準
は
患
者
が
死

亡
し
た
ケ

l
ス
で
も
応
用
さ
れ
る
。
同
意
し
た
と
見
な
し
得
る
場
合
と
し

て
、
次
の
三
点
が
満
た
さ
れ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(a)

秘
密
を
暴
露
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

(
b
)

法
定
相
続
人
の
明
示
の
同
意
が
あ
る
こ
と
。

(
C
)

遺
言
者
(
死
亡
し
た
患
者
)
の
思
い
出
に
傷
が
つ
か
な
い
こ
と
。

も
っ
と
も
こ
の
基
準
に
対
し
て
は
反
論
も
あ
り
、
ま
た
判
例
も
必
ず
し

(
げ
)

も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
の
で
、
一
応
の
基
準
に
す
ぎ
な
い

が
、
我
が
国
の
健
康
診
断
書
等
の
証
拠
と
し
て
の
利
用
が
入
手
方
法
に
違

法
が
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
対
比
す
る
な
ら
、
フ
ラ
ン

ス
の
制
度
は
著
し
く
厳
し
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ー
我
が
国
で
議
論
さ
れ
る
診
療
録
に
つ
い
て
見
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
も
や
は
り
診
療
・
手
術
の
際
に
作
成
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
が
、
そ

の
保
存
は
病
院
に
お
い
て
な
さ
れ
、
個
々
の
医
師
は
自
己
の
作
成
し
た
記
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録
も
含
め
て
、
病
院
か
ら
関
覧
さ
せ
て
も
ら
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
と
っ

て
い
(
初
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
記
録
は
病
院
の
職
業
上
の
秘
密
に
よ
り

保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
我
が
国
で
は
患
者
な
い
し
は
、
医
師
と
患
者

以
外
の
第
三
者
に
よ
る
診
療
記
録
の
証
拠
と
し
て
の
利
用
が
間
わ
れ
て
い

る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
原
則
と
し
て
患
者
の
利
用
は
肯
定
的
に
、
第
三
者

の
利
用
は
否
定
的
に
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

証
拠
と
し
て
の
利
用
の
必
要
性
を
考
え
る
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け

る
医
療
過
誤
訴
訟
の
証
明
の
負
担
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
0

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
医
療
過
誤
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
は
債
務
不
履
行
と

し
て
構
成
さ
れ
る
が
、
医
療
債
務
は
い
わ
ゆ
る
「
手
段
債
務
。
豆
町
田
氏
。
ロ
号

ョ
。
ヨ
ロ
」
の
典
弘
仰
で
あ
り
、
フ
ォ

1
ト
(
過
失
)
と
因
果
関
係
は
債
権

者
(
患
者
側
)
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
因
果
関
係
の

面
で
は
《
℃
句
芯

a
m
n
Eロ
n
m
a巾
mzmユ
円
。
ロ
色
町
田
ロ
ヨ
守
R
V
を
損
害
と

し
て
完
全
な
証
明
の
必
要
を
回
避
す
る
場
合
が
あ
り
、
ブ
ォ
1

卜
の
面
で

も
レ
ス
・
イ
プ
サ
・
ロ
キ
ト
ゥ

i
ル
に
相
当
す
る
「
潜
在
的
」
フ
ォ

1
ト

(
幻
)

が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
実
上
証
明
軽
減
が
図
ら
れ
、

(n) 

ま
た
鑑
定
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
患
者
側
に

克
服
し
え
な
い
ほ
ど
困
難
な
証
明
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

従
っ
て
証
拠
と
し
て
の
診
療
録
の
必
要
性
も
患
者
側
に
お
い
て
よ
り
む
し

ろ
医
師
側
に
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
が
職
業
上
の
秘
密
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
中
心
的
問
題
で
あ

る
。
こ
の
外
に
、
職
業
上
の
秘
密
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
関
連
す
る
問
題

と
し
て
は
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
諸
記
録
(
憲
兵
・
警
察
官

の
作
成
し
た
調
書
、
訴
訟
記
録
等
)
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
利
用
ゃ
、
手

紙
の
秘
匿
権
等
が
あ
(
問
問
。

4. 我
が
国
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
違
法
収
集
証
拠
の
問
題
に
関
連
し
た
状

況
で
は
、
他
人
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
手
紙
を
盗
み
出
し
て
証
拠
と
し
て

利
用
し
た
と
い
う
事
案
で
、
「
そ
の
手
紙
を
採
用
し
た
当
事
者
の
利
益
に
反

す
る
詐
欺
・
横
領
の
謀
議
を
目
的
と
し
た
手
紙
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
と

し
て
例
外
的
に
証
明
権
を
認
め
た
判
決
が
あ
る
。

(5)

原
語
は
胃

-g昨日
0
ロ
森
下
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
」
に
よ
れ
ば

「
不
保
護
」
。

(
6
)
m・
2
。
ュ
。
ご
出
仲
間
p
h
o
B
σ
白}門出巾
F
問、巾印巾門司巾ご)円。一常国印
{
O
ロロ巾]・

(
]
{
由
叶

ω)
匂匂・]{吋巾同印・

(
7
)
F
E・匂
N
0
・

(
8
)
E
E・
司
円
y
N
H
m
Z
-
な
お
こ
の
他
に
相
対
的
秘
密
を
課
さ
れ
る
者

と
し
て
郵
便
局
員
等
の
公
官
吏
を
中
心
に
多
数
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一σ{仏・
U
-
M
ω
・

(
9
)
g
E・℃
U
・
8
2
∞-

(
刊
)
「
冨
巳
巾
ロ
ロ

R
2
の
・
回
巾
=
巾
--wFm
印巾門司巾仲間】『

ora-。
ロ
ロ
巳
巾
同
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E
5
8〈白
E
x
m
仏

2
2
E
m
g
g
B注目
2
5
2
0
B
B巾
5
0号

円
四
巾
宮
・
巾
己
〈
巾
巾
ロ
〕
己
由
江
口
巾
帽
の
釦
N

・司白
-

H

由叶品・]「
ω
。・

(
日
)
。
。
ロ
∞
包
一
色
吋
Z
F
N品。
a
・
5
g・
u・
5
2・』
-
a
N・
(
，
自
動
車

運
転
免
許
の
肉
体
的
不
適
格
を
理
由
と
す
る
取
消
が
争
わ
れ
、
被

処
分
者
が
不
適
格
の
根
拠
と
さ
れ
た
医
療
資
料
の
提
出
を
求
め
、

認
容
さ
れ
た
ケ
l
ス
):-n曲目印・円守
-
-
N
∞』山口〈・

5
g・
u
-
E
2・

』
・
食
品
(
社
会
保
険
給
付
の
た
め
の
医
療
証
明
書
の
提
出
を
認
容

し
た
ケ

1
ス
)

(
ロ
)
冨
色
。
ロ
ロ

R
R
∞
巾
]
}
巾
戸
。
℃
・
門
戸
注
(
叩
)
℃
・

2
・

(日

)
F
E・

(M)

』
-n・司・]戸由印申・ロ
-
H
O
由晶一(}・

(
日
)
富
市

-gロ
2

2
∞巾
-
z
-
f
o
u
-
n芹
・
注
(
叩
)
匂
・

2
・

(
叩
山
)
目
立
仏
・

(
口
)
例
え
ば
、
(
い
白
拐
・
巳
〈
・
・
民

B
回
一
昌
宏

-
U
E
2・』・
5
p
h白回目・

a
F
N唱
曲
三

-
E
2・
](U-H》・
5
2・ロ
-Ego-
前
者
は
故
人
の

精
神
異
常
、
後
者
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
主
張
し
て
、
相
続
人
が

遺
贈
な
い
し
売
買
の
無
効
を
申
し
立
て
、
認
容
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

第
三
の
要
件
は
か
な
り
疑
問
で
あ
る
。

(
叩
叩
)
型
。
ユ

2
2
h
O
B
σ
白】門出

2
・
0匂
-nx・
注
(
6
)
旬開】・

3
2
∞
・
診

療
録
に
当
た
る
語
は
出
n
z
q
B
m《出
g
z
で
あ
る
。
同
書
に
よ
れ

ば
退
職
し
た
医
師
が
自
己
の
作
成
し
た
診
療
録
の
返
還
を
求
め
た

が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
判
例
が
あ
る
o
h
白
8
・円一〈
-
-
N
∞
0
2・
呂
昌
一

。。

a
z
q目
白
?
5
5即
日
出
ロ
・
(
掲
載
文
献
不
明
)

(凹

)
F
E・
に
よ
れ
ば
、
刑
事
事
件
で
は
診
療
記
録
の
伝
達

8
5
Bロ・

口一
n
R
Zロ
が
強
制
さ
れ
得
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
後
注
(
辺
)
参

照。

(
却
)
こ
の
「
手
段
債
務
」
に
つ
い
て
は
、
中
野
貞
一
郎
『
過
失
の
推

認
』
八
九
頁
以
下
、
浜
上
「
製
造
物
責
任
に
お
け
る
証
明
問
題
的
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
コ
二
六
号
九
頁
以
下
参
照
。

(
泊
)
反
対
、
型
こ
巾
吋
。
z
B
g
z
一円、白

5
8。ロ師同
E
E
m
n
-
i
-巾

(凶器
N
)
Z
B
・印
N
C
m

ニω
宰
(
因
果
関
係
)
、

Z
。・

5
由ω
(
フ
ォ
!
卜
)

な
お
、
こ
の
《
宮
『
芯
仏

2
川
町
田
ロ
円
巾
》
に
つ
い
て
は
、
高
畑
順
子
「
『
損

害
』
概
念
の
新
た
な
一
視
点
」
関
西
学
院
大
・
法
と
政
治
三
五
号

四
頁
(
昭
和
五
九
)
が
詳
し
い
。
も
っ
と
も
、
わ
曲
目
白
・
巳
〈
・
・
ロ
ロ
0
4
・

5
∞N
」
・
。
・
司
・

5
∞ω
・ロ
-
N
c
o
g
・
が
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
詑
)
ベ
ル
ギ
ー
法
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
〉
R
3
w
戸
・
戸
田
百
唱
。
ロ
'

師同
E
-
x
m
n一三]巾
B
E一円白]巾
w
(
H
S
S
B
-
-
3
2
∞-

な
お
医
療
鑑
定
の
適
法
性
(
鑑
定
に
必
要
な
文
書
を
証
拠
と
し

て
利
用
し
て
も
職
業
上
の
秘
密
に
触
れ
な
い
こ
と
)
に
つ
い
て
は
、

労
災
事
件
で
の
白
8
・
8
?
自
由

2
・
5
弓・

0
・
5
2・』

-s-
が
認

め
て
い
る
。
ま
た
医
師
側
の
防
御
手
段
と
し
て
診
療
録
等
を
利
用

で
き
る
か
に
つ
い
て
は
ベ
ル
ギ
ー
で
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
〉
ロ
弓
印
唱

。
匂
円
一
昨
匂
-
H

∞品・

ま
た
石
川
良
雄
「
フ
ラ
ン
ス
判
例
に
お
け
る
医
療
責
任
の
諸
問

題
付
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
二
八
号
四
六
頁
は
「
鑑
定
人
た
る
医
師

は
彼
ら
の
同
僚
(
被
告
た
る
医
師
)
を
か
ば
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
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を
否
定
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(
お
)
刑
事
事
件
の
文
書
に
つ
い
て
は
刑
訴
法
R

|

一
五
五
条
が
検
察

の
許
可
を
条
件
に
認
め
、
判
例
は
相
手
方
(
次
に
挙
げ
る
判
決
で

は
無
罪
と
な
っ
た
元
被
告
人
)
が
同
意
し
な
く
と
も
両
当
事
者
に

検
討
す
る
機
会
が
あ
る
限
り
証
拠
と
し
て
利
用
で
き
る
と
し
て
い

る
。
。
白
白
印
-n-
〈・・

5
E
2・
5
s
-
ω
-
E邑
-
r
H
2
他
多
数
。

手
紙
に
つ
い
て
は
の

mロ日
J
F
2
可
g
冨
町
田
守

g
L
A
Y
H吋
∞
・
そ
こ

で
は
手
紙
の
受
取
人
と
作
成
者
に
つ
い
て
学
説
判
例
共
に
証
明
権

(
提
出
権
)
を
認
め
る
が
、
第
三
者
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い

と
し
た
上
で
、
「
法
的
証
明
の
資
料
を
手
紙
か
ら
く
み
取
る
こ
と
の

で
き
る
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
、
そ
れ
(
証
明
権
)
を
認
め
る
こ

と
が
重
要
だ
」
と
述
べ
て
、
第
三
者
に
よ
る
通
信
当
事
者
の
同
意

し
な
い
手
紙
の
証
拠
利
用
を
認
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

(

叫

)

岡

山

Z
S
λ
こ
出
口
〈

-
E怠一喝∞
-
E怠
・
口
・
怠
-0
・

三
、
書
証
優
越
原
理
と
そ
の
例
外

フ
ラ
ン
ス
証
拠
法
は
純
粋
な
自
由
心
証
主
義
唱
え
巾
B
巾
骨
宮
胃

2
4巾

B
o
z
-巾
も
純
粋
な
法
定
証
拠
主
義
認
印
仲
間

gm
骨

Z
胃

2
=
-
m
m色
。
も

採
ら
ず
、
両
者
の
混
合
制
度
唱
え
巾
B
巾
B
W
Z
を
採
っ
て
い
{
的
。
そ
こ
で
、

民
法
典
第
一
三
四
一
条
以
下
で
、
証
明
方
法
を
制
限
し
、
原
則
と
し
て
書

面
に
よ
る
証
明
に
対
し
て
は
証
人
お
よ
び
推
定
を
も
っ
て
対
抗
し
え
ず
、

証
人
と
推
定
は
例
外
的
に
の
み
認
め
ら
札
持
。
そ
の
例
外
と
し
て
は
書
証

の
端
緒
が
存
在
す
る
場
合
(
第
一
三
四
七
条
)
と
書
証
に
よ
る
こ
と
が
不

可
能
な
場
合
(
第
一
三
四
八
条
)
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
判
例
学
説
は
こ

の
例
外
の
拡
張
解
釈
に
努
め
、
も
っ
て
証
明
権
の
保
障
に
努
め
て
き
た
。

以
下
こ
の
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
証
し
て
見
ょ
う
。

付
書
証
の
端
緒

2
5
5
2
2
5
2円
借
官

2
5
宮
『

m
n『
洋

第
一
一
一
一
四
七
条
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
正
解
は
次
の
三
つ
の
構
成
要
素

に
分
解
し
て
理
解
す
る
。

a 

書
面
で
あ
る
こ
と
。

請
求
の
相
手
方
(
な
い
し
そ
の
代
理
人
)
か
ら
生
じ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

b 

主
張
事
実
を
真
実
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
規
定
に
つ
い
て
の
立
法
者
の
意
図
は
不
注
意
に
よ
っ
て
債
務
の
証

拠
を
事
前
に
用
意
し
な
か
っ
た
者
が
相
手
方
の
意
の
ま
ま
に
な
る
の
を
防

ぐ
こ
と
に
あ
る
と
え
一
問
、
形
式
的
に
殺
庇
の
あ
る
証
書
、
例
え
ば
署
名
の

な
い
私
署
証
書
、
複
数
正
本
の
作
成
を
怠
っ
た
私
署
証
書
(
民
法
典
第
一

三
二
五
条
参
照
)
、
法
定
の
形
式
を
ふ
ま
な
い
公
署
証
書
な
ど
を
救
済
す
る

こ
と
が
本
来
の
立
法
目
的
で
あ
っ
問
。

こ
の
よ
う
な
規
定
に
つ
い
て
、
判
例
は
拡
張
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
、
証
書

の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
書
面
、
帳
簿
類
(
民
法
典
第
一
三
二
九
条
か
ら
第

一
=
三
二
条
参
照
)
や
手
紙
、
コ
ピ
ー
な
ど
が
書
証
の
端
緒
と
し
て
認
め

c 
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ら
れ
、
ま
た
学
説
も
こ
れ
に
追
随
し
{
問
。
さ
ら
に
、
判
例
は
書
面
の
概
念

を
も
拡
大
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
新
種
証
拠
と
し
て
扱
い
が
定
ま
ら
な

か
っ
た
録
音
テ
l
プ
に
つ
い
(
叩
、
こ
れ
を
書
証
の
端
緒
に
当
た
る
し
は
た
恥

そ
れ
か
ら
当
事
者
の
挙
動
に
つ
い
て
、
例
え
ば
本
人
出
頭
の
際
の
不
出
頭
、

あ
る
い
は
返
答
拒
絶
に
つ
い
て
(
旧
民
訴
法
典
第
三
三
六
条
参
照
)
、
ま
た

準
備
手
続
裁
判
官
が
提
出
を
命
じ
た
書
類
の
不
提
出
の
効
果
に
つ
い
て
(
同

第
八
一
条
一
項
参
照
て
こ
れ
を
書
証
の
端
緒
と
評
価
し
て
証
人
尋
問
ま
た

は
推
定
に
よ
る
証
明
を
認
め
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
書
面
概
念
の
拡
張
は
、
通
常
、
立
法
者
の
「
要
式
主
義

復
活

B
E
E
S
B
E
P
B巴
5
0」
志
向
に
対
す
る
判
例
の
反
動
と

し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
れ
ば
、
実
体
法
上
書
面
を
有

効
要
件
と
す
る
場
合
の
判
例
に
よ
る
緩
和
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
が
、
証
拠
提
出
権
と
し
て
の
証
明
権
保
障
の
例
と
し
て
理
解
す
る
余
地

も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
実
体
的
有
効
要
件
と
し
て
書
面
を
要
求
す
る
場
合

と
証
拠
方
法
を
書
面
に
限
る
場
合
と
が
共
に
権
利
関
係
の
安
定
お
よ
び
意

思
表
示
を
な
す
際
の
軽
率
・
詐
欺
の
防
止
を
目
的
ま
た
は
機
能
と
し
て
持

つ
こ
と
は
確
か
だ
が
、
証
拠
制
限
に
は
別
の
目
的
ま
た
は
機
能
が
付
着
し

て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
確
か
で
あ
る
。
証
拠
は
訴
訟
に
関
係
し
、
そ
の
制

約
は
証
明
に
つ
い
て
の
両
当
事
者
お
よ
び
裁
判
官
の
関
係
を
規
律
す
る
。

そ
し
て
証
拠
制
限
に
つ
い
て
の
立
法
者
の
意
図
は
、
裁
判
官
に
対
す
る
不

信
に
根
ざ
す
確
実
性
へ
の
希
求
、
窓
意
排
除
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
(
持
。

ま
た
、
書
証
と
証
言
と
の
ど
ち
ら
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
み
る
か
は
時
代

に
よ
り
変
化
す
る
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
一
五
六
六
年
の
ム

i
ラ
ン
の

王
令
の
と
っ
た
立
場
を
継
承
し
、
証
言
よ
り
書
証
を
確
実
な
証
明
手
段
と

(
訂
)

考
え
た
こ
と
に
も
よ
る
。

こ
の
よ
う
に
訴
訟
当
事
者
を
裁
判
官
の
窓
意
か
ら
守
る
た
め
に
訴
訟
上

の
確
実
性
が
求
め
ら
れ
て
で
き
た
制
約
は
、
当
事
者
の
訴
訟
上
の
権
利
を

犠
牲
に
し
て
ま
で
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
判
例
に
よ
る
証
拠
制
限
に
対
す
る
態
度
は
、
事
実
認
定
の
確
実

性
と
当
事
者
の
権
利
・
利
益
と
を
両
立
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す

る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
書
証
の
端
緒
が
相
手

方
当
事
者
の
訴
訟
に
お
け
る
挙
動
か
ら
生
じ
る
と
い
う
解
釈
は
、
証
明
に

(
犯
)

関
す
る
衡
平
を
目
指
す
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
書
証
の
端
緒
に
つ
い
て
の
判
例
の
態
度
は
「
要
式
主

義
」
へ
の
反
動
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
事
者
の
利
益
、
す
な
わ
ち
証
明
権

保
障
に
配
慮
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同
書
証
に
よ
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合

法
律
行
為
に
つ
き
書
面
に
よ
る
証
拠
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
で
き
な
か
っ

た
り
、
用
意
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
訴
訟
上
に
提
出
す
る
こ
と
が
不
可
能

な
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
ら
ず
証
人
お
よ
び
推
定
に
よ
る
証
明
が
許
さ
れ
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フランスにがける Ledroit a la preuveの観念

る
。
こ
れ
が
民
法
典
第
二
二
四
八
条
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
「
不

可
能
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。

一
九
八

O
年
改
正
前
の
同
条
二
項
は
、
不
可
能
と
評
価
さ
れ
る
場
合
を

列
挙
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
火
災
、
崩
壊
、
暴
動
な
い
し
沈
没
の
際
に

な
さ
れ
た
必
要
な
寄
託
お
よ
び
旅
客
が
ホ
テ
ル
に
泊
っ
た
際
に
し
た
寄
託
」

で
あ
り
、
ま
た
「
予
見
し
え
な
い
事
故
で
、
書
面
行
為
を
な
し
得
な
か
っ

た
際
締
結
さ
れ
た
債
務
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
不
可
抗
力
か
つ
予
見
不
能

な
偶
発
事
故
で
「
証
書
を
喪
失
し
た
時
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
条
文
は
例
外
規
定
で
あ
る
か
ら
、
解
釈
の
通
例
か
ら
す
れ
ば
拡
張

解
釈
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
み
円
、
ま
た
立
法
者
意
思
も
単
な
る
例
示
列

挙
で
は
な
く
制
限
列
挙
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
判
例
お
よ
び
学

説
は
こ
れ
を
拡
張
し
て
解
釈
し
(
問
。

そ
の
舷
張
解
釈
の
方
向
は
、
同
条
同
項
の
例
の
い
く
つ
か
の
分
類
に
基

づ
い
て
い
る
。
同
条
同
項
二
号
三
号
は
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
自
体
の
不

可
能
を
規
定
し
、
四
号
は
作
成
し
た
書
面
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
る
提
出

不
可
能
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
不
可
能
を
も
た
ら
す
事
情
と
し
て
、

二
号
前
段
が
あ
げ
る
「
火
災
、
崩
壊
、
暴
動
な
い
し
沈
没
」
と
い
う
事
情

は
物
理
的
な
不
可
能
性
を
表
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
後
段
の
ホ
テ
ル
の
宿

泊
客
の
寄
託
は
心
理
的
な
不
可
能
性
を
現
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ

で
判
例
学
説
は
二
号
前
段
を
物
質
的
不
可
能
回
B匂

one--志
自
己
伶
E
Z

の
例
、
後
段
を
精
神
的
不
可
能
一
ヨ
吉
田

me--志
B
o
z
-巾
の
例
、
三
号
は

両
者
を
包
含
し
、
四
号
は
主
に
物
質
的
不
可
能
性
に
関
わ
る
と
位
置
付
け

て
解
釈
し
て
き
た
。

書
面
作
成
の
物
質
的
不
可
能
性

物
質
的
不
可
能
を
厳
格
に
解
す
る
な
ら
ば
、
法
文
が
掲
げ
て
い
る
状
況

の
下
で
の
寄
託
(
必
要
的
寄
託
:
・
民
法
典
第
一
九
四
九
条
以
下
参
照
)
の

よ
う
に
、
絶
対
的
な
「
越
え
が
た
い
障
害
。

σ
a
R
-
Eロ
E
コ出。ロ
E
E巾」

が
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
絶
対
的
障
害
の
み
が
該
当
す
る
と
解
し
た
場

合
、
注
文
が
列
挙
す
る
事
情
の
外
、
洪
水
宮
。

E
a
g口
、
爆
撃

σ。
B
Z
E巾a

g
巾
ロ
ペ
地
震
可
巾
B
E巾
ヨ
巾
三
号
芯
吋
『
巾
な
ど
の
予
見
し
え
な
い
事
故
の

際
の
寄
託
だ
け
が
こ
れ
に
該
当
し
、
寄
託
契
約
の
他
の
法
律
行
為
は
、
そ

の
よ
う
な
状
況
下
で
は
日
常
的
な
法
的
生
活
が
停
止
さ
れ
る
た
め
に
、
普

通
生
じ
た
凶
。
こ
の
他
の
越
え
が
た
い
障
害
で
、
か
つ
日
常
的
な
法
律
行

為
が
行
わ
れ
得
る
状
況
を
考
え
る
と
、
一
方
ま
た
は
双
方
当
事
者
が
文
盲

白

E
S
E
Z巴
印
ヨ
巾
で
あ
る
良
部
や
、
電
話
に
よ
る
契
約
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
判
例
に
現
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
初
。

判
例
は
以
上
の
よ
う
な
絶
対
的
障
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
相
対
的
な
障
害

の
ケ

l
ス
に
も
書
証
作
成
不
能
を
認
め
て
い
る
が
、
全
く
無
制
限
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
慣
習

5
血
肉
巾
に
よ
り
書
面
の
作
成
が
困
難

で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
劇
場

a 
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で
の
ク
ロ
ー
ク
、
駐
車
場
、
夜
庖
で
の
売
貿
な
ど
、
素
早
い
処
理
が
求
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
t
ぉ
。

書
面
作
成
の
精
神
的
不
可
能
性

こ
れ
は
民
法
典
第
二
ニ
四
八
条
二
項
二
号
後
段
の
「
旅
客
が
ホ
テ
ル
に

泊
ま
っ
た
際
に
し
た
寄
託
」
と
い
う
文
言
か
ら
導
か
れ
る
。
旅
客
が
ホ
テ

ル
に
泊
ま
っ
た
際
に
、
貴
重
品
類
は
フ
ロ
ン
ト
に
預
け
て
引
換
証
を
受
け

取
る
が
、
部
屋
の
中
に
置
い
た
荷
物
に
つ
い
て
は
何
等
の
確
認
書
面
を
作

成
す
る
こ
と
な
く
、
外
出
す
る
。
こ
れ
は
ホ
テ
ル
と
旅
客
の
相
互
信
頼
関

係

E
U℃
。
ユ
己
巾

gロ
p
g
n巾
芯
巳
官
。
。
ロ
巾
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

(
必
)

同
条
項
の
根
拠
は
こ
の
信
頼
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
こ
で
ホ
テ
ル
の
ケ
|
ス
以
外
に
も
契
約
の
両
当
事
者
に
書
面
作
成
を

要
求
で
き
な
い
よ
う
な
信
頼
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
じ
く
精
神
的
不

可
能
が
認
め
ら
れ
る
と
の
論
理
で
、
多
く
の
下
級
審
判
例
が
拡
張
解
釈
を

(
灯
)

な
し
、
破
毅
院
も
こ
れ
を
黙
認
し
て
い
た
。

例
え
ば
家
族
の
間
で
の
法
律
行
為
に
は
広
く
不
可
能
が
認
め
ら
れ
て
い

(

綿

)

(

却

)

(

別

)

る
。
夫
婦
問
、
親
子
問
、
兄
弟
関
で
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

例
外
も
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
状
況
に
よ
っ
て
個
々
的
に
決
す
る
と
い

(

日

)

(

臼

)

う
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
縁
関
係
、
姻
族
関
係
な
ど
で

も
肯
定
す
る
例
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
判
例
に
お
い
て
、
否
定
・
肯
定
を
決
す
る
基
準
を
一
般
的
に

b 

抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
両
当
事
者
の
親
し
さ
、
愛
情
の
程
度
、

そ
の
場
の
状
況
(
契
約
の
重
大
性
や
、
両
当
事
者
の
依
存
関
係
)
な
ど
の

要
素
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
決
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
家
族
間
以
外
で
も
、
慣
例
と
し
て
相
互
信
頼
関
係
が
あ
り
、

書
面
作
成
不
能
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
は
、
医
療
史
問
、
弁
護
士
と
の
契

仰
な
ど
の
精
神
的
業
務
、
労
働
風
俗
の
よ
う
に
依
存
関
係
が
あ
る
場
合
が

挙
げ
ら
れ
る
。
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証
書
の
喪
失

こ
こ
で
は
偶
発
的
原
因
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
こ
と
、
お
よ
び
証
書
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
の
二
点
が
問
題
と
な
る
。
喪
失
の
原
因
と
し
て
は
不
可

抗
力
に
よ
る
場
合
と
他
人
の
行
為
に
よ
る
場
合
と
が
あ
り
、
そ
の
証
明
は

困
難
で

b
m
o
ま
た
証
書
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
適

式
に
作
成
さ
れ
た
書
面
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
署
証
書
の
原
本

を
複
数
作
成
し
て
い
た
こ
と
や
遺
言
書
の
適
式
性
に
つ
い
て
は
通
常
そ
の

証
明
は
困
難
で
あ
る
。
判
例
は
適
式
性
が
有
効
要
件
で
あ
る
場
合
(
特
に

遺
言
書
)
に
の
み
こ
の
証
明
を
要
求
し
、
訴
訟
の
相
手
方
が
鍛
損
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
適
式
性
を
推
定
し
て
、
も
っ
て
証
明
困
難
を
救
つ
仁
川
)
る
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
判
例
は
第
一
三
四
八
条
を
拡
張
し
て
き
た
が
、
そ

の
動
因
と
し
て
書
証
の
端
緒
の
拡
張
解
釈
の
判
例
と
同
様
に
、
証
拠
法
上

の
当
事
者
の
衡
平
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
(
認
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
精

( 

c 
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神
的
不
可
能
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
は
、
相
互
信
頼
関
係
の
存
在
を
認
定
す

る
際
に
、
両
当
事
者
の
カ
関
係
、
依
存
関
係
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

一
般
的
に
真
実
解
明
の
た
め
に
例
外
を
認
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
実

質
的
に
不
平
等
な
当
事
者
間
の
訴
訟
に
お
い
て
、
実
質
的
平
等
を
回
復
す

る
と
い
う
目
的
が
強
く
窺
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
喪
失
ケ

l
ス
で
は
、
相
手
方
の
行
為
に
よ
り
喪
失
さ
せ
ら
れ
た
場
合
の

適
式
性
の
推
定
な
ど
に
訴
訟
上
の
衡
平
の
考
慮
が
窺
わ
れ
る
。
要
す
る
に

書
証
の
端
緒
の
場
合
に
は
、
裁
判
官
に
よ
る
真
実
解
明
へ
の
積
極
性
と
共

に
証
明
権
の
考
慮
も
そ
の
要
因
と
な
っ
て
い
た
が
、
不
可
能
性
の
拡
張
に

お
い
て
は
証
明
権
保
障
の
考
慮
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る。
日
そ
の
後
の
立
法

書
証
を
原
則
と
す
る
証
拠
法
の
規
定
は
、
判
例
の
拡
張
解
釈
を
肯
認
す

る
方
向
で
法
改
正
が
な
さ
れ
た
。
室
戸
証
の
端
緒
に
つ
い
て
、
旧
民
訴
法
典

第
三
三
六
条
に
よ
る
本
人
出
頭
の
際
の
非
協
力
の
み
な
し
規
定
を
新
民
訴

法
典
第
一
九
八
条
、
一
九
七
五
年
七
月
九
日
法
律
五
九
六
号
に
よ
り
付
加

さ
れ
た
民
法
典
第
一
三
四
七
条
三
項
が
受
け
継
ぎ
、
ま
た
、
精
神
的
不
可

能
に
つ
い
て
、
一
九
六
五
年
七
月
二
ニ
日
法
律
五
七

O
号
に
よ
り
改
正
さ

れ
た
民
法
典
第
一
四

O
二
条
が
、
ま
ず
夫
婦
財
産
制
の
共
通
財
産
の
推
定

を
破
る
立
証
に
つ
き
人
証
制
限
の
例
外
と
し
て
認
め
、
一
九
八

O
年
七
月

一
二
日
法
律
五
二
五
(
明
に
よ
る
証
拠
法
の
改
正
の
際
に
民
法
典
第
二
二
四

八
条
を
改
正
し
て
認
め
た
。

こ
の
う
ち
一
九
八

O
年
の
改
正
は
、
時
代
後
れ
と
な
っ
た
証
拠
法
を
時

代
の
要
請
に
合
致
せ
し
め
る
べ
く
、
多
く
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
い

て
、
情
報
通
信
の
発
達
や
書
面
作
成
の
慣
習
の
現
状
な
ど
に
見
合
っ
た
全

面
改
正
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
所
期
の
目
的
を
達
し
え

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
(
問
、
部
分
的
改
正
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
第
一
三
四
八

条
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
民
法
典
の
証
明
方
法
に
割
れ
目
を
あ
け
た
」
画
期

(
引
)

的
な
立
法
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
の
旦
∞
よ
可
吋
巾
己
〈
タ

Z2・

5
2
∞・

(
却
)
本
節
に
関
連
す
る
証
拠
法
の
規
定
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
九

八
O
年
七
月
一
二
日
法
律
に
よ
る
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
稲
本
訳

「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
』
に
は
改
正
後
の
規
定
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
の
叙
述
に
は
改
正
前
の
規
定
も
欠
か
せ
な
い
た
め
、
次
に
改

正
前
の
規
定
を
改
正
後
の
そ
れ
と
対
比
し
て
掲
げ
て
お
く
。
(
改
正

部
分
に
は
傍
線
を
付
す
。
)

第
一
三
四
一
条
(
改
正
前
)
「
五

0
フ
ラ
ン
の
金
額
又
は
価
額
:
・

(
以
下
同
じ
こ

(
改
正
後
)
「
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
る
金
額
又
は
価
額
〈
白
町
民

を
超
え
る
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
任
意
的
寄
託
門

-
8
2

〈。-。ロ

g
-
Z
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
公
証
人
の
面
前
で
、
又
は
私
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署
弘
明
g
E
Z
℃ユ〈
m
に
よ
っ
て
証
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
よ
り
少
な
い
金
額
又
は
価
額
に
か
か
わ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

証
書
の
〔
作
成
〕
前
、
〔
作
成
〕
後
に
述
べ
ら
れ
た
と
主
張
さ
れ
る

こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
受
理
さ
れ
な
い
。

②
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
、
商
事
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
こ

と
が
ら
を
妨
げ
な
い
よ

第
二
二
四
七
条
(
改
正
は
な
い
)
「
前
数
条
の
規
則
は
、
書
証
の

端
緒
が
存
在
す
る
と
き
は
、
例
外
を
有
す
る
。

②
請
求
が
提
起
さ
れ
る
相
手
方
又
は
そ
の
者
が
代
理
す
る
者

か
ら
生
じ
る
書
面
行
為

R
Z
℃
R

Wユ
門
で
主
張
事
実
貯
芹
白
=
'

m
明
弘
を
真
実
と
恩
わ
せ
る
も
の
は
す
べ
て
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ

ヲ。。
③
(
一
九
七
五
年
七
月
九
日
法
律
第
五
九
六
号
)
《
裁
判
官
は
、

当
事
者
の
一
方
が
本
人
出
頭

g
B
E
E巴
。
ロ
胃

3
8
5
r
の
う

え
行
う
申
述
骨
己
同
色
古
口
、
答
弁
の
拒
否
月
間

5
r『
8
0ロ骨内、

又
は
不
出
頭
目
σ田町ロロ巾川町一回

2
5百
円
口
氏
。
ロ
を
書
証
の
端
緒
に
相

当
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
ご

第
二
二
四
八
条
(
改
正
前
)
「
引
利
引
凶
闘
相
剖
州
制
制
剖
判
制

間
剰
叫
劃
副
剖
倒
引
州
側
創
刊
劇
剖
引
ぺ
引
凶
叶
川
引

1
な
お
例

外
を
有
す
る
。

②
こ
の
第
二
の
例
外
は
次
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。

」
J
l
準
契
約
お
よ
び
不
法
行
為
ま
た
は
準
不
法
行
為
か
ら
生
じ

た
債
務
。

二
、
関
係
者
の
性
質
と
事
実
状
況
を
創
酌
し
た
上
で
、
火
災
、

(
建
物
の
)
崩
壊
、
暴
動
ま
た
は
沈
没
の
際
に
な
さ
れ
た
必
要
な
寄

託
お
よ
び
旅
客
が
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た
際
に
し
た
寄
託
。

二
一
、
予
見
し
得
な
い
事
故
で
、
書
面
行
為
を
な
し
得
な
か
っ
た

際
締
結
さ
れ
た
債
務
。

四
、
不
可
抗
力
に
よ
り
、
か
つ
予
見
し
得
な
い
偶
発
事
件
の
結

果
、
債
権
者
が
書
証
に
利
用
す
る
証
書
を
喪
失
し
た
時
。
」

(
改
正
後
)
「
前
数
条
の
規
則
は
、
債
務
が
準
契
約

A
E包
vgロ'

可
丘
、
不
法
行
為
若
し
く
は
準
不
法
行
為
か
ら
生
じ
た
と
き
、
又
は

当
事
者
の
一
方
が
、
あ
る
い
は
そ
の
法
律
行
為

R
芯
吉
江
門
出

2
5
の

書
面
に
よ
る
証
拠
を
得
る
こ
と
が
物
質
的
若
し
く
は
精
神
的
に
不

可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
書
面
に
よ
る
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た

証
書
を
偶
然
若
し
く
は
不
可
抗
力
の
結
果
喪
失
し
た
と
き
は
、
な

お
例
外
を
有
す
る
。

②
そ
れ
ら
の
規
則
は
ま
た
、
当
事
者
又
は
〔
原
本
の
〕
受
寄

者
が
証
書
原
本
書
3
2
-
m
E白
土
佐
保
存
し
て
い
ず
、
か
っ
、
単
に

〔
原
本
に
〕
忠
実
で
あ
る
だ
け
で
な
く
耐
久
性
の
あ
る
そ
の
複
製

日
胃
O
己
ロ
門
広
。
ロ
と
し
て
の
写
し
を
提
出
す
る
と
き
も
、
例
外
を
有

す
る
。
用
紙

E
匂
匂
。
ユ
の
不
可
逆
的
な
変
質
を
も
た
ら
す
、
原
本

の
消
去
不
可
能
な
複
製
は
す
べ
て
、
耐
久
性
が
あ
る
も
の
と
み
な

さ
れ
る
。
」
(
以
上
の
改
正
前
の
法
文
に
つ
い
て
は
私
訳
)

こ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
事
項
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、

北法38(I・138)138 
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第
一
三
四
一
条
以
下
が
定
め
る
証
拠
方
法
の
制
限
は
、
法
律
行
為

R
Z
E三
門
出
宮
巾
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
的
事
実

p
x

E
Z庄内
M5
に
は
関
わ
ら
な
い
。
従
っ
て
、
第
一
三
四
八
条
が
準
契

約
、
不
法
行
為
、
準
不
法
行
為
を
除
外
し
て
い
る
の
は
不
必
要
な

規
定
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
商
法
典
に
お
い
て
は
第
一

O

九
条
で
証
拠
方
法
の
無
制
限
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
改
正

後
の
第
一
三
四
一
条
に
あ
る
デ
ク
レ
は
、
現
在
五
、

0
0
0
フ
ラ

ン
を
基
準
額
と
し
て
い
る
。

u
m
Q
2
z
y
g
l
E
ω
a
z
E
古一一一-

H
U
M
W
0
.
 

(
幻
)
切
同
吋
同
一
P
(
U
O
Z
円
少
匂
匂
・
ω
怠
巾
同
印
・

(
叩
印
)
の
-
R
∞・・司『巾己〈巾・

2
。
ωAHH・

(
却
)
巧
巾
E
R
吋巾門司

m
-
8・
門
戸
本
章
第
一
節
注
(
2
)
Z。・主吋・

(
却
)
日
σ広
-
一
。
・

2
∞
J

阿川叶巾己〈
P
Z
2・
5
E
a
由・一切白同・巴
P

ゎ。ロ吋
my
同)円}・

ωhFA山巾門的・巾同門リ・

(
担
)
新
種
証
拠
に
つ
い
て
の
研
究
は
比
較
法
も
含
め
て
多
数
に
の
ぼ

る
が
、
こ
こ
で
は
直
接
関
係
し
な
い
の
で
、
必
要
最
小
限
の
言
及

に
と
ど
め
る
。
な
お
、
書
証
の
端
緒
と
の
関
係
で
は
録
音
テ
l
プ

の
他
に
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
写
真
な
ど
が
登
場
す
る
。

(幻

)
u
g
o
p
N申
Z
E
S印
印
・
ロ
呂
印
印
・
】
・
印
∞
ω
・

(
お
)
閉
山
巾
ロ
ロ
2
・
Na
獄

J
R
E
3
ω
・
5
g
-
N
-
N
E
-
他
。
な
お
、
』
・

2
0
R

巾一
-wt円、.〉己
σ巾
3
・
Fm凶印。
z-m白色《
}5・〈。
}
-
H
(
H
S
3
2。・
ω見
参

照。

(
M
)
F
E・間当
-NN印巾同印・

(お

)
5
5・
Z0・
ω
5・

(
初
)
当
時
の
雰
囲
気
は
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ

1
ル
が
一
七
九

O
年
一
一
月

一
八
日
に
立
憲
議
舎
の
壇
上
か
ら
叫
ん
だ
『
裁
判
所
の
判
決
例

G
R
-
8
2門
貯
ロ
円
巾
仏
B
可
寄
ロ
ロ

EM)
と
い
ふ
言
葉
は
併
蘭
西
語

か
ら
抹
殺
し
て
了
は
ね
ば
な
ら
ぬ
』
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
表
れ

て
い
る
。
そ
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
裁
判
官
は
法
律
に
関
す

る
言
葉
を
吐
く
口
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
を
モ
ッ
ト
ー
と

し
て
、
「
司
法
権
の
強
大
と
法
律
解
釈
の
専
窓
を
虞
れ
」
る
傾
向
が

あ
っ
た
。
福
井
勇
二
郎
編
訳
『
偽
蘭
西
法
学
の
諸
相
』
一
六
頁
以

下
参
照
。
な
お

F
a
g
-印
・
み
m-g・
u・
5
参
照
。

(幻

)
T
w
m
2
2・芯
m
Z
P
3・
5
2
m
-
な
お
、
三
井
「
基
本
構
造
血
」

三
九
三
頁
も
参
照
。

(
お
)
こ
の
点
は
む
し
ろ
証
拠
獲
得
権
に
関
係
す
る
。
次
章
参
照
。

(
却
)
同
条
一
項
が
準
契
約
、
不
法
行
為
、
準
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生

じ
る
債
務
を
除
外
す
る
の
は
余
計
な
記
述
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
前
注
(
町
四
)
参
照
。

(
的
)
の
mミ
w
m，J
宮
公
ぎ
門
凶
巾
古
口
同
巾
門
司
司
m
g
z。ロ

2
8
2
8
2

門町。一仲間出
l

円〈
m

山間}。曲目巳戸

Z0・ω。・

(HU)
冨
白
ロ
ロ
〈
国
邑
・

2
f
F・-B司
one--志
母

釘

宮

2
2
m
Q
5・

』・

(U・司・]戸市山吋
NH-MAFA山∞
-
z
s・印巾同町・

(位

)
F
E
-
z
y
-
-
-

(
日
)
∞
。
a
g
g
p
N
B白
a
z
口
・
ω
-
E
ロ-N-NNH-
一、
H，Z
σ
-
a〈・

亡)円{巾
2
・
ロ
宮
山
口
・

5
s
u
o
-
z
g
-
N・∞
ω・
た
だ
し
傍
論
。
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。一Y
H
S
?
?
H
)
∞向山相右一川

1938. 1. 115. (仲誌は吋時様車凪Q乞E即断酒)'Cass. soc.， 15 

juilI. 1954， D. 1954. ]. 631. (四:!¥I!!Q鰍出)'Cass. soc.， 4 

mars 1955， BulI. civ. IV. p. 159. (軍盟主型車耳継迦)

(芭) Cass. civ.， 25 juin 1900， S. 1901. 1. 328 (探題嗣~Q体

;r，t;) Grenoble， 12 avr. 1967， D. 1967. ]. 496. (切迫!!I)時JQ

主主総事話' ユ恥~.w~1II:倒産E。

(巴) Paris， 18 juin 1953， Gaz. PaI. 1955. 2. 134 (蝶~件Q

お糊)'Paris， 28 f吾vr.1966， Gaz. Pal. 1966. 1. 76. (組組

担)'Cass. civ.， 25 mars 1969， ]. C. P. ed. G. 1969. IV. p・

125. (自民似迦)

(包) Bordeaux， 2 mars 1871， S. 1871. 2. 221. (直総Q単嘩)'

Cass. req.， 8 juill. 1936， D. H. 1936. 426. (乞慰14:l::煤)'

Cass. civ.， 13 janv. 1969， D. 1969. som. p. 65. (自皿銀担)， 
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(苫) Paris， 5 juill. 1954， D. 1954. ]. 705. 
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ロ
戸
]
{
也
市
山
。
一
口
口
巾
O
E
4
巾
ユ
ロ
「
巾
的
己
吋
色
巾
ロ
O
C
〈巾白

白口同

B
。
ヨ
ロ
凹
骨
買

2
5・』
-n・同
Y
E∞H
・H
・
8
2・
前
者
に
よ

れ
ば
、
精
神
的
不
可
能
を
認
め
た
の
は
「
一
貫
し
た
判
例
を
追
認

し
た
に
す
ぎ
な
い
。
」

(削
)

(

U

町
田

B
O口
一
夕
日
豆
島

Z
B
-
N
巾仲間・

(
日
)
彦
広
・

2
0・N
由
・
な
お
、

Z
Y
N
H
・
で
は
精
神
的
不
可
能
よ
り
も
物

質
的
不
可
能
の
方
に
注
目
し
、
こ
れ
に
よ
り
新
し
い
技
術
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
の
書
証
作
成
不
能
が
カ
バ
ー
さ
れ
る

と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
具
体
例
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

第
四
節

ま
と
め

本
章
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
訴
訟
制
度
の
中
で
当
事
者
の
提
出

し
た
証
拠
が
受
理
さ
れ
る
た
め
の
条
件
を
、
有
用
性
お
よ
び
認
容
性
の
二

つ
に
分
け
て
紹
介
し
た
。

1. 有
用
性
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
証
拠
の
立
証
す
る
事
実
が

訴
え
の
申
立
を
基
礎
付
け
る
事
実
ま
た
は
そ
れ
を
推
認
す
る
に
足
り
る
事

実
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
ま
だ
p

証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
っ
、
そ
の
証
明

が
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
そ
の
判
断
は
、
原
則
と
し
て
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
的
評
価
に
服
す
る

が
、
証
拠
を
却
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
付
け
が
要
求
さ
れ
、
理
由
付

け
を
怠
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
理
由
と
合
致
し
な
い
場
合
は
、
破
鍛
院
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
お
よ
ぶ
。

証
拠
提
出
の
認
容
性
に
関
し
て
は
、
提
出
証
拠
に
よ
る
証
明
す
る
事
実

が
種
々
の
理
由
か
ら
の
証
明
禁
止
あ
る
い
は
争
い
得
な
い
推
定
に
よ
る
擬

制
が
な
い
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
有
用
性
の
問
題
と

も
な
る
。
次
い
で
そ
の
証
拠
が
違
法
な
も
の
で
な
い
こ
と
、
お
よ
び
証
拠

制
限
を
受
け
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
違
法
な
証
拠
あ
る
い

は
証
拠
制
限
に
触
れ
る
証
拠
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
制
約
が
保
護
・
確

保
す
る
利
益
と
、
当
該
証
拠
を
利
用
す
る
利
益
と
の
調
整
が
、
法
律
上
で

も
ま
た
判
例
に
よ
っ
て
も
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ワ
μ

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
の
現
状
は
第
一
節
で
簡
単
に
紹
介
し
た

フ
ラ
ン
ス
民
訴
法
の
構
造
か
ら
く
る
特
殊
性
が
あ
り
、
我
が
国
の
証
拠
法

を
考
え
る
上
で
、
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
。
例
え
ば
、
我
が
国
で
は
証
拠
申
出
の
採
否
に
つ
い
て
、
理
由
付

け
は
不
要
で
あ
る
と
の
立
場
が
通
説
判
例
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
理

由
付
け
を
義
務
付
け
て
い
る
前
提
に
は
、
旧
民
訴
法
の
枠
組
み
に
お
い
て

証
拠
調
べ

B
E
E
Z
仏

t
a
2
2芯
ロ
が
必
ず
判
決
で
命
じ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
我
が
国
の
よ
う
に
明
示
の
証
拠
決
定
を
不
要

北法38(I・141)141 
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と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
理
由
付
け
義
務
が
望
ま
し
い
と
し
て
も
な
お
、

実
務
上
の
可
能
性
が
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
新
民
訴
法
の
下
で
は
準
備
手

続
裁
判
官
が
必
要
な
証
拠
の
取
調
べ
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
採

否
は
判
決
に
よ
ら
な
い
が
、
最
終
的
に
は
受
訴
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、

採
否
の
理
由
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
有
用
性
の
判
断
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
官
の
心
証
が
形

成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
実
に
反
対
の
証
明
が
も
は
や
有
用
で
な
い
と
さ
れ

る
場
合
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
も
議
論
が
あ
る
所
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
が

証
書
に
強
い
証
明
力
を
与
え
、
公
署
証
書
ま
た
は
私
署
証
書
に
反
す
る
人

証
・
推
定
を
許
さ
な
い
制
度
を
採
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
証
言
に

よ
る
証
明
に
対
し
て
は
反
対
の
証
明
が
当
然
の
権
利
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
し
て
も
、
我
が
国
の
問
題
と
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い

事
情
が
あ
る
。
む
し
ろ
我
が
国
に
お
け
る
「
唯
一
の
証
拠
」
法
理
と
同
様

の
考
慮
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
証
拠
提
出
の
局
面
は
、
そ
こ
で

証
明
権
の
保
障
が
か
な
り
強
く
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
制
度
上
の

前
提
の
差
異
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
比
較
が
日
本
法
の
解
釈
論
を
考
え
る
上

で
も
か
な
り
有
用
な
課
題
で
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章

証
拠
獲
得
権

北法38(1・142)142

第
一
節

総
説

て
本
章
の
問
題

l

本
章
で
は
、
当
事
者
が
相
手
方
ま
た
は
訴
外
第
三
者
に
対
し
て
、

自
己
の
証
明
活
動
へ
の
協
力
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
条
件
の

内
容
を
具
体
的
に
紹
介
す
る
。
自
己
の
証
明
活
動
へ
の
協
力
と
い
う
中
に

は
、
様
々
な
内
容
が
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
、
相
手
方
ま
た

は
第
三
者
の
所
持
す
る
文
書
の
提
出
強
制
を
と
り
あ
げ
る
。

問
題
を
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
理
由
は
、
我
が
国
で
の
文
書
提
出
命
令

の
要
件
・
効
果
を
め
ぐ
る
議
論
に
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の

他
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
興
味
深
い
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。

す
な
わ
ち
、
旧
民
訴
法
典
の
明
文
上
は
提
出
強
制
が
極
め
て
限
ら
れ
た
範

囲
で
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
学
説
上
提
出
強
制
肯
定
説
と
否

定
説
と
が
激
し
く
対
立
し
、
ま
た
判
例
も
動
揺
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
新
民
訴
法
典
は
か
な
り
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
提
出
強
制
の
途
を
開
い
た

の
で
あ
る
。

ヮ“

具
体
的
な
考
察
に
は
い
る
前
提
と
し
て
、
本
節
で
は
文
書
提
出
強



制
の
是
非
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際
に
必
ず
言
及
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
訴
訟

法
の
基
本
的
な
考
え
方
と
、
文
書
提
出
強
制
の
起
源
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
ロ

l
マ
法
上
の
提
示
訴
権

R
t。
包
巾
凶
E
σ
g
aロ
ヨ
に
つ
い
て
説
明

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
、
訴
訟
の
二
つ
の
基
本
的
タ
イ
プ

-
フ
ラ
ン
ス
の
訴
訟
制
度
に
お
け
る
裁
判
官
と
当
事
者
の
役
割
分
担

の
比
重
に
つ
い
て
整
理
す
る
際
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
弾
劾
主
義
的
手
続

3
n
E
R巾
同

2
5
3一
目
と
い
う
杭
民
、
お
よ
び
札
問
主
義
的
手
続

宮

R
E
C『
E
E
C
-岳
。
一
月
と
い
う
枇
部
と
が
用
い
ら
札
れ
。
そ
こ
で
の
問

題
は
、
一
般
に
は
訴
訟
の
開
始
、
進
行
、
お
よ
び
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
、

(
4
)
 

誰
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
採
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

q
，“
 

弾
劾
主
義
的
手
続
の
理
念
型
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

「
弾
劾
主
義
的
と
呼
ば
れ
る
手
続
の
特
徴
は
、
明
ら
か
に
、
当
事
者
が

極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
審

理
吉
田
仲

E
2
を
指
揮
し
、
様
々
な
証
明
資
料
を
自
由
に
収
集
し
、
あ
る
い

は
少
な
く
と
も
証
明
資
料
を
集
め
る
た
め
の
審
理
措
置
(
証
拠
調
ベ
ヨ

B
R
m

門
コ
ロ
え
2
2
5ロ
)
を
行
わ
し
め
る
。
こ
の
制
度
の
下
で
の
訴
訟
望

R
g
は

多
く
の
場
合
、
二
当
事
者
が
対
時
し
て
裁
判
官
が
こ
れ
に
立
ち
会
う
《
決

闘
己

5
3
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
裁
判
官
は
、
誰
の
勝
ち
か
を
述
べ

る
た
め
に
、
裁
判
決
闘
の
最
後
に
介
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。

官
は
訴
訟
の
展
開
に
つ
い
て
は
受
動
的
な
の
で
あ
(
位
。
」

つ
ま
り
裁
判

こ
の
よ
う
な
手
続
は
歴
史
上
比
較
的
初
期
に
現
れ
、
公
開
、
口
頭
、
対

審
構
造
を
有
し
、
法
定
証
拠
主
義
を
採
用
す
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
札
問
主
義
的
手
続
の
理
念
型
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

「
札
問
主
義
的
と
呼
ば
れ
る
手
続
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
審
理
の
展
開

や
証
拠
収
集
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
果
た
す
役
割
が
重
要
で
あ
る
と
い
う

点
に
あ
る
。
こ
の
制
度
に
お
い
て
は
、
裁
判
が
公
役
務
的
巾
ミ
町
内
巾
吉
区
-
円
で

あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
審
理
の
進
行
は
当
事
者
の
自
発
性
・
積
極
性

σ。ロ

〈。己
O
町
に
で
は
な
く
裁
判
官
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
(
裁
判

官
は
手
続
を
促
進
し
た
り
、
延
期
し
た
り
す
る
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
)
、
裁
判
官
は
当
事
者
の
協
力
の
程
度
が
ど
う
あ
れ
、
真
実
発
見
に
努

(
7
)
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
。
」

こ
の
タ
イ
プ
は
歴
史
上
比
較
的
遅
く
現
れ
、
国
家
権
力
の
強
化
を
背
景

と
し
、
書
面
主
義
、
非
公
開
に
彩
ら
れ
、
内
的
確
信
(
自
由
心
証

5
5
5

(
8
}
 

g
D
i
n
t
oロ
)
に
よ
る
裁
判
が
行
わ
れ
る
。

1

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
八

O
七
年
に
施
行
さ
れ
た
旧
民
訴
法
典
が
弾

(
9
)
 

劾
主
義
的
手
続
に
ほ
ぼ
近
い
手
続
を
定
め
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
右
に
見
た
理
念
型
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
証
人
尋
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問
な
ど
の
証
拠
調
べ
は
前
章
で
見
た
よ
う
に
中
間
判
決
で
命
じ
る
が
、
当

事
者
の
申
出
に
拘
わ
ら
ず
、
職
権
で
命
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、

第
二
ニ

O
六
条
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

「
裁
判
所
は
、
係
属
中
の
事
件
に
お
い
て
、
事
情
の
重
大
性
に
応
じ
て
、

職
権
に
で
も
、
法
定
命
令
互
。
ロ
円
昨
日
。
ロ
を
発
し
、
書
面

m
n
ユZ
を
削
除
し
、

そ
の
中
傷
性
を
宣
言
し
、
さ
ら
に
そ
の
判
決
の
印
刷
・
掲
示
を
命
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
」
(
札
制
)

こ
の
条
文
の
意
義
に
つ
い
て
、
当
初
は
法
廷
の
秩
序
維
持
の
た
め
裁
判

官
に
警
察
権
を
与
え
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
法
廷
秩
序
維
持
の
目

的
の
た
め
に
は
第
八
八
条
第
五
一
二
条
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
一

三

O
六
条
の
意
義
を
法
廷
秩
序
維
持
の
他
に
裁
判
を
な
す
権
能
の
補
完
と

い
う
目
的
と
あ
る
と
解
す
る
学
説
が
現
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
職
権
行
使
の
余
地
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

旧
民
訴
法
典
の
下
で
も
裁
判
官
の
役
割
に
積
極
性
を
与
え
る
見
解
が
生
じ
、

文
書
提
出
強
制
の
肯
定
説
の
一
つ
の
論
拠
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
第
一
章
第
二
節
の
証
明
権
否
定
説
の
見
解
を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
若
干

触
れ
た
が
、
詳
細
は
本
章
で
述
べ
る
。

た
だ
し
、
学
説
の
争
い
と
は
別
に
、
実
務
は
弾
劾
主
義
的
手
続
の
考
え

方
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
官
の
権
限
は
有
効
に
用
い
ら
札
丹
、
一
九

三
五
年
の
改
正
の
後
に
お
い
て
も
な
お
、
裁
判
官
が
積
極
的
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
(
第
三
章
第
一
節
参
照
)

4
一
九
七

0
年
代
初
頭
に
制
定
さ
れ
た
新
民
訴
法
典
は
、
第
二
章
第
一

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
弾
劾
主
義
的
傾
向
に
大
き
な
修
正
を
加
え
、

裁
判
官
の
手
続
関
与
を
大
幅
に
導
入
し
た
。
し
か
し
、
な
お
札
問
主
義
的

手
続
を
基
本
と
し
た
と
い
う
評
価
は
な
さ
れ
て
お
ら
丹
、
ペ
ロ
の
次
の
よ

う
な
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
民
事
裁
判
法
の
進
展
は
、
弾
劾
方
式
の
絶
え
ざ
る
後
退

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
立
法
者
が
純
粋
な
札
問
方

式
を
是
認
し
た
と
ま
で
主
張
す
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

当
事
者
は
、
な
お
主
導
権
の
一
部
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
よ
う
な
留
保
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
に
残
さ
れ
て
い
る
主
導
権
の

幅
は
、
絶
え
ず
狭
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
今
日
で
は
、
も
は
や
『
争
訟
は
当
事
者
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
』
と
は

言
え
な
い
の
で
あ
る
。

北法38(1・144)144

そ
れ
に
篤
く
に
は
及
ば
な
い
。
す
な
わ
ち
、
司
法
構
造
は
、
経
済
的
及

び
社
会
的
な
構
造
に
対
応
し
て
進
展
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら

と
同
様
、
司
法
構
造
か
ら
も
、
一
九
世
紀
を
特
徴
づ
け
て
い
た
自
由
な
内

味
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
越
え
る
べ
き
で
な
い
限
界
が
存
在
す
る
。
そ

れ
は
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
争
い
と
な
っ
て
い
る
権
利
は
、
依
然
当
事
者



の
各
々
が
そ
の
絶
対
的
な
支
配
を
保
持
し
続
け
る
べ
き
私
権
で
あ
る
、
と

の
確
認
に
つ
な
が
る
。
そ
の
点
で
、
民
事
訴
訟
は
、
往
々
そ
の
モ
デ
ル
と

し
て
提
案
が
試
み
ら
れ
て
い
る
行
政
訴
訟
と
は
区
別
さ
れ
る
。
裁
判
は
、

あ
く
ま
で
当
事
者
へ
の
奉
仕
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
当
事
者
を
裁
判

官
に
隷
属
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で

ι出。」

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

(
1
)

こ
の
言
葉
は
英
米
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
法
と
ド
イ

ツ
法
で
は
お
も
に
刑
事
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
我
が
国

の
刑
訴
法
学
で
は
「
弾
劾
主
義
」
と
の
定
訳
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
刑
事
訴
訟
に
限
ら
ず
用
い
ら
れ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

語
感
と
し
て
は
刑
事
訴
訟
上
の
概
念
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
弾
劾
主
義
」
の
訳
語
を
充
て
る
。

(
2
)

前
注
で
述
べ
た
の
と
同
じ
理
由
で
、
「
札
問
主
義
」
と
訳
す
。

(
3
)

〈
Z
n巾ロ
F
H
M
g
n
m仏
己
吋
巾
門
戸
三
-
P
Z
0・
ω吋
印
・
一
〈
。
白
za--

。oz-

円}MmN・
p・0nmaz『巾円一三】巾・
ωom仏
-
Z
0・
NN叶・

(
4
)

彦
広
・
な
お
、
モ
ト
ュ
ル
ス
キ
は
弾
劾
主
義
と
札
問
主
義
と
に
よ

り
、
民
事
訴
訟
の
進
行
面
と
対
象
面
と
の
両
方
を
表
す
こ
と
に
異

論
を
唱
え
、

R
2
g
g吉
川
の
語
が
刑
事
訴
訟
に
適
当
な
言
葉
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
民
事
訴
訟
に
つ
い
て
は
訴
訟
進
行
面
と
対
象
面
と

を
は
っ
き
り
区
別
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
弾
劾
主
義
は
進
行
面
に

の
み
用
い
る
こ
と
と
し
、
対
象
面
に
つ
い
て
は
「
処
分
(
権
)
原
理

官
E
a宮
門
出
国
吉
田
庄
内
」
の
概
念
で
表
わ
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

北
村
・
前
掲
論
文
(
第
一
章
第
三
節
注
9
)
六
二
三
頁
以
下
参
照
。

(
5
)
h
c
c
n
y巾
N
-
o
u
-
n芹
・
注

(
3
)
Z
。-NN吋
・
一
〈
。
同
己
的
印
「
〈
E
n巾ログ

同
》

g
n注
ロ
『
巾

n
-
i
F
Z。・
ω司
・
堤
龍
菊
「
民
事
訴
訟
の
理
想
と
裁

判
官
の
役
割
」
神
戸
学
院
法
学
一
四
巻
四
号
四
七
頁
以
下
も
参
照
。

(
6
)

〈
古
門
巾
ロ
戸
司
H10nm仏ロ
Z
丘
三
芯
十
Z
。・
ω叶印

(
7
)

わ
。

z
n
F
2・
0円
y
n芹
・
注

(
3
)
Z
Y
N
N叶・

(8)

〈
吉
円
巾
ロ
F
司
g
n
m弘己巾円

a
i
r
-
2
0・
ω苫・

(

9

)

(

U

。zn
v
a
w
O匂
-
n
x・
注

(
3
)
Z
0・
NN∞
・
な
お
旧
民
訴
法
典
の

制
度
の
大
枠
は
前
章
第
一
節
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
ぺ
ロ
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
(
堤
・

前
掲
論
文
(
注
5
)
五
七
頁
以
下
。
文
中
「
告
発
」
を
「
弾
劾
」

に
変
更
し
た
。
)

「
一
九
世
紀
の
訴
訟
法
典
に
お
け
る
方
式
l
弾
劾
主
義
的
傾
向

:
・
民
事
訴
訟
法
の
起
草
者
は
、
一
八

O
六
年
、
明
ら
か
に
弾
劾
方

式
に
有
利
な
立
場
を
採
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
の
主
導
権
は
、

当
事
者
又
は
少
な
く
と
も
そ
の
代
理
人
に
属
し
て
い
た
の
に
対
し
、

裁
判
官
は
、
専
ら
訴
訟
の
過
程
で
仲
裁
人
の
役
割
の
み
果
た
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
考
え
方
は
、
法
律
面
で
は
、
一
九

世
紀
を
特
徴
づ
け
た
極
端
な
自
由
主
義
の
現
れ
で
あ
っ
た
が
、
私

法
関
係
と
は
無
関
係
な
当
局
者
の
干
渉
を
許
す
べ
き
で
な
い
と
の

配
慮
に
答
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
裁
判
は
公
役
務
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
専
ら
当
事
者
の
自
由
処
分
に
残
さ
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
り
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
の
た
め
に
最
善
と
な
る
よ

う
に
、
自
分
達
の
訴
訟
を
制
御
す
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
に
相
異

北法38(I・145)145 
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な
い
。
」

(
叩
)
第
二
五
四
条
参
照
。
証
人
尋
問
に
関
す
る
規
定
は
一
九
五
八
年

一
二
月
二
二
日
デ
ク
レ
一
二
八
九
号
に
よ
る
改
正
が
な
さ
れ
て
い

る
。
改
正
前
の
規
定
は
法
協
訳
八
四
巻
一

O
号
二
二
八
四
頁
注

(
1
)
参
照
。
改
正
前
の
第
二
五
四
条
を
訳
出
し
て
お
く
。

「
裁
判
所
は
、
申
立
書
に
現
れ
た
事
実
の
証
明
を
、
そ
れ
が
法

律
で
認
め
ら
れ
る
限
り
、
職
権
に
で
も
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
U
)

新
民
訴
法
典
第
二
四
条
二
項
に
同
様
の
規
定
が
あ
る
。
な
お
、

徳
田
和
幸
「
弁
論
権
の
内
在
的
制
約
に
つ
い
て
」
民
商
七
八
巻
臨

増
『
法
と
権
利
3
」
一
三
二
頁
参
照
。

(
ロ
)
口
同
一
喝
m-
司

g
aロ
R
Z口問。
R
r
w
℃
U
-
E
N
O門
的
・
山
本
桂
一
「
ア

ス
ト
ラ
ン
ト
(
皆
同
門
包
E
S
罰
金
強
制
の
合
法
性
」
フ
ラ
ン
ス
判

例
百
選
一

O
三
頁
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
引
用
す
る
文
献
参
照
。

(
日
)
円
。
c
n
F
2
・
。
℃
-
n
-
F
注

(
3
)
Z
Y
N
N∞・

(
H
)
g
-
p
z
y
N
N∞
・
北
村
・
前
掲
論
文
(
第
一
章
第
三
節
注
9
)
六

O
九
頁
。

(
日
)
堤
・
前
掲
論
文
(
注
5
)
六
一
頁
以
下
。

一
部
改
変
。

三
、
提
示
訴
橋
白
円
仲
山
内
)
(
ロ
)
白
色

Z
E
Z
E
z
g

L

提
示
訴
権
と
は
ロ

1
マ
法
上
の
ア
ク
チ
オ
の
一
つ
で
、
次
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
提
示
訴
権
問
門
己
。
包
巾

H
E
Z
E
E
B
B
-
5・品
-HR)
に
よ
っ
て
、

物
的
な
訴
訟
、
加
害
訴
訟
、
動
産
占
有
保
持
特
示
命
令
な
ど
を
主
張
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
対
象
物
を
そ
の
支
配
の
な
か
に
も
つ
者
に
対
し
て
、
法

務
官
の
面
前
へ
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
。
も
し
そ
こ
で
被
告

が
対
物
訴
訟
な
ど
に
応
訴
し
な
い
場
合
に
は
、
法
務
官
は
、
そ
れ
以
上
の

審
理
な
し
に
、
(
法
務
官
の
面
前
に
も
ち
だ
さ
れ
た
)
物
を
も
ち
さ
る
こ
と

を
原
告
に
指
示
す
る
・
・
・
。
し
か
し
、
原
告
は
そ
れ
に
よ
っ
て
占
有
を

得
る
だ
け
で
あ
る
。
所
有
権
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

も
し
相
手
方
が
物
を
取
戻
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
彼
の
方
で
所
有
権
訴

訟
を
提
起
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
提
示
が
行
な
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
と
き
、
被
告
は
彼
が
、
所
期
の
訴
訟
(
所
有
物
返
遷
請
求
訴
訟
な
ど
)

か
ら
敗
訴
し
た
場
合
と
同
じ
額
に
つ
い
て
有
責
判
決
さ
れ
る
。
も
し
彼
が

占
有
を
悪
意
で
放
棄
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
(
出
。
」

要
す
る
に
こ
こ
で
は
証
拠
の
提
出
強
制
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
係
争
物
件
の
提
出
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
機
能
も
応
訴
強
制
が
中

心
で
札
問
、
ま
た
、
提
示
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
本
来
の
訴
訟
で
勝
訴
し

た
の
と
同
じ
額
の
金
員
支
払
が
命
じ
ら
れ
る
と
い
う
点
に
便
利
さ
が
あ
っ

た。
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提
示
訴
権
が
証
拠
収
集
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
い

わ
ゆ
る
文
書
契
約

S
E
E
S
-
一R
2
2
の
登
場
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
文

書
契
約
と
は
一
種
の
準
消
費
貸
借
で
あ
り
、
既
存
の
金
銭
債
権
を
新
し
い

2. 



フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

も
の
に
変
更
す
る
契
約
で
あ
る
。

「
文
書
契
約
は
、
支
払
記
帳
良
一
宮
田
ニ
白
色
。
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
つ

ま
り
、
債
権
者
が
そ
の
家
計
簿
に
、
(
債
務
者
の
了
承
を
得
て
、
)
あ
た
か

も
、
彼
が
債
務
者
に
記
帳
さ
れ
た
額
を
消
費
貸
借
と
し
て
支
払
っ
た
か
の

(
初
)

よ
う
に
し
て
行
な
っ
た
負
担
記
入
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」

こ
の
実
務
が
普
及
す
る
と
、
新
債
務
の
発
生
・
消
滅
を
記
入
す
る
帳
簿

g
a
w
g
の
証
拠
と
し
て
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
「
債
権
者
は
そ
れ
を
裁
判

に
提
出
で
き
る
こ
と
に
有
利
さ
を
有
し
、
債
務
者
も
同
様
に
そ
の
提
出
の

可
能
性
に
利
害
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
事
態
は
後
者
(
債
務
者
)
に

と
っ
て
困
難
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
彼
は
そ
れ
を
所
持
し

(
引
)

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
法
務
官
は
、
債
権
者
の
家
計
帳
簿
の

提
示
訴
権
に
よ
る
提
出
強
制
を
認
め
、
つ
い
に
は
事
実
訴
権
と
し
て
私
的

(n) 

帳
簿
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
証
拠
方
法
の

提
出
強
制
に
拡
張
さ
れ
た
の
は
、
紀
一
元
冗
二
(
幻
)

レ
ク
サ
ン
ド
ル
帝
の
勅
書
に
よ
つ
て
で
あ
る
。

ー
こ
の
提
示
訴
権
は
、
カ
ノ
ン
法
に
は
受
け
継
が
れ
た
よ
う
で
あ
る

(
包
)が
、
フ
ラ
ン
ス
古
法
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
例
外
的
に
所
有
権
に
基

づ
く
引
渡
請
求
と
、
両
当
事
者
に
共
通

g
g
Bロ
ロ
と
さ
れ
た
文
書
の
場
合

(
お
}

の
提
出
強
制
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
六
六
七
年
の
民
事
訴
訟
王
令
に
は
文
書
提
出
強
制
に
関
す
る
い
く
つ

か
の
規
定
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
二
章
に
『
書
類
提
示
命
令

gヨ目

宮
-m
包
括
お
よ
び
書
類
の
照
合
n♀
S
F
)ロ
に
つ
き
て
』
と
題
す
る
諸
規
定

が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
書
の
真
正
を
確
認
す
る
た
め
の
手
続
で
あ

る
。
ま
た
第
二

O
章
『
口
頭
ま
た
は
書
面
に
よ
る
立
証
胃

2
〈巾

gn包
巾
。
=

E
S
E
-巾
に
附
せ
ら
る
る
事
実
に
つ
き
て
』
に
は
、
「
洗
礼
、
婚
姻
、
埋
葬
、

剃
髪
、
聖
品
、
着
衣
、
修
練
期
ま
た
は
修
道
誓
願
に
関
す
る
証
明
書
を
必

要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
す
べ
て
、
朕
は
、
登
記
簿
の
種
別
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
そ
の
保
管
者
の
手
中
に
存
す
る
登
記
簿
を
強
制
提
示
せ
し
む
る

こ
と
を
許
す
も
の
な
り
・
・
・
」
と
規
定
し
て
い
る
第
一
八
条
が
あ
っ
た
。

ま
た
第
二
九
章
は
「
計
算
書
の
提
出

Z
E
E
Oロ
仏

2

8自
立
何
回
に
つ
き

て
』
と
題
し
、
他
人
の
財
産
の
管
理
者
(
例
え
ば
後
見
人
や
係
争
不
動
産

の
受
寄
者
)
に
対
し
て
、
そ
の
事
務
終
了
後
の
計
算
書
の
提
出
を
義
務
づ

け
る
規
定
を
置
い
て
い
(
問
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
個
別
的
に
書
面
の
提
出
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
で
、

ロ
1
マ
法
に
お
け
る
提
示
訴
権
は
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
実

務
上
、
こ
れ
ら
の
規
定
と
は
別
に
、
訴
訟
の
相
手
方
に
対
し
て
所
持
文
書

の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
共
通
文
書
の
場
合
を
例

外
と
し
て
、
一
般
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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(
時
)
カ

l
ザ

l

「ロ

l
マ
私
法
概
説
』
一
一
一
九
頁
以
下
。

(
口
)
所
有
物
返
還
な
ど
の
対
物
訴
訟
は
被
告
に
対
す
る
応
訴
強
制
が

な
か
っ
た
が
、
対
人
訴
訟
に
は
応
訴
強
制
が
あ
り
、
提
示
訴
権
は

対
人
訴
訟
に
属
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
カ

l
ザ

l
・
前
掲
書
(
注

目
)
参
照
。

(
四
)
例
え
ば
、
合
成
物
(
船
や
家
な
ど
)
へ
の
附
合
が
あ
っ
た
場
合

に
便
利
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
カ

l
ザ

1
・
前
掲
書
(
注
目
)

一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
四
)
ロ
包
拘
吋
タ
司
司
O
R
凶ロn己
O
口問。司nm巾
-
u
u・ω∞
巳
∞
-
一
口
巾
ョ
。
三
宮

円、巾円四円。件帥-印刷】『巾ロ
J
N
m
w

℃-
M
∞・

(
却
)
カ

l
ザ

1
・
前
掲
書
(
注
目
)
三
二
九
頁
。
な
お
、
原
因
慶
士
口

『ロ

l
マ
法
』
(
改
訂
)
一
七
六
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
の
形
式
は
「
ロ

ー
マ
紀
元
六
世
紀
頃
に
出
現
し
、
紀
元
後
三
世
紀
に
は
消
滅
し
て
、

ユ
帝
法
に
は
な
い
」
と
あ
る
。

(
幻
)
巴
巳
肉
吋
巾
w阿川司。門凶cnz。口問。『nm巾
w
u・ω∞-

(幻

)
g
E・
匂
匂
・
ω
∞
詰
な
お
ロ
巾
5
0口広印
w
F
m
w
己

g-ご
回
目
白
匂
吋
巾
ロ
〈
タ

℃-
N
唱
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
決
方
式
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
に
既
に

み
ら
れ
る
と
あ
る
。

(
お
)
戸
内
一
の
白
】
】
唱
。
℃
・
色
丹
第
一
章
第
一
節
注

(6)
司・包・

(M)

ロ
包
句
・
巾
LVH.。【
E
2
E口問。吋nm巾

U-B-
一】)巾
B
。ロ丹市印戸角川島吋
O
伊丹

卸-同開}『巾己〈巾噌同】・ω∞・

(
お
)
巴
回
目
m
四円
p
p
o巳
z
n
t
。
口
問
。
円
n
m
巾
・
同
】
印
0

・
こ
の
共
通
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(
部
)
こ
の
翻
訳
は
塙
浩
「
ル
イ
一
四
世
民
事
訴
訟
王
令
(
一
六
六
七

年
四
月
)
付
同
」
神
戸
二
四
巻
二
号
・
三
号
に
依
拠
し
た
。

(
幻
)
な
お
、
口
市
ヨ
。

E
g
w
一
戸
巾
弘
司
。
芹
帥
}
釦
℃
円
巾
ロ
〈
タ
匂
U
・
2
品印象苫

昭…。
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第
二
節

旧
民
訴
法
典
の
下
で
の
証
拠
獲
得
権

一
、
法
文
と
初
期
の
学
説

L
一
八

O
六
年
に
制
定
、
翌
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
旧
民
訴
法
典
に

は
、
証
明
資
料
の
提
出
を
他
人
(
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
)
に
強
制
す
る

(
1
)
 

こ
と
を
一
般
的
に
定
め
た
規
定
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
限
定
的
に
こ
れ

を
認
め
る
規
定
が
い
く
つ
か
存
在
し
た
。

ま
ず
、
旧
民
訴
法
典
第
八
四
六
条
以
下
に
、
閲
覧
申
請
に
関
す
る
次
の

よ
う
な
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。

「
第
八
四
六
条
審
理
吉
田
Z
ロ
日
の
中
で
自
己
が
関
与
し
な
か
っ
た
証

書
の
謄
本
な
い
し
抄
本
の
交
付
を
な
さ
し
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
以
下
に

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
四
七
条
|
閲
覧
申
請
の
た
め
の
請
求
は
代
訴
土
間
の
申
立
で
な
さ

れ
る
。
そ
れ
は
通
常
の
行
為
書
に
つ
い
て
の
弁
論
白
c
e
g
n
巾
印
己
『
ロ
ロ
色
目
立
巾

(2) 

R
Z
に
付
さ
れ
、
な
ん
ら
の
手
続
も
経
な
い
で
簡
略
に
判
断
さ
れ
る
。

第
八
四
八
条
l
判
決
は
、
控
訴
な
い
し
故
障
。

3
2
E
S
を
経
ず
に
執



行
さ
れ
得
る
。
」
(
私
訳
)

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
「
公
証
官
更
が
受
領
し
て
い
る
証
書
と
公
の
寄
託

(
3
)
 

(庶℃。
g
u
c
z
w印
)
に
存
す
る
証
書
の
み
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

商
業
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
商
法
典
が
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
第
一
四
条
1

商
業
帳
簿
及
財
産
目
録
ノ
提
出
ハ
、
相
続
、
共
有
財
産
、

会
社
ノ
財
産
分
配
ノ
諸
事
件
、
及
破
産
ノ
場
合
ニ
非
ザ
レ
パ
裁
判
上
之
ヲ

命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

第
一
五
条
!
訴
訟
中
ニ
珍
テ
、
裁
判
官
ハ
争
点
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
摘
知

ス
ル
為
、
職
権
ヲ
以
テ
モ
、
帳
簿
ノ
呈
示
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
。
」

こ
の
他
に
、
関
連
す
る
規
定
と
し
て
旧
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
の
「
書

証
の
伝
達

8
5
5ロ
ロ
庁
巳
芯
ロ
向
田
市
田
立
巾
日
田
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
第
一
八
八
条
!
当
事
者
は
、
各
自
、
自
己
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
書

証
の
伝
達
を
、
そ
の
書
証
が
送
達
さ
れ
ま
た
は
使
用
さ
れ
て
か
ら
三
日
以

内
に
、
通
常
の
行
為
書
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
八
九
条
|
伝
達
は
、
代
訴
士
間
で
受
取
証
と
引
き
換
え
に
、
ま
た

は
書
記
課
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
る
書
証
は
、
そ
の
正

本
が
あ
る
か
当
事
者
が
同
意
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
移
動
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

第
一
九

O
条
|
伝
達
の
期
間
は
、
代
訴
士
の
受
取
証
に
よ
り
ま
た
は
伝

達
を
命
じ
た
判
例
に
よ
り
、
定
め
ら
れ
る
。
期
間
が
定
め
ら
れ
な
か
っ
た

と
き
は
、
三
日
と
す
る
。
」

2. 

こ
れ
ら
の
規
定
の
他
に
、
民
法
典
の
提
出
義
務
の
規
定
に
も
ふ
れ

て
お
く
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
は
民
法
典
第
八
四
二
条
の
共
同
相
続
人
の
遺
産
分

割
後
の
名
義
岳
活
印
(
証
書
)
交
付
請
求
権
で
あ
る
。
同
条
二
項
三
項
に
よ

れ
ば
、
分
割
さ
れ
た
所
有
権
の
名
義
(
証
書
)
は
最
も
大
き
な
部
分
を
得

た
者
が
所
持
し
、
共
同
相
続
人
の
内
利
害
の
あ
る
者
に
利
用
さ
せ
る
負
担

岳
民
需
が
そ
の
者
に
課
さ
れ
、
ま
た
遺
産
の
す
べ
て
に
共
通
な
名
義
は
選

定
さ
れ
た
受
寄
者
が
所
持
し
、
共
同
相
続
人
に
利
用
さ
せ
る
負
担
が
そ
の

者
に
課
さ
れ
る
。

文
書
に
つ
い
て
直
接
定
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
民
法
典
第
一
九
九
三

条
に
は
、
委
任
契
約
に
お
け
る
受
任
者
の
報
告
義
務
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
一
環
と
し
て
計
算
書
類
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
。

ー
こ
の
よ
う
な
法
律
を
前
提
と
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
制
定
当
初

の
学
説
は
一
般
に
提
出
強
制
を
否
定
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
っ
(
問
。
そ
し

て
そ
の
論
拠
は
、
明
文
の
欠
快
の
他
に
、
《
Z
巾H
H
M

。門巾ロ

2
R
a巾
g
n
o
E
E

印
巾
》
と
い
う
法
諺
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ド
ゥ
モ
ロ
ン
プ

0
3。
z
L
Rに
よ
れ
ば
、
こ
の
法
諺
は
ロ

1
マ
法
の
中

の
証
人
に
関
す
る
勅
法
葉
纂
第
七
法
文
か
ら
「
借
用
さ
札
出
」
も
の
で
、
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研究ノート

次
の
よ
う
な
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
る
当
事
者
は
、
相
手
方
の
た
め
に
証
拠
を
提
出
す
る
よ
う
義
務
付

け
ら
れ
は
し
な
い
し
、
相
手
方
に
自
分
か
ら
戦
い
の
武
器
を
与
え
る
よ
う

に
義
務
付
け
ら
れ
も
し
な
い
。
こ
れ
は
常
識
的
で
、
必
要
な
ル

l
ル
で
あ

ヲ
令
。
被
告
に
関
し
て
い
え
ば
、
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
全

く
受
動
的
な
態
度
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く

(

9

)

(

川
町
}

明
ら
か
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
こ
の
時
期
の
学
説
に
お
い
て
も
、
例
外
と
し
て
提
出
強
制
を

認
め
る
場
合
が
あ
っ
た
。
学
説
が
一
致
し
て
認
め
て
い
た
例
外
は
、
前
節

で
触
れ
た
「
共
通
文
書
昨
日
可
巾

2
5
5ロ
ロ
」
で
あ
る
。

4

メ
ル
ラ
ン
冨
∞
ユ
山
口
に
よ
れ
ば
、
こ
の
共
通
文
書
の
起
源
は
勅
法
棄
(ロ)

纂
の
中
の
「
提
出
に
つ
い
て
色
巾

a
g色
。
」
の
第
五
お
よ
び
第
八
法
文
に

あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
は
「
債
権
者
は
、
自
己
が
支
払
請
求
し
た
債
務
者

に
対
し
て
、
債
権
と
前
渡
金
助
・
8
5匂
芯
と
を
記
入
し
た
帳
簿
の
提
出
義
務

を
負
う
と
判
断
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
の
事
件
に
お
け
る
帳
簿
が
、

あ
る
意
味
で
債
権
者
債
務
者
聞
に
共
通
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
れ
(
帳

簿
)
が
債
務
に
関
わ
る
記
載
に
つ
い
て
の
前
者
(
債
権
者
)
の
有
用
性
と
、

な
さ
れ
た
支
払
に
関
わ
る
明
細
に
つ
い
て
の
後
者
(
債
務
者
)
の
免
責

{
日
}

忌
門
町
民
唱
と
に
同
時
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
メ
ル
ラ
ン
は
、
「
各
当
事
者
相
互
の
使
用
の
た

め
に
作
成
さ
れ
た
書
証
が
共
通
な
も
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
(
出
。

こ
の
よ
う
な
共
通
文
書
の
観
念
の
典
型
例
と
し
て
は
、
委
任
契
約
等
に

お
け
る
事
務
受
任
者
の
帳
簿
や
遺
産
に
つ
き
作
成
さ
れ
る
財
産
目
録
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
判
例
学
説
は
こ
れ
を
よ
り
広
く
と
ら
え
る
よ
う
で
あ

る。
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(
1
)

』・〈
E
2巾
w
(
U
O
B
B
Zロ
甘
え
芯
ロ

2
u
g円四ロ
nz。
ロ
色
町
田
立
巾
円
巾
印

巾
ロ
]
ロ
回
同
庁
少
の
白
N

・司白
}
-
w

日
甲
吋

ω
-
H
・0
0
2・U
℃品()品。門印・

(2)

旧
民
訴
法
典
第
四

O
四
条
以
下
に
、
簡
易
事
件

B
白丘町

E
g
g
-

ヨ
包
括
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
、
後
段
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
を
指
す
。

(
3
)

谷
口
他
訳
『
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴
法
典
』
一
四
四
頁
。

(
4
)

外
国
法
典
叢
書
『
悌
蘭
西
商
法
典
I
』
五
二
頁
以
下
。
一
部
改

変
。
な
お
、
同
書
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
第
一
四
条
に
規
定
さ
れ
た

「
提
出

8
5
Bロ
E
S岳
)
ロ
と
は
、
帳
簿
の
占
有
を
裁
判
所
に
移
し

て
そ
の
全
内
容
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
五
条
の
「
呈

示
耳
目
肖
m印
g
g
z
oロ
」
と
は
「
帳
簿
の
内
容
の
内
、
事
件
に
関
係
あ

る
一
部
を
閲
覧
せ
し
む
る
た
め
に
裁
判
所
又
は
其
他
の
者
に
之
を

開
示
す
る
こ
と
」
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
区
別
は
実
際
に

は
守
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(5)

こ
の
伝
達
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
お
よ
び
、
新

民
訴
法
典
第
二
ニ
二
条
以
下
参
照
。
な
お
、
こ
の
他
旧
民
訴
法
典
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第
二

O
一
条
で
は
文
書
の
検
真
の
際
の
照
合
用
書
類
の
持
参
が
義

務
付
け
ら
れ
、
ま
た
第
五
七
四
条
で
は
差
押
の
際
の
証
拠
書
類
の

添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
こ
こ
で
の
問
題
と

直
接
関
係
し
な
い
。

(6)

巴
包
m
z
-
司
g
門田口円巴。口問。吋

nr-匂
-HHω
巾
仲
田
・
に
よ
る
と
一
九

世
紀
の
否
定
説
は
次
の
も
の
が
あ
っ
た
。
吋
。
己
ロ

q
a
u
c〈
R
E
R
-

F
巾仏吋
O
R

巳
〈
巳
同
司
白
口
町
即
日
回
目
己
目
〈
白
口
同
で
。
吋
仏
叶
巾
仏
ロ
わ
O
仏巾・品。

m
仏・・

4
。
戸
弁

No
℃
釦
込
町

(
E
N印
)
一
口
巾
ョ
。
-
。
ョ
σ巾
w〔
UOC円
出
門
凶
巾
円
。
仏
巾

Z
曲目】。
-m。
p
、H
，・)内凶
-
u
p
(
同
∞
叶
由
)
一
〉
ロ
σ
3、巾仲間耐白
F
(
V
O
C
門的岳山

岳
.
。
一
昨
円
守
口
問
『
田
口
前
田
町
唱
九
日
。

m
仏・、『・〈回目戸

(
H

∞
叶
∞
)
一
月
。
庄
町
巾
・

、】
J
z
x
m
号

n
O
B切
公
巾
ロ
円
巾
巾
同
門
田
巾
℃
g
n
E
C司巾

g

g
白
骨
訪
日

n
-
i
z
w
日。

m仏・吋
-
F
(冨
叶
∞
)
一
の
由
同
1

印。ロロ
2
・吋
E
X
m
p
m
o
z
s
c
m
w

巾
仲
間
】
円
出
門
戸
門
官
巾
岳
山
℃
g
n
m
a
c月・、
H
J
H
F
N
o
m
A凶・

2
3∞)

(7)

巴巾
5
0
Z
B
σ
P
E
E
-
同
書
は
直
接
参
照
し
得
な
か
っ
た
の
で
、

以
下
で
は
円
巾
の
包
-
・
。
℃
-n-H・
第
一
章
第
一
節
注

(
6
)
3
H
巾仲間・

か
ら
の
引
用
に
よ
る
。

(
8
)

原
文
は
帥

Z
-
o
-
吋
仏
己
わ
O

門F
号一、
H

，g昨日
σ
5
と
あ
り
、
こ
れ

は
勅
法
実
纂
四
、
二

O
、
七
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
箇
所
の

内
容
は
、
相
手
方
当
事
者
の
支
配
下
に
あ
る
奴
隷
に
自
己
の
主
張

の
証
拠
と
し
て
拷
聞
を
加
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

(
9
)

戸
角
川
の
白
-
f

。
u-n-F
第
一
章
第
一
節
注

(
6
)
匂-
H

に
よ
る

。
巾
目
。
-05σ
巾・

0同y
n
芹
・
注

(
6
)
吋
-
M
M
内
U
P
Z
0・M
S
W
H
Y
M
O
O
-

(ω)
な
お
《

Z
巾
5
0
8ロ
巾
昨
日
・
・
・
》
と
い
う
法
諺
自
体
の
起
源
に

は
争
い
が
あ
り
、
一
三
世
紀
の
注
解
者
が
作
り
出
し
た
も
の
ら
し

い
。
同
)
釦
Fm吋my
司『。
a
c
n巴
。
口
問
。
吋
nm山巾・℃・]己叶・

(
日
)
メ
ル
ラ
ン
に
つ
い
て
は

5
5
u
u
印{
}
l

印N
-

古
℃
呂
ω
l

呂
町
に
よ
っ

た。

(
臼
)
原
文
は

F
E
Z
-印
印
え
∞
噌

(
U
-
a
巾巾

σ
g色。

(
日
)
富
市
『
-
5・
河
寄
巾
え
包
括
口
口
一
〈
巾
円
凹
巾

-
a
E
2
0ロロ
m
仏
巾
〕
ロ
江
田

℃円己仏巾ロ円巾

a
i
Z
2
円
ユ
ヨ
一
ロ
巾
}
]
夕
、
『
}
内
〈
-

H

】・巴・

(
日
)
ロ
包
関
門
p-ν
同，。円凶ロ円昨日。口問。『
nm巾咽匂
-
H
C
印
・
そ
こ
で
は
冨

q-5・

g
E・
を
指
示
し
て
い
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
は
っ
き
り
と

し
た
定
義
は
見
当
た
ら
な
い
。

(
日
)
後
に
判
例
を
検
討
す
る
際
改
め
て
触
れ
る
。

二
、
肯
定
説
の
台
頭

1

二
O
世
紀
に
入
る
と
、
文
書
提
出
強
制
を
広
く
認
め
る
学
説
が
台

頭
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
当
時
、
す
な
わ
ち
第
三
共
和
制
の
下
で
の
、

連
帯
主
義
と
呼
ば
れ
る
思
想
が
大
き
な
影
響
を
各
方
面
に
及
ぼ
し
て
い
た

こ
と
、
お
よ
び
、
サ
レ
イ
ュ
、
ジ
ェ
ニ
イ
ら
に
よ
っ
て
解
釈
方
法
論
に
見

直
し
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

解
釈
方
法
論
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
科
学
学
派
の
台
頭
で
あ
り
、
一
般

に
、
産
業
の
発
達
に
伴
う
社
会
的
必
要
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
出
。
こ
の

社
会
的
背
景
は
、
同
時
に
、
連
帯
主
較
を
も
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
は
偲
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人
主
義
的
法
観
念
が
否
定
さ
れ
、
社
会
の
構
成
員
の
聞
の
相

E
依
存
関
係

と
正
義
感
情
と
に
基
づ
く
新
た
な
法
観
念
の
構
築
が
提
唱
さ
れ
、
レ
オ
ン
・

ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
「
社
会
準
契
札
制
」
や
デ
ュ
ギ

l
(
E
Z
C
の
「
権
利

否
認
説
」
な
ど
が
唱
え
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
保
険
法
・
労
働
法
の
発

達
や
、
権
利
濫
用
の
法
理
、
公
序
の
拡
張

hh、
あ
る
い
は
危
険
責
色
縦

な
ど
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
現
れ
た
。

Z

右
の
よ
う
な
思
想
的
影
響
は
民
事
訴
訟
に
も
広
く
瓦
問
、
文
書
提

出
強
制
の
肯
定
説
も
ま
た
、
こ
の
流
れ
の
中
で
、
極
端
な
弾
劾
主
義
的
手

続
の
考
え
方
に
対
し
て
の
修
正
の
一
つ
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
ニ
イ
は
、
か
つ
て
の
ロ

1
マ
法
に
お
い
て
証
人
義
務
あ
る
と
こ
ろ

文
書
提
出
義
務
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
、
今
日
で
は
、
証

人
義
務
と
別
個
に
訴
訟
当
事
者
が
自
己
の
申
立
を
正
当
化
す
る
は
ず
の
手

紙
で
他
人
の
所
持
す
る
も
の
を
自
己
の
処
分
下
に
お
く
よ
う
に
す
る
措
置

を
、
裁
判
官
に
な
さ
し
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
現
代
的
法
観
念
の
下
で
の
裁
判
所
の
機
能
が
万

人
の
権
利
の
最
大
限
の
実
現
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
、
裁
判
官
の

真
実
解
明
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
《

Z
巾
ヨ
。
ぽ
ロ
2
E
T
-
-
V
の
意
義
は
《
〉
円
件
。
丘
一
口
2
5
σ
R

匂『。
σ巳
芯
原
告
に
立
証
責
任
が
課
さ
れ
る
》
と
い
う
法
諺
の
観
念
的
延
長

で
あ
っ
て
立
証
責
任
分
配
に
関
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
過
度
の
一
般

化
は
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
法
が
あ
ら
ゆ
る
行
き
過
ぎ
を
排
斥
し
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
裁
判
官
に
対
し
て
本
人
出
頭
(
民
訴
法
典
第
一
一
九
条
第
四
七

O

条
)
、
事
実
お
よ
び
主
張
項
目
に
関
す
る
質
問
(
民
訴
法
典
第
三
二
四
|
三

三
六
条
第
四
七

O
条
)
宣
誓
の
表
明
(
民
法
典
第
一
三
五
七

l
一
三
六
九

条
、
民
訴
法
典
第
五
五
条
第
一
二

0
1
一
一
一
一
条
第
四
七

O
条
)
、
商
業
帳

簿
の
提
出
・
呈
示
(
商
法
典
第
一
四
1

一
七
条
)
な
ど
を
命
じ
る
こ
と
を

許
す
こ
と
で
、
(
フ
ラ
ン
ス
法
は
)
解
明
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
正
当
な
手
段

を
司
法
官
ヨ
担
問
抗
可
え
(
こ
こ
で
は
裁
判
官
の
意
味
)
に
与
え
た
」
の
で
、

取
り
払
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
(
問
。
し
か
し
、
ジ
エ
ニ
イ
は
右
の
権
利

(
証
拠
獲
得
権
)
を
具
体
化
す
る
手
続
が
欠
け
て
い
る
点
を
問
題
と
し
、
商

法
上
の
提
出
義
務
や
閲
監
申
請
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
は
無
理

が
あ
り
、
ま
た
事
実
上
の
推
定
を
媒
介
と
し
た
間
接
的
な
強
制
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
い
の
で
、
旧
民
訴
法
典
第
二
ニ

O
六
条
に
基
づ
く
ア
ス
ト
ラ

ン
ト
を
伴
っ
た
法
廷
命
令
に
よ
っ
て
提
出
強
制
を
課
す
こ
と
の
み
が
認
め

ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

q
J
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(
お
)

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
ゥ
モ

l
グ
は
、
提
出
強
制
肯
定
説
の
立
場
か

ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
証
明
権
に
つ
い
て

当
事
者
は
証
明
権
を
有
す
る
。
そ
れ
は
適
切
か
つ
認
容
さ
れ
る
事
実
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
当
事
者
が
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彼
の
証
明
を
妨
げ
る
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、

で
あ
る
。
(
中
略
)
証
明
に
参
加
せ
ず
、
あ
る
所
為
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
書

証
伝
達
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
証
明
)
不
可
能
に
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
敗
訴
を
も
た
ら
す
。
」

「
レ
ン
ヌ
控
訴
院
一
九
二
八
年
六
月
一
四
日
判
決
は
二
つ
の
点
が
注
目

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
当
事
者
に
対
し
て
、
そ
の
所
持
す
る
書
証

を
自
分
に
見
せ
ろ
と
い
う
訴
え
が
認
め
ら
れ
た
が
、
相
手
方
は
見
せ
な
か

っ
た
。
伝
達
は
、
こ
こ
で
は
裁
判
の
利
益
と
い
う
観
念
か
ら
、
お
よ
び
文

書
の
あ
る
種
の
共
向
性
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
。
(
中
略
)
判
決
は
、
さ
ら
に

こ
れ
ま
で
明
示
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
は

っ
き
り
認
め
た
。
(
中
略
)
被
告
が
証
明
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
(
証
明
)
を
不
可
能
に
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
あ
た
か
も
(
自
ら
に
)

(
却
)

最
も
不
利
な
証
明
が
な
さ
れ
た
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
」

こ
こ
で
は
判
例
紹
介
と
い
う
文
献
の
性
質
上
、
詳
し
い
論
述
が
な
さ
れ

て
い
な
い
が
、
一
方
当
事
者
の
立
証
へ
の
椙
手
方
の
協
力
義
務
と
そ
の
サ

ン
ク
シ
ョ
ン
が
、
証
明
権
の
名
の
下
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
同
時
期
に
、
ド
ゥ
モ
ン
テ
が
文
書
提
出
強
制
に
関
す
る
詳
細
な

テ
人
却
を
発
表
し
た
。
そ
の
基
本
視
点
は
、
個
人
主
義
的
法
観
念
と
連
帯

主
義
的
(
社
会
的
)
法
観
念
と
の
調
和
両
立
を
試
み
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
極
端
に
個
人
主
義
に
徹
し
た
法
体
制
に
お
い
て
は
、
国

家
は
私
人
間
の
紛
争
に
全
く
介
入
で
き
ず
、
私
人
が
可
能
な
限
り
完
全
な

自
由
を
求
め
る
こ
と
で
、
結
局
法
そ
の
も
の
の
否
定
な
い
し
は
力
の
支
配

に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
訴
訟
上
の
証
明
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
は
相

手
方
に
何
等
の
協
力
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
孤
立
し
た
立
場
で
戦
う

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
札
問
。
こ
れ
に
対
し
て
、
極
端
な
社
会
法
的
観
念
に

徹
し
た
場
合
、
各
当
事
者
は
相
手
方
な
い
し
第
三
者
か
ら
自
己
の
証
明
へ

の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
は
社
会
が
法
の
目
的
で
あ
っ

て
、
個
人
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
い
わ
ば
神
格
化
さ
れ
た
存
在
と
し

て
の
国
家
が
個
人
の
可
能
性
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
個
人
の
「
権

利
」
な
る
も
の
は
全
く
否
定
さ
れ
る
か
ま
た
は
(
国
家
の
)
窓
意
に
委
ね

ら
れ
、
証
明
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
単
に
各
人
の
真
実
発
見
へ
の

(
協
力
)
義
務
が
あ
る
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
ド
ゥ
モ
ン

テ
は
、
個
人
主
義
的
法
観
念
も
社
会
的
法
観
念
も
、
ど
ち
ら
も
絶
対
的
原

理
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
と
る
べ
き
道
は
両
者
の
調
和
両
立
に
あ

る
と
説
く
。
証
明
に
関
し
て
い
え
ば
、
社
会
的
連
帯
に
基
礎
付
け
ら
れ
た

証
明
権
も
、
個
人
主
義
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
所
有
権
・
秘
匿
権
も
承
認
し

た
上
で
、
そ
れ
ら
の
相
互
抵
触
に
調
整
を
加
え
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を

〉
マ
令
。
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も
っ
と
も
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
社
会
的
利
益
の
重
要
性
の
度
合
が

刑
事
訴
訟
・
行
政
訴
訟
に
比
べ
て
劣
る
の
で
、
証
明
権
が
全
面
的
に
優
先

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
抽
象
的
な
基
準
と
し
て
は
、
証
拠
と
し
て
の
利

用
の
利
益
が
あ
り
、
か
つ
他
者
に
(
物
質
的
)
損
害
が
生
じ
な
い
場
合
に
、

証
明
権
の
優
先
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
挙
証
者
と
証
拠
(
文

書
)
所
持
者
と
の
聞
に
実
体
的
な
関
係
(
例
え
ば
契
約
関
係
)
が
存
在
す

(ロ)

る
場
合
は
よ
り
強
く
証
明
権
の
優
先
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
に
立
っ
て
、
ド
ゥ
モ
ン
テ
は
法
制
丸
制
お
よ
び
比
較

法
的
杭
烈
を
通
じ
て
証
明
権
の
様
々
な
在
り
方
を
検
討
し
、
現
代
フ
ラ
ン

ス
法
に
証
明
権
が
存
在
す
る
か
と
い
う
問
題
を
た
て
、
明
文
上
認
め
ら
れ

て
い
る
商
業
帳
簿
と
閲
覧
申
請
の
外
に
、
次
の
三
つ
の
類
型
の
提
出
強
制

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
第
一
に
共
通
文
書
で
あ
り
、
第
二
に
委
任

関
係
に
あ
る
当
事
者
間
で
受
任
者
の
所
持
す
る
委
任
事
務
に
関
す
る
書
類
、

第
三
に
よ
り
一
般
的
に
、
「
衡
平
な
い
し
裁
判
上
の
利
益

2
2広
E
E広
芯
門

号

E
E
2
W巾
に
基
づ
い
(
百
」
提
出
強
制
を
認
め
る
場
合
、
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
第
三
の
類
型
は
、
ラ
ン
戸
白
。
コ
民
事
裁
判
所
一
八
九
五
年
六
月

ニ
六
日
札
…
悌
開
が
「
相
手
方
当
事
者
か
ら
証
書
の
伝
達
を
求
め
る
権
利
は
、

そ
の
伝
達
へ
の
正
当
な
利
益
-
宮
ロ
門
広m「み巾門=]広m肉巴{門巴-ヨ巾
2宇

当
事
者
に
共
通
な
文
室
書
回
で
な
く
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
当
事
者
に
帰
属
す

る
」
と
判
示
し
た
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
と
反
対

の
趣
旨
の
判
決
も
多
数
存
在
す
る
が
、
ド
ゥ
モ
ン
テ
は
、
そ
れ
ら
が
す
べ

て
「
正
当
な
利
益
」
の
な
い
事
案
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
い
認
。

北法38(I・154)154

こ
う
し
た
現
状
分
析
の
上
で
、
ド
ゥ
モ
ン
テ
は
、
提
出
強
制
否
定
説
の

根
拠
が
提
出
を
強
制
さ
れ
る
当
事
者
の
不
都
合
を
考
慮
し
て
い
る
点
に
あ

る
こ
と
、
逆
に
肯
定
説
の
根
拠
が
提
出
強
制
に
よ
る
真
実
発
見
の
裁
判
上

の
利
益
を
重
視
す
る
点
に
あ
る
こ
と
の
二
つ
を
ふ
ま
え
て
、
両
者
の
調
和

点
と
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。

「
強
制
提
出
に
よ
り
生
じ
る
当
事
者
の
不
都
合
は
、
事
実
と
し
て
、
そ

の
提
出
が
損
害
を
引
き
起
こ
す
場
合
で
な
け
れ
ば
援
用
で
き
な
い
。
真
実

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
裁
判
上
の
利
益
は
、
そ
の
真
実
の
顕
現
が
事
実

(
羽
)

上
有
害
に
な
る
場
合
に
、
逆
に
道
を
譲
る
。
」

具
体
的
に
は
次
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

「
て
伝
達
す
べ
き
書
証
は
、
訴
訟
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

ら
れ
な
い
。
(
旧
)
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
は
限
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。

二
、
伝
達
を
得
る
た
め
に
は
、
文
書
に
権
利
を
有
す
る
必
要
は
な
く
、

利
益
で
十
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
重
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
利
益
の
程
度
は
裁
判
官
が
評
価
す
る
。

三
、
し
か
し
な
が
ら
、
(
提
出
の
)
要
求
は
被
告
に
対
し
、
後
に
訴
追
ま

た
は
告
訴
を
受
け
る
よ
う
な
害
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
係
属
中
の
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訴
訟
に
お
い
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
金
銭

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
必
ず
し
も
考
慮
を
要
し
な
い
。

四
、
要
求
さ
れ
る
書
証
は
、
要
求
を
受
け
た
者
の
手
中
に
あ
り
、
(
訴
訟
)

事
件
に
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書

証
を
求
め
る
当
事
者
は
さ
ら
に
そ
れ
を
容
易
に
識
別
で
き
る
ほ
ど
十
分
な

正
確
さ
を
も
っ
て
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
最
後
に
、
要
求
さ
れ
た
文
書
が
他
の
も
の
と
混
ざ
っ
て
い
る
場
合
、

そ
れ
を
捜
し
出
す
の
は
所
持
当
事
者
で
あ
り
、
そ
の
義
務
は
明
ら
か
に
積

(
却
)

極
的
な
も
の
で
あ
る
。
」

(
品
開
)

(

H

U

)

丘
そ
の
後
、
肯
定
説
は
教
科
書
や
関
連
問
題
を
扱
う
論
文
に
受
付
継

が
れ
た
。
そ
れ
ら
の
論
拠
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
旧
民
訴
法
典
第
四
八

O

条
一

O
号
が
、
「
当
事
者
の
所
為
に
よ
っ
て
留
置
さ
れ
て
い
た
、
裁
判
の
き

め
手
と
な
る
書
類
が
判
決
の
の
ち
に
手
に
は
い
っ
た
場
合
」
に
再
審
を
認

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
中
に
文
書
を
秘
匿
す
る
自
由
を
無
制
限
に
認

(
位
)

め
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
実
定
法
上
《
Z
巾
B
O
Rロ
巾
昨
日
・
・

-

V

の
原
理
を
規
定
し
た
法
文
が
な
く
、
た
と
え
不
文
の
原
理
と
し
て
認
め
る

と
し
て
も
、
一
般
化
す
る
べ
き
根
拠
は
に
ゆ
、
実
質
的
に
も
《

Z
3。

丹市ロ

m
E
7
・
・
》
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
上
の
争
い
の
誠
実
性
に

(
判
)

反
し
、
真
実
発
見
に
不
利
で
あ
る
こ
と
、
一
種
の
権
利
濫
用
に
も
な
り
う

(
必
)

る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
肯
定
説
は
旧
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
に
よ
る
書
証
伝

達
の
抗
弁
の
転
用
に
よ
り
提
出
強
制
を
認
め
る
要
件
と
し
て
、
次
の
三
点

を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

(a)
当
該
書
証
が
裁
判
の
き
め
手
と
な
る
も
の

で
あ
っ
て
、
真
実
発
見
の
重
大
な
利
益
が
あ
る
こ
と
、

(
b
)
提
出
を
求
め

る
当
事
者
が
、
そ
の
書
証
を
は
っ
き
り
特
定
す
る
こ
と
、

(
C
)
提
出
に
よ

り
所
持
当
事
者
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
、
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
が
害

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
。

こ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
所
持
者
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
と
は
、
訴
追
さ
れ

な
い
こ
と
や
職
業
上
の
秘
密
、
取
引
上
の
秘
密
、
そ
し
て
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

ー
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
不
提
出
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し

(
岨
)

て
は
、
不
利
益
な
事
実
の
推
定
が
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
肯
定
説
の
中
で
、
訴
外
第
三
者
、
と
り
わ
け
私
人

(
釘
)

に
対
し
て
提
出
強
制
を
認
め
る
見
解
は
少
数
で
あ
る
が
、
提
出
に
任
意
に

応
じ
な
い
場
合
に
損
害
賠
償
を
課
す
る
な
ど
、
間
接
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を

(
組
)

加
え
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
提
出
強
制
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。

(
時
)
福
井
・
前
掲
室
百
(
第
二
章
第
三
節
注
お
)
一
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が
前
提
と
し
た
自
由
主
義
・
個
人
主
義
的
法
制

度
に
お
い
て
産
業
が
発
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
場
の
増
加
、

動
産
・
有
価
証
券
の
重
要
性
の
増
大
、
労
働
者
階
級
の
成
立
、
危

険
の
増
大
と
保
険
の
果
た
す
べ
き
役
割
の
拡
大
な
ど
、
ナ
ポ
レ
オ
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ン
法
典
の
予
定
し
な
い
社
会
情
勢
の
変
化
が
生
じ
、
こ
の
変
化
は

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
解
釈
に
柔
軟
性
を
要
求
し
た
。

(
口
)
フ
ラ
ン
ス
学
会
編
・
前
掲
室
百
(
第
一
章
第
二
節
注
5
)
参
照
。

こ
の
連
帯
主
義
は
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア

Feロ
∞
。
ロ
品
2
2
を

そ
の
代
表
格
と
す
る
思
想
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
オ
l
ギ
ュ
ス

ト
・
コ
ン
ト
に
始
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
の
生
物
学
派
(
ミ

ル
、
ス
ペ
ン
サ

1
)
を
経
て
デ
ユ
ル
ケ

i
ム
に
至
っ
た
実
証
主
義

社
会
学
の
影
響
が
あ
る
。

(
時
)
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
思
想
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
出
発
点
と
し
て
、
社
会
の
構
成
員
の
聞
に
相
互
依
存
の
関

係
が
、
事
実
と
し
て
、
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
正
義

の
感
情
を
媒
介
と
し
て
、
義
務
と
し
て
の
連
帯
が
要
求
さ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
事
実
と
し
て
の
連
帯
に
お
い
て
、
不
均
衡
が
存
在

す
る
場
合
、
我
々
の
正
義
感
情
は
社
会
か
ら
受
け
取
る
も
の
と
社

会
に
与
え
る
も
の
と
の
等
価
性
を
要
求
す
る
の
で
、
不
均
衡
を
是

正
し
て
公
平
を
実
現
す
る
た
め
に
社
会
か
ら
法
外
な
恩
恵
を
受
け

た
も
の
が
社
会
的
負
債
を
負
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

負
債
発
生
根
拠
を
事
務
管
理
の
法
理
を
用
い
て
説
明
し
た
。
こ
こ

か
ら
彼
の
説
は
社
会
準
契
約
説
と
呼
ば
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
学
会
編
・

前
掲
書
(
第
一
章
第
二
節
注
5
)
三

九

四

四

O
O頁。

(
凹
)
ジ
ュ
リ
オ
・
ド
・
ラ
・
モ
ラ
ン
デ
イ
エ

l
ル
『
現
代
法
の
諸
問

題
』
一
五

O
頁
。
そ
の
影
響
を
端
的
に
説
明
し
た
部
分
を
、
長
く

な
る
が
引
用
す
る
。
(
旧
漢
字
は
改
変
)

「
法
律
文
化
の
進
展
は
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
こ
の
個
人
主

義
的
法
理
を
衰
退
せ
し
め
、
こ
こ
に
社
会
的
思
想
の
再
生
を
促
す

に
至
っ
た
0

・
・
・
社
会
的
恩
恵
は
、
種
々
な
形
態
即
ち
共
産
主
義
、

マ
ル
ク
ス
主
義
、
社
会
主
義
、
社
会
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、
連
帯
主

義
等
の
形
態
を
以
て
現
わ
れ
た
。
然
し
乍
ら
、
そ
の
形
態
の
如
何

に
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
諸
観
念
は
、
い
ず
れ
も
、
同
一
の
基
礎
を

有
す
る
。
即
ち
個
人
は
そ
の
自
体
に
診
て
法
の
目
的
及
び
法
の
淵

源
た
る
も
の
で
は
な
い
。
個
人
は
、
そ
の
本
来
の
性
質
に
よ
っ
て

個
人
的
権
利
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
各
個
別
的
に
考
え
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
法
の
観
念
は
必
然
的
に
社
会
的
で
あ
る
。
法
の

観
念
は
、
社
会
即
ち
一
つ
の
個
人
の
独
立
せ
る
一
つ
の
事
実
で
あ

る
。
従
っ
て
法
は
そ
の
淵
源
に
貯
て
必
然
的
に
社
会
的
で
あ
っ
て
、

こ
の
淵
源
は
即
ち
人
を
他
の
人
々
に
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
の
連
帯

が
そ
れ
で
あ
る
。
法
は
社
会
要
求
よ
り
発
生
し
、
従
っ
て
そ
の
窮

極
及
歪
目
的
に
診
て
も
社
会
的
で
あ
る
。
即
ち
法
の
目
的
は
個
人

の
自
由
で
は
な
く
、
団
体
の
利
益
を
中
心
と
し
て
吾
人
の
共
同
生

活
を
出
来
得
る
限
り
良
く
組
立
つ
る
こ
と
に
存
す
る
。

故
に
、
人
間
活
動
の
一
切
の
表
現
は
、
社
会
要
求
よ
り
生
ぜ
る

而
し
て
個
人
意
思
に
は
関
係
な
く
発
生
せ
る
客
観
法

2
3芹
。

σ・

古
門
円
以
)
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
る
。
こ
の
客
観
法
を
人
は
呼
ん
で

或
は
正
義
或
は
社
会
連
帯
と
名
づ
け
る
。
客
観
法
は
成
文
法
が
こ

れ
を
表
明
す
る
役
目
を
有
す
る
。
個
人
的
の
法
律
行
為
は
人
間
意

思
の
工
作
と
し
て
そ
れ
自
体
に
珍
て
価
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な

北法38(1・156)156
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く
、
ぞ
れ
が
客
観
法
に
適
合
す
る
に
珍
て
始
め
て
法
律
上
の
力
を

有
す
る
。
社
会
的
学
説
は
、
社
会
要
求
よ
り
生
ぜ
る
規
範
が
個
人

意
思
に
優
越
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
然
し
乍
ら
、
こ
れ
を
以
て
、

法
律
行
為
及
至
契
約
に
何
等
の
価
値
を
認
め
ぬ
と
云
う
の
で
は
な

い
。
最
も
社
会
化
せ
る
固
と
難
も
こ
の
価
値
を
認
め
る
が
、
そ
れ

は
基
庭
に
個
人
自
由
の
表
現
が
あ
る
が
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
法

律
行
為
が
社
会
均
衡
及
至
社
会
交
換
を
確
保
す
る
上
に
が
て
一
つ

の
適
良
な
方
法
な
る
が
故
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
し
て
社
会
要
求

を
体
現
せ
る
法
律
と
、
そ
の
適
用
を
掌
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
裁

判
官
と
は
、
常
に
法
律
行
為
に
対
し
、
優
越
性
と
緊
密
な
る
監
督

統
制
を
行
う
権
能
と
を
有
す
る
。
」

(
初
)
モ
ラ
ン
デ
ィ
エ

l
ル
・
前
掲
書
(
注
目
)
一
九
一
頁
以
下
。

(
幻
)
福
井
・
前
掲
書
(
第
二
章
第
三
節
注
お
)
一
七
八
頁
以
下
。

(n)
モ
ラ
ン
デ
イ
エ

l
ル
・
前
掲
書
(
注
目
)
五
三
頁
以
下
は
公
序

の
観
念
が
民
事
訴
訟
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
機
能
を
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
訴
訟
制
度
の
建
前
が
「
訴
訟
は
何

よ
り
も
ま
ず
訴
訟
当
事
者
の
事
件
(
事
柄
)
で
あ
る
」
と
さ
れ
て

い
る
が
故
に
、
「
公
序
観
念
は
、
こ
の
場
合
に
も
個
人
主
義
的
原
則

の
濫
用
の
控
制
を
目
的
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は

原
則
と
し
て
個
人
の
関
係
に
は
立
ち
入
り
え
な
い
が
、
『
公
の
秩
序
』

が
問
題
と
な
る
限
り
に
珍
て
は
積
極
的
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

l
ヴ
を

執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
こ
に
再
び
公
序
観
念
は
社
会
要
請
と

個
人
意
思
と
の
相
克
に
直
面
し
、
そ
し
て
個
人
自
由
の
濫
用
に
対

し
て
一
定
の
限
界
を
設
定
す
る
為
め
に
発
動
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
」

(
お
)
の
mロ可
L
-
2可
2
5
2印日〈
2
・
Z
0・
E
H・

(担

)
F
E・
な
お
、
引
用
条
文
中
、
旧
民
訴
法
典
第
五
五
条
は
一
九
四

九
年
二
月
九
日
法
律
で
廃
止
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
目
立
a
-
Z
0・H
∞N
・
な
お
、
旧
民
訴
法
典
第
二
ニ

O
三
条
に
つ
い
て

は
前
節
参
照
。
ま
た
、
ジ
ェ
ニ
イ
の
証
明
権
の
考
え
方
に
つ
い
て

は
第
一
章
参
照
。

(
部
)
巴
巾
同
出
。
明
Hpaaoσ
目
巾
ヨ
丘
町
。
ロ
ョ
河
巾
〈
・
可
一
ヨ
仏
吋
-
n
F
4
J
E
N
Y
H】・

記。・

2

5巾
ヨ
ク

E
N∞刀・∞
2
・

(
幻
)
吉
区
・
2
S
H
)

(
お
)
仔
広
・

2
s
s

(
却
)
巴
巾
E
C口
同
巾
回
、
円
、
巾
色
円
。
-
門
帥
-
白
胃
2M〈巾、

(初

)
F
E・匂℃・由

HHWUUNお
lN怠・

(但

)
F
E
-
u
u
-
M会
l

目。・

(
詑

)
F
E
2
)
-
N
E
N印
申
・

(
犯
)
彦
一
色
・
℃
U
-
N
C
2
凹・

(担

)
F
E
-
H
}匂
-
S
a
m
-

(
お
)
日
σ広・匂・

5
吋・

(
お
)
白
〈
巾
円
〉
ヨ
ぽ

5
・
ω
ヨ同

gzz-ロ
-
E
2・
M
S・
事
案
は
後
述

す
る
。

(
幻
)
こ
の
点
も
後
述
す
る
。

(
お
)
巴
巾
円
出
。

z
g
-
F巾
母
。
一
円
帥
】
同
買
巾
ロ
〈
巾
-
u・
5
0・
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(
m
g
g
E
-
H
)
匂
・

5
印
1
5∞・

(川明

)
p
u円
g
p
ゎ
。
ロ
3
Z
2
・
戸
口
2
m
-
一
宮
。
円
巾
「
吋
E
X
m
m
-
m
-

ヨ
巾
ロ
g
-
5
仏
巾
胃
。
n
m
門
凶
ロ
z
n
-
i
F
M
o
g
-
2
2
3
Z
0
・
A
Z
申
・
一

n
y
巾
〈
白
-
z
a
-
-
F
巾
n
y
白
『
肉
巾
己
巾
}
白
同
】
黒
川
口
〈
少
円
U
。
口
同
・
印
仏
巾
仏
円
。
x
n
-
J刊
日
}

者
間
】
吋
。
同
O
D
門
戸
(
呂
町
∞
!
日
申
)
な
ど
。

(
H
U
)
戸
巾
肉
巾
白
2
・
吋
市
川
区
巾
印
・
匂
℃
-
H
由
、
吋
巾
仲
田
-
一
口
市
門
戸
』
m
g
w
F
w
m
〈
。
-c巴
Oロ

円
凶
巾
印
匂
吋
巾
己
〈
2
2
a
g
芹
円
o
g
宮
司
m
-
∞
己
]
}
・
8
n
-
m
虫
色
・
2
5
℃
・

(]{申ω由)匂匂・吋吋ぬ仲間・

(
位
)
こ
の
論
拠
は
ド
ゥ
モ
ン
テ
以
前
に
珍
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
共
通
文
書
の
提
出
強
制
を
認
め
る
た
め
に
援
用
さ
れ
て
い
た
o

h

同コ
-
m
巾
件
。
町
田
己
〈
巾
回
口
円
。
一
色
巾
-
白
匂
円
。
n
m
仏
己
吋
巾
巳
〈
己
巾
巾
門

知
弘
吉
宮
山
田
可
国
立
〈
巾
・
日
。
E
・
2
g
o
)
、
H
J
H
-
P
叶
∞
∞
・
℃
・
出
。
・
ま
た
、

。
z
g
o
ロ
色
。
。
-
5
2
・
ロ
回
一
m
m
-
同
》
吋
m
n
目
的
丹
y
m
。
ュ
G
Z
巾巾仲間)吋国広告同市

門
同
市
℃
g
n
m
仏
C
R
n
一
三
]
巾
-
Y
E
・

(50∞
)
Z
0
・
2
印
は
、
こ
れ
を
一

般
的
提
出
強
制
の
論
拠
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ド
ゥ
モ
ン
テ
以
後

は
、
富
。
『
巾
]
唱
。
匂
・
門
戸
注
(
叫
)
Z
。
・
品
誌
や
冨
・
2
閉
山
・
・
0
3
x
n
z
-
f

z
。
-
N
H
∞
・
が
論
拠
し
て
い
る
。

(日
)
E
E
S
P
-
σ
E
J
冨
。
2
f
F
E
-
-
富
・
0
仲
間
二

U
B芹
丘
三
f
z
。
・

N
E
-
句
巾
可
。
?
の
O
R
F
Z
Y
H
H
3
・
な
お
同
旨
の
見
解
は
の
m
ロ
M
J

F
2
可
2
5
2
回
目
〈
2
・
Z
。
-
H
白
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
M
H
)
注
(
判
)
掲
記
文
献
の
他
に
、
富
・
2
戸
・
ロ
g
x
己
己
7
2
0
・
N
Z

(
K
M
)

司
巾
「
『
。
?
円
。
ロ
司
∞
-
Z
Y
H
H
叶
印
・
円
巾
m
淀川田町・円巾mF凹・司-H申叶・

(
必
)
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
制
裁
も
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、
司
巾
コ
。
?

円UOロ
3
・2。・HH吋印・

(U)

冨
。
『
巾
}
・
。
u
-
n
x
・
注
(
川
叫
)
Z
0
・
会
∞
・
は
、
は
っ
き
り
と
、
正
当

な
利
益
に
反
し
な
い
限
り
、
証
人
義
務
あ
る
者
は
書
証
提
出
義
務

も
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
文
献
は
皆
、
証
人
義
務
と

の
同
視
や
当
事
者
や
第
三
者
を
同
一
に
扱
う
こ
と
に
反
対
す
る
。

な
お
、
。
m
ロ
M
J
F
2
門
司
自
冨
町
田
-
4
2
・
2
。
ω
-
E
N
R
印
・
は
証
明
権

の
存
在
自
体
に
つ
い
て
、
所
持
者
が
当
事
者
で
も
第
三
者
で
も
区

別
し
な
い
が
、
証
明
権
に
対
立
す
る
権
利
の
在
り
方
、
お
よ
び
手

続
の
在
り
方
に
よ
り
差
が
出
て
く
る
。

(
叫
刊

)
P
M
q
o
?
の
。
ロ
司
P
Z
Y
H
H
3
・
Z
・
2
m
・
0
3
x
n
-
i
f
Z
Y
M
E
-
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三
、
否
定
説
と
肯
定
説
の
対
比

-
文
書
提
出
強
制
に
つ
い
て
旧
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
類
推
適
用
に

よ
る
肯
定
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
た
後
も
、
依
然
と
し
て
通
説
は
否
定
的

で
あ
っ
問
。
そ
の
論
拠
は
、
提
出
強
制
が
弾
劾
主
義
的
手
続
に
な
じ
ま
な

い
と
す
る
こ
と
の
他
に
、
主
と
し
て
《
Z
巾
5
0
Z
ロ
巾
E
7
・
・
》
が
援
用

さ
れ
る
が
、
こ
の
法
諺
の
意
味
は
二
通
り
に
理
解
さ
れ
て
い
(
問
。

(
a
)

証
明
責
任
を
負
わ
な
い
当
事
者
の
消
極
的
態
度
を
保
持
す
る
自

由
を
承
認
す
る
《
〉
n
Z江
古
2
5
σ
山
仲
買
。
σ
え
芯
》
の
観
念
的
延
長
と
し

て
の
意
味
。

b 

裁
判
官
中
立
原
理
℃
ユ
ロ
巳
胃
骨
S
E
E
-
-
広
に
基
づ
く
と
こ
ろ

の
、
裁
判
官
の
消
極
性
を
命
じ
る
意
味
。



フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

(a)
の
意
味
、
す
な
わ
ち
証
明
責
任
原
理
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
理
解

す
る
の
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
定
説
で
あ
り
(
本
節
一
参
照
)
、
二

O
世
紀

の
文
献
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「(《

Z
巾

g
o
gロ
巾

E
7
・
-

V

は
)
白
円
円
。
ュ

zncgσ
一
円
買
。

σ忠一。

と
い
う
法
諺
の
観
念
的
延
長
で
あ
り
、
原
告
が
自
ら
の
責
任
で
行
う
べ
き

証
拠
の
提
出
を
相
手
方
に
押
し
付
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
原
告
は
、
よ
り
少
な
い
証
明
方
法
で
満
足
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を

自
分
で
集
め
る
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
」

こ
れ
に
対
し
て

(
b
)
の
意
味
、
す
な
わ
ち
裁
判
官
の
中
立
原
理
か
ら
説

明
す
る
比
艇
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
訴
法
の
弾
劾
主
義
的
性
格
と
も
重
な
り
合

う
(
本
第
の
一
節
参
照
)
。
弾
劾
主
義
的
性
格
を
有
す
る
民
事
訴
訟
に
お
い

て
、
証
拠
提
出
包

g
z
g可
丘
町
内
}
ロ
号
釘
胃

2
2
の
局
面
に
お
け
る
裁
判

官
の
役
割
は
、
証
明
の
適
法
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
職
権
に
よ
る
証
拠
調

ベ
ヨ
巾

2
2
5
5
5
n
c
g
の
命
令
に
限
丸
一
問
、
裁
判
官
が
当
事
者
の
提

出
し
な
か
っ
た
事
実
や
文
書
・
書
証
を
自
ら
引
き
込
む
こ
と
は
、
そ
の
役

割
限
界
を
は
る
か
に
越
え
る
こ
と
と
な
る
の
で
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
書
証
の
持
つ
特
殊
な
性
格
(
法
定
証
拠
、
そ
の

提
出
手
続
な
ど
)
か
ら
、
他
の
証
明
方
法
(
証
人
、
検
証
、
鑑
定
な
ど
)

と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
「
事
実
問
白
一
色
に
近
い
扱
い
を

(
M
)
 

受
け
る
た
め
、
処
分
原
理
有
一
口
三
宮
門
出
告
。
印
庄
内
と
結
び
付
け
て
、
次
の
よ

う
に
も
説
明
さ
れ
る
。

各
当
事
者
の
申
立
は
、
そ
の
当
事
者
が
拠
り
所
と
す
る
つ
も
り
の
証
明

資
料

2
m
g
g
E巾
胃

2
2
に
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
申
立
に
性
格
と
範
囲
と
限
界
を
与
え
る
の
は
証
明
資
料
で
あ
る
。
(
中

略
)
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
裁
判
官
が
、

彼
自
身
の
権
威
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
証
明

資
料
の
審
理
へ
の
導
入
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
新
た
な
証
明
資
料
に

矛
盾
す
る
一
方
当
事
者
の
申
立
は
、
(
新
し
い
証
明
資
料
が
両
当
事
者
に
共

通
の
も
の
と
な
る
た
め
、
)
そ
れ
に
よ
り
相
手
方
に
迷
惑
を
か
け
る
形
で
修

正
・
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
審
理
の
範
囲
と
、
そ
し
て

お
そ
ら
く
対
象
と
が
裁
判
官
自
身
の
介
入
に
よ
っ
て
変
更
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
、
し
か
も
彼
の
職
務
の
性
質
に
は
何
等
反
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
新
た
な
証
拠
を
収
集
・
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
裁
判

官
に
課
さ
れ
る
自
制
の
真
の
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
(
認
。
」

こ
の
他
、
形
式
的
理
由
と
し
て
は
提
出
強
制
を
明
文
で
認
め
て
い
る
諸

規
定
(
本
節
一
参
照
)
の
反
対
解
釈
も
、
《

Z
巾

S
O
Sロ
巾

Z
7
・
・
》
の

有
効
性
と
提
出
強
制
の
一
般
化
に
対
す
る
反
対
と
が
主
張
さ
れ
て
い
(
問
。

Z

こ
れ
に
対
す
る
肯
定
説
は
、
否
定
説
の
論
拠
に
次
の
よ
う
に
答
え

て
い
る
。
ま
ず
、
明
文
上
提
出
強
制
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
点
に
つ
い

て
は
、
同
様
に
《

zgd。門
2
2
R
・・
-
V

を
認
め
る
法
文
上
の
根
拠
も
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な
く
、
む
し
ろ
旧
民
訴
法
典
第
四
八

O
条
一

O
号
の
趣
旨
を
解
釈
す
れ
ば
、

(
町
)

第
一
八
八
条
の
類
推
適
用
が
正
当
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。

ま
た
実
質
面
で
は
、
《

Z
C
S
C
H
2
2
R
・
・
・
》
の
意
味
が
証
明
責
任

を
負
わ
な
い
当
事
者
の
消
極
的
態
度
を
保
つ
自
由
に
あ
る
と
理
解
す
る
立

場
に
対
し
て
、
真
実
発
見
の
利
益
を
有
す
る
当
事
者
が
、
人
格
権
に
基
礎

付
け
ら
れ
た
証
明
権
に
よ
っ
て
相
手
方
当
事
者
に
証
拠
提
出
を
要
求
で
き

(
回
)

る
こ
と
、
そ
し
て
消
極
的
態
度
に
終
始
す
る
こ
と
は
権
利
濫
用
に
類
似
す

る
に
印
、
さ
ら
に
最
近
の
見
解
に
よ
れ
ば
そ
も
そ
も
証
明
責
任
は
真
偽
不

明
の
リ
ス
ク
を
ど
ち
ら
の
当
事
者
に
負
担
さ
せ
る
か
、
の
問
題
で
あ
っ
て
、

(
削
)

そ
こ
か
ら
証
拠
提
出
の
行
為
義
務
の
是
非
は
引
き
出
せ
な
い
こ
と
、
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

《
Z
巾ヨ。門
2
2
R
・
・
・
》
の
意
味
を
裁
判
官
の
中
立
性
、
そ
し
て
消

極
性
を
指
示
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
見
解
に
対
し
て
は
、
前
節
で
挙
げ
た

よ
う
に
、
旧
民
訴
法
典
自
体
全
く
消
極
的
な
裁
判
官
像
を
予
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
上
、
裁
判
官
は
社
会
的
利
益
を
実
現
す
べ
き
役
割
を
有
し
、

当
事
者
の
証
明
権
を
実
現
す
る
役
目
を
負
わ
さ
れ
て
よ
い
と
す
る
。
ま
た

「
裁
判
官
の
中
立
性
は
、
証
拠
の
収
集
を
当
事
者
の
一
方
が
求
め
て
い
る
限

り
、
あ
る
い
は
法
律
の
許
す
限
り
職
権
で
命
じ
て
も
問
題
と
は
な
九
一
槌
い
。
」

と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

q《
υ

こ
の
よ
う
に
両
説
の
論
拠
を
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
問
題
の
焦

点
は
裁
判
官
の
役
割
を
め
ぐ
る
対
立
と
、
当
事
者
が
相
手
方
に
対
し
て
提

出
を
要
求
す
る
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
の
対
立
の
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

そ
の
う
ち
、
裁
判
官
の
役
割
の
点
だ
け
を
見
れ
ば
、
否
定
説
の
立
場
に
あ

っ
て
も
、
共
通
文
書
の
提
出
強
制
を
第
一
八
八
条
の
転
用
に
よ
り
認
め
る

の
で
、
少
な
く
と
も
実
体
法
上
の
権
利
に
基
づ
く
提
出
要
求
に
つ
い
て
裁

判
官
が
手
を
貸
す
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
問
題
は
そ
の
他
の
文
書
で
あ

る
。
肯
定
説
は
そ
の
他
の
文
書
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
証
明
権
と
し
て
提

出
要
求
が
可
能
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
り
、
そ
の
法
理
論
上
の
根
拠
を
人

格
権
に
求
め
る
の
で
、
人
格
権
に
基
づ
き
実
体
法
上
当
事
者
が
相
手
方
に

提
出
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
と
の
点
で
一
致
を
見
れ
ば
、
両
説
は
同
一
の

結
論
に
帰
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
法
理
論
上
は
人
格
権
に
基
礎
付
け
る
と
し
つ
つ
も
、
証
明

権
を
認
め
る
立
場
の
実
質
的
考
慮
は
、
訴
訟
上
の
利
益
、
す
な
わ
ち
相
手

方
の
所
持
す
る
文
書
を
裁
判
上
提
出
せ
し
め
て
自
己
の
主
張
の
真
実
性
を

立
証
す
る
利
益
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
純
粋
に
実
体
法
上
の
権
利
と
す
る

に
は
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
た
証
明
権
を
認
め
る
べ
き
理
由
と
し
て
、
裁
判

官
に
よ
る
真
実
発
見
の
必
要
を
も
援
用
し
て
、
「
公
平
と
同
時
に
裁
判
の
利

益
百
昨
今
宮
号

E
吉田

Z
2
か
ら
も
、
当
事
者
に
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る

証
書
吾

B
を
手
放
す
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
が
裁
判
官
に
可
能
と
な
る
」

と
述
べ
る
の
で
、
当
事
者
に
相
手
方
の
所
持
文
書
の
提
出
要
求
の
権
利
(
証
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H
叶
日
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四
、
旧
民
訴
法
典
の
下
で
の
判
例

-
一
般
に
判
例
は
文
書
提
出
強
制
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

(
釘
)

る
が
、
肯
定
し
た
判
例
も
多
く
存
在
し
た
。
こ
こ
で
は
一
つ
一
つ
の
判
決

に
立
ち
入
っ
て
検
討
を
加
え
る
が
、
提
出
強
制
が
問
題
に
な
る
局
面
に
つ

い
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
学
説
は
主
に

旧
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
の
書
証
伝
達

g
B
E
g
-
s
z
g
の
規
定
の
類

推
適
用
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
お
り
、
こ
の
外
に
は
第
一
三

O
六
条
の
適
用

も
論
じ
ら
れ
る
が
、
判
例
に
お
い
て
提
出
強
制
の
可
否
が
問
わ
れ
た
の
は
、

{“} 

第
一
八
八
条
の
外
に
、
鑑
定
人
の
職
務
の
た
め
書
証
の
提
出
を
強
制
さ
せ

ら
れ
る
か
、
と
い
う
場
合
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。

第
一
八
八
条
の
場
合
と
鑑
定
人
の
場
合
と
で
は
手
続
が
異
な
り
、
認
否

の
理
由
も
異
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
ど
ち
ら
も
、
一
方
当

事
者
の
証
明
の
た
め
相
手
方
か
ら
書
証
を
提
出
さ
せ
る
と
い
う
点
で
差
異

(
釘
)

は
な
く
、
全
く
別
個
の
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
形

式
面
で
の
差
異
に
留
保
し
つ
つ
も
、
特
に
区
別
は
し
な
い
で
検
討
す
る
こ

と
と
す
る
o

nr
“
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ま
ず
共
通
文
書
に
関
す
る
判
例
を
見
て
み
よ
う
。

共
通
文
書
の
提
出
を
求
め
て
却
け
ら
れ
た
当
事
者
が
破
鮫
院
に
破
段
申

立
を
な
し
た
が
棄
却
さ
れ
た
と
い
う
事
例
が
一
八
三
七
年
に
あ
る
湖
、
こ

れ
は
提
出
を
命
じ
な
く
と
も
違
法
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
提
出

強
制
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
一
般
に
共
通
文
書

の
提
出
強
制
を
第
一
八
八
条
に
よ
り
課
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。

判
例
に
お
い
て
は
、
交
互
計
算
契
約
終
了
後
に
作
成
さ
れ
た
計
算
書
に

つ
い
て
、
そ
の
債
権
者
・
債
務
者
間
の
み
な
ら
ず
、
債
権
者
と
債
務
者
の

連
帯
保
証
人
と
の
聞
で
も
共
通
と
さ
札
問
。
ま
た
委
任
関
係
の
両
当
事
者

聞
に
お
い
て
受
任
者
の
委
任
事
務
に
関
わ
る
一
切
の
書
類
が
共
通
だ
と
さ

(
問
、
無
効
な
遺
言
に
よ
り
財
産
を
占
有
し
た
者
の
帳
簿
が
、
そ
の
財
産
の

法
定
相
続
人
と
占
有
者
と
の
間
で
共
通
だ
と

L
M、
さ
ら
に
は
被
相
続
人

の
家
庭
の
帳
簿

zm庄司
g
号
Bgzozg(民
法
典
第
二
三
二
一
条
参
照
)

も
、
共
同
相
続
人
間
で
は
共
通
だ
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
学
説
に
よ
る
共
通
文
書
の
概
念
と
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
他
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
聞
で
森
林
の
帰
属
が
争
わ
れ
た
事
件

に
お
い
て
、
原
告
国
が
被
告
地
方
公
共
団
体
と
旧
所
有
者
(
領
主
)
と
の

間
で
係
争
地
の
利
用
に
関
し
て
交
わ
さ
れ
た
証
文
の
提
出
を
被
告
に
求
め

た
と
い
う
事
案
で
、
そ
の
提
出
強
制
を
認
め
た
例
が
あ
(
初
。
こ
の
事
件
で
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は
当
該
証
文
の
日
付
、
署
名
者
、
表
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
内

容
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
っ
た
。
メ
ッ
ス
控
訴
院
は
、
当
該
文
書
が
両
当

事
者
に
共
通
で
か
つ
紛
争
解
決
に
有
用
で
あ
り
、
共
通
文
書
に
旧
民
訴
法

典
第
一
八
八
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
第
四
八

O
条
に
よ
り
明
ら
か

で
あ
る
と
し
て
、
被
告
に
提
出
を
命
じ
た
。
被
告
の
所
持
に
つ
い
て
争
い

が
あ
り
、
被
告
は
紛
失
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
が
、
紛
争
の
生
じ
る

前
に
被
告
の
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
そ
れ
以
降

に
紛
失
し
た
事
由
が
主
張
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
不
所
持
を
理
由
と

し
て
提
出
を
拒
み
得
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
行
政
上
の
使
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
提
出
を

命
じ
た
判
決
が
二
件
あ
る
。
一
つ
は
私
人
が
経
営
し
、
村
の
認
可
を
受
け

た
公
共
屠
殺
場
Y
と
そ
の
利
用
者
X
と
の
聞
の
紛
争
で
、

X
が
Y
に
過
払

い
し
た
税
金
の
返
還
を
求
め
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
詳
し
い

事
案
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
も
か
く

X
は
そ
の
過
払
い
の
立
証
の

た
め

Y
が
作
成
保
存
し
て
い
る
帳
簿
の
伝
達
を
求
め
た
。
破
毅
院
審
理
部

は、

Y
の
帳
簿
作
成
義
務
が
そ
の
利
用
者
の
税
金
徴
収
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
可
能
に
す
る
た
め
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
「
そ
れ
故
こ

の
帳
簿
は
公
共
会
計
簿
の
性
質
を
有
し
、
そ
の
提
出
に
つ
い
て
民
法
典
第

(
九
)

一
コ
二
五
条
は
障
害
で
は
な
い
」
と
判
示
し
、
破
援
申
立
を
却
け
た
。
ま

た
比
較
的
最
近
、
財
産
の
譲
渡
と
遺
贈
の
無
効
が
争
わ
れ
た
ケ

l
ス
で
、

原
告
が
被
告
に
対
し
、
被
告
の
手
形
取
引
の
明
細
表
、
銀
行
当
座
預
金
証

書
の
抄
本
、
係
争
物
件
た
る
自
動
車
の
譲
渡
の
た
め
行
政
庁
に
提
出
す
べ

き
書
類
の
写
し
な
ど
の
提
出
を
求
め
た
事
案
で
、
原
審
は
全
部
、
控
訴
審

は
一
部
を
認
容
し
た
例
が
札
認
。
プ
ザ
ン
ソ
ン
控
訴
院
は
手
形
取
引
明
細

表
お
よ
び
当
座
預
金
証
書
の
抄
本
に
つ
い
て
、
個
人
的
文
書
ま
た
は
書
類

で
あ
っ
て
伝
達
を
命
じ
得
な
い
と
し
た
が
、
行
政
庁
に
提
出
す
る
書
類
は

両
当
事
者
に
共
通
で
あ
る
と
し
て
提
出
命
令
を
認
め
た
。
そ
こ
で
は
共
通

文
書
た
る
こ
と
の
理
由
を
と
く
に
示
し
て
は
い
な
い
。

以
上
の
判
例
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
共
通
文
書
の
概
念
は
学
説
の
説
明

す
る
と
こ
ろ
よ
り
広
く
、
行
政
上
作
成
・
提
出
が
必
要
な
文
書
も
含
め
て

理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
ま
た
、
学
説
も
認
め
て
い

る
類
型
の
文
書
に
つ
い
て
も
、
契
約
関
係
に
あ
る
両
当
事
者
の
間
で
の
契

約
書
、
共
有
関
係
に
あ
る
両
当
事
者
の
聞
で
の
共
有
物
に
関
す
る
証
書
・

文
書
な
ど
が
、
本
来
の
当
事
者
聞
に
限
ら
ず
、
継
承
者
、
保
証
人
等
に
対

し
て
も
共
通
と
さ
れ
て
お
り
、
実
体
法
上
の
利
用
権
が
あ
る
場
合
に
は
限

ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
判
例
上
の
共
通
文
書
概
念
に
統
一
的
な
定
義
を

与
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
実
体
的
な
法
律
関

係
の
中
で
、
お
よ
び
行
政
庁
へ
の
関
わ
り
を
通
じ
て
、
当
該
文
書
が
「
公

共
性
」
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
共
通
文
書
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
が
、
日
本
民
訴
法
第
=
二
二
条
三
号

北法38(1・163)163
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の
利
益
文
書
・
法
律
関
係
文
書
の
沿
革
を
考
え
る
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
法

上
の
共
通
文
書
概
念
が
行
政
に
関
わ
る
文
書
も
含
め
て
い
た
と
い
う
点
は

興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

&
共
通
文
書
以
外
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
結
論
と
し
て
提
出
強
制
を
否

定
し
た
判
決
が
多
数
を
占
め
る
が
、
一
般
論
と
し
て
提
出
強
制
の
余
地
を

認
め
る
判
決
は
阜
く
か
ら
存
在
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
一
八
七

九
年
六
月
一
七
日
破
殴
院
審
理
部
札
慨
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
(
旧
)
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
は
、
各
当
事
者
に
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
に

対
し
て
使
用
さ
れ
る
書
証
の
み
の
伝
達
を
要
求
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。

裁
判
所
が
こ
の
明
確
か
っ
限
定
的
な
条
文
に
も
拘
わ
ら
ず
、
真
実
発
見
の

利
益
に
お
い
て
、
引
用
も
使
用
も
さ
れ
て
い
な
い
書
証
の
提
出
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
証
拠
調
べ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
べ
き

場
合
は
、
控
え
目
に
釦
〈
巾
門
広

8
2巾
か
つ
重
大
な
理
由
に
よ
り
許
さ
れ
る

と
見
ら
れ
る
場
合

FEnc--
こ
2
吋
宮
門
田
洋
白
己
吉
ユ
払
宮
司
仏

g
B。
民

間

mユ
2
凶
に
限
ら
れ
る
。
」

こ
の
事
件
で
は
、
原
告
の
請
求
を
基
礎
付
け
る
事
実
が
何
等
主
張
さ
れ

て
お
ら
ず
、
単
な
る
推
測
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
提
出
(
伝
達
)

申
立
を
却
け
て
い
る
の
で
、
「
控
え
目
に
、
か
つ
重
大
な
理
由
に
よ
り
許
さ

れ
る
と
見
ら
れ
る
場
合
」
と
い
う
判
示
が
指
す
も
の
は
全
く
明
ら
か
で
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
一
般
論
は
そ
の
後
の
判
例
に
受
け
継
が
れ
た
。

パ
リ
控
訴
院
一
八
八
二
年
七
月
二
九
日
判
決
で
は
、
次
の
よ
う
に
判
示

さ
れ
て
い
る
。
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「
・
・
・
限
定
的
な
第
一
八
八
条
に
も
拘
わ
ら
ず
事
件
中
で
使
用
も
引

用
も
さ
れ
な
か
っ
た
書
証
の
提
出
官
。
仏

R
巴
。
ロ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
も
、
そ
の
権
限
を
裁
判
所
が
用
い
得
る
の
は
、
非
常
に
控
え
目
に
、

か
っ
そ
の
書
証
の
提
出
を
求
め
た
当
事
者
が
そ
の
性
質
を
十
分
正
確
に
特

定
し
、
相
手
方
の
手
中
に
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、
そ
の
上
訴
訟
に
提
出
さ

る
べ
き
こ
と
を
真
実
か
っ
重
大
な
理
由

B
o
t貯
芯
巾
Z
2
&
ュ2
凶
に
よ

っ
て
正
当
化
し
た
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
」

こ
の
事
件
で
も
、
提
出
要
求
を
却
け
た
結
論
を
導
い
た
理
由
は
、
求
め

ら
れ
た
書
証
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
告
(
被
要
求
者
)

の
所
持
も
立
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
情
報
を
得
る
目
的
で
伝

達
を
要
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
判
決
の
い
う
「
真

実
か
つ
重
大
な
理
由
」
の
有
無
に
立
ち
入
ら
ず
に
却
け
ら
れ
て
い
る
。

4

共
通
文
書
以
外
の
文
書
で
提
出
強
制
を
肯
定
し
た
最
初
の
判
決
は
、

ド
ウ
モ
ン
テ
の
引
用
す
る
ラ
ン
民
事
裁
判
所
一
八
九
五
年
判
決
で
あ
る
。

保
険
会
社
X
が
保
険
契
約
の
相
手
方
Y
夫
妻
に
対
し
て
保
険
料
の
支
払
い

を
求
め
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、

Y
は、

X
社
が
訴
外
A
社
と
の
間
で

営
業
譲
渡
を
行
っ
た
事
実
を
挙
げ
、
契
約
相
手
方
の

A
社
へ
の
変
更
を
理

由
と
し
た
契
約
解
除
を
主
張
し
、
そ
の
立
証
の
た
め

X
A
聞
の
営
業
譲
渡
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の
契
約
書
を
伝
達
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ン
民
事
裁
判

所
は
、
一
般
論
と
し
て
、
共
通
文
書
以
外
に
も
正
当
な
利
益
宮
広
芯
己
品
位
・

5
H
M
m
に
よ
り
伝
達
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
本
件
で

は、

X
A
聞
の
契
約
が
再
保
険
契
約
で
あ
れ
ば

Y
に
は
無
関
係
で
あ
る
が
、

X
の
地
位
が

A
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
ら
れ
る
よ
う
な
性
質
の
契
約
で
あ
れ

ば、

Y
に
解
除
権
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
、

X
が
実
質
的
に

A
に
よ
っ
て
入

れ
替
わ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
徴
猿
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
、

X
は
X

A
聞
の
契
約
書
を
提
出
し
て
自
己
の
同
一
性
を
立
証
し
、
誠
実
性
を
明
ら

か
に
す
べ
き
で
あ
り
、

Y
に
は
伝
達
を
要
求
す
る
正
当
な
利
益
が
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ン
民
事
裁
判
所

判
決
と
同
じ

X
社
と
、
別
の
保
険
契
約
相
手
方
た
る

Z
と
の
全
く
同
一
の

事
案
の
下
で
、
提
出
強
制
を
却
け
た
判
決
も
あ
(
制
。
そ
こ
で
は

Z
の
主
張

内
容
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ネ
フ
シ
ャ
テ
ル
民
事
裁
判
所
は

Z
が
X
A

間
の
再
保
険
契
約
書
の
伝
達
を
要
求
し
た
も
の
と
理
解
し
た
上
で
、
再
保

険
契
約
が
存
在
し
た
と
し
て
も
「
そ
れ
は

Z
ら
に
無
関
係
な
書
証
で
あ
り
、

証
拠
と
し
て
利
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
伝
達
要
求
を
却

7
た。こ
の
二
つ
の
判
決
を
比
較
し
て
見
る
と
、
両
事
件
と
も
事
案
は
被
告
が

別
人
で
あ
る
だ
け
で
ほ
ぼ
同
一
だ
が
、
結
論
は
正
反
対
で
あ
る
。
そ
し
て

ネ
フ
シ
ャ
テ
ル
判
決
は
、
第
一
八
八
条
の
適
用
の
一
般
論
と
し
て
「
用
い

ら
れ
書
証
ま
た
は
両
当
事
者
に
共
通
の
書
証
の
伝
達
の
み
が
命
じ
ら
れ
る

と
い
う
の
が
原
別
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
真
の
営
業
譲

(
幻
)

渡
が
あ
る
場
合
は
別
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
例
外
の
余
地
を
認
め
て

い
な
い
と
ま
で
は
解
し
得
な
い
。
両
事
件
の
差
異
は
、
ラ
ン
民
事
裁
判
所

に
お
い
て
は

X
A
間
の
契
約
を
営
業
譲
渡
で
あ
る
と
認
め
る
徴
惣
が
多
い

と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ネ
フ
シ
ヤ
テ
ル
民
事
裁
判
所
に
お
い
て
は
む

し
ろ
再
保
険
契
約
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
営
業
譲

渡
が
あ
れ
ば
契
約
解
除
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
伝
達
を
求

め
ら
れ
た
書
証
は
、
ラ
ン
民
事
裁
判
所
の
事
案
で
は
被
告
の
抗
弁
の
た
め

に
有
用
な
証
拠
で
あ
り
、
ネ
フ
シ
ャ
テ
ル
民
事
裁
判
所
の
事
案
で
は
有
用

で
な
い
証
拠
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
両
事
件
の
結
論
が
異
な
っ
た
と
い

え
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
ラ
ン
民
事
裁
判
所
が
判
示
し
た
「
正

当
な
利
益
」
の
内
容
は
第
二
章
で
見
た
有
用
性
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
無
制
限
の
提
出
強
制
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
ラ
ン
民
事
裁
判
所
は
、

Y
の
主
張
を
裏
付
け
る
徴

惣
が
多
い
と
い
う
点
を
重
視
し
て
お
り
、
さ
ら
に
進
ん
で

X
の
側
が
立
証

す
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
の
で
、
単
に
当
該
書
証
が
有
用
で
あ

る
と
い
う
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ラ
ン
民
事
裁
判
所
の
判
示

は
主
観
的
な
立
証
責
任
を
Y
が
負
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
達
の
強
制
の
根
拠

に
挙
げ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
近
時
ド
イ
ツ
で
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提
唱
さ
れ
て
い
る
「
事
案
解
明
義
務
」
に
類
似
し
た
証
拠
提
出
義
務
を
課

し
て
い
る
よ
う
に
も
見
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
点
は
、
な
お
検
討
を

要
す
る
と
異
わ
れ
る
。

丘

二

O
世
紀
に
入
っ
て
も
、
旧
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
の
類
推
に
よ

る
共
通
文
書
以
外
の
文
書
の
提
出
強
制
を
否
定
す
る
判
決
が
多
い
が
、
筆

者
の
見
た
限
り
で
は
伝
達
の
申
立
を
却
け
た
理
由
が
個
人
的
文
書
で
あ
る

こ
と
、
争
訟
の
解
決
に
有
用
で
な
い
こ
と
、
訴
訟
の
引
き
延
ば
し
を
目
的

と
す
る
申
却
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
求
め
ら
れ
て
い
る
事
案
が
ほ
と
ん
四
で

あ
り
、
否
定
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
判
決
は
パ
リ
大
審
裁
判
所

一
九
六
七
年
一

O
月
二
一
日
判
憾
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
事
案
は
、

Y
新
聞
社
が
観
光
会
社
X
の
収
支
状
況
を
危
機
的
な
赤

字
で
あ
る
と
報
道
し
た
た
め
、

X
社
の
信
用
が
損
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
名
誉
殿
損
に
よ
る
不
法
行
為
に
基
づ
き

X
社
が

Y
社
に
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
訴
訟
の
中
で
、

Y
社
は
、

X
社
の

貸
借
対
照
表
と
事
業
報
告
書
の
伝
達
を
求
め
、
記
事
が
事
実
で
あ
る
こ
と

を
立
証
し
よ
う
と
し
た
が
、
パ
リ
大
審
裁
判
所
は
こ
の
申
立
を
以
下
の
理

由
で
却
け
た
。
す
な
わ
ち
、

Y
社
は
名
誉
毅
損
の
免
責
の
た
め
、
そ
の
報

道
が
客
観
的
で
報
道
の
自
由
の
正
し
い
行
使
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
の
証

拠
を
事
前
に
用
意
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
意
せ
ず
に
事
後
的
に
入
手

し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
申
立
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
、
こ
れ
以
上
詳
し
い
理
由
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で

は
提
出
強
制
の
可
否
そ
れ
自
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う

に
も
読
め
る
。
免
責
の
た
め
に
は
、
報
道
の
真
実
性
自
体
で
は
な
く
、
報

道
時
に
記
事
の
真
実
性
を
裏
付
け
る
証
拠
が
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

る
の
で
事
後
的
に
そ
れ
を
入
手
し
て
提
出
し
て
も
、
有
用
な
証
明
で
は
な

い
と
の
、
実
体
法
的
解
釈
が
な
さ
れ
た
と
も
解
し
う
る
し
、
ま
た
報
道
の

真
実
性
自
体
が
重
要
で
あ
っ
て
本
件
文
書
は
有
用
な
証
拠
で
あ
る
が
、
事

前
に
入
手
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
事
後
に
伝
達
要
求
に
よ
り
入
手
し
よ

う
と
す
る
の
は
伝
達
の
抗
弁
の
濫
用
で
あ
る
と
の
見
解
に
も
解
し
う
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
判
決
が
第
一
八
八
条
の
拡
張
解
釈
そ
れ
自
体
を
否
定

し
た
趣
旨
で
あ
る
と
は
解
し
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
肯
定
例
は
、
一
九
世
紀
に
比
べ
て
か
な
り
多
く
見
ら
れ

る
、
そ
の
う
ち
で
、
一
つ
の
類
型
を
な
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
保
険
証

券
の
提
出
を
命
じ
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
一

九
二
八
年
レ
ン
ヌ
控
訴
院
札
憾
で
あ
る
が
、
典
型
的
な
ケ

1
ス
と
し
て
は
、

交
通
事
故
の
被
害
者
が
保
険
会
社
に
対
し
て
直
接
保
険
金
の
支
払
い
を
求

め
る
主
穀
で
、
事
故
当
時
保
険
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
争
点
と
な

り
、
被
害
者
側
が
そ
の
立
証
の
た
め
保
険
証
券
の
提
出
を
求
め
る
と
い
う

も
の
で

b
m。
そ
こ
で
は
判
例
は
提
出
強
制
を
認
め
て
き
た
が
、
そ
の
理

由
は
被
害
者
が
文
書
作
成
に
関
与
し
え
な
い
部
外
者
で
あ
る
こ
と
、
彼
に
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と
っ
て
他
に
保
険
契
約
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
立
証
手
段
が
な
い
こ
と
、

そ
れ
故
直
接
訴
権
の
利
益
を
守
る
た
め
に
提
出
強
制
が
必
要
で
あ
る
こ
と

等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

フランスにお，ける Ledroit a la preuveの観念

こ
れ
以
外
の
肯
定
例
と
し
て
は
、
鑑
定
人
が
職
務
遂
行
に
必
要
な
会
計

書
類
を
伝
達
せ
し
め
て
も
、
任
務
逸
脱
に
よ
る
無
効
な
鑑
定
と
は
な
ら
な

い
と
し
た
も
側
、
同
族
会
社
の
所
有
者
(
故
人
)
の
共
同
相
続
人
の
間
で

の
遺
産
分
割
事
件
に
お
い
て
、
遺
産
た
る
株
式
の
価
額
を
評
価
す
る
た
め

鑑
定
人
に
会
社
の
会
計
書
類
を
伝
達
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
は
、
会
社
法

が
認
め
た
閲
覧
請
求
権
を
越
え
て
認
め
ら
れ
る
と
し
た

L
仰
が
あ
り
、
ま

た
、
会
社
の
不
動
産
の
買
収
予
約
を
し
た
賃
借
入
と
会
社
財
産
管
理
人
と

の
問
で
、
そ
の
予
約
締
結
当
時
の
会
社
代
表
者
の
権
限
が
争
わ
れ
、
賃
借

入
l
予
約
完
結
要
求
者
が
当
時
の
会
社
の
議
事
録
等
を
伝
達
す
る
よ
う
に

求
め
た
と
い
う
事
件
で
、
「
事
実
審
裁
判
官
は
、
そ
の
専
権
的
評
価
権
限
の

行
使
と
し
て
、
真
実
発
見
の
利
益
に
お
い
て
、
相
手
方
の
援
用
し
な
い
書

証
の
提
出
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
た
も
(
仰
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
新
民
訴
法
典
の
成
立
の
前
後
に
わ
た
っ
て
争
わ
れ
、
従
っ
て

新
法
典
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
肯
定
例
と
し
て
、
破
鍍
院
民
事

三
部
一
九
七
一
年
一
一
一
月
一
五
日
判
慨
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
案
は
、

X
社

Y
社
間
で
不
動
産
の
売
買
契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ
、
買
主
Y
社
が
履
行

し
な
か
っ
た
の
で
売
主
X
社
が
代
金
支
払
い
を
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で

(
悌
)

あ
る
。
問
題
は
そ
の
契
約
書
が
訴
外
A
社
(
ス
イ
ス
の
信
託
会
社
)
に
寄

託
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
返
還
は
両
社
が
共
同
し
て
申
し
入
れ
た
時
に
限
る

と
い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、

X
社
は

Y
社
の
協
力
な
し
に
契

約
書
を
提
出
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
な
お
、
訴
え
提
起
前
に
、

当
該
契
約
の
解
釈
・
実
行
に
つ
い
て
の
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
紛
争

解
決
を
委
ね
る
仲
裁
人
の
下
へ
、
そ
の
契
約
書
を
伝
達
す
る
と
の
合
意
が

あ
っ
た
。
原
審
は
X
社
の
申
立
に
基
づ
き
、

Y
社
に
契
約
書
提
出
の
た
め

の
協
力
を
命
じ
た
。
破
毅
院
も
原
審
を
支
持
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
本

件
書
面
の
存
在
に
つ
い
て
争
い
が
な
く
、
仲
裁
人
の
下
へ
の
伝
達
の
合
意

が
お
っ
た
こ
と
、
そ
の
提
出
が
争
訟
解
決
に
不
可
欠
と
評
価
で
き
る
こ
と

か
ら
、
原
審
に
は
証
明
責
任
法
理
ま
た
は
裁
判
官
中
立
原
理
の
違
反
は
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
提
出
(
伝
達
)
命
令
に
対
す
る
拒
絶
、
ま
た
は
鑑
定
人
へ
の

協
力
拒
絶
に
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
、
特
に
不
利
益
な
推
定
を
結
び
付
け
て
も

違
法
で
は
な
い
と
し
た
判
開
も
あ
っ
た
o

a
以
上
の
判
例
の
検
討
に
よ
り
得
ら
れ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

①
文
書
提
出
強
制
の
手
続
は
、
民
訴
法
典
第
一
八
八
条
の
類
推
適
用

ま
た
は
鑑
定
の
た
め
必
要
な
措
置
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
伝
達
に
よ
り
行
わ

れ
る
。

北法38(1・167)167



研究ノート

②
一
般
論
と
し
て
は
、
共
通
文
書
以
外
の
文
書
に
つ
い
て
も
第
一
八

八
条
に
よ
る
提
出
強
制
の
余
地
が
あ
り
、
そ
の
否
定
を
明
言
す
る
判
決
に

お
い
て
も
、
提
出
強
制
の
申
立
を
却
け
る
真
の
理
由
が
別
に
あ
っ
た
、
と

考
え
ら
れ
る
。

③
共
通
文
書
と
し
て
認
容
さ
れ
た
例
は
、
学
説
の
説
く
も
の
の
他
に
、

行
政
庁
に
提
出
す
る
書
類
や
行
政
上
作
成
の
義
務
が
あ
る
書
類
も
含
ま
れ

。
ヲ匂

④
そ
の
他
の
文
書
で
は
、
挙
証
者
が
当
該
文
書
の
作
成
に
関
与
せ
え

ず
、
か
つ
他
に
決
定
的
な
立
証
手
段
が
な
く
、
主
張
に
一
定
の
蓋
然
性
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
提
出
強
制
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
有
用
性
・
認
容

性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
前
提
と
さ
れ
る
。
な
お
仲
裁
人
の
下
に
提
出
す
る

合
意
が
あ
っ
た
場
合
に
も
提
出
強
制
(
協
力
強
制
)
を
認
め
た
例
が
あ
る
。

⑤
否
定
例
の
実
質
的
根
拠
は
、
申
立
文
書
の
存
在
ま
た
は
所
持
の
立

証
が
な
い
こ
と
や
本
案
の
審
理
に
関
係
が
な
く
有
用
性
が
な
い
こ
と
、
遅

延
を
目
的
と
し
て
い
る
申
立
に
す
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
、
提
出
強
制
の
可
否

以
前
の
浬
由
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
名
誉
鍍
損
の
免
責
の
た
め
に
は
事

前
に
真
実
性
の
証
拠
を
入
手
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
当
該
書

証
が
所
持
者
の
個
人
的
文
書
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
す
る
も
の
も
あ
る
。

⑥
証
明
責
任
と
の
関
係
も
考
慮
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
従
来
フ
ラ
ン

ス
で
も
客
観
的
立
証
責
任
の
考
え
方
が
通
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
点
に

疑
問
を
投
げ
掛
け
る
も
の
で
あ
り
、
な
お
検
討
を
要
す
る
点
で
あ
る
。

⑦
提
出
命
令
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
事
実
審
裁
判
宮
の
専
権
的
評
価

に
服
す
る
。
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な
お
訴
外
人
に
対
す
る
提
出
強
制
に
関
し
て
の
判
例
に
は
触
れ
な
か
っ

た
が
、
こ
れ
は
筆
者
の
見
る
限
り
で
否
定
肯
定
両
方
と
も
見
当
た
ら
な
か

(
的
)

っ
た
た
め
で
あ
る
。

(
制
)
。
。
ロ

σSCH-
一戸市

a
g
R
卸-回目}吋巾己〈巾・

2
。-
H
H

・
一
宮

RSEa
-

円、巾仏同
10{
件
前
】
白
ヨ
ー
巾
己
〈
巾
w
Z
0・N
・

(
白
)
小
林
秀
之
「
文
書
提
出
命
令
を
め
ぐ
る
最
近
の
判
例
の
動
向
〔
四
・

完
〕
」
判
例
時
報
九
九
八
号
一
四

O
頁
に
お
い
て
、
判
例
の
大
枠
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
侃
)
フ
ラ
ン
ス
の
旧
民
訴
法
実
務
で
鑑
定
が
極
め
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
木
川
・
前
掲
童
百
(
第
二
章
第
一

節
注

5
)

一
O
八
頁
参
照
。

(
釘
)
例
え
ば
冨
・
巾
仲
間
門
司
円

)
g
x
n
-
i
r
z。
-
N
E・
で
は
鑑
定
に
お
け

る
提
出
強
制
を
書
証
提
出
強
制
の
手
続
の
代
用
と
見
て
い
る
。

(槌
)

(

U

出
回
目

-nR・
5
尽
2
・H
∞ω戸

ω
冨
勾
-
H

・
品
主
・
委
任
契
約
に
お

い
て
、
委
任
者
の
相
続
人
ら
が
受
任
者
の
横
領
に
よ
る
損
害
の
賠

償
を
訴
求
し
、
受
任
中
に
作
成
し
た
帳
簿
の
提
出
を
求
め
た
。
破

鍛
院
は
商
人
で
な
い
受
任
者
に
帳
簿
作
成
保
持
義
務
が
な
く
、
ま

た
裁
判
官
が
提
出
を
命
ず
べ
き
義
務
も
な
く
、
さ
ら
に
帳
簿
の
存



プランスにおける Ledroit a la preuveの観念

在
の
立
証
す
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
破
段
申
立
を
却
け
た
。
こ
こ

で
は
共
通
性
に
つ
い
て
何
等
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
学
説
お
よ

び
後
の
判
例
に
お
い
て
は
、
受
任
者
の
帳
簿
は
委
任
者
と
の
共
通

文
書
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(印

)
U
C
o
p
N申片品〈吋
-H∞叶
AYU--∞吋吋
JN
由品・

(叩

)
m
gロ
2
・
Mm
ほ
え
-
E司・
0
・
H∞∞
H・
H・
-H由
・
事
案
は
委
任
者
の

遺
族
に
対
し
、
か
つ
て
受
任
者
で
あ
っ
て
、
委
任
者
の
死
後
事
務

管
理
を
し
て
い
た
者
が
借
金
の
返
済
を
立
て
替
え
た
と
し
て
、
そ

の
返
済
金
の
償
還
を
訴
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
審
が
被

告
に
よ
る
原
告
(
受
任
者
)
の
帳
簿
、
ノ
ー
ト
、
そ
の
他
事
務
遂

行
に
関
連
す
る
書
類
の
裁
判
所
書
記
課
へ
の
伝
達
を
命
じ
た
の
に

対
し
、
レ
ン
ヌ
控
訴
院
は
次
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
て
こ
れ
を
支

持
し
た
。
①
本
件
が
準
契
約
で
あ
っ
て
、
書
証
を
自
ら
入
手
す

る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
②
受
任
者
(
事
務
管
理
者
)
に
報

告
義
務
が
あ
る
こ
と
、
③
当
該
文
書
は
当
事
者
双
方
の
申
立
の

そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
に
必
要
で
あ
る
こ
と
、
④
共
通
と
考
え
ら
れ

る
べ
き
文
書
で
あ
る
こ
と
、
⑤
そ
の
不
存
在
は
、
被
告
の
長
年

に
わ
た
る
多
額
の
金
銭
を
扱
う
立
場
か
ら
、
考
え
難
い
こ
と
。

こ
の
他
、
。
ュ

E
ロ
タ
呂
仏

m
P
E
S
-
ロ
-
g
S
N
-
ゴ
(
受
任
者

が
委
任
者
の
利
益
の
た
め
に
所
持
す
る
一
切
の
書
類
の
伝
達
。
た

だ
し
、
鑑
定
人
の
ケ
ー
ス
)
が
あ
る
。

提
出
強
制
の
余
地
を
認
め
つ
つ
も
、
提
出
命
令
を
下
さ
な
い
こ

と
が
事
実
審
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
り
許
さ
れ
る
と
し
た
例
と
し
て

は
、
前
記
破
段
院
判
決
(
注
伺
)
の
他
に
、
ゎ
自
由
・

2
2
4
5・ロ
2
・

E
双
山
噌
ロ

-H申
co--ωH円
一
円
出
mw

印・円一〈ニ

HO]出口
4
・同市
wmAY
∞口一一-

n-〈
-
F
z
y
N
N
.

(η)
わ
同
協

-
z
o
-
-
2白ロ〈
-
E吋∞-∞
-
E吋∞
-H-t品
・
原
審
は
帳
簿
の

存
在
が
明
ら
か
だ
と
し
つ
つ
、
商
業
帳
簿
の
提
出
命
令
の
規
定
を

非
商
人
に
拡
張
で
き
な
い
と
し
て
も
、
両
当
事
者
に
共
通
な
帳
簿

は
別
だ
と
判
示
し
、
破
毅
院
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
五
四
九
条
を

援
用
し
て
、
占
有
者
に
果
実
の
会
計
報
告
義
務
が
あ
る
こ
と
か
ら

帳
簿
の
提
出
を
命
じ
る
こ
と
に
違
法
な
し
と
す
る
。

(

η

)

(

い白凹∞

-
z
o
-
-
5
ヨ白

3
5
s
-
ω
目

E
S
-
-
H
N∞
・
鑑
定
ケ

1
ス

だ
が
、
共
通
性
へ
の
言
及
は
争
点
と
無
関
係
で
あ
る
。

(
刀
)
冨
巾

F
N印
尽
〈
『

-zs・
o・-∞
S
回
日
・
自
・
本
判
決
は
国
と
地
方

公
共
団
体
と
の
土
地
の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、
民
事
上
の

争
い
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
、
原
審
で
あ
る
ス
ダ
ン

(ω
包
田
口
)
裁

判
所
も
メ
ツ
ス
控
訴
院
も
民
事
部
が
担
当
し
、
民
訴
法
を
適
用
し

て
い
る
。
な
お
、
旧
民
訴
法
典
第
四
八

O
条
一

O
号
を
根
拠
に
持

ち
出
す
例
は
前
記
巴
す
ロ
判
決
原
審
に
も
見
ら
れ
る
。

(
叫
)

(

U

白回目

-ED--E
ロ。〈

-
E
C∞唱。
-
E
E
-
-
ω
S・
民
法
典
第
一
三

一
五
条
は
証
明
責
任
分
配
の
原
則
規
定
で
あ
る
。
判
旨
に
は
共
通

文
書
た
る
こ
と
の
指
摘
は
な
い
が
、
己
目
-m吋巾
w
H
)
司

C
門
凶

c
n
t
oロ
E
R
r
-

同】・

H
B
は
こ
の
判
例
を
共
通
文
書
の
認
容
例
と
し
て
い
る
。

(
花
)
∞

g白
足
。
P
2
}己
主

-
E
E
-
ロ
-
E
E・
]
S
N・
無
効
の
理
由
と

し
て
は
真
の
弁
済
を
受
け
な
い
間
接
贈
与
号
g
t
o
Eロ色町
R
R
で
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あ
り
、
そ
れ
が
公
序
則
(
民
法
典
第
一
一
三
三
条
)
に
反
す
る
と

の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
間
接
贈
与
ま
た
は
仮
装
贈
与
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
と
の
判
例
が
定
着
し
て
い
る
が

(
2
0
R
2
〉ロ
σ巾
p
o
u
n
p
(第
二
章
第
三
節
注
お
)
Z
0・ω
C
戸

山
口
俊
夫
『
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
・
上
』
五
二
九
頁
以
下
参
照
)
、
本

判
決
と
そ
の
原
審
は
、
間
接
贈
与
で
あ
る
が
故
に
無
効
と
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
上
さ
ら
に
公
序
則
違
反
が
あ
る
と
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

(河

)
ω
-
H∞∞
H
巳

HHE・
事
案
は
次
の
通
り
。

A
の
死
後
、

A
の
息
子
C

は
X
を
包
括
受
遺
者
に
指
定
し
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、

A
の

妻
B
夫
人
が
亡
く
な
り
、

Y
ら
が
B
夫
人
を
相
続
し
た
。

B
夫
人

の
財
産
調
査
の
際
に
、

X
が
立
ち
会
い
、
そ
こ
で
本
来
C
の
所
有

に
帰
す
べ
き
債
券
が

B
夫
人
の
財
産
中
に
発
見
さ
れ
た
の
で
、
そ

れ
は
直
ち
に

X
に
支
払
わ
れ
た
。
後
日
X
は
Y
ら
に
対
し
て
、

B

夫
人
が
横
領
し
た
C
の
財
産
の
返
還
を
訴
求
し
、

B
夫
人
の
財
産

目
録
、
お
よ
び
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
債
券
・
証
書

を
伝
達
す
る
よ
う
申
し
立
て
た
。
第
一
審
・
原
審
は
伝
達
の
申
立

を
却
下
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
。

(
η
)
ω
・
5
∞M
・M
-
N
N
ω

・
地
主
と
小
作
人
と
の
紛
争
で
、
小
作
人
の
仕
訳

帳
ロ
ミ
巾
ι。
ロ
ヨ
丘
、
財
産
目
録
山
口
語
口
E
町
内
州
、
賃
貸
借
経
営
書
類

巾
者
注
目

Z
S
号
σ
白
口
、
小
作
経
営
の
状
況
書

m
E
E
2
5
E
O口

弘

Z.巾
H
U
E
-
E色
。
ロ
骨
}
白
砂
コ
ロ
巾
、
そ
の
他
の
文
書
の
提
出
(
伝

達
)
が
求
め
ら
れ
た
。

な
お
同
旨
の
一
般
論
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、

Z
白ロ
n
F
Nど印ロ〈・

5
S
W
O
E
S
-
N
-
g日
・
が
あ
り
二
審
が
伝
達
を
命
じ
て
不
提
出

の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
明
言
し
た
(
不
提
出
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
帰

結
を
引
き
出
せ
る
)
の
に
対
し
て
、
破
鍛
差
戻
。
彼
般
の
理
由
は

被
要
求
者
の
不
所
持
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

(
河
)
前
記
注
(
却
)
掲
記
。

(
河
)
判
決
理
由
に
現
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

X
社
の
株
主
へ
の
取

引
報
告
で
保
険
料
支
払
い
に
言
及
せ
ず
、

A
社
の
社
長
が
X
社
の

社
長
の
資
格
を
実
質
的
に
得
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、

X
社
側
が
取

引
を
継
続
し
て
行
い
、
総
会
を
主
宰
し
、
本
社
を
所
有
し
続
け
て

い
る
と
主
張
し
て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
存
続
の
証
明
に
は
な

ら
な
い
と
、
判
示
し
て
い
る
。

(
剖
)
な
お
控
訴
審
も
原
判
決
を
支
持
し
た
。

(
剖
)
同
じ
X
社
と
別
の
保
険
契
約
者
Z
と
の
訴
訟
。
斗
ユ
σ
巳〈

-zg同e

岳
山
互
い
自
由
一
呂
田
・

ω
z
s
-
M
H∞印・

(
位
)
「
も
し
再
保
険
契
約
で
は
な
く
真
の
譲
渡
が
な
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
会
社
が
証
券
と
資
産
と
を
放
棄
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
話
は
別

で
あ
る
。
」

(
部
)
(
序
)
注
(
凹
)
掲
記
の
各
文
献
参
照
。

(
剖
)
プ
ザ
ン
ソ
ン
前
掲
判
決
(
注
目
)
は
争
点
に
無
関
係
な
個
人
的

文
書
だ
と
す
る
。

(
部
)
門
出
m-nog--
∞
虫
色
呂
田
-
∞
三
}
・

2
〈・口戸

Z
。・

5
品
は
一
般
論

と
し
て
「
争
訟
の
解
決
の
た
め
利
益
の
あ
る
書
証
」
の
伝
達
が
要
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求
さ
れ
得
る
と
す
る
が
、
当
該
事
案
に
お
け
る
そ
の
書
証
は
争
訟

の
解
決
に
不
必
要
な
書
証
で
あ
る
と
し
て
却
け
て
い
る
。
な
お
、

わ回目印・田
on--
土
色
---ES-
∞ロロ
-nz-H〈
-
Z
0・
S
叶
・
も
同
旨
。

(
剖
)
例
え
ば
、
わ
白
g
n
r
-
ご
己
主
・

5
5・ロ・
5HN-H・
s-

(
肝
)
こ
の
他
否
定
例
と
し
て
は
わ
国
g-za--
忠
弘
mn・
5
E
-
ω
・
5
N
H・

H

・
5
0・
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
旧
民
訴
法
典
第
一
五
一
条
、
(
一
八

O

七
年
二
月
一
六
日
デ
ク
レ
に
よ
る
も
の
)
に
定
め
ら
れ
た
代
訴
士

に
対
す
る
帳
簿
伝
達
要
求
権
を
、
相
手
方
当
事
者
が
援
用
で
き
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
消
極
に
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
扱
う

問
題
と
は
関
係
し
な
い
。

ま
た
司
R
B
-
N叶
ヨ
回

-
E
g・
u・
5
弓・

8
5・
口
・
で
は
、
「
民

訴
法
典
第
一
八
八
条
は
当
事
者
に
対
し
て
、
専
ら
彼
に
対
し
て
用

い
ら
れ
る
書
証
の
み
の
伝
達
を
要
求
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。

少
な
く
と
も
両
当
事
者
の
共
通
文
書
か
商
業
帳
簿
で
な
い
限
り
、

相
手
方
が
使
用
を
控
え
て
い
る
書
証
の
伝
達
を
要
求
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
事
実
関
係
が
不

明
の
た
め
、
評
価
は
で
き
な
い
。

(
朗
)
寸
ユ

σ・鳴
J
E
a・司印
H
I
F
N
H

。
♀
・
呂
町
一
吋
・
の
回
N
・句白

-
E
A山市
山

戸

ωCA凶・

(
的
)
岡
山
巾
ロ
ロ
2
・
Z
E
E
-
S
N∞
L
山巾〈
-
E
B
-
a円
-
n
z
-
E
N∞・℃
-
S∞-

労
働
災
害
に
つ
い
て
、
労
働
者
が
使
用
者
に
労
働
災
害
保
険
の
支

払
い
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
事
故
当
時
に
保
険
が
成
立
し
て
い
た
か

ど
う
か
が
争
わ
れ
、
労
働
者
側
か
ら
保
険
証
券
の
提
出
が
求
め
ら

れ
た
。
裁
判
所
は
「
裁
判
の
良
き
管
理

σ。
ロ
ロ
巾
邑

g
z
g
q丘町}ロ

号
宮
古
巳
庁
内
の
た
め
に
・
・
・
保
険
証
券
を
提
出
す
べ
き
で
あ

る
」
と
判
示
し
た
。

(
卯
)
こ
の
よ
う
な
直
接
訴
権
R
Z
C
D
島

5
2巾
は
契
約
に
定
め
ら
れ

て
い
な
く
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
を
示
し
た
り

i
デ
ィ
ン
グ
・

ケ

l
ス
は
わ
白

g
・円円

F

E
宮
古

E
N少
U

E
ミ
-
H

・
印
叶
で
あ
る
。

(引

)
E
H
2・
虫
色
m
n
-
E邑
-u・
5
呂田

N・
出
直
接
訴
権
を
行
使
す
る

場
合
、
保
険
者
が
保
険
契
約
の
内
容
を
被
害
者
に
知
ら
し
め
る
義

務
が
あ
る
と
す
る
。

(い出回印
-n-〈
-wNNB白
B
E
S
-
-凶ロロ
-n守
口
-
z。・
ωωω
・
鑑
定
人

に
保
険
会
社
本
庖
へ
出
張
し
て
保
険
証
書
の
調
査
を
行
う
任
務
を

与
え
た
第
一
審
を
支
持
し
た
原
審
を
正
当
と
し
た
。
原
審
は
「
加

害
者
と
保
険
会
社
と
の
聞
に
有
り
得
た
関
係
か
ら
被
害
者
が
部
外

者
で
あ
る
こ
と
、
損
害
賠
償
は
請
求
権
を
守
り
通
す
た
め
に
は
他

に
方
法
が
な
い
こ
と
、
被
害
者
ら
が
そ
の
方
法
を
申
し
立
て
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
証
明
責
任
を
無
視
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ

と
、
以
上
に
よ
り
、
第
一
審
裁
判
官
の
鑑
定
命
令
が
正
当
と
さ
れ

る
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
破
毅
院
は
鑑
定
に
関
す
る
注
文
の
正
し
い

評
価
で
あ
る
と
し
た
。

わ曲目印
-
n
z・・
ω
己

mn・
5
8・](い
-HM・
5
2・
口
・
広
島
由
・
事
案
は

追
加
賠
償
(
小
山
昇
「
確
定
判
決
後
の
追
加
賠
償
請
求
」
日
仏
法

学
七
号
一
頁
参
照
)
に
関
わ
る
も
の
で
、
複
雑
だ
が
、
要
す
る
に

交
通
事
故
の
被
害
者
が
後
遺
症
の
賠
償
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
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保
険
会
社
が
保
険
の
限
度
を
越
え
る
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

原

審

百

R
2・
自
己
m
n
・
5
2・
C
R
-
司巳

-
E
B
-
-
5叶
)
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
一
般
に
保
険
者
の
義
務
の
範
囲
は
被
害
者
が
立
証
す
べ
き
で

あ
る
が
、
彼
は
契
約
当
事
者
で
は
な
く
、
契
約
書
を
持
た
な
い
た

め
、
保
険
証
書
を
提
出
す
る
た
め
に
は
被
保
険
者
を
審
理
に
参
加

さ
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
件
の
よ
う
に
被
害
者

の
責
に
帰
し
得
な
い
理
由
で
被
保
険
者
が
審
理
に
参
加
し
て
い
な

い
な
ら
ば
、
必
然
的
に
、
保
険
証
書
を
提
出
す
る
の
は
他
方
の
契

約
当
事
者
で
あ
る
保
険
者
に
帰
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

民
法
典
第
一
コ
二
五
条
に
も
関
わ
ら
ず
そ
う
で
あ
る
。
な
お
同
条

の
本
件
へ
の
厳
格
な
適
用
は
、
保
険
証
書
の
提
出
を
拒
む
場
合
に
、

法
律
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
直
接
訴
権
の
利
益
を
被
害
者
か
ら
奪
う

こ
と
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
保
険
者
の
善
良
な
意
思

に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
」

こ
れ
に
対
し
て
破
毅
院
は
、
保
険
の
限
度
と
消
滅
を
立
証
す
る

責
任
が
保
険
者
の
負
担
に
属
す
る
と
述
べ
て
原
審
を
支
持
し
た
。

(
幻
)
わ
白
g-zo--HO『
ヨ
白
g
-
E
N
Y
ω
-
E
N
H
-
s
s・-・
8
・
(
受
遺
者

と
法
定
相
続
人
と
の
争
い
て
わ
同
協
・
吋
2
4
H∞
同
三
-EN--
ロ
ENH・

H-H叶
印
・
(
公
証
人
事
務
所
の
価
額
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
、
公
証
原
本

を
会
計
上
の
資
料
と
し
て
使
う
な
ら
ば
守
秘
義
務
に
反
し
な
い
と

さ
れ
た
。
提
出
強
制
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
)

(
伺
)
門
担

m-
円。ョ

J
S
ぽ〈吋・

5
g・
u・-申由申・]印
N

品
・
フ
ラ
ン
ス
会

社
法
(
円
。
一

Z
。・

2
1
8吋
E

2
宮
山
口
・
呂
田
町
)
第
一
六
八
条
は
次

の
も
の
を
株
式
総
会
の
際
株
主
に
報
知
す
べ
し
と
定
め
て
い
る
。

「
財
産
目
録
、
当
期
純
損
益
計
算
室
宍
損
益
計
算
書
、
貸
借
対

照
表
、
・
・
・
」

本
判
決
に
付
せ
ら
れ
た
ダ
ル
サ
ス
の
ノ

l
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

は
拡
張
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

(
倒
)
円
い
白
川
郡
・
門
戸
〈
--Mω
仏

m
n
・
5A山市Y
∞
己
ロ
・
巳
〈
・
同
H
-
Z
0
・ω
町内山・

(
何
)
の
R
-
P己・
5
ロ-H-M∞
印
・
原
審
は

P
E少
見
目
白

-
E叶0
・
5
E・

H

申叶日・ロ・]{印品

(
伺
)
原
語
は
《
℃

5
5
8
z
v

(
肝
)
同
V白門町
-NN
白〈司
-H?24
の白

N-HV白}・]{由
hHH・口・∞
ω
・

(
伺
)
若
林
「
序
説
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
四
号
二
六
頁
。

(
卯
)
な
お
小
林
・
前
掲
論
文
(
注
臼
)
一
四
一
頁
、
一
四
三
頁
注
(
叫
)

は
前
注
(
何
)
掲
記
の
パ
リ
控
訴
院
判
決
を
挙
げ
る
が
、
疑
問
で
あ

る
。
ま
た
同
論
文
注
(
お
)
に
引
用
さ
れ
た
り
包
句

p
p
o
a
R広。ロ

向。

Rr・
3
・H
昌
弘

Z
∞
・
に
挙
げ
ら
れ
た
判
決
も
、
第
三
者
に
提

出
を
命
じ
た
事
例
と
と
れ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
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第
四
節

新
民
訴
法
典
の
下
で
の
証
拠
獲
得
権

一
、
個
別
的
改
正
と
新
民
訴
法
典
制
定
経
過

前
節
で
見
た
よ
う
な
判
例
に
よ
る
拡
張
指
向
は
、

1. 

マ
ロ
!
の
表
現



を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
結
局
立
法
者
が
後
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
(
だ
。
」

一
九
七

0
年
代
に
民
訴
法
典
の
全
面
的
改
正
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
、
フ

ラ
ン
ス
の
立
法
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
二
つ
の
新
法
文
を
付
け
加
え
た
。

そ
の
一
つ
は
一
九
六
二
年
八
月
四
日
法
律
八
九
六
号
第
三
条
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
前
述
し
た
準
備
手
続
裁
判
官
を
創
設
す
る
一
九
六
五
年
の
民
訴

法
典
部
分
改
正
で
あ
る
。

フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

一
九
六
二
年
法
は
税
法
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
第
三
条
は
現
在
一
般

租
税
法
典
第
二

O
一
三
条
の
こ
と
な
っ
て
い
る
。

「
第
二

O
一
三
条
の
二

l
I
、
金
銭
賠
償
に
関
す
る
訴
え
が
係
属
す
る

司
法
ま
た
は
行
政
の
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
は
、
適
宜
、
当
事
者
に
対
し
て
も

税
務
官
庁
に
対
し
て
も
、
税
務
文
書
で
そ
の
提
出
が
争
訟
解
決
に
有
用
な

も
の
を
審
理
に
い
れ
る
た
め
に
伝
達
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
の
適
用
に
際
し
て
、
税
務
官
庁
は
職
業
上
の
秘
密
を
解
除
さ

れ
る
。
(
以
下
略
)
」
(
私
訳
)

こ
の
条
文
に
よ
り
、
従
来
は
公
共
の
利
益
宮
広
芯
ご
】
C
E
W
に
直
接
関
わ

る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
税
務
文
書
(
納
税
申
告
書
、
評
価
書
)

の
利
用
が
、
有
用
と
見
ら
れ
る
限
り
私
的
利
益
に
関
す
る
紛
争
に
お
い
て

も
職
権
で
可
能
と
な
っ
(
目
。
具
体
的
に
こ
の
権
限
が
用
い
ら
れ
る
場
面
は
、

(4) 

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
三

O
一
条
に
よ
る
扶
養
定
期
金
額
の
決
定
や
、
不
法

行
為
に
よ
る
逸
失
利
益
の
決
定
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
九
六
五
年
の
準
備
手
続
裁
判
官
を
創
設
し
た
改
正
に
つ
い
て
は
前
述

し
た
と
こ
ろ
(
第
二
章
第
一
節
参
照
)
に
ほ
ぽ
尽
き
る
。
こ
の
改
正
条
文

(
新
八
一
条
一
項
)
に
よ
っ
て
、
提
出
の
問
題
に
つ
い
て
の
判
例
が
裁
判
官

に
認
め
て
き
た
権
限
が
肯
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
今
後
裁
判
宮
は
、
原
則
と

し
て
解
決
に
有
用
と
目
さ
れ
る
す
べ
て
の
文
書
を
審
理
に
加
え
る
よ
う
当

事
者
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
(
日
と
解
さ
れ
、
「
我
々
は
、
《
提
示
白
色
巾
H
E

Eσ
巾
口
弘
己
ヨ
》
訴
権
に
至
る
途
中
で
あ
り
、
と
も
か
く
、
〈

Z
巾ョ。

zsZ吋

邑
3
2
2
E
8
》
と
い
う
法
諺
は
揺
ら
い
で
い
(
れ
」
と
評
価
さ
れ
て
い

，E
O
 

ナ
h

右
の
二
つ
の
部
分
改
正
の
後
、
一
九
六
九
年
に
《
民
事
訴
訟
法
典

改
正
委
員
会
わ
。

B
E
n
-。
ロ
号
司
氏
0
2
5

己
ロ
わ
。
号
電

c
n
E
R
m

n-rur》
が
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
使
命
は
「
司
法
職
の
統
合
計
画
、
す
な
わ

ち
《
司
法
職
の
流
れ
の
再
編
成
を
主
に
考
慮
し
て
、
民
事
訴
訟
の
現
代
化

を
確
保
し
う
る
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
》
に
あ
る
」
と
さ
れ
、
直
接
に

は
弁
護
士
白
〈
。
門
主
と
代
訴
士
宮
c
c
m
と
の
統
一
を
目
的
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
一
九
七
一
年
の
最
初
の
デ
ク
レ
に
至
る
ま
で
に
、
「
大

審
裁
判
所
の
手
続
の
改
正
を
実
効
性
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
単
に

新
し
い
弁
護
士
職
を
考
慮
し
て
そ
の
範
囲
内
に
訴
訟
手
続
の
改
正
を
止
め

る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
大
審
裁
判
所
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
そ
の
他
の
多

く
の
規
定
を
も
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
改
正
を
こ

2 
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の
よ
う
に
部
分
的
な
も
の
に
止
め
て
、
不
完
全
な
手
続
を
実
施
す
れ
ば
、

そ
の
部
分
改
正
が
当
て
込
ん
で
い
た
手
続
の
改
善
も
す
べ
て
無
に
帰
し
て

(
叩
)

し
ま
う
」
と
の
意
識
が
高
ま
っ
た
た
め
、
全
面
的
改
正
を
目
指
す
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
改
正
の
目
的
と
し
て
、
当
事
者
が
利
用
し
や
す
い
手
続

を
創
設
し
、
か
っ
そ
の
手
続
に
対
し
て
裁
判
官
に
よ
る
指
導
を
認
め
る
こ

(
日
)

と
が
掲
げ
ら
れ
た
。
当
事
者
の
利
用
し
や
す
い
手
続
の
た
め
の
具
体
的
施

(ロ)

策
と
し
て
は
手
続
を
あ
る
程
度
統
一
し
、
形
式
主
義
を
緩
和
し
、
新
た
に

(
日
}

共
同
申
請
、
督
促
手
続
、
専
門
的
裁
判
官
な
ど
を
創
設
し
た
。
裁
判
官
に

よ
る
指
導
の
認
容
は
、
裁
判
官
と
当
事
者
と
の
役
割
の
見
直
し
を
導
く
も

の
で
あ
る
。
本
稿
に
関
係
す
る
の
は
こ
の
裁
判
官
と
当
事
者
の
役
割
を
め

ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

(
M
)
 

デ
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
新
民
訴
法
典
は
二
つ
の
新
た
な

原
理
を
立
て
た
。
裁
判
官
が
能
動
的
に
機
能
す
る
こ
と
、
お
よ
び
裁
判
に

服
す
べ
き
者
の
協
力
の
原
理
で
あ
る
。

(
日
)

前
者
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
進
行
面
で
の
能
動
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

訴
訟
対
象
を
決
定
し
、
資
料
を
収
集
す
る
側
面
で
も
裁
判
官
に
能
動
的
役

割
が
あ
た
え
ら
(
川
、
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
各
当
事
者
お
よ
び
訴
外

(口)

第
三
者
に
訴
訟
資
料
収
集
へ
の
協
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
改
正
法
の
精
神
は
、
札
問
主
義
的
原
理
胃
百
円
即
日
福

山口

A
E
E
Z
-
2
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

訴
訟
の
主
人
た
る
地
位
は
あ
く
ま
で
当
事
者
が
占
め
、
裁
判
官
の
中
立
原

理
や
、
絶
対
的
真
実
の
発
見
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
、

υ
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以
上
の
よ
う
な
改
正
の
基
本
姿
勢
の
下
で
、
文
書
提
出
強
制
に
つ

一
九
七
一
年
九
月
九
日
デ
ク
レ
七
四

O
号
第
一
一
条
(
新
法
典
第

一
一
条
)
お
よ
び
一
九
七
二
年
七
月
二

O
日
デ
ク
レ
六
八
四
号
第
七
三
条

か
ら
第
七
七
条
ま
で
(
新
法
典
第
一
三
八
条
か
ら
第
一
四
二
条
ま
で
)
が

定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
文
が
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
旧
法
典
の
下
で
の
文
書
提
出
強
制
否
定
説
の
立
場
か
ら
反
対
が
あ

り
、
そ
の
主
張
は
一
九
七
一
年
九
月
九
日
デ
ク
レ
の
公
布
後
に
、
そ
の
取

消
の
訴
え
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
起
さ
れ
る
と
い
う
形
で
現
札
問
。

こ
の
提
訴
に
対
し
て
法
務
省
は
、
文
書
提
出
強
制
の
明
文
化
が
憲
法
第

三
四
条
の
解
釈
の
上
で
、
法
律
事
項
に
属
す
る
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る

と
考
え
、
議
会
理
事
部
に
法
律
案
を
送
付
し
、
一
九
七
二
年
春
の
会
期
に

民
訴
法
改
革
支
持
者
の
賛
成
に
よ
り
周
年
七
月
五
日
成
立
さ
せ
た
。
こ
れ

が
一
九
七
二
年
七
月
五
日
法
律
六
二
六
号
で
あ
り
、
民
法
典
第
一

O
条
に

挿
入
さ
れ
た
条
文
で
あ
る
(
第
一
章
第
三
節
玄
関
)

0

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
の
う
ち
、
第
一
の
訴
え
は
、

ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
伴
っ
て
文
書
提
出
を
命
じ
る
権
限
を
裁
判
官
に
与
え
る

い
て
、
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の
は
、
民
事
上
の
債
務
の
状
態
と
所
有
権
と
に
触
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

行
政
立
法
権
限
に
属
す
る
民
訴
制
度
と
は
別
個
の
、
法
律
事
項
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
民
法
第
一

O
条
制
定
を
促
し
た
法
務
省
の
懸
念

と
同
一
の
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
争
訟

部
大
法
廷
〉

g
巾ヨ

zr門
左
円
。
ロ
8
2
-
2凶
の
一
九
七
四
年
五
月
一

O
日

判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
こ
の
訴
え
を
却
け
た
。

「
裁
判
官
が
判
決
お
よ
び
そ
の
前
提
た
る
証
拠
調
べ
を
実
行
す
る
た
め

に
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
宣
言
す
る
と
い
う
権
限
は
、
法
の
一
般
原
理
た
る
性

格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
限
の
限
界
を
決
定
し
、
あ
る
い
は
拡

張
、
あ
る
い
は
縮
小
す
る
権
限
が
立
法
者
に
専
属
す
る
と
し
て
も
、
本
件

デ
ク
レ
は
、
そ
の
成
立
時
に
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
適
用
領
域
を
一
般
的
に
規

定
す
る
法
律
条
項
が
な
い
状
態
で
、
当
事
者
に
対
し
て
ア
ス
ト
ラ
ン
卜
を

伴
っ
た
命
令
を
下
す
と
い
う
裁
判
官
の
権
限
を
再
定
立
し
て

E
匂
匂
己
旬
、

(n) 

上
記
一
般
原
理
の
適
用
を
な
す
こ
と
が
当
然
可
能
で
あ
っ
た
。
」

要
す
る
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
ア
ス
ト

ラ
ン
ト
を
課
す
る
権
限
は
法
の
一
般
原
理
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の

で
、
文
書
提
出
を
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
に
よ
り
強
制
す
る
こ
と
は
そ
の
一
般
原

理
の
具
体
化
に
す
ぎ
ず
、
法
律
事
項
た
る
民
事
債
務
お
よ
び
所
有
権
の
基

本
原
理
を
動
か
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、

民
法
典
第
一

O
条
の
新
設
は
既
存
の
原
理
の
明
文
化
と
い
う
役
割
が
あ
る

に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
起
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
訴
え
は
、
一
九
七
二

年
七
月
二

O
日
デ
ク
レ
六
八
四
号
の
う
ち
、
第
一
九
条
二
項
(
新
法
典
第

七
九
条
二
項
。
但
し
法
典
化
の
段
階
で
修
正
さ
れ
た
て
第
七
三
条
か
ら
第

七
七
条
ま
で
(
新
法
典
第
一
三
八
条
か
ら
第
一
回
二
条
ま
で
)
の
取
消
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
関
係
す
る
の
は
後
者
、
す
な
わ
ち
第
七
三

条
以
下
の
、
第
三
者
所
持
文
書
の
獲
得
。
σ
Z
2芯
コ
と
相
手
方
当
事
者
の
所

持
文
書
の
提
出
胃

o
E
a
oコ
を
規
定
す
る
条
項
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
第
二
、
第
六
分
会
一
九
七
五
年
一
月
三

日
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
訴
え
も
却
け
た
。

「
一
九
七
二
年
七
月
二

O
日
の
本
件
デ
ク
レ
第
七
三
条
か
ら
第
七
七
条

は
(
中
略
)
上
記
(
民
法
典
)
第
一

O
条
が
再
定
立
し
た
原
理
の
単
な
る

具
体
化
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
有
権
の
不
法
な
侵
害
を
何
等
含

ん
で
い
な
時
o
」

こ
こ
で
は
民
法
典
第
一

O
条
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
判
決
の
表
現
は
、

民
法
典
第
一

O
条
が
《
再
定
立
し
た

E
匂匂巾

-2
》
原
理
が
既
存
の
も
の
で

あ
る
こ
と
、
そ
の
原
理
に
よ
っ
て
本
件
デ
ク
レ
は
適
法
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
こ
で
も
文
書
提
出
強
制
が
民
法
典
第
一

O
条
な

し
に
有
効
で
あ
る
と
の
立
場
が
踏
襲
さ
れ
て
い
(
問
。

か
く
し
て
新
民
訴
法
典
の
明
文
化
し
た
文
書
提
出
強
制
制
度
は
、
そ
の
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有
効
性
が
確
定
し
た
。
そ
こ
で
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
そ
の
解
釈
で
あ
る
。

新
法
典
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
い
く
ら
か
の
論
点
が
残
さ
れ
、
そ
の
解
釈

(
お
)

論
に
は
提
出
強
制
制
度
の
性
格
付
け
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
1
)

宮白吋『白
E
L
V巾仏叶
O
斥
仙
]
曲
目
肖

2
足・

2
。-
N
・

(
2
)

』・ゎ・司
-
H
由市町
N

・ロ
-
-
N
∞N
士山・

(3)

ロ
σ
巾
汗
司
・
同
)
巾
】
ピ
巴
広
三
一
O
ロ
]
己
門
出
門
戸
包
括
己
巾
凹
色
。
n
c
B
g
z

出
回
円
白
口
同
・
。
白
N
-
H
M

白戸円安日
N
-
N
・ω
h
p

・

(
4
)

一
九
六
二
年
当
時
の
規
定
。
扶
養
定
期
金
宮
E
Zロ
白
ロ

5
2・

g
町
巾
を
離
婚
時
に
認
め
る
も
の
で
、
現
行
法
に
お
い
て
は
第
二
七

O
条
以
下
、
第
二
八
二
条
以
下
、
お
よ
び
別
居
の
際
の
第
三

O
三

条
に
相
当
す
る
。
ち
な
み
に
第
二
七
一
条
第
二
七
二
条
に
よ
れ
ば
、

破
綻
に
よ
ら
な
い
離
婚
の
際
の
補
償
給
付
額
は
夫
婦
の
必
要
度
と

そ
の
収
入
に
応
じ
て
決
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

回目
σ巾
『
ゲ
。
U
・
門
戸
注
(
3
)
一、
H
，

ORes-
冨
w

円
5
血肉巾

b
g

仏
0
2
5
2仲田町一凹
g己
同
舟
〈
白
ロ
ニ

g
E広
島
2
Z
E
門
苫
胃
宮

E

-。-仏己
h
F

由。。件同市
W

A

山N
・』・。・同》
.

H

山WA
山一山
-ucnけ]{吋ω∞・

(
6
)

冨
。

z-∞
5
・
出
-
w
F
M
凶
司
公
2
5巾
a
z
(
V
C
色
白
色
。
円
)
『
o
n
E
Z
Z

円一〈己巾円】釦『}巾門同巾円一「角川門仏己

]{ω

。円円。
σ吋巾]{甲町印巾丹】巾凹℃『山口円一℃巾印

色町巾門件
mwd
』同・目色口問】同.。円巾
m
W
7
]

円い・司
-

H

甲町品目・同市
Xvm
山
Zo--
吋・

(
7
)
F
E
 

(8)

ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
戸
わ
白
立
E
E
司
法
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
。

委
員
長
に
は
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
}
明
C
M
H

句
が
就
任
し
、
司
法

官
、
上
下
両
院
の
立
法
委
員
会
代
表
、
第
一
審
お
よ
び
控
訴
審
裁

判
所
の
弁
護
士
と
代
訴
士
、
執
行
官
、
法
学
部
教
授
か
ら
構
成
さ

れ
た
。
ロ
白
日
明
.P
同VH
・0
仏ロ
2-o口問。
R
P
L】
・
戸
口

c
g
ロ

(
9
)
F
E・

(
叩
)
本
田
耕
一
「
一
九
七

0
年
代
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法

の
改
正
」
法
学
研
究
(
慶
応
)
五
三
巻
一
号
九
八
頁
、
一

O
二
頁

か
ら
一

O
三
頁
参
照
。

(
日
)
本
田
・
前
掲
論
文
(
注
叩
)

(
ロ
)
旧
民
事
訴
訟
法
が
各
裁
判
所
ご
と
に
規
定
を
並
列
さ
せ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
新
民
事
訴
訟
法
典
は
「
す
べ
て
の
裁
判
所
に
共
通

の
規
定
」
を
巻
頭
に
置
い
て
い
る
。
さ
ら
に
レ
フ
ェ
レ
に
よ
る
手

続
と
期
間
の
計
算
を
統
一
し
、
控
訴
事
件
を
控
訴
院
に
集
中
さ
せ

た
。
本
田
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
一

O
四
頁
か
ら
一

O
六
頁
参
照
。

(
日
)
本
田
・
前
掲
論
文
(
注
目
)
一
一

O
頁
か
ら
一
一
二
頁
参
照
。

(
M
)

り
巳
肉
吋
タ
司
司
。
仏
c
n
z
o
D
『。『円巾巾・匂匂
-
H
M
l
H
印・

(
日
)
第
二
章
第
一
節
、
本
章
第
一
節
参
照
。

(
v
m
)

本
田
・
前
掲
論
文
(
注
叩
)
一
一
三
頁
以
下
、
堤
・
前
掲
論
文

(
本
章
第
一
節
注
5
)
四
七
頁
に
具
体
的
な
説
明
が
あ
る
。

(
口
)
第
一
章
第
三
節
参
照
。

(
凶
)
巴
回
一

mg-
司
g
仏
ロ
n
t
。
口
問
。
叶
n
r
・

-V-E-
お
よ
び
同
旨
、
前
注

(
日
)
掲
記
の
各
文
献
。

(
凹
)
目
立
仏

H
Y
M
ω
・

(
初
)
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
国
憲
法
第
三
四
条
は
、
立
法
府
が
権
限
を
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持
つ
事
項
(
法
律
事
項
)
を
限
定
的
に
列
挙
し
、
そ
れ
以
外
の
事

項
に
つ
い
て
は
行
政
府
(
大
統
領
、
内
閣
)
に
よ
る
行
政
立
法
が

可
能
で
あ
る
。
デ
ク
レ
は
そ
の
行
政
立
法
の
一
形
態
で
あ
る
。
山

口
俊
夫
「
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
・
上
」
一
六
六
頁
、
一
八
一
頁
以
下

参
照
。

(幻

)

U
巴拘吋巾
w

司円。色ロ門昨日。口問。円nm巾・℃-Nω・

(
詑
)
。
。
ロ
印
・
内
弓
H
W
E
F
〉
mm
・-
5
5曲目

5
2・
∞
同
同
『
巾
巾
丹
∞
。
ロ
ロ
巾
円
一

〉
円
三
ロ
『
・
仏
『
・
白
色
ヨ
・
・
呂
吋
品
・
印
品
目
・

(
お
)
(
リ
。
ロ
∞
・
仏
両
C
F
N
O
巾
同
町
。
由
l
m
m
x
H
w
ω

』白ロ〈
-

H

由、
N
Y
m
-
巾己吋

∞白同・同・タ』

-n・
何
回
由
、
京
・
口
・
同
∞
M
M
由・

0σ
凹・。・円。己
n
y
巾N
-

(剖

)
g
E・〈・釦己印印
r
U即
日
関
吋
タ
句
円
。
門
吉
円
昨
日
。
口
問
。
叶
n
m
m
y
匂
匂
・
ピ
1
N
印・

(
お
)
ロ
回
一
喝

.pg-a・

二
、
新
法
典
の
内
容

-
新
民
訴
法
典
は
前
款
で
述
べ
た
よ
う
に
裁
判
官
の
果
た
す
べ
き
役

割
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
措
置

g
g
z
z
に
対
し
て
当
事
者
ま
た
は
訴
外
第
三

者
の
協
力
義
務
を
設
け
た
。
こ
の
改
正
は
当
事
者
主
導
型
(
弾
劾
主
義
的
)

に
強
く
傾
い
て
い
た
旧
法
典
に
対
し
て
、
一
九
六
五
年
の
部
分
改
正
の
方

向
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
に
た
っ
て
、
「
訴
訟
の
指
導
原
則

F
g
耳
目
白
巳
耳
目
色

5
2
2
3

E
胃
o
n
宮
」
と
題
す
る
冒
頭
の
章
に
お
い
て
、
第
一
一
条
が
当
事
者
の
証

拠
調
べ
へ
の
協
力
義
務
(
一
項
)
と
証
拠
資
料
提
出
義
務
(
二
項
一
文
)
、

お
よ
び
訴
外
第
三
者
の
証
拠
書
類
提
出
義
務
(
二
項
ニ
文
)
を
定
め
て
い

(
的
。
そ
し
て
そ
の
具
体
化
は
第
一
三
八
条
か
ら
第
一
四
二
条
ま
で
に
お
い

て
な
さ
れ
て
い
る
。

Z

第
一
三
八
条
か
ら
第
一
四
一
条
ま
で
は
、
訴
外
第
三
者
の
所
持
す

る
書
証
の
取
得
に
つ
い
て
定
め
る
。

ま
ず
第
一
三
八
(
鮫
は
、
当
事
者
が
提
出
命
令
を
要
求
で
き
る
書
証
と
し

て
、
「
自
己
が
当
事
者
で
な
か
っ
た
公
署
証
書
ま
た
は
私
署
証
書
官
円
丹
市

白
c
p
m
E
5
5
。
Z
8
5
8
5
m
買
ぞ
巾
)
あ
る
い
は
第
三
者
に
よ
り
所
持

さ
れ
て
い
る
書
証
」
を
挙
げ
、
そ
の
原
本
の
提
出
ま
た
は
謄
本
の
交
付
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

次
い
で
、
第
一
三
九
鰐
は
右
の
要
求
に
特
定
の
方
式
が
い
ら
な
い
こ
と

こ
項
)
、
お
よ
び
右
の
要
求
を
受
け
た
裁
判
官
の
措
置
を
定
め
る
。
そ
の

措
置
は
、
ま
ず
、
提
出
命
令
の
要
求
の
理
由
の
存
否
・
評
価
、
提
出
の
条

件
と
そ
の
保
証
、
必
要
に
応
じ
て
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
付
加
、
そ
し
て
事
情

に
よ
り
原
本
、
謄
本
、
抄
本
の
別
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)

第
一
回

O
条
は
右
の
提
出
命
令
の
仮
執
行
と
原
本
に
基
づ
く
執
行
と
を

定
め
る
。
仮
執
行
に
つ
い
て
は
第
五
一
四
条
以
下
に
規
定
が
あ
る
が
、
通

常
の
執
行
は
、
判
決
の
単
純
勝
本
弘
吉
立
巾
宮
七

E
5
0ロ
の
形
で
の
送
達
(
第

六
七
六
条
)
に
つ
い
で
通
常
の
不
服
申
立
(
控
訴
ま
た
は
故
障
申
立
)
が

尽
き
て
判
決
に
既
判
事
項
の
確
定
力
開

2
2
号
n
y
c
お
古
札
制
が
生
じ
た

北法38(1・177)177
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時
か
ら
(
第
五

O
一
条
)
、
「
執
行
文
を
付
し
た
謄
本
巾
何
回
V
E
E
8
5
4
m
g
m

骨

S
P
E
C
-
:
5
5
5」
(
第
五

O
一
議
)
に
基
づ
い
て
執
行
で
き

る
。
こ
れ
に
対
し
て
仮
執
行
は
、
不
服
申
立
の
期
間
徒
過
を
待
た
ず
に
行

わ
れ
、
ま
た
原
本
に
よ
る
執
行
は
原
本
の
提
示
が
送
達
に
相
当
す
る
(
第

五
O
三
条
二
項
)
の
で
、
さ
ら
に
迅
速
に
行
わ
れ
る
。

第
一
四
一
(
鰐
は
、
異
議
ま
た
は
正
当
な
障
害
事
由
の
主
張
と
、
そ
れ
に

基
づ
く
裁
判
官
の
取
消
・
変
更
、
お
よ
び
第
三
者
の
控
訴
の
余
地
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

Z

当
事
者
聞
に
お
け
る
提
出
強
制
は
、
第
一
四
二
条
が
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
。

「
当
事
者
が
所
持
す
る
証
拠
の
資
料
の
提
出
の
要
求
及
び
そ
の
提
出
は
、

第
一
三
八
条
及
び
第
一
三
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
」

な
お
第
一
三
八
条
か
ら
第
一
四
二
条
ま
で
の
規
定
は
法
典
第
一
巻
「
す

べ
て
の
裁
判
所
に
共
通
の
規
定
」
に
あ
り
、
各
裁
判
所
に
お
け
る
文
書
提

出
命
令
の
形
式
は
、
第
二
巻
以
下
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
代
表
的
第
一
審

裁
判
所
で
あ
る
大
審
裁
判
所
に
お
い
仁
閥
、
ま
ず
、
短
期
回
路
を
通
る
場

合
は
提
出
強
制
の
余
地
が
な
い
は
ず
で
あ
り
(
第
七
六

O
条
第
七
六
一
条

参
照
)
、
長
期
回
路
を
通
る
場
合
は
準
備
手
続
裁
判
官
の
手
に
よ
っ
て
提
出

命
令
が
出
さ
れ
る
の
を
原
則
と
す
る
(
第
七
七

O
条
)
。
こ
の
場
合
、
準
備

手
続
裁
判
官
は
理
由
を
付
し
た
命
令
。
丘
。
ロ

E
ロ
2
2
2
2
r
に
よ
る
提

出
を
命
じ
る
(
第
七
七
三
新
第
三
項
。
第
七
七
四
条
も
参
照
)
。
ま
た
単
独

裁
判
官
の
下
に
事
件
が
付
託
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
(
第
八

O
二
条
)
。

そ
し
て
受
訴
裁
判
所
が
提
出
を
命
じ
る
場
合
は
中
間
判
決
に
よ
る
こ
と
と

に
出
。

北法38(1・178)178

控
訴
院
の
下
で
も
ほ
ぼ
同
様
と
考
え
ら
れ
る
(
第
九
一

O
条
に
よ
る
第

七
六
三
条
か
ら
第
七
八
九
条
の
準
用
、
第
九
四
三
条
三
項
)
。

商
事
裁
判
所
お
よ
び
労
働
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
新
民
訴

法
典
第
八
六
二
条
二
項
と
労
働
法
典
R
五
一
六
|
二
三
条
と
が
、
一
定
の

期
間
内
に
裁
判
所
に
対
し
て
解
明
を
も
た
ら
す
の
に
適
切
な
す
べ
て
の
文

書
ま
た
は
証
明
書
の
提
出
を
促
す
こ
と
を
、
準
備
手
続
裁
判
官
に
相
当
す

る
報
告
裁
判
官
(
労
働
法
典
の
場
合
は
報
告
委
員
)
に
認
め
て
い
る
。

小
審
裁
判
所
に
つ
い
て
も
同
旨
の
規
定
が
あ
る
(
第
八
四
四
条
)
。

農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所

E
g
g
-
同
】
同
号
包
括
色

g
E
C
H
E
E
E

に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
明
記
す
る
法
文
が
な
い
が
、
第
八
八
二
条
が

原
則
と
し
て
小
審
裁
判
所
の
手
続
を
準
用
す
る
と
定
め
、
ま
た
第
七
四
九

条
で
、
第
一
巻
の
規
定
が
農
事
事
件
に
も
適
用
さ
れ
る
と
明
話
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
第
九
三
九
条
の
形
式
で
文
書
提
出
命
令
が
な
さ
れ
る
も
の

と
解
さ
れ
て
い
(
認
。

26 

条
文
は
第
一
章
第
三
節
参
照
。



フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

(
訂
)
「
当
事
者
は
、
訴
訟
手
続
中
に
、
自
己
が
当
事
者
で
な
か
っ
た

公
署
証
書
ま
た
は
私
署
証
書
あ
る
い
は
第
三
者
に
よ
り
所
持
さ
れ

て
い
る
書
証
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
証
書
又
は

書
証
の
謄
本
の
交
付
又
は
そ
の
提
出
を
命
じ
る
よ
う
に
、
事
件
を

受
理
し
て
い
る
裁
判
官
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
却
)
「
前
条
の
要
求
は
、
方
式
に
よ
ら
ず
行
わ
れ
る
。

「
②
裁
判
官
は
、
そ
の
要
求
が
理
由
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

は
、
自
己
の
定
め
る
条
件
及
び
保
証
官
『
自
己
巾
の
下
で
、
必
要
あ

る
場
合
に
は
間
接
強
制
白
包
括
山
口
広
を
も
っ
て
、
事
情
に
応
じ
て
原

本
、
謄
本
又
は
抄
本
に
よ
っ
て
、
証
書
又
は
書
証
の
交
付
あ
る
い

は
提
出
を
命
ず
る
。
」

(
却
)
「
裁
判
官
の
裁
判
は
、
仮
に
(
帥
吾
お
買
。
三
宮
町
巾
)
執
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
あ
る
場
合
に
は
、
原
本
に
基
づ
い
て
執

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
却
)
終
局
判
決
は
、
言
渡
し
の
時
点
で
既
判
事
項
の
権
威

E
Zユ
広

門
田
市

E
n
y
o
8
y
m
m巾
を
有
し
(
第
四
八

O
条
)
、
通
常
の
不
服
申

立
の
余
地
が
な
く
な
っ
た
時
点
で
既
判
事
項
の
確
定
力
沙
門
円
巾
骨

g
n
v
o
m
iロ
mrを
有
す
る
(
第
五

O
O条
)
。
従
っ
て
我
が
国
の

既
判
力
の
概
念
と
そ
の
ま
ま
で
は
対
応
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
江
藤
伶
泰
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
既
判
力
概
念
の
発
展
」

民
訴
雑
誌
七
号
九
七
頁
参
照
。

(
担
)
な
お
第
四
六
五
条
は
「
各
当
事
者
は
、
執
行
文
を
付
し
た
謄
本

の
交
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
。

(
幻
)
「
異
議
(
岳
民
同
円
三
丹
市
)
の
あ
る
場
合
、
又
は
何
ら
か
の
正
当
な

障
害
事
由
(
巾
B
B
n
y
g
M巾ロ己
mm一
己
ヨ
巾
)
が
主
張
さ
れ
る
場
合
に

は
、
交
付
又
は
提
出
を
命
じ
た
裁
判
官
は
、
方
式
に
よ
ら
ず
行
わ

れ
る
要
求
に
基
づ
い
て
、
そ
の
裁
判
を
取
消
し
ま
た
は
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
三
者
は
、
そ
の
言
渡
し
か
ら
一
五
日
以
内
に

新
た
な
裁
判
に
対
し
控
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
お
)
そ
の
手
続
の
概
要
に
つ
い
て
第
二
章
第
一
節
参
照
。

(
担
)
冨
同
『
S
E
a
-
F巾色
g-仲卸}白円】吋巾己〈巾・
2
0・
5
・

但
し
、
事
前
手
続
終
結
の
効
果
と
し
て
「
い
か
な
る
書
類
も
口

頭
弁
論

(amgg)
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
第
七
八

三
条
)
と
あ
る
点
、
疑
問
で
あ
る
。

(
お
)
巴
包
肉
叶
巾
・
句
吋
O
仏
ロ
円
巴
。
口
問
。
司
nm巾・℃・呂町・

こ
れ
ら
小
審
裁
判
所
と
そ
の
他
の
例
外
裁
判
所
に
つ
い
て
の
規

定
は
い
ず
れ
も
、
当
事
者
に
対
す
る
提
出
強
制
で
あ
る
こ
と
に
注

意
。
ま
た
、
文
書
提
出
命
令
に
つ
い
て
、
一
方
当
事
者
の
申
立
を

明
文
上
要
求
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
。

三
、
解
釈
上
の
問
題
点

旧
民
訴
法
典
の
下
で
は
文
書
提
出
強
制
を
正
面
か
ら
認
め
る
規
定

が
な
か
っ
た
の
で
、
一
般
的
な
提
出
強
制
の
是
非
そ
れ
自
体
が
争
い
の
的

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
民
訴
法
典
制
定
後
は
、
少
な
く
と
も
提

出
強
制
否
定
説
を
主
張
す
る
余
地
は
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
な
お
、
解
釈
に
よ
っ
て
は
か
な
り
の
立
場
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

北法38(1・179)179
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こ
こ
で
は
そ
の
結
論
の
差
異
が
い
か
な
る
背
景
に
生
じ
て
い
る
の
か
と
い

う
点
を
含
め
て
、
新
法
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
す
る
。

Z

ま
ず
第
一
に
、
文
書
提
出
命
令
を
職
権
に
よ
り
、
当
事
者
の
申
立

を
待
た
ず
に
な
す
事
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
議
論
が
あ
る
。

法
文
上
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
。
新
民
訴
法
典
第
一

一
条
二
項
は
「
裁
判
官
は
、
他
の
当
事
者
の
申
請
に
基
づ
き
帥

E
Z宮
市
芯

母

E
E
Z
Eユ
ぽ
(
中
略
)
そ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
を
そ
の
者
に
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
ま
た
第
一
三
八
条
以
下
で
も
、
「
当
事
者
は
:

提
出
を
命
じ
る
よ
う
に
・
・
・
裁
判
官
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
「
裁

判
官
は
、
そ
の
要
求
が
理
由
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
・
・
・
提
出
を
命

ず
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
裁
判
官
が
当
事
者
の
申
立
に
基
づ
き
提
出
命

令
を
出
す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
、
第
一

O
条
に
は
「
裁
判
官
は
、
法
律
上
認
め
ら
れ
る
す

べ
て
の
証
拠
調
べ

Z
E
E
-
2
5
2
R
g
円ココ
a
g
a
-。
ロ
を
職
権
で
命
じ

る
権
限
を
有
す
る
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
、
ま
た
第
一
四
三
条
以
下
に
お

い
て
も
職
権
証
拠
調
べ
の
許
容
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
プ
ラ
ン
は
文
書
提
出
に
つ
い
て
も
、
職
権
に
よ
る
命
令
が
許
さ

れ
る
と
主
張
し
、
そ
の
根
拠
に
右
の
よ
う
な
証
拠
調
べ
て
般
に
つ
い
て
の

職
権
主
義
と
、
第
一
一
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
当
事
者
の
証
拠
調
べ
へ
の

協
力
義
務
を
援
用
す
持
。
し
か
し
通
説
は
、
職
権
に
よ
る
提
出
命
令
の
可

能
性
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
ク
i
シ
ェ
は
、
職
権
に
よ
る
提
出
命
令

の
法
律
上
の
否
定
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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「
最
近
の
改
正
は
民
事
に
お
げ
る
裁
判
官
の
権
能
の
顕
著
な
増
加
を
も

た
ら
し
て
い
る
が
、
新
法
起
草
者
は
、
伝
統
的
に
《
弾
劾
主
義
的
》
な
タ

イ
プ
に
属
し
て
い
た
民
事
訴
訟
に
、
極
め
て
は
っ
き
り
と
し
た
札
問
主
義

的
な
性
格
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
気
を
つ
け
て
い
た
。
そ
の
結

果
、
裁
判
官
が
職
権
で
文
書
提
出
を
命
じ
る
こ
と
は
問
題
と
な
ら
た
叫
o
」

ま
た
、
グ
ポ
l
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
領
域
で
裁
判
官
が
主
導
権
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

(
提
出
強
制
の
)
局
面
に
お
い
て
、
訴
訟
手
続
が
札
問
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム

に
移
行
す
る
こ
と
な
く
、
こ
こ
で
い
う
〈
証
明
権
》
を
確
認
す
る
こ
と
に

他
な
ら
札
時
。
」

こ
う
し
た
主
張
の
前
提
に
は
、
書
証
の
提
出
と
そ
れ
以
外
の
証
拠
調
べ
、

証
人
尋
問
や
鑑
定
・
検
証
な
ど
と
が
同
一
の
レ
ベ
ル
で
は
理
解
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
訴
法
は
職
権
証
拠
調
べ
の
許
容

を
、
旧
法
の
下
で
も
新
法
の
下
で
も
原
則
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
証
拠
調

べ

5
2
R巾
告
ロ
2
2
2一0
2
は
、
第
二
章
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
我
が

国
に
お
け
る
「
証
拠
調
べ
」
の
概
念
と
は
異
な
(
問
、
書
証
の
提
出
は
こ
れ

に
含
ま
札
丹
、
さ
ら
に
書
証
の
証
明
力
は
法
定
さ
れ
て
お
り
(
民
法
典
第

一
コ
二
七
条
)
、
申
立
の
性
格
と
範
囲
を
決
定
す
る
と
い
う
面
も
有
し
て
い
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る
。
こ
の
よ
う
に
書
証
の
提
出
は
、
他
の
証
拠
の
取
り
調
べ
と
は
区
別
さ

れ
る
べ
き
扱
い
を
受
け
る
の
で
、
一
般
的
に
職
権
証
拠
調
べ
を
許
容
し
て

い
る
制
度
の
下
で
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
文
書
提
出
の
職
権
に
よ
る
強
制
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
制
度
上
の
区
別
は
、
新
民
訴
法
典
が
準
備
手
続

裁
判
官
に
よ
っ
て
事
前
の
証
拠
調
べ
と
文
書
提
出
を
な
さ
し
め
る
こ
と
と

し
た
た
め
、
か
な
り
緩
和
さ
れ
た
。
書
証
提
出
が
必
ず
し
も
当
事
者
の
任

意
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
文
字
通
り
《
審
理
上
の
措
置
》
と
し
て
命

じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
他
の
証
拠
の
取
り
調
べ
を
命
じ
る
場
合
と
大

差
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
で
は
職
権
証
拠
調
べ
の
許

容
を
文
書
提
出
命
令
に
も
準
用
す
る
考
え
方
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
よ
り
積
極
的
に
職
権
に
よ
る
文
書
提
出
強
制
を
認
め
る
解
釈
を

促
す
要
素
と
し
て
は
、
新
民
訴
法
典
の
立
法
趣
旨
が
裁
判
官
の
能
動
性
を

重
視
し
て
、
裁
判
官
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
に
よ
る
真
実
を
明
ら
か
に
す
る

方
向
に
あ
る
と
の
認
識
が
あ
げ
ら
れ
人
刊
。

他
方
職
権
に
よ
る
文
書
提
出
命
令
を
認
め
な
い
見
解
を
導
く
要
素
と
し

て
は
、
上
の
裁
判
官
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
プ
に
よ
る
真
実
発
見
の
要
請
を
重

視
せ
ず
、
む
し
ろ
書
証
の
持
つ
処
分
原
理
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
提
出
強
制
を
裁
判
官
に
よ
る
真
実
発

見
の
た
め
の
制
度
と
し
て
で
は
な
く
、
当
事
者
の
証
明
権
の
現
れ
と
位
置

付
け
る
立
場
か
ら
も
、
裁
判
官
の
職
権
に
よ
る
命
令
の
否
定
と
い
う
方
向

に
働
い
て
い
る
。
こ
の
他
マ
ロ
(
げ
は
歴
史
的
に
み
て
提
示
訴
権
が
私
人
の

主
導
権
に
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
外
国
法
の
例
(
デ
イ
ス
カ
パ
リ
ー
な

ど
て
一
九
六
五
年
改
正
法
に
よ
る
準
備
手
続
裁
判
官
の
職
権
に
よ
る
提
出

命
令
が
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
実
際
上
訴
訟
に
有
用

な
書
証
が
特
定
の
人
の
手
中
に
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
の
は
、
た
い
て
い

当
事
者
で
あ
っ
て
裁
判
官
で
は
な
く
、
こ
こ
で
の
規
定
は
実
際
上
起
こ
り

い
る
こ
と
を
極
め
て
正
確
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で

b
m
と
述
べ
て
、
法

文
が
職
権
に
よ
る
提
出
強
制
を
予
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
0

1

第
二
に
、
新
民
訴
法
典
第
一
三
八
条
が
「
自
己
が
当
事
者
で
な
か

っ
た
公
署
証
書
ま
た
は
私
署
証
書
あ
る
い
は
第
三
者
に
よ
り
所
持
さ
れ
て

い
る
書
証
」
に
限
っ
て
提
出
強
制
を
要
求
で
き
る
と
し
て
い
る
点
を
め
ぐ

り
、
争
い
が
あ
る
。

立
法
者
は
「
「
公
署
証
書
ま
た
は
私
署
証
書
の
当
事
者
で
あ
っ
た
者
は
通

常
そ
の
証
書
の
正
本
を
自
ら
使
用
す
る
は
ず
で
あ
り
、
従
っ
て
提
出
強
制

を
利
用
す
べ
き
で
は
九
時
」
と
考
え
て
、
民
法
典
の
規
定
す
る
複
数
正
本

作
成
義
務
の
脱
法
を
防
ぎ
、
ま
た
自
ら
用
意
す
べ
き
で
あ
る
完
全
な
証
明

カ
の
あ
る
証
書
を
他
人
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
を
認
め
て
証
明
責
任
(
証
拠

提
出
責
任
)
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
本
条
の
制
約
を
お
い
た

の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
自
己
が
当
事
者
で
あ
っ
た
証
書
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
実

質
的
考
慮
か
ら
す
れ
ば
な
お
例
外
を
認
め
る
余
地
が
有
り
得
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
売
買
契
約
の
当
事
者
間
で
訴
訟
と
な
っ

て
い
る
が
、
そ
の
契
約
証
書
は
一
通
し
か
作
成
さ
れ
ず
(
法
律
上
こ
れ
が

許
さ
れ
る
場
合
を
前
提
と
す
る
)
、
し
か
も
そ
れ
が
信
託
会
社
に
寄
託
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
場
合
、
証
書
が
盗
難
に
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
事

者
に
提
出
命
令
の
要
求
を
認
め
る
べ
き
で
あ
(
砂
」
と
の
主
張
が
あ
る
。

ま
た
右
の
実
質
的
考
慮
か
ら
す
れ
ば
、
証
書
以
外
の
書
証
に
つ
い
て
も

自
ら
提
出
が
可
能
な
も
の
を
あ
え
て
提
出
強
制
に
よ
っ
て
他
人
か
ら
獲
得

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
解
釈
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か

ら
、
一
般
の
書
証
を
自
ら
提
出
で
き
な
い
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
何
等
説

明
せ
ず
に
な
さ
れ
た
提
出
命
令
の
申
立
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
却
け
た
判

婦
が
あ
る
。

「
原
則
と
し
て
あ
る
事
実
を
申
し
立
て
た
当
事
者
は
そ
の
証
明
を
な
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
彼
(
夫
)
は
自
己
の
防
御
を
基
礎
付
け
る
た
め

の
事
実
の
存
在
を
立
証
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
自
分
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

も
っ
て
提
出
で
き
る
証
拠
を
自
ら
提
出
す
る
こ
と
に
妨
げ
と
な
る
事
情
に

つ
い
て
何
等
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
も
っ
て
、

妻
に
帰
属
し
、
か
つ
彼
女
が
用
い
る
つ
も
り
の
な
い
書
証
を
提
出
す
る
よ

う
求
め
る
べ
き
理
由
は
存
し
な
い
よ

こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
デ
久
見
は
本
条
の
制
約
が
真
実
発
見
の
妨

げ
と
な
る
場
合
に
、
こ
れ
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
が
民
法
典
第
一

O
条

お
よ
び
新
民
訴
法
典
第
一
一
条
一
項
と
調
和
し
な
い
と
述
べ
、
自
己
が
当

事
者
で
あ
っ
た
証
書
の
提
出
強
制
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
ま
た
証

書
以
外
の
書
証
に
拡
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
文
書
提
出
強
制
の
制
度
が
裁
判
官
に
よ
る
真
実
発
見
を
可
能

に
す
る
た
め
に
あ
る
と
解
す
る
か
、
当
事
者
の
証
明
権
の
た
め
に
あ
る
の

解
す
る
か
の
立
場
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

4

第
三
に
、
新
民
訴
法
典
第
一
三
九
条
二
項
は
、
「
裁
判
官
は
、
そ
の

要
求
が
理
由
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
・
・
・
提
出
を
命
ず
る
」
と
規
定
し

て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
要
考
慮
事
項
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
る
。

マ
ロ

l
は、

(a)

文
書
の
有
用
性
己
主
広
、

(
b
)

文
書
が
紛
争
解

決
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
吉
岳
田
宮

E
白玄巾、
(

C

)

正
当
な
障
害
事
由
の

不
存
在
、

(
d
)

訴
訟
引
き
延
ば
し
の
意
図
の
不
存
在
、

(

E

)

文
書
が

正
確
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
五
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
い
る
。
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こ
の
う
ち
こ
こ
で
は

(
b
)
お
よ
び

(e)
を
取
り
上
げ
る
。

(b)
の
紛
争
解
決
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
と
い
う
条
件
は
、
旧
民
訴
法

典
の
下
で
の
判
例
の
中
で
保
険
会
社
に
対
す
る
直
接
訴
権
行
使
に
お
け
る

保
険
証
券
の
ケ
!
鳩
や
、
一
通
し
か
な
い
契
約
証
書
が
寄
託
さ
れ
て
い
た



(
日
)

ケ
1

ス
な
ど
、
他
に
証
明
手
段
が
な
い
場
合
に
お
い
て
提
出
強
制
が
肯
定

さ
れ
た
例
に
暗
に
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
民
訴
法
典
の

下
で
も
紛
争
解
決
に
不
可
欠
な
書
証
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
提
出
を
命

(
U
A
)
 

じ
た
も
の
が
あ
る
。

(
日
)

こ
れ
に
対
し
て
デ
グ
ル
は
、
右
判
例
の
述
べ
る
不
可
欠
性
の
指
摘
が
状

況
の
描
写
に
過
ぎ
ず
、
不
可
欠
で
な
く
と
も
有
用
な
文
書
で
あ
れ
ば
提
出

強
制
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
こ
こ
で

も
や
は
り
真
実
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
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(e)
の
文
書
の
特
定
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
異
論
が
な
い
が
、
そ
の
程

度
を
め
ぐ
っ
て
は
、
若
干
議
論
が
あ
る
一
九
七
四
年
二
月
二

O
日
マ
ル
セ

イ
ユ
大
審
裁
判
所
札
鰐
は
、
こ
の
特
定
を
厳
格
に
要
求
し
た
。
事
案
は
貸

金
債
務
の
支
払
を
求
め
ら
れ
た

Y
が
債
権
者
X
の
代
理
人
Z
に
小
切
手
を

交
付
し
て
弁
済
し
た
と
の
抗
弁
を
主
張
し
、
そ
の
立
証
の
た
め

X
に、

Z

と
の
取
引
に
関
す
る
全
文
書
の
伝
達
と
提
出

n
o
B
S
S
M
-
Aロ
2
2
2
3
2

白

Z
H
忌
σ同
庁
印
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
申
し
立
て
ら
れ

た
書
証
が
、
日
付
、
形
式
、
内
容
に
つ
い
て
個
別
化
・
特
定
さ
れ
な
い
限

り
提
出
強
制
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
、
こ
の
申
立
を
却
け

た
。
そ
の
理
由
は
要
す
る
に
、
自
己
に
有
利
な
証
拠
を
偶
然
見
つ
け
る
た

め
漠
然
と
一
定
範
囲
の
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
す
べ
て
の
当
事
者
に

当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
個
人
的
自
由
の
重
大
な
侵
害
を
も
た
ら
す
と
い
う

に
あ
る
。

(

幻

)

(

鴎

)

こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
そ
の
解
説
を
含
め
て
学
説
は
一
般
に
好
意
的

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
デ
グ
ル
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
文
書
の
日
付
、
形

式
、
内
容
ま
で
特
定
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
い

(
印
)

ヲ

hv

。

(
印
)

な
お
破
段
院
も
、
「
書
証
の
名
称
を
正
確
か
っ
限
定
的
に
特
定
す
る
必
要
」

が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
ま
で
特
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
は
、
今
後
の
判
例
の
集
積
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で

あ
る
。

新
民
訴
法
典
第
一
一
条
二
項
二
文
お
よ
び
第
一
四
一
条
に
規
定
さ

れ
て
い
る
「
正
当
な
障
害
事
由
巾
B
℃

m
n
Z
5
2
2
m
m在
日
巾
」
の
意
味
に
つ

い
て
問
題
が
あ
る
。
ま
た
第
一
四
二
条
は
第
一
四
一
条
を
準
用
し
て
い
な

い
の
で
、
当
事
者
が
こ
の
「
正
常
な
障
害
事
由
」
を
援
用
し
て
提
出
強
制

に
対
抗
す
る
余
地
は
な
い
か
ど
う
か
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
民

法
典
第
一

O
条
は
裁
判
所
へ
の
協
力
義
務
を
「
正
当
の
理
由

5
0
2
-
m
m「

丘
町
出
町
」
な
し
に
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
と
民
訴

法
典
の
規
定
と
の
関
係
も
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
正
当
な
障
害
事
由
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
職
業
上
の

秘
密
(
第
二
章
第
三
節
参
照
)
、
内
心
尊
重
の
権
利
骨
三
件

E
Z告
R
E巾

5. 
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コ
ロ
昨
日
目
志
(
プ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

1
権
)
が
あ
げ
ら
れ
て
い
(
却
。
プ
ラ
イ
ヴ
ア

シ
|
権
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

O
年
の
札
機
で
新
設
さ
れ
た
民
法
典
第
九

条
が
「
各
人
は
そ
の
私
的
生
活
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定

し
て
、
そ
の
保
護
を
明
文
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
い
わ
ゆ
る
入

札
艇
の
一
つ
と
し
て
法
的
保
護
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
証
拠
と
の
関
係
で

は
、
特
に
手
紙
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
例
で
は
、
い
わ
ゆ
る

姦
通
調
書

8
5田
仲
間
三
回

E
5巾
の
先
般
に
関
し
て
議
論
が
あ
る
程
度
で
、

大
部
分
は
職
業
上
の
秘
密
に
よ
る
保
護
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
取

引
の
秘
密
と
し
て
企
業
秘
密
が
保
護
さ
れ
る
場
合
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
「
正
当
な
障
害
事
由
」
を
、
法
文
上
は
訴
外

第
三
者
が
援
用
で
き
る
と
し
て
い
る
の
み
で
、
当
事
者
に
つ
い
て
は
援
用

の
余
地
は
な
い
よ
う
に
読
め
る
。
ク
1
シ
エ
閥
、
第
一
四
二
条
が
第
一
四

一
条
を
準
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
一
般
に
当
事
者
が
争
訟
の
い
く
つ
か

の
事
実
の
証
明
に
有
用
な
書
証
の
提
出
を
拒
む
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
利

益
を
有
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
の
評
価
が
あ
っ
た
か
ら
と
説
明
し
て

い
る
。
し
か
し
、
正
当
な
障
害
事
由
の
下
で
理
解
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、

大
部
分
証
拠
提
出
権
の
障
害
と
な
る
事
由
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中

で
も
特
に
職
業
上
の
秘
密
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
は
提
出
者
自
身
の
利

益
で
は
な
く
、
他
人
の
利
益
で
あ
る
の
で
、
右
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
は
か
な
り
疑
問
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
マ
ロ
(
ぽ
は
、
他
人
に

関
わ
る
秘
密
に
つ
い
て
は
当
事
者
も
正
当
な
障
害
事
由
を
援
用
で
き
る
と

解
す
る
方
が
論
理
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
デ
九
州
)
は
民
法
典
第
一

O
条
の
「
正
当
な
理
由
」
と
新
民
訴
法

典
第
一
一
条
第
一
四
一
条
の
「
正
当
な
障
害
事
由
」
と
を
異
な
る
も
の
と

と
ら
え
、
「
正
当
な
理
由
」
と
し
て
当
事
者
も
援
用
で
き
る
事
由
に
は
取
引

の
秘
密
、
通
信
の
秘
密
、
職
業
上
の
秘
密
な
ど
の
秘
匿
権
(
但
し
相
対
的

な
も
の
と
す
る
)
や
不
可
抗
力
に
よ
る
文
書
の
喪
失
を
挙
げ
、
「
正
当
な
障

害
事
由
」
と
し
て
第
三
者
の
み
が
主
張
し
得
る
事
由
に
は
、
右
の
秘
匿
権

の
う
ち
提
出
す
る
こ
と
で
自
身
に
損
害
が
あ
る
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
当
事
者
が
提
出
拒
否
の
正
当
事
由
を
主
張
で
き
る
と
解
す

る
と
し
て
も
、
そ
の
主
張
の
機
会
が
問
題
と
な
る
。
第
一
四
一
条
に
は
正

当
事
由
の
主
張
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
第
一
四
二
条
は

準
用
し
な
い
の
で
、
当
事
者
は
手
続
的
に
主
張
の
機
会
が
な
い
こ
と
と
な

広
出
。

北法38(I・184)184

し
か
し
別
の
方
面
で
当
事
者
に
も
意
見
を
述
べ
る
機
会
は
保
障
さ
れ
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
訴
法
の
一
般
原
則
と
し
て
対
審
民
駒
が
認
め
ら
れ
、

そ
の
基
本
的
な
内
容
は
新
民
訴
法
典
第
一
四
条
以
下
が
定
め
て
い
る
。
文

書
提
出
強
制
の
裁
判
に
つ
い
て
も
右
の
規
定
は
当
然
適
用
さ
れ
る
。
第
一

六
条
二
項
に
よ
っ
て
裁
判
の
基
礎
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
文
書
は
「
当
事

者
が
対
審
的
に
弁
論
す
る
(
仏
岳
民
可
巾
)
こ
と
が
で
き
た
場
合
」
に
限
ら
れ
、
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さ
ら
に
準
備
手
続
裁
判
官
に
よ
る
文
書
提
出
命
令
は
、
第
七
七
四
条
に
よ

り
「
弁
護
士
を
聴
聞
し
、
又
は
呼
び
出
し
た
上
で
」
な
さ
れ
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
文
書
を
所
持
す
る
当
事
者
の
見
解
を
聞
か
ず
に
提
出

命
令
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

上
訴
の
機
会
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
準
備
手
続
裁
判
官
の
命
令
に

故
障
申
立
も
控
訴
も
許
き
れ
ず
(
第
七
七
六
条
)
、
ま
た
中
間
判
決
に
対
す

る
控
訴
も
認
め
ら
れ
な
い
(
第
五
四
五
条
)
の
で
、
本
案
判
決
に
対
す
る

上
訴
に
お
い
て
、
文
書
提
出
命
令
に
対
す
る
不
服
申
立
を
な
す
他
は
な
い
。

Fa
巌
後
に
文
書
提
出
命
令
を
拒
絶
し
た
場
合
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
つ

い
て
触
れ
て
お
く
。

第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
は
第
一
四

O
条
で
仮
執
行
ま
た
は
原
本
に
基

づ
く
執
行
の
途
が
あ
る
上
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
る
保
証
(
損
害
賠
償
)

ま
た
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
が
-
課
さ
れ
得
る
(
民
法
典
第
一

O
条
、
新
民
訴
法

典
第
一
一
条
第
一
三
九
条
)
。

当
事
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
保
証
ま
た
は
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
規
定
す

る
第
一
三
九
条
は
準
用
さ
れ
て
い
る
が
、
仮
執
行
を
規
定
す
る
第
一
四

O

条
の
準
用
は
な
く
、
そ
の
か
わ
り
訴
訟
上
の
効
果
を
不
提
出
に
結
び
付
け

る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
初
。
明
文
上
は
、
例
外
裁
判
所
(
小
審
裁
判
所

も
含
む
)
の
裁
判
官
が
文
書
ま
た
は
証
明
書
の
提
出
を
促
す
際
に
、
「
当
事

者
の
僻
怠
(
白
ぴ
m
g
E
Zロ
)
又
は
拒
絶
か
ら
す
べ
て
の
結
論
を
引
き
出
す
こ

と
」
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
(
第
八
四
四
条
第
八
六
二
条
、
労
働
法
典

R
五
一
六
1

二
三
条
)
、
控
訴
審
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
(
第
九
四

O
条)。

通
常
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
一
九
六
五
年
改
正
に
お
け
る
新
八
一
条
が

右
の
例
外
裁
判
所
の
規
定
と
同
旨
の
規
定
を
お
い
て
い
た
が
、
新
民
訴
法

典
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
損
害
賠
償
や
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
以
外

の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
も
解
し
得
る
。

も
っ
と
も
こ
う
し
た
見
解
は
見
当
た
札
丹
、
デ
グ
(
胞
は
、
証
拠
調
べ
へ

の
協
力
義
務
に
つ
い
て
「
僻
怠
又
は
拒
絶
か
ら
す
べ
て
の
結
論
を
引
き
出

す
」
余
地
を
認
め
て
い
る
新
民
訴
法
典
第
一
一
条
一
項
の
舷
張
解
釈
を
主

張
し
、
ま
た
マ
ロ
(
日
も
事
実
上
の
推
定
の
他
に
自
白
を
擬
制
す
る
こ
と
や

証
明
責
任
転
換
の
余
地
を
主
張
し
て
い
る
。

な
お
不
提
出
の
効
果
と
し
て
い
わ
れ
る
「
す
べ
て
の
結
論
」
に
は
書
証

の
端
緒
(
民
法
典
第
一
三
四
七
条
)
や
自
白
(
同
第
一
三
五
四
条
)
が
含

ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
(
出
。

(

お

)

巴

白

ロ

p
z
o
c〈
巾

】

ぽ

胃

onm門
E
5・
u-NH-
一

g
m
g巾
白
口
同
巾
巳
『
・

句
ユ
ロ
門
戸
℃
巾
凹

m
mロ
m門
出
口
凶
向
田
市
-
白
ロ
。
ロ
〈
巾
]
]
由
同
】
吋
。

n
m仏
ロ
コ
凶
門
戸
〈
ニ
巾
唱
』

(
U
'

り]戸市
W
4
h
w
岡
阿
国

N
印印市戸山口~・

(幻
)

(

U

。
ロ
円
}
同
巾
N
-
古
司
。
仏
己
円
巴
。
ロ
向
。
吋

nm巾
唱
。
巾
立

mnmw少
]
ロ
ユ
∞
門
戸
曲
目

mゐ
己
吋

円同巾

U-10nm仏
己
円
角
川
円
一
戸
、
{
]
巾
唱
同
何
回
目

n-A山
Nω
・

(
お
)
の
・

2
∞・・
M
M
見
出
〈
巾

wz。・
210・
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(
却
)
北
村
・
前
掲
論
文
(
第
一
章
第
三
節
注
9
)
六
二
五
頁
注
(
臼
)

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
B
g
R
2
5ロ
2
2
2
Zロ
は
、
事
柄
自
体
と
し
て
は
概
ね
《

証
拠
調
べ
》
に
相
当
す
る
概
念
で
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
か
な

り
聞
き
が
あ
る
の
で
、
逐
語
訳
(
引
用
者
注
|
「
審
理
上
の
措
置
」
)

に
と
ど
め
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
そ
の
範
囲
に
関
し
て
は
、

民
訴
で
は
書
証
が
除
外
さ
れ
(
法
定
主
義
)
、
第
二
に
そ
の
実
施
機

関
の
面
で
は
、
鑑
定
(
巾
M
胃
ユ
片
山
田
巾
)
が
大
き
な
役
割
を
占
め
て
お

り
、
判
事
は
命
令
(
証
拠
決
定
)
す
る
だ
け
で
直
接
主
義
的
な
局

面
が
少
な
く
、
第
三
に
審
判
手
続
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
は
、
審
理

(
E
2
2
2
Zロ
)
の
段
落
で
の
み
観
念
さ
れ
、
刑
事
を
別
と
し
て
法

廷
期
日
(
白
ロ
仏
円
四
日
巾
)
の
段
落
で
は
も
は
や
問
題
と
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
」

(
刊
)
但
し
文
書
の
検
真
・
偽
造
申
立
の
場
合
は
あ
る
。
旧
法
典
第
一

九
三
条
以
下
、
第
一
二
四
条
以
下
参
照
。

(
引
)
こ
の
こ
と
は
旧
法
典
の
下
で
の
提
出
強
制
否
定
説
の
論
拠
に
つ

な
が
る
。
∞
同

EP(usa-
匂
・
詰
・
ロ
。
Z
∞
芯
吋
本
章
第
二
節
参
照
。

(
必
)
新
民
訴
法
典
の
章
立
て
に
も
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
巻
「
す
べ
て
の
裁
判
所
に
共
通
の
規
定
」
の
中
の
第
七

編
「
証
拠
の
裁
判
上
の
提
出
白
色
B
E
g々
見
芯
ロ
」
は
次
の
四
つ
に

分
か
れ
て
い
る
。

第
一
小
編
書
証

F
2
1
R
g
(伝
達
と
提
出
)

第
二
小
編
証
拠
調
べ
円
2
5
2
R
Z
仏w
吉田仲

E
n巴
。
ロ
(
検
証
、

本
人
出
頭
、
証
人
、
鑑
定
)

第
三
小
編
書
面
証
拠
に
関
す
る
争
い

T
w
m
g口広田
g
z。
5

『
巾
]
丘
一
耳
目
卸
宮
胃

2
話
宮
門

m
g
r
(検
真
、
偽
造
)

第
四
小
編
裁
判
上
の
宣
誓

(
日
)
今
の
と
こ
ろ
全
面
的
に
肯
定
説
を
主
張
す
る
の
は
プ
ラ
ン
だ
け

で
あ
る
が
、

U
包

mz-
同》『。。ロ
2
5口同
O
R
m
巾噂問者
-
N
C
M
!
日
。
∞
・
は

明
文
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
真
実
発
見

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
当
事
者
主
導
主
義
を
遺
憾
な
も
の
と
評
価

し
て
い
る
。

(川
H
)

伊向田叫『白己門戸】[巾弘司
O
芹
町
二
回
宮
・
巾
ロ
〈
巾
-
z
y
p

も
っ
と
も
こ
の
職
権
の
可
否
に
つ
い
て
は
多
く
の
例
外
が
あ
り
、

ま
た
裁
判
官
が
釈
明
権
を
行
使
し
て
申
立
を
促
す
こ
と
も
で
き
る

(
新
法
典
第
八
条
第
一
三
条
参
照
)
の
で
、
実
質
的
に
は
職
権
に
よ

る
命
令
を
認
め
る
の
と
大
差
な
い
と
し
て
い
る
。

(
K
M
)
E
E・

(
M刊

)
(
u
o
z
n
v
R・。
u
n芹
・
本
章
第
一
節
注

(
3
)
Z。・
ω
ピ・

(
U
)
5
5・
〈
出
口
切
回
目
・
冨
白
吋
吋
釦
己
内
HHh巾
奇
O
R
帥}出目
)
5
5
F
Z。・
ω
申・

(
川
叩
)
志
一
色
-Zoω
・ω吋

ω
申
・
引
用
は
谷
口
他
訳
「
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴

法
典
』
一
四
六
頁
。
な
お
こ
こ
で
マ
ロ

l
が
念
頭
に
お
い
て
い
る

の
は
パ
リ
控
訴
院
の
一
九
七

O
年
五
月
二
七
日
判
決
の
事
案
で
あ

る
。
前
出
本
章
第
二
節
注
(
町
)
参
照
。

(ω)
司

R
2・
品
目
白
Z
E
a
-
]
(リ・
H
Y
E
a
-
-〈・

2ω
∞
・
事
案
は
、

離
婚
訴
訟
の
準
拠
法
が
争
わ
れ
、
妻
の
パ
ス
ポ
ー
ト
、
税
申
告
書
、

北法38(I・186)186
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身
分
証
明
書
な
ど
を
提
出
す
る
よ
う
夫
が
申
し
立
て
た
も
の
で
あ

る
。
委
は
申
立
の
あ
っ
た
文
書
を
既
に
夫
に
伝
達
し
て
い
る
。

(
叩
)
ロ
包
句
・
0
・司

g己
Z
2
-
c口問。
R
m巾
よ
】
℃
・
口
∞
毘
ω

(
日
)
宮
司
『
白
己
門
戸
問
、
巾
巳
『
。
芹
曲
一
回
℃
吋
巾
ロ
〈
巾

-z。・巴・

(
臼
)
本
章
第
二
節
注
(
引
)
掲
記
諸
判
例
。

(
日
)
本
章
第
二
節
注
(
何
)
掲
記
判
例
。

(
日
)
、
叶
ユ
σ・腎.・古田
f

Z
間三
2
2
(
O
E・}ロ
m
m
w
B
U巾
巾
口
市
E

C

H

H

B
R∞
E
a
-

。-E
a
-
u
-
E由・

(
回
)
ロ
包
ぬ
司
巾
・
司
『
。
門
吉
円
門
戸
。
口
問
。
吋
n
m
巾
・
円
】
同
}
-
H

吋ω
l
H

叶印・

(
同
)
の
同
N

・司白

--wz=-N-E品・

(訂

)
F
E
-
d
o同
巾
ョ
方
向
円
。
ロ
門
凶
器
-
冨
も
っ
と
も
そ
の
理
由
は
民
法

典
第
一
コ
二
五
条
に
証
拠
提
出
責
任
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
文
書

を
特
定
し
な
い
提
出
強
制
の
申
立
は
右
法
条
の
定
め
た
秩
序
を
乱

す
も
の
と
い
う
に
あ
る
。

(
珂
)
例
え
ば
本
判
決
を
引
用
す
る
の
。
ロ
σ
g
g
v
n
-
F巾
骨
三
件
卸
]
白

℃円
m
Z
4巾

-
Z
o
-
-
N・

(印
)

U
巳肉吋
mr
司】
1
0
内山口nz。ロ向。円nm巾・℃
U
・呂町
l
H

∞∞-

(
印
)
わ
回
目
印

-n-〈・・
5

5白
2
5
3・
∞
ロ
ロ

-nz・ロ
Z
0・
∞
∞
・
事
案
は

不
明
だ
が
、
第
一
審
が
訴
外
A
社
に
対
し
て
「
特
定
さ
れ
た
書
証

の
他
に
《
A
社
が
自
己
の
関
連
会
社
B
社
か
ら
ピ

g
mロ・回吋巾〈白ロ・

ロ
巾
∞
所
在
の
土
地
全
体
に
つ
い
て
委
任
さ
れ
た
事
務
の
遂
行
を
報
告

す
る
書
面
お
よ
び
会
計
書
面
》
の
提
出
を
」
レ
フ
ェ
レ
の
手
続
で

命
じ
た
と
こ
ろ
、

A
社
は
《
書
証
の
名
称
を
正
確
か
っ
限
定
的
に

定
め
る
必
要
》
が
あ
る
と
し
て
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
は
こ
の
異

議
を
考
慮
し
な
か
っ
た
。

A
社
の
破
鍍
申
立
に
対
し
て
破
段
院
は

「
第
一
三
八
条
に
よ
っ
て
一
つ
な
い
し
複
数
の
第
三
者
所
持
書
証
の

提
出
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
書
証
は
な
お
十

分
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
述
べ
て
、
破
段
差
戻

し
た
。

(
臼
)
冨
白
吋
S
E
a
-
F巾
仏
円
。
一
円
帥
宮
胃
巾
己
〈
巾
・

2
。ω
・ω
。
ω
N
円巾吋・

(臼

)
F
a
z。
・
吋
。
宮
ω
門
凶
己
口
古
一
-
-
・

5
吋0
・

(
臼
)
第
一
章
第
二
節
参
照
。

(
制
)
。
。
cσ
巾白
Z
H
W
F巾

e・0
件
帥
}
同
宮
・
巾
ロ
〈
P
Z
0・
5
・

(
臼
)
巴
包
mH1巾・司『。門
E
n
z
o口問。吋門
Hm巾-
u
-
N
ω
c
・

な
お
こ
の
取
引
の
秘
密
の
観
念
か
ら
、
旧
民
訴
法
典
の
下
で
例

外
的
に
文
書
提
出
強
制
を
認
め
て
い
た
商
法
典
の
規
定
が
説
明
ら

れ
る
。
。
同
〈
同
一
仏
国
唱
。
-
-
F
巾閉め
Q
Z
仏
巾
印
同
氏
曲
一
司
巾
少
山
口
冨

2
2
m
g

。同町内川『件目印刷耐・

ω白
〈
釦
巴
巾
タ
(
]
{
由
昂
印
)
匂
匂
-
N
叩]{巾丹田・
0

回目】・匂。・
N

由∞

ω
0
0
.
 

(

侃

)

(

い

c
c
n
F
2・0
匂
・
門
戸
本
章
第
一
節
注

(
3
)
Z。・
ω
N
印・

(
町
)
冨

R
E邑
-
T
W
今
o
x
u
-白
胃

2
2・
Z
。
ぉ
・

(
伺
)
口
問
問
問
叫
m・3
1
0
仏
己
円
巴
。
ロ
向
。
司
n
m
巾
・
℃
ぢ
-
N
N
T
N
ω
N
・

(
印
)
抽
象
的
に
は
援
用
可
能
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
認
め
ら
れ
る
場

合
は
職
業
上
の
秘
密
を
理
由
と
す
る
場
合
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。

(
叩
)
谷
口
他
訳
「
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴
法
典
』
四
四
頁
以
下
、
堤

龍
菊
「
弁
論
主
義
か
ら
対
審
主
義
へ
・
・
・
』
R
O
Z
2
2。
日
目

E-
北法38(I・187)187
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戸
市
古
唱
え
町
内

O
E巾
5
2同
色
ロ
ロ
忌
将
司
冨
色
白
ロ
想
的
。
ほ
R
Z
帥

E
q
z国
S
E
E
L由
∞
同
・
の
紹
介
」
神
戸
学
院
法
学
一
四
巻
二
号

一
八
九
頁
参
照
。

(η)
第
一
六
条
は
何
度
か
変
遷
し
て
い
る
が
、
一
九
七
六
年
七
月
二

九
日
デ
ク
レ
に
よ
る
修
正
(
谷
口
他
訳
『
注
釈
フ
ラ
ン
ス
新
民
訴

法
典
』
は
こ
れ
を
底
本
と
し
て
い
る
)
を
受
け
た
第
一
六
条
一
項

は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
た
。
そ
の
紹
介
と
し

て
、
北
村
一
郎
「
判
事
は
対
審
の
原
理
を
み
ず
か
ら
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
三
五
号
六
六
頁
参
照
。
二
項

は
そ
の
後
の
一
九
八
一
年
五
月
二
一
日
デ
ク
レ
五

O
O号
で
も
維

持
さ
れ
て
い
る
。

(η)
但
し
冨
白
門
叶
白
邑
ト
0

門町
O
{
門
主
主
】
『

2
2・
Z
。・

5
・
は
、
当
事

者
間
で
の
仮
執
行
の
余
地
を
認
め
な
い
の
を
遺
憾
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

(
符
)
巴
包
閃
叶
巾
・
司
g
a
z
n
z
o口問。吋
nmpu-N品
戸
口
O
R
g
-
は
H
M
m
w

円
S
F

同N
-
n
o
c
g
a巾
岳
・
0
X
宮
内
出

ng-吋
巾
宮

-zhy
回申叶品
i

叶印・、
H

，・戸同}・

8
N・
を
挙
げ
て
い
る
。

(
引
け

)

U
包
関
吋
タ
司
吋
。
息
長
H

巴
。
口
問
。
吋
nm巾
-u-N品川E
・

(
百
)
冨
白
吋

E
E噂
問
、
巾
骨
O
R
卸
]
印
有
巾
〈
ロ
P
Z
E
-
N
N
a
∞-

(
河
)
わ
白
印
m-nog--EE{ロ
E
2・∞ロロ

-aJ『
-
E・
2
。
・
巴
印
・
本
人
出

頭
を
命
じ
ら
れ
た
の
に
出
頭
し
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。
旧
民
訴
法

典
第
三
三
六
条
参
照
。

第
四
節

北法38(I・188)188

ま
と
め

本
章
で
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
相
手
方
当
事
者
ま
た
は
訴
外
第
三

者
か
ら
の
証
明
資
料
、
特
に
文
書
の
提
出
強
制
に
つ
い
て
、
旧
民
訴
法
典

お
よ
び
新
民
訴
法
典
の
下
で
の
学
説
判
例
を
紹
介
し
た
。

旧
法
典
は
明
文
上
極
め
て
限
ら
れ
た
場
合
に
の
み
文
書
の
提
出
強
制
を

認
め
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
下
で
も
学
説
も
、
自
由
主
義
(
個
人
主
義
)

的
価
値
観
の
下
で
弾
劾
主
義
的
訴
訟
観
を
有
し
、
か
っ
法
文
に
忠
実
な
解

釈
態
度
(
注
釈
学
派
)
と
あ
い
ま
っ
て
、
一
般
的
な
提
出
強
制
を
認
め
る

こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
共
通
文
書
に
関
し
て
は
、

第
一
八
八
条
の
書
証
伝
達
制
度
の
転
用
に
よ
り
提
出
強
制
を
認
め
て
い
た
。

二
O
世
紀
に
は
い
り
、
産
業
の
発
達
に
伴
い
社
会
情
勢
の
変
化
か
ら
、

従
来
の
基
本
的
な
思
想
で
あ
っ
た
自
由
主
義
的
価
値
観
が
批
判
さ
れ
、
い

わ
ゆ
る
社
会
的
法
観
念
、
特
に
連
帯
主
義
が
台
頭
し
た
こ
と
、
お
よ
び
法

解
釈
方
法
論
上
の
科
学
学
派
の
台
頭
と
を
背
景
と
し
て
、
文
書
提
出
強
制

に
つ
い
て
も
共
通
文
書
以
外
の
文
書
に
関
し
て
肯
定
す
る
学
説
が
現
れ
た
。

両
学
説
の
主
な
争
点
は
、
《

Z
巾
目
。
丹
巾
ロ
巾
吉
円
包
巾
『
巾
円
。
ロ
昨
日
目
巾
〉

と
い
う
法
諺
の
二
義
性
か
ら
、
二
つ
の
焦
点
が
あ
っ
た
。
ま
ず
証
明
責
任

を
負
わ
な
い
当
事
者
の
消
極
的
態
度
が
無
制
限
に
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う

点
、
次
い
で
裁
判
官
の
中
立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
裁
判
官
は
全
く
消
極

1. 
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的
受
動
的
で
あ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
問
題
に
加
え
て
、
民
事
訴
訟
の
基
本
的
な
タ
イ
プ
と
し
て
の
弾
劾
主
義

的
手
続
観
念
と
礼
問
主
義
的
手
続
観
念
と
の
ど
ち
ら
を
追
求
す
る
か
と
い

う
問
題
が
あ
り
、
議
論
は
錯
綜
し
て
い
た
。
結
論
は
提
出
強
制
の
肯
定
と

否
定
と
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
が
、
肯
定
説
は
当
事
者
の
証
明
権
に
論
拠

を
求
め
る
も
の
と
裁
判
官
の
真
実
発
見
に
求
め
る
も
の
と
が
あ
っ
た
。

判
例
は
一
般
に
は
提
出
強
制
を
否
定
し
た
事
例
が
多
い
が
、
共
通
文
書

の
概
念
を
学
説
よ
り
広
く
と
ら
え
、
ま
た
共
通
文
書
以
外
の
文
書
に
つ
い

て
も
一
般
論
と
し
て
は
提
出
強
制
の
余
地
を
早
く
か
ら
認
め
て
い
た
。
そ

し
て
挙
証
者
が
自
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
立
証
に
不
可
欠
な

文
書
に
つ
い
て
、
肯
定
し
た
例
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

Z

こ
の
よ
う
な
旧
法
典
の
下
で
の
状
況
に
対
し
て
、
新
民
訴
法
典
は

能
動
的
な
裁
判
官
像
を
打
ち
出
し
て
文
書
提
出
強
制
を
広
く
認
め
た
。
し

か
し
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
な
お
、
旧
法
典
の
下
で
見
ら
れ
た
肯
定

説
の
論
拠
の
重
点
の
置
き
か
た
の
違
い
に
対
応
し
た
形
で
、
当
事
者
の
証

明
権
を
提
唱
す
る
立
場
と
裁
判
官
に
よ
る
真
実
発
見
を
重
視
す
る
立
場
と

の
聞
で
、
か
な
り
の
開
き
が
見
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
職
権
に
よ
る
提
出
強
制
の
可
否
に
最
も
顕
著
で
あ
る
が
、

そ
の
他
提
出
強
制
を
要
求
す
る
者
の
自
ら
入
手
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ

る
こ
と
を
も
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
、
他
に
立
証
の
途
が
な
く
当
該
文
書

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
ま
で
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
お

い
て
証
明
権
を
提
唱
す
る
立
場
は
提
出
強
制
の
可
能
性
を
比
較
的
狭
く
解

す
る
傾
向
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
文
書
提
出
強
制
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
の
立
場
が
妥

当
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
守
備
範
囲
を
越
え
る
も
の
で

あ
る
が
、
新
民
訴
法
典
の
立
法
趣
旨
が
明
ら
か
に
裁
判
官
の
能
動
性
に
よ

る
真
実
の
発
見
を
目
指
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
学
説
お
よ
び
判
例
も

必
ず
し
も
真
実
発
見
を
最
優
先
さ
せ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

証
明
権
を
提
唱
す
る
グ
ボ

l
、
マ
ロ
ー
ら
の
見
解
が
か
な
り
有
力
で
あ
る

こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
文
書
提
出
強
制
制

度
を
比
較
法
的
に
位
置
付
け
る
上
で
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

結
び

以
上
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
証
明
権
の
観
念
の
下
で
議
論
さ
れ
て
い
る

事
項
の
紹
介
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
領
域
が
極
め
て
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
た

め
、
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
消
化
不
良
の
部
分
が
多
く
、
ま
だ
つ
め
て
考

え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
く
残
っ
た
が
、
一
応
そ
の
全
体
像
を
つ
か

む
こ
と
が
で
き
た
。
証
明
権
と
い
う
概
念
は
、
我
が
国
や
フ
ラ
ン
ス
以
外

(

1

}

(

2

)

 

に
お
い
て
も
、
近
時
ド
イ
ツ
そ
の
他
の
国
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
テ
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ー
マ
で
あ
り
、
今
世
紀
を
通
じ
て
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の

状
況
は
、
今
後
の
解
釈
論
の
中
で
参
考
と
で
き
る
余
地
が
大
き
い
と
思
わ

れ
る
。フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
証
明
権
の
観
念
を
ふ
ま
え
て
我
が
国
の
証
拠
法
を

め
ぐ
る
議
論
を
考
え
る
な
ら
ば
、
具
体
的
な
解
釈
論
点
と
し
て
、
申
出
の

あ
っ
た
証
拠
を
「
不
必
要
ト
認
ム
ル
」
場
合
の
判
断
基
準
お
よ
び
そ
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
の
解
釈
、
あ
る
い
は
文
書
提
出
義
務
の
要
件
論
な
ど
が

さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
鑑
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、

交
互
尋
問
制
度
、
特
に
反
対
尋
問
権
の
保
障
、
裁
判
官
の
証
拠
評
価
の
問

題
な
ど
証
拠
法
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
及
び
、
そ
の
個
々
の
検
討
は
今
後

(
3
)
 

の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
、
証
明
責
任
の
分
配
を
考
え
る
上
で
も
、
各
当
事
者
に
ど
こ
ま

で
証
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
証
明
権
の
保
障
が
ど

こ
ま
で
及
ん
で
い
る
か
と
い
う
点
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

っ
と
も
客
観
的
立
証
責
任
の
分
配
は
、
主
張
さ
れ
た
事
実
の
真
偽
不
明
に

つ
い
て
、
ど
ち
ら
の
当
事
者
が
不
利
益
を
蒙
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
結
果
的
に
は
ど
ち
ら
の
当
事
者
も
証
明
が
不
能
で
あ
っ
た
と

い
う
場
合
に
正
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
証
明
権
の
保
障

が
証
明
責
任
の
不
利
益
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
直
接
結
び
付
く
と
は
必
ず

し
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
序
で
述
べ
た
よ
う
に
客
観
的
立
証

責
任
の
概
念
自
体
が
再
検
討
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
は
証
明

可
能
性
の
限
界
(
証
明
権
の
保
障
範
囲
)
を
見
極
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
ま
た
個
々
の
訴
訟
状
況
と
は
独
立
に
客
観
的
立
証
責
任
の
分
配
が

定
ま
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
実
体
法
関
係
で
の
桔

的
安
定
の
確
保
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
実
体
取
引
関
係
の
当

事
者
が
紛
争
に
備
え
て
確
保
し
て
お
く
べ
き
証
拠
の
範
囲
を
予
め
メ
ン
シ

ヨ
ン
す
る
と
い
う
機
能
の
重
視
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
証

明
権
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
も
評
価
で
き
る
要
素
と
言
え

L
目。

こ
の
よ
う
に
証
明
権
と
い
う
概
念
の
日
本
法
に
お
け
る
意
義
は
、
証
明

活
動
の
機
会
が
不
当
に
奪
わ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
点
を
検
証
す
る
こ
と

に
と
ど
ま
ら
ず
、
証
明
責
任
の
概
念
を
考
え
る
上
で
も
、
証
明
権
保
障
と

い
う
点
を
考
慮
に
い
れ
て
再
検
討
す
る
こ
と
に
も
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
検
討
を
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。
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1 

ド
イ
ツ
の
訴
訟
法
学
者
ハ

l
プ
シ
ヤ
イ
ト
が
チ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
大

学
教
授
に
就
任
し
た
際
に
、
そ
の
就
任
記
念
講
演
の
テ
!
マ
が
「
証

明
権

U
S
F
w
n
Z
宮
内
包

gd∞
巾
さ
巴
印
」
で
あ
っ
た
。
ベ
ー
タ

1
・

シ
ュ
ロ
ツ
サ

l
、
中
村
日
日
中
山
訳
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
学
の
現

況
」
比
較
法
学
(
早
大
二
九
巻
二
号
一
三
七
頁
。
な
お
国
同
σ
R
F
m
・

-P
ヨ
己
目
的
河
巾
円
宮
同
三
∞

2
3・
N
N
H
Y
2
・
ω・
ω
宰
(
凶
器
ω
)
参



フランスにおける Ledroit a la preuveの観念

昭。

2 

小
山
昇
「
海
外
学
界
事
情
」
民
事
訴
訟
雑
誌
三

O
号
二
六
九
頁

参
照
。

3 

す
で
に
小
島
「
証
明
権
」
で
そ
の
あ
ら
ま
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
言
及
す
る
文
献
は
多
い
が
、
特
に
、
松
本
博
之
「
証

明
責
任
論
に
か
ん
す
る
覚
室
百
」
法
学
雑
誌
二
八
巻
三
M
M
四
号
五
八

三
頁
参
照
。

4 5 

フ
ラ
ン
ス
の
人
証
制
限
に
つ
い
て
も
、
こ
の
角
度
か
ら
再
検
討

す
る
余
地
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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La notion de droit a ]a preuve en France 

Yasutaka MACHlMURA' 

Introduction 

Ch.1er La nature juridique du droit a la preuve 

Ch. 2e Le droit de produire des preuves 

Ch.3" Le droit d'obtenir des preuves 

Conclusion 

Au ]apon aussi bien qu'en France， les plaideurs doivent fournir les preuves 

necessaires devant le juge， a d吾fautdesquelles ils risquent de perdre leur proces. 

Or， la tache de prouver est souvent tres difficile， notamment lorsqu'il s'agit de 

la responsabilit吾delictulelle. II s'ensuivera des situations iniques pour un des 

plaideurs. Force est d'assurer aux plaideurs le droit a la preuve. En effet， le 

droit francais connait le droit a la preuve depuis longtemps， bien que cette 

notion est encore en discussion. Quant au ]apon， ce droit n'a pas et吾concu

jusqu'il y a dix ans， a I'exception de M. Boissonade et de ses diciples japonais 

Pour maintenent， bien des questions sont discutees a propos de la preuve， 

surtout， de la charge de la preuve， de la production forcee des pieces， etc. Dans 

cette situation japonaise， la notion francaise du droit a la preuve servira a 

debrouiller les situations complexes de la doctrine et de la jurisprudence， et 

suggerera des meil¥eurs solutions de probl邑mes. Pour cette raison， nous com. 

mencons notre吾tudepar presenter la notion francaise du droit a la preuve. 

D'apres I'avis generalement accepte， on peut distinguer deux aspects du 

droit a la preuve; d'une part， le droit de fournir les el吾mentsde preuve dans le 

debat et faire les examiner au juge， et d'autre part， le droit de faire produire des 

preuves a I'autre partie， ou merne， aux tiers. 

Quant au premier aspect， il est unanimement admis que chaque partie ont 

cette faculte. Mais， iI reste de d吾terrninersa nature juridique et les conditions 

de son exercice. 

Quant au dernier aspect， au contraire， I'existence elle-meme en a ete 

discutee avant la reforrne de procedure civile depuis 1971. Les doctrines 

dorninantes I'ont deni吾essauf des cas expressement prevus par les lois， ainsi que 

des cas de titre commun. Mais， certains auteurs ont affirrn邑cedroit， et c'etait 

事 Assistanta la Facult吾dedroit de l'Universite de Hokkaido 
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pour admettre la production forcee d'autres pieces que titre commun. Dans 

certaines matiをres，la jurisprudence meme l'a admis. Apres une s吾riede 

r吾formesqui a abouti au nouveau code de proc吾durecivile， il n'y a pas lieu de 

refuser le droit d'obtenir des preuves. Cependant， les meme probl色mesqu' au 

premier aspect restent a etre resolus. Ici， nous nous int吾ressonsa la relation 

entre le droit a la preuve et l'id吾equi a dirige cette refoロne. Si celle.ci avait 

entierement substitue le principe inquisitoire au principe accusatoire qui avait 

inspire le 1吾gislateurdu ancien code de 1806， le nouveau code n'aurait pas donne 

aux plaideurs le droit a la preuve， mais seulement leurs impos忌ledevoir de 

collaborer a la manifestation de la v吾rite. Malgre la tendance generale vers le 

principe inquisitoire， le nouveau code ne semble pas approuver un pareil 

r吾sultat，car le juge ne peut ordonner la production des piさcesqu'a la requete de 

l'une des parties (art. 11 du nouv. c. proc. civふ Enfin de compte，il nous semble 

que le droit a la preuve est devenu (positif) dans la procedure civile， et que 

le limite raisonnable de la production forc邑ereste a etre determine. 

Apres avoir vu les discussions francaise sur le droit a la preuve， nous 

devrons examiner la possibilite de concevoir ce droit dans le systさmejuridique 

japonais， et etudier quelques problemes japonais concernant la preuve en tenant 

compte des solution francaises. 
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